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「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」 

                          （独）労働政策研究・研修機構 

                               研究員 細川 良 

                               研究員 山本 陽大 

Ⅰ 研究の目的 

職務（職種）や勤務地等につき限定が付されている「多様な正社員」制度の導入が重要

な政策課題となるなかで、その雇用終了、とりわけ解雇をめぐるルールの在り方に注目が

集まっている。かかる多様な正社員の解雇ルールは、職務・勤務地等に限定が付されてい

ない正社員における解雇ルールと異なるのか否か、異なるとすればそれはいかなる点にお

いて、どの程度異なるのかが議論の焦点であるといえよう。 

 このような問題を考察するに当たっては、従来、職務や勤務地に限定が付されている労

働者に対する解雇事案において、裁判所がどのような判断を行ってきたのかを検討してみ

ることが有益であると思われる。しかしながら、現在のところ、この点を網羅的に分析・

検討した研究は存在しない。そこで、労働政策研究・研修機構（JILPT）では、判例におい

て解雇権濫用法理（現在の労働契約法 16 条）が確立して以降の時期における、多様な正社

員に対する整理解雇および能力不足解雇にかかる裁判例を網羅的に収集するとともに、そ

こでの裁判所による法的判断の傾向につき、分析を行うこととした。 

 

Ⅱ 研究の方法 

 本研究で、分析対象としたのは、以下の①～③に該当する裁判例であって、「労働判例」、

「労働経済判例速報」、「労働関係民事裁判例集」のいずれかに掲載されているものである

（なお、最近の裁判例については「労働判例ジャーナル」に掲載されているものを含む）。 

 

① 時間的範囲 

‐高知放送事件（最判昭和 52・1・31 労判 268 号 17 頁）以降から現在（平成 25 年 9

月 1 日）まで。 

② 事案の内容 

‐整理解雇〔変更解約告知を含む〕および能力不足解雇事案（なお、請求の形式につい

ては、地位確認請求、損害賠償請求、地位保全の仮処分等、当該解雇の法的有効性が問

題となるものに限る。） 

‐但し、労災事案、刑事事案、行訴事案は除く。 

③ 職務、勤務地等の限定 

‐職種および勤務地につき、労働契約等において明示的に限定が付されている例のみな

らず、明示されていなくとも、採用の経緯や、就労の実態等からみて何らかの形で限定

が付されていることを前提に、裁判所が判断を行っているものと解しうる例を含む。 

（但し、例えば労働者が専門職として就労している事案であっても、当該職種への限定
．．．．．．．．
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性
．
につき、原告・被告の主張および裁判所による事実認定・法的判断のいずれにおいて

も何ら言及されていない事案においては、限定性が裁判所の判断に及ぼす影響が不明で

あるため、ここでは検討の対象外としている）。 

 

 本研究ではまず、分析対象となる裁判例を収集すべく、判例データベースである『LEX/DB』

において資料Ⅰの通り入力を行い、上記①に該当する判例・裁判例の検索を行った。かか

る作業により合計 3,355 件の裁判例が得られたため、続いてこれらを 1 件ずつ精査するこ

とにより、上記②および③に該当する裁判例を抽出した。 

その結果、資料Ⅱの通り計 61 件（内訳：整理解雇 34 件、能力不足解雇 26 件、両方 1

件）が、上記・①～③全てに該当する裁判例として得られたため、各裁判例ごとに個表お

よび整理表（整理解雇につき資料Ⅲ、能力不足解雇につき資料Ⅳ）を作成するとともに、

裁判所による法的判断につき、傾向分析を行った。かかる傾向分析の結果は、以下の通り

である。 

 

Ⅲ 整理解雇事案（整理解雇&能力不足解雇事案を含む）に関する傾向分析 

□ 限定性にかかる争い、明示の有無について 

（1）整理解雇事案において、限定性が問題となっているのは、職務（職種）の限定にかか

わる事案が 22 件、勤務地限定にかかわる事案が 7 件、職務（職種）および勤務地の双

方にかかる限定性が問題となった事案が 6 件である。 

 

（2）「職務上の地位を特定し～」や「職種を限定し～」等の表現により、職務（職種）限

定が明示的に認定されている例は、22 件中 7 件である。他方、職務（職種）限定が明

示的に認定されてはいないものの、採用の経緯や、就労の実態等からみて何らかの形

で限定が付されていることを前提に裁判所が判断を行っているものと解しうる事案

（以下では便宜上、黙示の限定事案と称する。）は、15 件存在する。 

‐明示：事件番号 6、11、12、14、27、30、33 

‐黙示：事件番号 1、2、3、4、5、7、9、10、13、18、22、24、29、32、35 

 

（3）勤務地限定に係る事案においては、うち 4 件は明示的に勤務地の限定があることが認

定されている事案であり、3 件は黙示的な勤務地の限定を前提に判断を行っているもの

と解しうる事案である。 

‐明示：事件番号 16、17、21、23 

‐黙示：事件番号 15、19、25 

 

（4）更に、職務（職種）および勤務地の双方にかかる限定性が問題となった事案のうち、

3 件は職種・勤務地の双方につき限定があることが明示的に認定され、1 件については
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勤務地につき限定があることを明示的に認定しつつ、職種についても明示的な限定の

認定はないものの、何らかの限定が付されていることを前提として判断がなされてい

るものと読める。他方、勤務地については限定性を明確に否定しつつ、職種につき何

らかの限定が付されていることを前提として判断がなされているものと読める事案が

1 件存在する。また、使用者側は勤務地および職種限定ありと主張したのに対し、その

いずれをも否定した事案が 1 件存在する。 

‐職種・勤務地ともに明示：事件番号 8、26、28 

‐勤務地につき明示・職種につき黙示：事件番号 20 

‐職種につき黙示・勤務地につき限定を否定：事件番号 31 

‐いずれについても限定を否定：事件番号 34 

 

 

□ 判断要素について（なお、黙示の限定事案を含む。） 

 

 

 ・採用の経緯 

   ‐学歴・職歴等：事件番号 5 

   ‐応募の経緯：事件番号 35 

   ‐使用者側の採用の動機・目的：事件番号 6、10、12、30、33 

   ‐その他：事件番号 20、35 

   

  ・契約書・就業規則等の記載：事件番号 11、32、33 

  

職務（職種      ・就労の実態・待遇等 

     ‐就労実態（特定の業務に従事し続けてきたこと、他の業務に

従事したことの有無・程度等）：事件番号 1、2、3、5、7、9、

11、13、18、22、34 

   ‐配置・異動の運用実態：事件番号 9、10、13、29、33、35 

   ‐当該職種等の企業内における位置づけ：事件番号 20、24、29 

   ‐他職種との賃金制度・労働条件の違い：事件番号 29 

   ‐高処遇：事件番号 30 
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           ・採用の経緯 

            ‐採用権限者・決定者：事件番号 15、16、17、23、28 

            ‐募集の範囲：事件番号 16 

            ‐中途採用：事件番号 16 

            ‐その他：25 

 

           ・契約書・就業規則等の記載：事件番号 16、21、23、25、28 

勤務地 

           ・就労の実態等 

            ‐就労の実態（特定の業務に従事し続けてきたこと等）：事件

番号 15、34 

            ‐配置・異動の運用実態：事件番号 19、23 

            ‐他職種との違い：事件番号 23 

 

           ・労働者側の私的事情：事件番号 15、20 

 

 

□ 限定性が法律判断に及ぼす影響の態様 

（1）総論 

・「限定性のゆえに、整理解雇法理（4 要件・4 要素型判断枠組）を採用しない」旨を一般

論として明言する裁判例はない 

・（限定性のゆえにであるかは判然としないが）いわゆる 4 要件、4 要素に基づいた判断と

は異なる判断枠組を用いたと解しうる裁判例がある 

  ‐解雇事由の存否に基づき判断：事件番号 1、14、31 

  ‐解雇権の濫用の有無で判断：事件番号 6、7、30 

‐整理解雇の 4 要件・4 要素に含まれる要素を含むが、全体として異なる枠組とも解し

うる枠組で判断：事件番号：4、5、8、10、11、13 

  ‐その他：事件番号 26 

・整理解雇法理（4 要件・4 要素型判断枠組）およびこれに準じた枠組を用いて判断したと

解される事例は 22 件である。 

 ：事件番号 2、3、9、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27、28、

29、32、33、34、35 

・「限定性」の態様およびそれが解雇回避努力義務の程度に与える影響のみならず、その他

の要素（人員削減の必要性、手続の進め方等）も考慮した上での総合判断を行う傾向 
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（2）解雇回避努力について 

①配転等を検討すべき範囲を限定するもの 

：事件番号 1、3、4、19、33 

eX. 3 東洋酸素事件 

「アセチレン部門の閉鎖当時同部門に勤務していた従業員・・・の職種は、製造二課

管理係員 1 名が技術職である以外は・・・すべて工場現場の作業に従事するいわゆる現

業職であったことが明らかであるから、X ら現業職に属する従業員を他部門に配置転換

するとすれば、その対象となるべき職種は、現業職及びこれと類似の職種である特務職

に限られるのが相当ということができる。ところが、他部門においては現業職及び特務

職は当時過員であり、近い将来欠員が生ずる見込はない状態にあった・・・。右のよう

に、他部門において労働力の需要がなく、また、近い将来右需要の生ずることも期待し

得ない事情にあった以上、アセチレン部門の閉鎖により全企業的に見ても右部門の従業

員は剰員となったことが明らかであるといわなければならない。」 

 

※ 但し、職種の限定から配転等を検討すべき範囲の限定を直截に導いているケースは少な

く、多くのケースでは、（労働者側主張の）配転可能性がある職種等について、客観的

に配転が困難である事情の存在と合わせて、解雇回避努力を限定する判断を導いている。 

eX. 4 佐伯学園事件 

「X らは、Y は・・・X らの人材を活用するため他の科に転用できるよう新教科の免許

取得の措置を講ずべき義務があるのに、これをせず、経営者として当然なすべき解雇を

回避すべき努力を怠ったものであると主張するけれども・・・Y としては、X らに対し

て僅かの授業時間の活用しか出来ないのに
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

そのままこれを他の科に転用して新採用を停

止しなければならない当然の義務を負うものではない。」（傍点引用者） 

 

 

②「限定性のゆえに配転等の解雇回避努力が限定されるわけではない（あるいは少なくと

も解雇回避努力が消滅するわけではない）」という立場を採ると解されるもの 

：事件番号 7、10、11、14、15、17、18、21、23、27、28 

eX. 23 東洋水産川崎工場事件 

「日給月給者は・・・労働契約上、就業場所は川崎工場に限定されていたものと考え

られる。しかし、このことは、日給月給者が、その同意なく川崎工場以外の場所で就業

させられないというにとどまり、同工場が閉鎖される場合に Y 社が日給月給者に対して

行うべき雇用確保の努力の限度を軽減させる理由となるものではないと解すべきであ
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る。そして、X らは、Y 社と期間の定めのない雇用契約を締結し、これまで長年にわた

り川崎工場で就労してきたものであり、雇用継続に対する期待は、月給者と異なるもの

ではなく、また、Y 社の経営状態が悪化していたという事情もないことからすれば、Y

社は、川崎工場の閉鎖にあたり、X らに対し、できる限りの雇用確保の努力をすべきで

あるというべきである。」 

 

※ もっとも、限定性、ないしそれゆえの職務能力等の限界等が相まって、結果的に配転可

能性等がないとの結論につながるケースも散見される。 

eX. 15 広川書店事件 

「少なくとも X と Y 社との雇用契約締結当時・・・の双方の意思としては、長野分室

が存続する限り、X の勤務地は長野分室であることで合致していたものと推認すること

ができる。」 

「とはいえ、長野分室の閉鎖がやむを得ないからといって、当然に本件解雇が有効で

あるということはでき（ず）・・・X が本社への配置転換を希望していた本件においては、

配置転換の可能性が肯定できれば、なお、X は就業規則・・・にいう『冗員』には該当

しないというべきであるし・・・『やむを得ない業務上の都合』があるとはいえないとい

うべきだからである。」 

「X の経歴からみると、X は・・・編集業務の限られた作業の経験しかないのである

し・・・X は専門的な教育を受けたこともないこと・・・からすると、X が本社で編集

業務を行うのは容易ではないというべきであるし・・・営業にしても、X はわずかに・・・

他の業務と並行してこれを行ったことがあるという程度で、顕著な成果も挙げられなか

ったことからすれば営業部への配置転換も困難というほかな（く）・・・このように、Y

社の経営状況、業務量、X の経歴を考慮すれば、X の配置転換は著しく困難であったと

いわざるを得ない。」 

 

 

③希望退職募集の範囲を限定するもの 

：事件番号 16 

eX. 16 シンガポール・デベロップメント銀行（仮処分異議申立）事件 

「大阪支店は、東京支店とは独立して別個に運営されており、少なくとも一般の従業

員に関しては配置転換も予定されてはいなかったというべきである・・・そうすると、

両支店の一体関係を理由として、Ｙ社が東京支店でも希望退職者募集の措置を取るべき

であったと認めることはできない。」 
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④（解雇回避目的の）職種転換のための教育訓練等の努力を使用者に求めるもの 

        ：事件番号 2、5、21、22 

eX. 5 千代田化工建設（本訴）事件 

「Y 社は、職種転換や出向により X に与え得る種類の仕事自体が Y 社や子会社内にあ

ることは認めるが、それでも解雇が不可避であることの理由として、（1）そうした仕事

を X に与えるについては、新職種に習熟するための期間の賃金あるいは出向先との賃金

の差額を負担しなければならず、また、職種転換のための訓練をしても、その仕事をす

る部署に欠員補充や増員の必要がない・・・と主張する。」 

「本件は・・・Y 社の都合で職場を失った現に雇用中の従業員をどう処遇するかとい

う場合であるから・・・会社のその時の経営状態や将来の見通しのもとで、職種転換等

により仕事を見つけて雇用し続けることが相当かどうかといった観点に立って判断すべ

きところ・・・Y 社は、本件解雇時においては・・・人員削減の目的をおおむね達して

おり、直ちに X 一人を解雇しなければならない程の経営上の緊急性はなかったこと・・・

などを考慮すると、Y
．
社としては、職種転換により
．．．．．．．．．．．．．

X
．
の雇用を続行することは可能であ
．．．．．．．．．．．．．．．

り、その職種転換のために必要とする程度の出費はやむを得ないというべき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。」

（傍点引用者） 

 

※ なお、上記のパターンの中には、人員削減の必要性の程度、当該企業全体としての経営

状況等が考慮されているケースもある。 

eX. 22 東洋印刷事件 

「電算室閉鎖後、X らの配転先として考えられるのは、営業部門であ・・・り・・・X

らは・・・外回りの業務の経験がないこと・・・から、Y 社において、X らを営業部門

に配転することについて躊躇したことは、理解できないではない。しかし・・・Y 社は

業績不振であるとはいいながら・・・余力のある企業なのであり、人員削減の必要性は

あるにしても、さほどには差し迫っていなかったこと・・・X らの誰が特に営業職には

不適格であるとは言っていないこと、一般的に印刷業務の経験がある者が、営業を行う

ことは可能であること・・・を考慮すると、本件解雇に至る経緯の中で、X らを営業職

に配転することが全く検討されず、提案していないことは、人員削減の必要性の切実さ

の程度とも相まって総合的に判断すると、解雇回避努力を履践したと評価することは困

難である。」 
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⑤勤務地限定の場合において、当該勤務地には従事していた業務が消滅したという場合、

勤務地の移動による解雇回避措置で足りるとはせず、出向・転籍、教育訓練等を通じた、

当該地域における雇用維持努力を使用者に求めるもの 

：事件番号 21、25 

eX. 21 鐘淵化学工業（東北営業所）事件 

「本件では、Y 社が経営合理化の必要性から東北営業所を閉鎖して管理部門を移管す

ることにより勤務地が転居を伴わない範囲の事業場に限定されている X らについて雇用

の場が失われる結果になるところ、X らが『総合職』に転向すれば配置転換により他の

地域において雇用の場が確保されるのであるから、Y 社が X らに『地域職』から『総合

職』への転向を打診したことは解雇という手段を回避するための一応の提案をしたとい

えるのに対し・・・X らが・・・東北での継続勤務、職場確保を要求して『地域職』か

ら『総合職』への転向を拒否したことで、『地域職』から『総合職』への転向という雇

用維持の方法が採用できなくなったものである。しかしながら、そもそも家族を抱えて

いて勤務のために転居まですることが考えにくい X らが上記提案に応じる可能性が乏し

いことは明白であったというべきであるから、関連会社等への転籍出向等という X らに

とって受け入れ可能な現実的方策を真摯に模索したとは認めがたい Y 社が上記提案をし

たからといって、それをもって解雇回避努力を行ったことを基礎づける重要な事情と考

えることはできない。」 

 

⇔ なお、事件番号 31 は、勤務地限定契約ではないことを認定したうえで、札幌支店にお

ける営業事務所廃止に伴う東京への配転命令を拒否したことを理由とする整理解雇を有効

と結論付けている。 

 

 

（2）人員削減の必要性について 

・人員削減の必要性を裏付ける要素として考慮するもの 

：事件番号 4、9、13、29 

eX. 29 全国農業協同組合連合会事件 

「Y グループ・・・の・・・栃木県本部においては・・・家庭薬配置事業を他の会社

に移管することには合理性があったということができ・・・家庭薬配置業務に従事する

配置員の業務内容及び労働条件は正職員と異なるものであったことにかんがみると、事

業の移管に伴いその事業に関わる配置員を人員削減の対象とする必要性もあったという

ことができる。」 
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（3）人選の合理性について 

・人選の合理性を裏付ける要素として考慮するもの 

：事件番号 4、9、13、24、33 

eX. 33 学校法人村上学園事件 

「XY 間の雇用契約には、生活福祉専攻教授という職種限定の合意があり、大学教授の

専門性や生活福祉専攻と他学部・学科との専門性の相違からすれば、生活福祉専攻廃止

に伴って、他学部の教授ではなく、当該廃止された学部（学科）の教授である X を解雇

の対象として選定したことには合理性が認められる。」 

 

 

（4）端的に当該(整理)解雇の合理性を裏付ける結論に結びつけている（いわゆる４要素を

（実質的に）検討しない）と解しうるもの 

：事件番号 6、12、26、30 

※ 但し、こうした事案については、「職種」限定というよりもさらに限定的な目的での雇

用であることが前提となっていると解する余地があるのではないか 

 

 

Ⅱ 能力不足解雇事案に関する傾向分析 

□ 限定性にかかる争い、明示の有無について 

（1） 能力不足解雇事案において、限定性が問題となっているのは、職務（職種）の限定

のみであり、勤務地限定が問題となった例は存在しない。 

 

（2） 「職務上の地位を特定し～」や「職種を限定し～」等の表現により、職務（職種）

限定が明示的に認定されている例は、26 件中 11 件である。他方、職務（職種）限

定が明示的に認定されてはいないものの、黙示的な限定を前提に裁判所は判断を行

っているものと解しうる事案は、14 件存在する。 

‐明示：事件番号 36、38、40、41、43、44、47、53、54、59、61 

‐黙示：事件番号 37、39、42、45、46、48、50、51、52、55、56、57、58、60 

 

（3） なお、職務（職種）の限定性について、明示的に職務（職種）の限定が否定されて

はいるが、限定の有無による能力不足解雇の適法性についての判断の異同を述べて

いる裁判例が 1 件存在したため、参考判例としてここでは分析対象としている。 

‐事件番号：49 
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□ 判断要素について（黙示の限定事案を含む） 

 

           ・採用の経緯 

            ‐学歴・職歴・能力（語学力）等：事件番号 38、39、41、42、 

50、52 

            ‐募集広告等への記載：事件番号 41、50、59、60 

            ‐使用者側の採用の動機・目的：事件番号 38、40、45、50、52、 

59、60 

            ‐他職種と採用試験を別途実施：事件番号 36 

            ‐（期待される能力等に関する）労働者側の認識：事件番号 38 

40、41、59 

            ‐中途採用であること：事件番号 38、50、52 

            ‐（職種・能力等に関する）労働者側の説明：事件番号 39、42、 

       45、52 

職務（職種）      ‐高処遇の約束：事件番号 38、40、42 

 

           ・契約書等における記載：事件番号 55、58 

 

           ・就労の実態・待遇等 

            ‐他職種との賃金制度・労働条件の違い：事件番号 36、55 

            ‐高処遇：事件番号 40、45、59 

 

           ・請求の形式（特定の地位にあることの確認請求）：事件番号 38 

 

           ・人事制度の態様：事件番号 41、54 

 

           ・その他：事件番号 37、52 

 

 

□ 限定性が法律判断に及ぼす影響の態様 

（1）総論 

・能力不足解雇事案においては、整理解雇事案とは異なり、判断枠組みについて明確に一

般論を述べているものは、極めて少ない。圧倒的大多数は、一般論を述べることなく、

端的に解雇事由該当性あるいは解雇権濫用法理の有無について判断を行っている。 

・一般論を述べたものとしては、能力不足解雇事案における「客観的に合理的な理由」（労

働契約法 16 条）の有無に関する判断のあり方について述べた、事件番号 61（ブルームバ
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ーグ・エル・ピー事件）があるのみである。 

61 ブルームバーグ・エル・ピー事件 

「・・・勤務能力ないし適格性の低下を理由とする解雇に『客観的に合理的な理由』（労

働契約法 16 条）があるか否かについては、まず、当該労働契約上、当該労働者に求めら

れている職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が、当該労働契約の継続

を期待することができない程に重大なものであるか否か、使用者側が当該労働者に改善

矯正を促し、努力反省の機会を与えたのに改善がされなかったか否か、今後の指導によ

る改善可能性の見込みの有無等の事情を総合考慮して決すべきである。」 

 

 

（2）解雇事由該当性判断について 

・当該職務（職種）に求められる能力（あるいは期待の高さ）に即して、主に就業規則上

の解雇事由該当性を厳格に（＝解雇事由該当性が認められやすい方向で）判断するもの 

：事件番号 36、38、39、40、42、43、45、46、51、52、53、58、61 

eX. 36 帝国興信所事件 

「・・・内勤職と調査員職はその職務内容が前述したように全く異るうえ、・・・右各

職種はその給与構成も異っており、一般にその採用に当ってはそれぞれ職種を限定して

別個に採用試験をしたうえ各職種の者を採用していることが疎明され、これらの点から

みると X と Y 社間の労働契約においても、調査員としての職種の限定がなされているも

のと解すべきであって、その解雇事由の有無を判断するに当っても、調査員としてのそ

れが基準とされるべきである。」 

 

 

（3）試用期間中の解雇について 

・適格性の審査のために試用期間を置くこと、およびそこにおいて広い解約権を留保する

ことを正当化するもの 

：事件番号：37 

eX. 37 EC 駐日代表部（本採用拒否）事件 

「・・・Y が、右のような高いランクの職員の採用に際して、適格性の審査を十分に行

うため試用期間を設けて解約権を留保するのは、このような雇用形態を採らない場合に

比し、より強い合理性を有するものということができ、本件契約において留保された解

約権の行使は、ある程度広くこれを認めることができるというべきである。」 
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（4）解雇回避のための措置について 

①他職種への配置転換や降格について 

・不要と判断するもの 

：事件番号 38、40、50、59 

eX. 38 フォード自動車事件 

「・・・Y 社の就業規則 10 条に『当会社はその判断で従業員の配置転換、又は転勤を命

じることができる。従業員は、正当な理由がない限り、転勤又は配置転換を拒否するこ

とはできない。』と規定されていることは明らかであり、また X が本来人事関係に属し

ない業務に当ったことのあることは原判決・・・に説示・・・のとおりである。しかし

ながら、先に判示のとおり X・Y 社間の本件雇用契約は、X の学歴・職歴に着目して締結

された、人事本部長という地位を特定した契約であって、X としては提供される職位が

人事本部長でなく一般の人事課員であったならば入社する意思はなく、Y 社としても X

を人事本部長以外の地位・職務では採用する意思がなかったというのであり、また、A

の証言によれば、前記説示にかかる業務は、Y 社の組織部分の間隙に介在する分野のも

のであって、従前から、各部門において適宜分掌していたことが認められ、これによる

と、右業務は人事本部長の職務に付随するものにすぎないから、X が Y 社から右業務の

処理を命ぜられたことがあったからといって、X の職務上の地位にいささかも変動をも

たらすものではなく、したがって、Y 社には X を人事本部長として不適格と判断した場

合に、あらためて右規則 10 条に則り異なる職位・職種への適格性を判定し、当該部署へ

の配置転換等を命ずべき義務を負うものではないと解するのが相当である。」 

 

・不可能と判断するもの 

事件番号：43、44、48、56、57 

eX. 48 朝日新聞社事件 

「・・・歯科医師という専門職として Y 社に雇用され他の職場へ配置転換することがで

きないことなどをも総合考慮すれば、かかる X に対し、解雇をもって対処することが社

会通念上相当性を欠くものとまではいえない。」」 

 

・必要と判断するもの 

事件番号：55 

55 東京エムケイ事件 

「・・・例えば、医師であった者が医師免許を失った場合、当然に病院事務員に配置転

換することはできないし、解雇することもある程度やむを得ないと解され・・・さらに、

ほとんど専門性を有しない業務については、ある程度使用者側の必要性において配置転
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換できるし、特定の業務ができなくなっても、解雇することはできず、他の職種に就け

るべきこととなる。」 

 

※ なお、（傍論ではあるが）職務（職種）限定が明示的に否定された場合における解雇回

避努力義務の範囲に関する参考判例として、事件番号 49 がある。 

eX. 49 中川工業事件 

「・・・労働者が職種や業務内容を特定せずに雇用された場合には、現に就業を命じら

れている業務についての労務の提供が不十分であっても、その能力、経験、地位、使用

者（会社）の規模、業種、労働者の配置、異動の実情等を考慮して、労働者が現実に配

置可能な業務があるか検討すべきであり、このような業務について、労働者が労務の提

供を申し出ているのであれば、なお債務の本旨に従った履行の提供があるというべきで

ある。 

 

※ また、能力の低下が労働災害に起因する事案においては、職種について明示の限定があ

ったとしても、解雇回避努力義務の範囲は限定されない。 

47 全日本空輸（退職強要）事件 

「労働者がその職種や業務内容を限定して雇用された者であるときは、労働者がその業

務を遂行できなくなり、現実に配置可能な部所（ママ）が存在しないならば、労働者は

債務の本旨に従った履行の提供ができないわけであるから、これが解雇事由となること

はやむを得ないところである。・・・しかしながら、労働者が休業又は休職の直後にお

いては、従前の業務に復帰させることができないとしても、労働者に基本的な労働能力

に低下がなく、復帰不能な事情が休職中の機械設備の変化等によって具体的な業務を担

当する知識に欠けるというような、休業又は休職にともなう一時的なもので、短期間に

従前の業務に復帰可能な状態になり得る場合には、労働者が債務の本旨に従った履行の

提供ができないということはできず、右就業規則が規定する解雇事由もかかる趣旨のも

のと解すべきである。むろん、使用者は、復職後の労働者に賃金を支払う以上、これに

対応する労働の提供を要求できるものであるが、直ちに従前業務に復帰ができない場合

でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業又は休職に至る事情、

使用者の規模、業種、労働者の配置等の実情から見て、短期間の復帰準備時間を提供し

たり、教育的措置をとるなどが信義則上求められるというべきで、このような信義則上

の手段をとらずに、解雇することはできないというべきである。」 

⇔ なお、この理は、必ずしも能力低下の原因が労災に起因する場合にその対象を限って

いるわけではないが、能力の低下が私傷病に起因する事案においては、上記のような

判断は行われていない（例として、事件番号 53）。 

13



                              2014年 3月 27日（木） 

                                   所内研究会 

14 

 

②教育訓練措置等を不要とするもの 

事件番号：50、58 

eX. 50 ヒロセ電機事件 

「本件は、X の職歴・・・に着目し・・・業務上必要な日英の語学力、品質管理能力を

備えた即戦力となる人材であると判断して品質管理部海外顧客担当で主事 1 級という待

遇で採用し、X もそのことは理解して雇用された中途採用の事案であり、長期雇用を前

提として新卒採用する場合と異なり、Y
．
社が最初から教育を施して必要な能力を身につ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

けさせるとか
．．．．．．

、適性がない場合に受付や雑用など全く異なる部署に配転を検討すべき場

合ではない。労働者が雇用時に予定された能力を全く有さず、これを改善しようともし

ないような場合は解雇せざるを得ないのであって、就業規則 37 条 2 号の規定もこのよう

な趣旨をいうものと解するのが相当である。」（傍点引用者） 

 

③事前の注意、指導や警告を不要とするもの 

事件番号：51、56、59 

eX. 51 自警会東京警察病院事件 

「・・・X は、前記の各行為について指導医等から個別に注意・指導を受けた形跡は見

当たらない。しかし、X は、既に免許を取得した医師として医療行為に従事しており、

高度の診療能力を備えた『認定内科医』等の資格の取得を目的として臨床研修を受けて

いた。X は、自己研さんにつとめ、自分自身で行動を規律すべきであり、医学的知識や

技能とは直接関係しない日々のコミュニケーション等の問題について指導医等からの注

意・指導があったか否かは、本件解雇の効力を左右するものとは認められない。 

 

（4）在日米軍事案における特殊性 

やや特殊な事案であるが、在日米軍基地で就労するため、日本国に雇用されている労働

者に対する能力不足解雇が問題となった事案においては、労働者の職種には明示的に限定

が付されている。これは、在日米軍基地においては、労働者はそれぞれの職位ごとにその

職務をなすものとして採用され、一旦採用された者は、原則として、他の職位に再度応募

し、採用されない限り、他の職務を行うことはできないとの人事制度が採用されているた

めである。 

もっとも、かかる労働者に対し能力不足を理由に解雇を行う際には、米国と日本国との

間で締結されている基本労務契約（MLC）の第 10 章 4a において採るべき措置（手続）が

定められており、裁判所は解雇回避努力等については専らこの MLC 第 10 章 4a が定める

通りの措置（手続）が採られたか否かを判断している。この点についての、肯定例として

事件番号 41、否定例として事件番号 54 がある。 

                                      以上 
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【整理解雇】 

1 米軍立川基地事件・東京地判昭和 53・12・1労判 309号 14頁 

 

（事実の概要） 

 Xは Y（国）に雇用され、遅くとも昭和 39年以降、在日米軍立川基地中央民間人事局に

おいて、従業員管理関係調整職 6 等級として基地従業員の労務管理業務に従事してきたと

ころ、米軍が Y に対し「定員の取消」を理由として X 所属の競合地域（立川基地中央民間

人事局）、競合職群（従業員管理関係調整職 6 等級）に対して人員整理を求めたため、Y

は Xを人員整理により解雇した。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Xは、本件人員整理の理由とされる『定員の取消』は人員整理の実質的理由としては不

十分であって、本件人員整理は必要性を欠くものであるからこれに基づく本件解雇は無効

である旨主張する。 

・・・Y が X に対して示した解雇理由および解雇に至るまでに Y がとった措置も客観的

に是認しうるものであって、これをもって解雇権の濫用ということはできず、本件人員整

理ひいては本件解雇が必要性なくしてなされたものであり無効であるとの X の主張は採用

しない。」 

 「Xは・・・本件人員整理当時横田基地に従業員管理関係調整職、立川基地にクラーク・

タイピストの空席があったにもかかわらず、本件人員整理公告の際空席表を添付しなかっ

たため本件人員整理は無効である旨主張する。 

・・・X は本件人員整理の際にも、A および B が転任または配置転換させられた職種が

空席であった旨主張するが、・・・本件人員整理要求時 A の転任先はすでに空席ではなく、

また、X 主張にかかる B の配置転換先が当時空席であったとしてもその職種であるクラー

ク・タイピストと X の職種とは著しく異るから X を右空席に就かせられるわけのものでは

なく、従って本件人員整理当時右空席が仮にあったとしても X が本件解雇を免れることは

不可能であったから Xの右主張は理由がない。」 

「X は本件人員整理における競合地域および競合職群の設定は極度に細分化され指名解

雇の実を挙げているものであるから解雇権の濫用であり無効である旨主張する。 

・・・本件人員整理における競合地域、競合職群の設定が X を解雇する目的の下になさ

れたものと認めるにたる証拠はないから、結局この点に関する Xの主張は理由がない。」 

「以上の次第で X の再抗弁はすべて失当であり、従って X に対する本件解雇は有効であ

る・・・。」 
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2 住友重機玉島製造所事件・岡山地決昭和 54・7・31労判 326号 44頁 

 

（事実の概要） 

 X1～X6はいずれも、船舶および産業機械を製造販売する Y社の玉島製造所の従業員とし

て勤務してきた者であるところ、Y社は造船不況を契機とする経営改善計画の遂行に必要な

減員人数を達成するため、Xらに対して解雇の意思表示を行った。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

 「一般に、企業が経営危機を打開してその存続、再建を図るため、どのような経営合理

化方策をとるかは、いわゆる経営権の範囲に属し、経営者の判断が尊重さるべきものであ

る。しかしながら、それが従業員の整理解雇に及ぶ場合、整理解雇が終身継続的な雇傭関

係を期待する労働者を、特段の責に帰すべき事由なく一方的に企業外に排除するものであ

ること・・・、整理解雇の背景として存する経済不況のもとでは、被解雇者の再就職はも

とより容易ではなく、時としてその生活を破壊し生存自体を脅やかすに至ること等に鑑み、

整理解雇の効力は、労働契約上の信義則から導かれる一定の制約に服すべきものと解され

る。すなわち、（1）企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員削減が必要

やむを得ないものであること、（2）解雇に先立ち、退職者の募集、出向配置転換その他余

剰労働力吸収のための努力を尽くしたこと、（3）整理基準の設定およびその具体的適用（人

選）がいずれも客観性・合理性に欠けるものでないこと、（4）経営危機の実態、人員整理

の必要性、整理基準等につき労働者側に十分な説明を加え、協議を尽くしたことを要し、

もし右の要件に欠けるところがあれば、解雇権の濫用としてその効力は否定さるべきもの

と考える。」 

「X1～X6 は、『不採算部門で内作不適のため、廃止する職場（鋳造工場木型部門）に所

属する者』として整理解雇されたものである。 

 木型部門・・・については、疏明される諸般の状況、すなわち鋳造部門の需要・生産量

の激減、外注品と比較してのコスト高・・・、外注品の精度向上、これらに伴う外注比率

の増大等の事情から、その廃止自体は、経営合理化のためやむを得ない措置と考えられる。 

 そこで検討すべきは、Y社が右廃止に際し、木型部門に属する従業員らの雇傭維持につき、

どのような努力をしたか、解雇以外に方途はなかったか否かの問題となる。 

 疏明によれば、Y 社は木型部門廃止にあたり、まず玉島製造所内での配転を検討したが、

同所内は全部門にわたり大量減員中であり、特に鋳造課では 2 分の 1 の減員を実行しつつ

あったため、X ら 6 名の吸収は不可能であった。他事業所への配転についても、木型部門

そのものは愛媛製造所に 1 か所存したが、今回同時に廃止予定であり、また、職種変更を

伴う配転については、X ら 6 名がいずれも入社以来木型作業に専従し、年令も 30 代、40

代に達していることから、再教育訓練を要する職種転換は困難な状況にあった。そこで、Y

社は木型外注先あるいは関連の木型会社へ出向させる他はないと判断し、受入れ余力を有
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すると思われる外注取引先数社に事情を説明し受入れを要請したが、木型部門に属する A

労組員 1名について了承を得たに止まり、昭和 53 年 12 月に右 1名のみを出向させた。こ

のような結果になったのは、当該外注会社に受入余力が乏しいことに加えて、これら外注

先が X ら 6 名の人物、就労態度等に懸念を抱き、受入れ後の適応に問頭があるとして拒否

したためであることが窺われる。 

 右のように、Y 社は X ら 6 名の配転、出向につき考慮し、その努力も経たことが一応認

められ、木型部門廃止の必然性と併せ考えると、このような場合、なお整理解雇の効力を

否定することは、会社にとって過重な負担を強いるものとの見方もあり得るであろう。 

 しかしながら、X ら 6 名はいずれも若年で入社し、直ちに木型工として養成され、一貫

して木型部門で就労してきたものであって、これは会社の決定、指示に基くものである。

また、右 6 名は他の基準類型にみられるような、個人的な態度、行動等を問題にされてい

るものでもない。これらの点を考えると、木型部門の廃止により、直ちに無用のものとし

て社外に排除することは、Xらにとって苛酷に過ぎるとの感を否定できない。年令等の点で

困難はあっても、再教育訓練により職種転換をはかり、仮に玉島製造所内に配置が困難で

あれば他の事業所に配転させてでも、雇傭維持に努力するよう Y 社に期待すべきものと考

える。 

・・・以上のとおり、X1ら 6名については、解雇に先立って Y社の採るべき手段の余地

があり、これを尽くさないでした本件解雇は、権利の濫用としてその効力を否認すべきも

のである。」 
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3 東洋酸素事件・東京高判昭和 54・10・29労判 330号 71頁 

 

（事実の概要） 

 X らはいずれも Y 社に雇用されて、Y 社川崎工場のアセチレン部門に勤務していた従業

員であるところ、Y社は同工場のアセチレン部門の閉鎖に伴い、Xらを含む同部門の従業員

全員に対して、解雇する旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「・・・Y 社川崎工場のアセチレン部門の閉鎖に伴う X ら従業員の整理解雇が・・・就

業規則 52条 8号にいう『やむを得ない事業の都合による』ものと言い得るか否かについて

判断する。 

 解雇が右就業規則にいう『やむを得ない事業の都合による』ものに該当するといえるか

否かは、畢竟企業側及び労働者側の具体的実情を総合して解雇に至るのもやむをえない客

観的、合理的理由が存するか否かに帰するものであり、この見地に立って考察すると、特

定の事業部門の閉鎖に伴い右事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが『や

むを得ない事業の都合』によるものと言い得るためには、第 1 に、右事業部門を閉鎖する

ことが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること、

第 2 に、右事業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業

部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは右配置転換を行ってもなお

全企業的に見て剰員の発生が避けられない場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理

由に使用者の恣意によってなされるものでないこと、第 3 に、具体的な解雇対象者の選定

が客観的、合理的な基準に基づくものであること、以上の 3 個の要件を充足することを要

し、特段の事情のない限り、それをもって足りるものと解するのが相当である。」 

 「よって、右に述べた判断基準に照らし、まず、Y社が決定、実施したアセチレン部門の

閉鎖措置の必要性・合理性の有無について検討する。 

 ・・・以上に認定したところによれば、Y社のアセチレン部門の業績の不振は、一時的な

ものではなく、同業各社に共通する業界の構造的な変化と控訴人会社に特有な生産能率の

低いことに起因し、その原因の除去はいずれも困難であり、同部門の収支の改善はほとん

ど期待することができず、このままの状態で漫然と放置するときは、少なくとも主力部門

である酸素製造部門が設備投資その他において同業各社との競争にさらに大きく立ち遅れ、

大手同業各社との企業格差が拡大し、ひいては会社経営に深刻な影響を及ぼすおそれがあ

ったことが明らかであるから、Y社がその経営の安定を図るため、会社の採算上多年マイナ

スの要因となっているアセチレン部門を閉鎖するに至ったことは、企業の運営上やむをえ

ない必要があり、かつ合理的な措置であったものといわざるを得ない。」 

 「次に、Y社がアセチレン部門を廃止した結果、全企業的に見て、過剰人員が生じたか及

び右部門の従業員をY社の他部門に配置転換する余地があったかどうかについて検討する。 
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 ・・・以上の事実によると、本件解雇通告当時、Y社にはアセチレン部門以外の事業部門

においても川崎工場及びその他の事業場を通じ新たに補充を必要とするような男子従業員

の欠員がなかったばかりか、かえって数十名に及ぶ過員を擁しており、特に現業職員及び

特務職員の著しく高い比率の過員状況から、Y社としては右の過員の解消に努めていたもの

と認められる。 

 ・・・アセチレン部門の閉鎖当時同部門に勤務していた従業員（課長 1 名を除く）は、

総員 47名で、その職種は、製造二課管理係員 1名が技術職である以外は、Xらを含むその

余の従業員 46名はすべて工場現場の作業に従事するいわゆる現業職であったことが明らか

であるから、Xら現業職に属する従業員を他部門に配置転換するとすれば、その対象となる

べき職種は、現業職及びこれと類似の職種である特務職に限られるのが相当ということが

できる。ところが、他部門においては現業職及び特務職は当時過員であり、近い将来欠員

が生ずる見込はない状態にあったことは前述のとおりである。右のように、他部門におい

て労働力の需要がなく、また、近い将来右需要の生ずることも期待し得ない事情にあった

以上、アセチレン部門の閉鎖により全企業的に見ても右部門の従業員は剰員となったこと

が明らかであるといわなければならない。 

 右の点に関し、Xらは、アセチレン部門の従業員を女子事務員に退職者が生じた場合の補

充として暫定的に右職場に配置する等の配慮をすべきであった・・・旨主張するけれども、

Xらは現業職員であって、その従事している業務は女子事務員の従事すべき業務と職種の代

替性のないことが明らかであ（り）・・・右主張は・・・採用することができない。」 

 「・・・Y社のアセチレン部門の閉鎖により、同部門の従業員は最高責任者である製造二

課長以下 48名がことごとく過剰人員となったものである。そして、Y社は前記のとおり既

に企業全体に過剰人員を擁していたのであるが、そのうちから Y 社が具体的な解雇対象者

として Xらを含むアセチレン部門の従業員・・・47名全員を選定したことは、一定の客観

的基準に基づく選定であり、その基準も合理性を欠くものではないと認められる。けだし、

アセチレン部門は他部門とは独立した事業部門であり、これを全面的に廃止したことによ

り企業全体としての過員数が一層増加するに至ったのであつて、この過員数の増加をくい

とめるため、管理職以外のアセチレン部門の従業員全員を整理解雇の対象者とすることに

は、当時としては相当な理由があったということができるからである。」 

 「以上のとおりであるから、本件解雇は就業規則にいう『やむを得ない事業の都合によ

る』ものということができ、本件解雇について就業規則上の解雇事由が存在することは、

これを認めざるを得ないものというべきであり、他に右認定を妨げるべき特段の事情の存

在は認められない。」 
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4 佐伯学園事件・福岡高判昭和 56・11・26労民集 326号 825頁 

 

（事実の概要） 

 X1および X2は、学校法人 Yに雇用され、佐伯高等学校の電気科専任教員としての地位

にあった者であるところ、電気科の生徒募集停止に伴う同科の廃科により、電気科専任教

員が余剰人員となったため、Yは Xらに対して、解雇の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「・・・まず電気科廃科の合理性について検討する。 

・・・Y が昭和 47 年その経営合理化のため電気科の生徒募集を打ち切り、同 50 年これ

を廃科するに至ったことは、Yの事業経営上やむをえない必要から出た合理的な措置であつ

たものと認められる。」 

「ついで、Y が右電気科廃科に伴い X らを余剰人員として整理解雇したことの当否、そ

の必要性について判断する。」 

 X らおよび同人らの所属する A 組合は、同人らを数学担当教員に転用するようにと Y に

対し要望していたが、Xらはいずれも「工業」以外の普通免許ないし臨時免許も有していな

いので、電気科が廃科となった以上「工業」の活用の余地も狭く、またそのままでは「数

学」担当に転用することは免許法上許されない等「の事実によれば、Xらは電気科廃科に伴

い同人らの所有する『工業』の免許によって授業活動をする余地はきわめて狭まり、かつ、

また他の免許を有していないことから当然には他の教科担当に転用することは困難であっ

て、余剰人員となったものと認められる。」 

 「ところで、X らは、以上のことによって X らが余剰人員となるものではない旨或いは

余剰人員となってもそのことで直ちに解雇が正当とされるものでない旨詳細に陳述、反論

するので、以下逐一これを仔細に検討する。 

 ・・・Xらは、佐伯高校においては、多数の生徒の学力が高校教育の水準からかけ離れて

低く、これら低学力の生徒たちに補習を通じて濃密な教育活動をほどこしその理解力を高

める必要があるから、Xらが佐伯高校で教育活動をなすべき余地は十分に存するものであっ

て余剰人員となるものではない旨主張するところ、・・・佐伯高校では中学課程の学力さえ

も修習していない生徒がかなりの数を占め、今後十分な教育効果をあげて行くためには生

徒一人、一人に個別的な指導を加える必要があることが認められるものの・・・、中学課

程の学力さえも有しない生徒に対してもこれを指導する教員は正規の資格と学力を有する

ものでなければならず、このことは正規の授業時間であると補習たるとを問わず同じ理で

あることが認められ、学力不足の生徒に対する個別的な指導の必要があり、かりに X らが

独自の補習によって多少の成果をあげたとしても、そのことによって X らが免許を有しな

いまま数学の補習を担当することを正当とするものでもなく、結局 X らの余剰人員性を否

定するものではないと言うべきである。 
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 X らは、Y はすでに電気科が休科になった時点で 3 年後の廃科が予見しえたのであるか

ら計画的な人事配慮をなすべき義務があるのに、Xらの免許で担当可能な科目について新採

用をくりかえしただけでなく、Xらの人材を活用するため他の科に転用できるよう新教科の

免許取得の措置を講ずべき義務があるのに、これをせず、経営者として当然なすべき解雇

を回避すべき努力を怠ったものであると主張するけれども、およそ企業が整理解雇をする

に当り、できうる限り人事調整上の配慮をなし解雇を回避するよう努力を尽すべきことは

言うまでもないが、・・・Y は昭和 48 年 3 月ころ、佐伯高校建築、機械両科の教科編成に

当って、両科の科長に対して Xらの免許科目である『工業』（電気）を両科の中に取り入れ

ることができるかどうかを問題として提出したところ、電気一般 1単位（2時間）を 2単位

ふやすことが出来ただけでそれ以上の調整をすることができず、僅かの授業時間の増加が

なされたのみで活用する余地もなかったこと、右両科に欠員が生じた場合に X らの専攻、

免許科目ではこれを十分担当することができなかつたことが認められ、・・・このような場

合に、Yとしては、Xらに対して僅かの授業時間の活用しか出来ないのにそのままこれを他

の科に転用して新採用を停止しなければならない当然の義務を負うものではない。 

 元来、新教科の免許取得についてはその事柄の性質上 X らの積極的熱意が先行すべきも

のであるから、Xらが新教科の免許取得についてY学園に積極的な申出をしたのに拘らず、

Yがこれを黙殺してなんらの努力をしなかったというならば格別、Yとしては、Xらからな

んらの申出もないのに正規の免許を取得するよう指示ないし指導すべき義務まではないも

のというべきところ、本件全証拠によっても、Xらが右新教科の免許取得について努力した

形跡も窺えない。・・・ 

 右のとおりであって、本件解雇の意思表示が権利濫用であることを認めるにたりる証拠

はないので、Xらの右主張は採用することができない。」 
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5 千代田化工建設（本訴）事件・横浜地判平成 4・3・26労判 625号 58頁 

 

（事実の概要） 

 X は石油・ガス等の産業用設備の設計等を目的とする Y 社の川崎工場において、溶接工

として勤務してきた者である。Y社は、昭和 50年代に入り業績が悪化し赤字を出すに至っ

たため、経営改善のための対策として、川崎工場を子会社化し、Xを含む技能系従業員は全

員子会社に移籍させることにしたところ、X がこれを拒否したため、Y は X に対し解雇の

意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇無効 

 「人員削減が個別の従業員の承諾のもとに行われる移籍にとどまらず、整理解雇という

方法で行われるとなると、従業員は、その責任のない事由により意に反して職を失い、生

活上重大な不利益を受けることになるので、信義則上、それが可能であるというためには、

Y社にとって人員削減の必要があるというだけでなく、その必要性の程度、解雇回避の可能

性、解雇によって受ける従業員の不利益等を比較考量して相当と認められるものであるこ

とが必要であり、整理解雇の要件を定めた就業規則の・・・規定（「会社が経営規模の縮小

を余儀なくされ、または会社の合併等により、他の職務への配置転換その他の方法によっ

ても雇用を続行することができないとき」）を解釈適用する場合においても、こうした点を

考慮すべきものと解される。」 

 「Y 社は、職種転換や出向により X に与え得る種類の仕事自体が Y 社や子会社内にある

ことは認めるが、それでも解雇が不可避であることの理由として、（1）そうした仕事を X

に与えるについては、新職種に習熟するための期間の賃金あるいは出向先との賃金の差額

を負担しなければならず、また、職種転換のための訓練をしても、その仕事をする部署に

欠員補充や増員の必要がない・・・と主張する。」 

 「本件は、賃金に見合う仕事がないから新規採用を差し控えるという場合ではなく、Y社

の都合で職場を失った現に雇用中の従業員をどう処遇するかという場合であるから、仕事

の有無は、現在その者の賃金に見合う仕事があるかどうかということだけでなく、会社の

その時の経営状態や将来の見通しのもとで、職種転換等により仕事を見つけて雇用し続け

ることが相当かどうかといった観点に立って判断すべきところ、Xに職種転換の適応力がな

いとは認められないこと、Y社の従業員規模からすれば、いずれも遠くない将来に自然減等

による欠員が生ずることは明らかであるばかりでなく、景気の好転や業務内容の拡充等に

よって増員が必要になることも考えられること、・・・Y社は、本件解雇時においては・・・

人員削減の目的をおおむね達しており、直ちに X 一人を解雇しなければならない程の経営

上の緊急性はなかったこと、Y社は、かつての合理化の際には、川崎工場の技能系従業員の

雇用確保のために、これらの従業員を全く別の職種の本社の事務系の部署に引き取り、仕

事に就かせていたことがあることなどを考慮すると、Y 社としては、職種転換により X の
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雇用を続行することは可能であり、その職種転換のために必要とする程度の出費はやむを

得ないというべきである。 

 ・・・このようにみてくると、Y 社が職種転換による X の雇用の続行を拒む理由は、い

ずれも正当なものではなく、他にこれを拒むのが正当であるといえるような事情は見当た

らないから、本件解雇を相当であるということはできず、就業規則の右規定にいう『配置

転換等によっても雇用を続行できないとき』にもあたらないといわなければならない。」 

 「以上によれば、本件解雇は、解雇事由がないのにあるとしてなされたものであるから、

解雇権を濫用するものとして無効・・・というべきである。」 
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6 ザ・チェース・マンハッタン銀行事件・東京地判平成 4・3・27労判 609号 63頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、アメリカの財閥であり多国籍企業であるロックフェラー・グループの金融部門の中

心をなすY銀行との間で雇用契約を締結し、それと同時にリース事業を営むA社へ出向し、

その代表取締役に就任していた者であるところ、Y 銀行はリース事業から撤退し A 社を閉

鎖することを決定したため、Xに対して解雇の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「本件雇用契約は、X が A 社に出向しそのゼネラル・マネージャー（代表取締役に相当

すると解される。）に就任してリース事業の責任者となるという目的で締結されたもの

で、・・・Y 銀行が X に対して年間 1351 万 2533 円という高額な給与等を支払い且つ成果

によりバイス・プレジデントの資格を与えることとしたのも、このような雇用契約の目的

に対応したものであって、A 社における地位及びその事業との関係なしに、X が Y 銀行の

銀行業務に従事する目的で締結されたものではないことが認められる。すなわち、本件雇

用契約の締結自体が A 社への出向とそのゼネラル・マネージャーへの就任という目的を持

つもので、Y銀行の従業員としての身分は、このような出向の前提としての意味を有するに

過ぎないのである。 

 右のように、本件雇用契約の締結自体が A 社への出向とそのゼネラル・マネージャーへ

の就任という目的を持つもので、X が Y 銀行の従業員の身分のままでリース業務に専従す

るというものではないから、Y銀行の従業員として従事すべき職種がリース業務に限定され

ていたかどうかという意味での職種限定の問題は生ずる余地がないし、また、A社に出向し

そのゼネラル・マネージャーに就任してリース事業の責任者となることが本件雇用契約締

結の目的となっているのであるから、A社がリース事業を廃止した場合はもとより、たとえ

A 社が存続してリース事業を続けていても、X が何らかの事由で A 社のゼネラル・マネー

ジャーの地位を喪失したような場合には、その結果として、前提となる本件雇用契約その

ものの存続に影響を与えることがあるのは避けられないことになる。 

 ・・・したがって、本件雇用契約においては、X が A 社に出向しそのゼネラル・マネー

ジャーに就任してリース事業の責任者となると共にこれと兼務の形で Y 銀行の銀行業務に

も従事すること或いはリース事業が廃止された場合には Y 銀行の従業員として銀行業務に

従事することが、当初から雇用契約の内容として約定されたものということはできない。」 

「そして、A社がリース事業からの撤退を決定した結果、本件雇用契約締結の目的ひいて

はXのA社におけるゼネラル・マネージャーとしての地位存続の意味がなくなったもので、

しかも、リース事業からの撤退の判断に格別の不合理が認められないことは、後述すると

おりであるから、Xの A社における取締役の任期満了による退任の時期に合せて、A社が X

に対して解雇の意思表示したことは相当であり、解雇権の濫用ということはできない。」 
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「Y銀行は、A社のリース事業について、その収支状況が芳しくなく、将来的にも大きな

利益を期待することができないとの判断をしてこれからの撤退を決定したことが、前記の

認定によって明らかである。・・・」 

「以上のとおりであるから、Y銀行が、A社のリース事業からの撤退に伴い、そのゼネラ

ル・マネージャーの前提となっている本件雇用契約を終了させるために、Xに対して解雇の

意思表示をしたことは相当であって、解雇権の濫用ということはできない。」 

  

25



12 

 

7 觀智院事件・京都地決平成 5・11・15労判 647号 69頁 

 

（事実の概要） 

 X らは、教王護国寺の塔頭寺院である觀智院の拝観業務に従事するために Y に雇用され

た者であるところ、Yは觀智院の拝観業務を今後行わないことを決定したため、Xらに対し

解雇する旨の通知を行った。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「・・・Y が觀智院の拝観業務を止めることは X ら主張のように X らを追い出すための

ものとは認められず、觀智院の拝観業務終了の目的は不当なものとはいえない。」 

 また、X らが主張する觀智院の維持管理業務については、・・・Y が拝観業務を開始する

以前のとおり、東寺の営繕係あるいは文化財の専門職員で足り、Xらがいなくなっても敢え

て別の者をそのために雇用する必要はないことが一応認められる。 

 さらに、・・・觀智院は今後・・・教師養成の道場として使用され、しかも・・・右道場

は『東寺伝法学院』というかなり組織だったものになることが一応認められるところ、Yが

右道場の場所として、觀智院の建物を提供するだけであれば、Yとして何らの事業を行うわ

けではなく、Xらを雇用する余地はないといわざるをえないが、Yが右道場の運営にかかわ

る場合には、むしろその事業内容の転換といえ、配置転換等の方法を Y としては考慮すべ

きところではある。しかし・・・によると、予定される教師育成の道場の入学者数は少な

く、そのため教授への謝礼もでない事態が予想されていることなどから、右道場において、

Xらを配置転換のうえ雇用する余地はないことが一応認められる。  

 以上のとおり、觀智院の拝観業務の終了はその目的において不当とはいえないこと、右

拝観業務終了後、Y において X らを雇用しうる余地はないこと、本件は Y に雇用されてい

た全従業員が解雇の対象となっていることから人選の合理性などは問題とならないことな

どに鑑みれば、本件 Yによる解雇は解雇権の濫用とはいえないと解される。」 
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8 スカンジナビア航空事件・東京地決平成 7・4・13労判 675号 13頁 

 

（事実の概要） 

 Xらは、スウェーデン国に本店を置く外国株式会社およびスカンジナビア航空（以下、併

せて Y社という。）との間で、業務内容および勤務地を特定して雇用契約を締結した者であ

るところ、Y社が日本支社の合理化の一環として全従業員を対象に早期退職募集と再雇用の

提案を行ったのに対し、Xらがこれに応じなかったため、Y社は再度新ポジションおよび新

賃金を明示して早期退職と再雇用への応募を促したのに対し、Xらはこれにも応じなかった

ため、Y社は Xらに対し解雇の意思表示を行った。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

 「（本件）解雇の意思表示は、要するに、雇用契約で特定された職種等の労働条件を変

更するための解約、換言すれば新契約締結の申込みをともなった従来の雇用契約の解約で

あって、いわゆる変更解約告知といわれるものである。」 

 「Y社と Xら従業員との間の雇用契約においては、職務及び勤務場所が特定されており、

また、賃金及び労働時間等が重要な雇用条件となっていたのであるから、本件合理化案の

実施により各人の職務、勤務場所、賃金及び労働時間等の変更を行うためには、これらの

点について X らの同意を得ることが必要でなり、これが得られない以上、一方的にこれら

を不利益に変更することはできない事情にあったというべきである。 

 しかしながら、労働者の職務、勤務場所、賃金及び労働時間等の労働条件の変更が Y 社

業務の運営にとって必要不可欠であり、その必要性が労働条件の変更によって労働者が受

ける不利益を上回っていて、労働条件の変更をともなう新契約締結の申込みがそれに応じ

ない場合の解雇を正当化するに足りるやむを得ないものと認められ、かつ、解雇を回避す

るための努力が十分に尽くされているときは、Y社は新契約締結の申込みに応じない労働者

を解雇することができるものと解するのが相当である。」 

 「疎明事実によれば、Y 社は、・・・全面的な人員整理、組織再編が必要不可欠となり、

その計画が図られた結果、雇用契約により特定されていた各労働者の職務及び勤務場所の

変更が必要不可欠なものとなったということができる。」 

 「加えて、・・・疎明事実によれば、本件労働条件の変更には、賃金体系の変更、退職金

制度の変更及び労働時間等の変更も含まれるが、・・・いずれもその変更には高度の必要性

が認められる。」 

 「一方、新雇用契約締結の結果、労働者が受ける不利益について検討すると、・・・疎明

事実のとおり、右賃金体系の変更は、従業員の賃金が総体的に切り下げられる不利益を受

けることは明らかであるが、地上職の場合、会社により提案された新賃金（年俸）と従来

の賃金体系による月例給とを比較すると、新賃金（年俸）は従来の賃金体系による月例給

に 12（月）を乗じることにより得られる金額を必ずしもすべて下回るものではないし、X
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らが新労働条件での雇用契約を締結する場合には、Y社は、従来の雇用契約終了にともなう

代償措置として、規定退職金に加算して、相当額の早期退職割増金支給の提案を行ったこ

とをも合わせ考えると、前記の業務上の高度の必要性を上回る不利益があったとは認めら

れない。」 

 「前記・・・事実によれば、・・・組合は、Xら全員の従前の雇用条件での雇用継続を終

始一貫前提とし、・・・硬直した態度をとったため、実質的な交渉に至らなかったものと

いうことができる。」 

 「以上によれば、Y社が、Xらに対し、職務、勤務場所、賃金及び労働時間等の労働条件

の変更をともなう再雇用契約の締結を申し入れたことは、会社業務の運営にとって必要不

可欠であり、その必要性は右変更によって X らが受ける不利益を上回っているものという

ことができるのであって、この変更解約告知のされた当時及びこれによる解雇の効力が発

生した当時の事情のもとにおいては、右再雇用の申入れをしなかった X らを解雇すること

はやむを得ないものであり、かつ解雇を回避するための努力が十分に尽くされていたもの

と認めるのが相当である。」 

「よって、本件変更解約告知は有効であると解するのが相当であり、Xらに対する解雇は

有効であるというべきである。」 
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9 ナショナル・ウエストミンスター銀行（第一次仮処分異議申立）事件・東京地決平成 10・

8・17労経速 1690号 3頁 

 

（事実の概要） 

英国法を準拠法として設立された銀行などの金融業その他を営む Y 社の東京支店の従業

員として採用され、以後輸出入に関わる銀行業務に従事し、平成 7 年以降トレード・ファ

イナンス・ユニット主任として主にグローバル・トレード・バンキング・サービス（GTBS）

アジア・パシフィック部門の事務を担当していた X が、同部門の閉鎖を理由に退職を勧奨

され、この申入れに応じないでいたところ、Y社に解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

「X が Y 社に入行するに当たってトレードファイナンスの仕事に職務を限定されて採用

されたことを認めることはできない。」 

「X の東京支店は担当する職務について専門的知識を有するいわゆるスペシャリストの

集団であることを認めることはできない。」 

「人員整理の必要性、人選の合理性、解雇回避努力及び解雇手続の想当性は解雇権の濫

用に当たるかどうかを判断するための要素を類型化した判断基準として意義を有するが、

これらの一つ一つが当然に有効な人員の削減のための解雇の必要条件になるというもので

はなく、あくまでも解雇権の濫用に当たるかどうかを判断するための類型的な判断要素に

すぎないから、そのひとつ一つを分断せずに全体的、総合的にとらえるべきである。」 

 「Y社は・・・（上記のような整理解雇の合理性）の判断手法に種々論難を加えているが・・・

採用することはできない。」 

 「企業のある部門の余剰人員を他の部門に配転することが可能であるといえるためには、

当該従業員の職種、能力の点で配転が可能であること、その配転によって配転先の部門に

余剰人員が生じないことのほか、当該従業員が給与、待遇などの点で配転先において従前

よりも不利益な取扱いを受けないことを要すると解するのが相当であるところ・・・Xは他

の部署のアシスタント・マネージャーとして配転するには配転先の部署のアシスタント・

マネージャーとして必要とされている知識や経験を欠いており・・・アシスタント・マネ

ージャーとして他の部署に配転すれば、その部署のアシスタント・マネージャーが余剰人

員となってしまうというのであるから・・・（本件解雇の時点において）Xを他の部署のア

シスタント・マネージャーとして配転することは現実的ではないし適当でもないとい

え・・・本件解雇自体は経営上の必要性があると認められ、また、企業経営上の観点から

も合理性を有すると認められる。」 

「しかし・・・Y 社の東京支店に一般事務職として入行しその後管理職に昇進した X が

定年まで東京支店で勤務し続けることを期待することには合理性があると認められる（と

ころ）・・・Xについて人員削減の方法として解雇という方法以外に・・・方法があったに
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もかかわらず、そのような方法を選択せずに解雇という方法を選択していることに照らせ

ば、本件解雇については解雇によって達成しようとする経営上の目的とこれを達成するた

めの手段ないしその結果との間に均衡が失われているというべきであ・・・り、本件解雇

については人員整理の必要性を肯定することができないといわざるを得ない・・・のであ

るから、結局のところ、本件解雇は権利の濫用として無効であるというべきである。」 
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10 ナショナル・ウエストミンスター銀行（第二次仮処分）事件・東京地決平成 11・1・

29労判 782号 35頁 

 

（事実の概要） 

英国法を準拠法として設立された銀行などの金融業その他を営む Y 社の東京支店の従業

員として採用され、以後輸出入に関わる銀行業務に従事し、平成 7 年以降トレード・ファ

イナンス・ユニット主任として主にグローバル・トレード・バンキング・サービス（GTBS）

アジア・パシフィック部門の事務を担当していた X が、同部門の閉鎖を理由に退職を勧奨

され、この申入れに応じないでいたところ、Y社に解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

「企業がある部門において発生した余剰人員を削減しようとする場合に、その余剰人員

の削減に経営上の必要性があり、かつ、経営上の必要性が企業経営上の観点から合理性を

有するものであれば、余剰人員の削減を目的としてその余剰人員についてする解雇は一応

合理性を有するものと認められる。」 

「ある部門の余剰人員の削減に経営上の必要性があると認められるには、当該企業の従

業員を削減することが不可避であることが必要であると解される。なぜなら、例えば、あ

る部門の余剰人員を他の部門に配転することが当該従業員の職種、能力の点で可能であり、 

しかも、その配転によって配転先の部門に余剰人員が生じないような場合には、企業の立

場を考えても、解雇という手段によって従業員の削減をする必要はなく、結局のところ、

余剰人員の削減の必要性があるということはできないからである。」 

「ある部門の余剰人員の削減についての経営上の必要性が企業経営上の観点から合理性

を有すると認められるには、解雇によって達成しようとする経営上の目的とこれを達成す

るための手段である解雇ないしその結果としての失職との間に均衡を失しないことが必要

であると解される。」 

「企業のある部門の余剰人員を他の部門に配転することが可能であるといえるためには、

当該従業員の職種、能力の点で配転が可能であること、その配転によって配転先の部門に

余剰人員が生じないことのほか、当該従業員が給与、待遇などの点で配転先において従前

よりも不利益な取扱いを受けないことを要すると解するのが相当であるところ・・・Y社が

（本件解雇）の時点において X を他の部署のアシスタント・マネージャーとして配転する

ことは現実的ではないし適当でもなかったと認められ・・・Xを他の部署のアシスタント・

マネージャーとして配転することはできなかったというべきである。」 

「Y 社の東京支店に一般事務職として入行し勤務する行員の中には東京支店で長期間に

わたって勤務し続けていたいと希望する者が少なからずおり、Y社もその行員が管理職では

ないそれより下の者である限りは・・・長期間にわたって東京支店で勤務し続けさせてい

るといえる・・・（の）に対し、Y社の東京支店の管理職にはその専門的な知識や経験など
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を買われて管理職として Y 社の東京支店に採用された者も少なくなく、そのような管理職

についてはその専門的知識や経験などが Y 社の東京支店の経営には必要ないと判断される

に至れば、解雇されるという事態が起こることも十分予想されうるところであるが・・・

仮に Y 社においてそのような方針が採られていたとすれば、Y 社の東京支店に一般事務職

として入行した行員が管理職に昇進した場合には、その管理職は管理職に昇進した理由と

なったその者の専門的知識や経験などが Y 社の東京支店の経営に必要ないと判断されたと

きには Y 社を解雇されることがあり得るという不利益を新たに負うことになるが、そうで

あるとすれば、東京支店に一般事務職として入行した行員が管理職に昇進するに当たって

は管理職になれば右に述べたような理由で解雇されることがあり得ることを周知徹底して、

右に述べたような不利益にもかかわらず管理職への昇進を希望するかどうかを選択する機

会を与える必要があるというべきところ・・・Y社が東京支店に一般事務職として入行しそ

の後管理職に昇進した行員についてその昇進に当たって右に述べたような理由で解雇され

ることがあり得ることを周知徹底したことは全くうかがわれ（ず） ・・・したがって、東

京支店に一般事務職として入行しその後管理職に昇進した行員が管理職への昇進後も停年

まで東京支店で勤務し続けることが可能であると考えたとしても、それは無理からぬこと

である（こと）・・・を総合考慮すれば、Y社の東京支店に一般事務職として入行しその後

管理職に昇進した X が定年まで東京支店で勤務し続けることを期待することには合理性が

あると認められる。」 

「Y社は余剰人員となった Xについて人員削減の方法として解雇という方法以外に・・・

方法があったにもかかわらず、そのような方法を選択せずに解雇という方法を選択してい

ることに照らせば、本件解雇については解雇によって達成しようとする経営上の目的とこ

れを達成するための手段ないしその結果との間に均衡が失われているというべきであ

（り） ・・・本件解雇については経営上の必要性があると認められるものの、経営上の必

要性が企業経営上の観点から合理性を有すると認めることはできないといわざるを得ない

（ので） ・・・本件解雇は権利の濫用として無効であるというべきである」 
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11 全日本海員組合事件・東京地判平成 11・3・26労経速 1723号 3頁  

 

（事実の概要） 

海上労働者の生活の向上などを目的とする労働組合 Y に、総務財務局総務財務部付運転

士に任命するという辞令の交付を受けて採用され、Y 代表者を始めとする Y の役員を会議

などの場所に公用車で送迎する業務に従事していた X が、Y の諸経費の節減合理化の一環

としての公用車廃止決定に伴い、依命休職処分及び当該依命休職期間の満了による退職処

分とされた。 

 

（判旨）－解雇有効 

「ある部門において発生した余剰人員を消滅しようとする場合に、その余剰人員の削減

に・・・組織の維持、運営上の必要性があり、かつ・・・組織の維持、運営上の必要性が・・・

合理性を有するものであれば、余剰人員の削減を目的としてその余剰人員についてする解

雇は一応合理性を有するものと認められる。」 

「ある部門の余剰人員の削減に・・・組織の維持、運営上の必要性があると認められる

には、当該労働組合の従業員を削減することが不可避であることが必要であると解される。

なぜなら、例えば、ある部門の余剰人員を他の部門に配転することが当該従業員の職種、

能力の点で可能であり、しかも、その配転によって配転先の部門に余剰人員が生じないよ

うな場合には・・・解雇という手段によって従業員の削減をする必要はなく、結局のとこ

ろ、余剰人員の削減の必要性があるということはできないからである。」 

「ある部門の余剰人員の削減についての・・・組織の維持、運営上の必要性が・・・合

理性を有すると認められるには、解雇によって達成しようとする・・・組織の維持、運営

上の目的とこれを達成するための手段である解雇ないしその結果としての失職との間に均

衡を失しないことが必要であると解される。」 

「Y は・・・X の運転手としての仕事ぶりを評価して X を Y の運転士として採用するこ

とにしたこと、Y は・・・X を Y の運転士として採用したが、その際に X に交付した辞令

には X を Y の総務財務局総務財務部付運転士に任命すると書かれていたこと・・・（Y 組

合従業員規則）は運転士について『もっぱら組合の車輛の運転に従事するために採用され

た者』と定めていること、Y に採用された後の X は Y の運転士としての運転の業務以外の

業務に従事することもなくはなかったが、X の業務はあくまでも Y の運転士として運転の

業務に従事することであったこと・・・を総合すれば、Y は X を、Y の運転士としての業

務に従事させる目的で Y の運転士として採用したものと認められ、したがって、X の担当

業務は公用車の運転であるというべきであ（り）・・・Xの担当業務は公用車の廃止によっ

て消滅したというべきであるが、他方において、Xはあくまでも公用車の運転を担当する目

的で Yに雇用されたのであるから、Xと Yとの間で締結された雇用契約は Xが Yに提供す

べき労務の種類（『職種』）を限定しているのであって、したがって、Y には X が Y に提供
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すべき労務の種類を一方的に変更する権限（配転命令権）はないというべきである (か

ら) ・・・Xの担当業務が消滅した以上、Xと Yとの間で締結された雇用契約を存続させる

べき理由はないというべきであり・・・本件依命休職処分については・・・組織の維持、

運営上の必要性を肯定することができる。」 

「しかし、Y が X に対して職種の変更を求める配転命令権を有していないとしても、Y

が Xに対して職種の変更を申し込むことは自由であり、Xがその申込みに応じれば、Xと Y

との間で締結された雇用契約はなお存続するのであって、Yの従業員を依命休職員とすると

きの要件である『配置上止むを得ないと認められる』場合とは、依命休職員とされた者を Y

の組織内において配属すべき適当な配属先がないため Y がその者との間で締結した雇用契

約を一定期間の満了時に終了させることがやむを得ないと認められる場合をいうと解すべ

きであることも併せ考えると、Y が X に対して職種の変更を求める配転命令権を有してい

ないからといって、そのことから直ちに X を Y の組織内において配属すべき適当な配属先

があるかどうかについて検討もしないで、X と Y との間で締結された雇用契約を一定期間

の満了時に終了させることもやむを得ないことであるということはできない。」 

「X は・・・Y の運転士としての運転の業務以外の業務について X に適性があるかどう

かを判断することができるほどには運転の業務以外の業務に従事していたわけではないの

であって・・・Y の運転士としての運転の業務以外の業務について X に適性があるかどう

かは不明であった（こと） ・・・、Y・・・は・・・今後の厳しい財政事情にかんがみ、

従来にも増して徹底した経費の洗い直しに取り組む・・・など、経費の徹底した節減合理

化に努め（ていたこと）・・・から、運転士として採用した X を Y の組織内において配属

すべき適当な配属先があったとは考え難いというべき・・・であって・・・Xを他の部門に

配転することが可能であったということはできない。」 

「今後数年間の自然減を待つことによって余剰人員を吸収すべきであるというのは、余

剰人員とされた者の担当する業務が消滅したからといって、そのことから直ちにその余剰

人員とされた者との雇用契約を終了させるべきであるとはいえないことを前提としている

ところ、Xと Yとの間で締結された雇用契約は Xが Yに提供すべき労務の種類を公用車の

運転に限定した契約であるから、X の担当する業務が消滅した以上、X と Y との間で締結

された雇用契約を存続させるべき理由はないというべきであって・・・Yは今後数年間の自

然減を待つことによって公用車の廃止に伴い余剰人員となる X を吸収すべきであるという

ことはでき（ず）・・・本件依命休職処分については余剰人員の削減の緊急の必要性はな

いとしても、Yは業種の拡大を図ることや今後数年間の自然減を待つことによって余剰人員

となる Xを吸収すべきであるということはできない。」 

「以上によれば、本件・・・処分はその発令の時点において余剰人員の、削減の必要性

という点については合理性を有するものと認められ、したがって、本件・・・処分はその

発令の時点において解雇権の濫用として無効であるということはできない。」 
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12 角川文化振興財団事件・東京地決平成 11・11・29労判 780号 67頁 

 

（事実の概要） 

文芸の研究等の奨励等を目的とする財団法人 Yに雇用されて、訴外 A 社が出版を企画し

た辞典の編集、制作を担当する目的で Y に設けられた編さん室の編集者として勤務してき

た X らが、A 社との業務委託契約の打ち切りに伴う編さん室の閉鎖を理由として解雇され

た。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「Xらは姓氏大辞典などの出版企画の編さんに携わる目的で・・・Yに雇用又は再雇用さ

れたというのであるから、Y が A 社から・・・出版企画の編集、制作の委託をすべて打ち

切るという通告を受けた以上、Yが・・・Xらを雇用し続ける理由はないというべきであり、

Yが・・・編さん室を閉鎖することにしたのは当然の措置というべきである。」 

「一般に余剰人員を削減しこれを整理する目的でするいわゆる整理解雇をするに当たっ

ては、使用者が希望退職の募集などの他の手段を採ることによって解雇を回避することが

できたにもかかわらず、直ちに解雇した場合、あるいは整理解雇を回避することが客観的

に可能であるか否かは別として、整理解雇はいわば労働者側に出血を強いるものであるこ

とから、使用者としてもそれ相応の努力をするのが通例であるのに、何の努力もしないで

突然整理解雇したりした場合などには、諸般の事情を考慮すると、使用者は整理解雇を回

避するために十全の努力をしていないとして解雇権の行使が権利の濫用に当たるというべ

き場合があり得るものと解される。なぜなら、整理解雇は労働者側に解雇される帰責性が

ないにもかかわらず解雇によって失職するという不利益を被らせるものである以上、終身

雇用を前提とする我が国の企業においては企業としてもそれ相応の努力をするのが通例で

あるのに、何の努力もしないで解雇することは、労働契約における信義則に反すると評価

される場合があり得るからである。」 

「本件解雇は姓氏大辞典などの出版企画の編さんに携わる目的で・・・Yに雇用又は再雇

用された X らについてされたものであり、本件解雇の理由が A社からの出版企画の編集、

制作の委託の打切りであることからすれば、本件においては X らの雇用主である Y 社が本

件解雇に当たり解雇回避努力を尽くしたかどうかを検討する前提が欠けているというべき

であ（り）・・・Y社が解雇回避努力を尽くしていなかったとしても、そのことから直ちに

本件解雇が権利の濫用として無効であるということはできない」 

「整理解雇を行うに当たって企業が事前の説明、協議を尽くすことは望ましいと考えら

れるから、事前の説明や協議を尽くさなかったことが、諸般の事情を考慮すると、解雇に

至る手続が信義に反するかどうかという観点から、解雇権の濫用という評価を基礎づける

事情に当たるといえる場合があり得るものと解される。」 

「Y 社が本件解雇に先立ち本件解雇をせざるを得ない理由などについて X らに説明し X
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らとの間で協議していない・・・が、本件解雇は姓氏大辞典などの出版企画の編さんに携

わる目的で・・・Y に雇用又は再雇用された X らについてされたものであり、本件解雇の

理由が A 社からの出版企画の編集、制作の委託の打切りである以上、Y が本件解雇に先立

ち本件解雇をせざるを得ない理由などについて X らに説明し X らとの間で協議していない

ことが信義に反するということはできない。」 

「以上によれば、本件解雇は整理解雇として解雇権の濫用に当たるということはできな

い。」 
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13 ナショナル・ウエストミンスター銀行(第三次仮処分)事件・東京地決平成 12・1・21

労判 782号 23頁 

 

（事実の概要） 

英国法を準拠法として設立された銀行などの金融業その他を営む Y 社の東京支店の従業

員として採用され、以後輸出入に関わる銀行業務に従事し、平成 7 年以降トレード・ファ

イナンス・ユニット主任として主にグローバル・トレード・バンキング・サービス（GTBS）

アジア・パシフィック部門の事務を担当していた X が、同部門の閉鎖を理由に退職を勧奨

され、この申入れに応じないでいたところ、Y社に解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「リストラクチャリングを実施する過程においては・・・企業において余剰人員の削減

が俎上に上ることは、経営が現に危機的状態に陥っているかどうかにかかわらず、リスト

ラクチャリングの目的からすれば、必然ともいえる（が）・・・余剰人員を他の分野で活

用することが企業経営上合理的であると考えられる限り極力雇用の維持を図るべきで、こ

れを他の分野で有効に活用することができないなど、雇用契約を解消することについて合

理的な理由があると認められる場合であっても、当該労働者の当面の生活維持及び再就職

の便宜のために、相応の配慮を行うとともに、雇用契約を解消せざるを得なくなった事情

について当該労働者の納得を得るための説明を行うなど、誠意をもった対応をすることが

求められるものというべきである。」 

「Xは、本件解雇が解雇権の濫用に当たるかどうかについては、いわゆる整理解雇の四要

件を充足するかどうかを検討して判断すべきである旨主張するが、いわゆる整理解雇の四

要件は、整理解雇の範疇に属すると考えられる解雇について解雇権の濫用に当たるかどう

かを判断する際の考慮要素を類型化したものであって、各々の要件が存在しなければ法律

効果が発生しないという意味での法律要件ではなく、解雇権濫用の判断は、本来事案ごと

の個別具体的な事情を総合考慮して行うほかない・・・。」 

「部門の閉鎖により X の担当業務が消滅し X が従前就いていたアシスタント・マネージ

ャーのポジションが消滅するが、それにもかかわらず、Xとの雇用契約を従前の賃金水準を

維持したまま継続するためには、Y 社としては X をサポート部門における他の管理職のポ

ジション・・・に配転することが必要であったが・・・これらのポジションに就いている

者はいずれも、それぞれの担当業務で必要とされる専門知識・能力を有するものと評価さ

れた結果として当該ポジションに就いていることが明らかであるから、これらの者に代え

て Xを当該ポジションに就けることが合理的であるとする根拠はない。」 

「Xは、過去 14年間オペレーション部門での実務経験を有するのみで、それも伝統的な

商業銀行業務であるトレード・ファイナンス関係の事務に特化したものである（こと）・・・

を考え・・・ると・・・Y 社が、GTBS 部門閉鎖当時、近い将来において新たな管理職の
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ポジションを設ける予定を有していたとしても、それは、Xが従前オペレーション部門で培

ってきた実務経験、技能等とは異なる、新たな専門知識・能力を必要とするポジションで

あり、Xが、そのような専門知識・能力を十分に有しているものとは認められないから、結

局、Xを配転させ得る管理職のポジションが生じる可能性はなかったものといわざるを得な

い。」 

「以上によれば、Y社としては、Xとの雇用契約を従前の賃金水準を維持したまま他のポ

ジションに配転させることができなかったのであるから、Xとの雇用契約を継続することは、

現実的には不可能であったということができ、したがって、Xとの雇用契約を解消すること

には、合理的な理由があるものと認められる。」 

「以上のとおり、Xとの雇用契約を解消することには合理的な理由があり、Y社は、Xの

当面の生活維持及び再就職の便宜のために相応の配慮を行い、かつ雇用契約を解消せざる

を得ない理由についてもXに繰り返し説明をするなど、誠意をもった対応をしていること、

その他、先に認定した諸事情を併せ総合考慮すれば、未だ本件解雇をもって解雇権の濫用

であるとはいえ・・・ない。」 
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14 峰運輸事件・大阪地判平成 12・1・21労判 780号 37頁 

 

（事実の概要） 

運送業を目的とする Y 社に、運送業に用いるトラックの運転手として雇用され、スーパ

ーマーケットの商品配送センターから各スーパーマーケット店舗への配送業務に従事して

きた X が、就労態度および取引先 A 社からのクレームを理由として地上勤務に配置転換さ

れた後、財政状況のもとで地上勤務の業務量が少ないことを理由に、Y社に解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Xと Y社の雇用契約は、Xの業務をトラック運転手として限定してされたものである。」 

「Y 社は、X を配転する運転業務がないと主張・・・する（が）・・・A 社には X が行

かなくなればその交替要員が必要であり、そうすれば他の運転手を異動させることが考慮

されるはずであるところ・・・Xの配転先を真剣に検討したかどうかは疑問が残るところで

ある。」 

「Y社は・・・運送事業は長期の不況のもとで業績悪化の状況にあり、Y社においても・・・

悪化した財政状況のもとで、本件配転命令後の X の業務が 1 日 1 時間程度の業務量でしか

なく、運転業に従事させることは A 社及び他の運転担当者との関係でできず、他に就労さ

せるべき部所（ママ）がない・・・という・・・が・・・Xについて、他に就労させるべき

部所（ママ）があるかどうかを真剣に検討したかどうか疑問が・・・あり・・・本件解雇

に合理性があると認めることができない。」 
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15 広川書店事件・東京地決平成 12・2・29労判 784号 50頁 

 

（事実の概要） 

自然科学部門の学術書の出版を業とする Y 社に日給月給制の従業員として入社し、その

後、正社員となって、入社以来、Y 社の長野分室に勤務していた X が、発注量の減少及び

技術革新により長野分室での業務がなくなったとして、長野分室の閉鎖に伴う退職勧奨を

受け、その後解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「Xは・・・Y社に日給月給制の従業員として現地で雇用され・・・その後・・・Y社の

正社員となった（が）、X は・・・Y 社に雇用された当時、・・・Y 社の正社員となった当

時のいずれも勤務地を限定するような雇用契約書が作成されたことはないが・・・Y社に入

社以来本件解雇に至るまで長野分室に勤務してきた。」 

「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として

是認することができない場合には権利の濫用として無効となるものと解するのが相当であ

り、就業規則によって解雇事由が限定されている場合、右の点を踏まえて当該解雇が就業

規則上の解雇事由に該当するかどうかを検討することになる・・・ところ・・・本件解雇

がこれに該当するかどうかについて検討しなければならず、より具体的には、長野分室閉

鎖の必要性、配置転換の可能性、解雇手続の相当性等の諸事情について検討する必要があ

る。」 

「Xが Y社と最初に雇用契約を締結した（とき）・・・、Xが Y社の正社員となった（と

き）・・・のいずれの時期についても、X と Y 社との間で勤務地を限定するような雇用契

約書は作成されていないことからすれば、X と Y 社との雇用契約が勤務地を限定するもの

であったとにわかに断じることには困難があるものの、Xが、長野分室の要請によって現地

で採用され、長野分室の閉鎖まで勤務地に変更はなく、Xが・・・長野に自宅を購入してい

ることからすると、少なくとも X と Y 社との雇用契約締結当時・・・の双方の意思として

は、長野分室が存続する限り、Xの勤務地は長野分室であることで合致していたものと推認

することができる。」 

「とはいえ、長野分室の閉鎖がやむを得ないからといって、当然に本件解雇が有効であ

るということはでき（ず）・・・Xが本社への配置転換を希望していた本件においては、配

置転換の可能性が肯定できれば、なお、Xは就業規則・・・にいう『冗員』には該当しない

というべきであるし・・・『やむを得ない業務上の都合』があるとはいえないというべき

だからである。」 

「Xの経歴からみると、Xは、割付、下貼り作業などを行っていたところ・・・下貼り作

業はほとんどなくなっており、校正作業などの経験は少なく十分にこなせないなど、編集

業務の限られた作業の経験しかないのであるし、Y社は専門的な書籍の出版を行っているこ
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とから編集部の従業員の大多数が大学の理学部、薬学部卒業者であるところ、Xは専門的な

教育を受けたこともないこと・・・からすると、Xが本社で編集業務を行うのは容易ではな

いというべきであるし・・・営業にしても、Xはわずかに・・・他の業務と並行してこれを

行ったことがあるという程度で、顕著な成果も挙げられなかったことからすれば営業部へ

の配置転換も困難というほかな（く）・・・このように、Y社の経営状況、業務量、Xの経

歴を考慮すれば、Xの配置転換は著しく困難であったといわざるを得ない。」 

「Y 社の長野分室の閉鎖には、経営上の必要があり、Y 社の経営状況からみて X の雇用

継続は困難で、Y社における最近の業務量、Xの経歴からみて配置転換も困難であったとい

うべきであるから、本件解雇は・・・有効であるというべきである。」 
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16 シンガポール・デベロップメント銀行（仮処分異議申立）事件・大阪地決平成 12・5・

22労判 786号 26頁 

 

（事実の概要） 

 X らは、シンガポール共和国に本店を置く Y 銀行の大阪支店にそれぞれ事務職員として

雇用された者である。Y銀行は業績不振に伴い大阪支店を閉鎖することとし、大阪支店従業

員に対して希望退職者募集を行ったところ、X らがこれに応じなかったため、Y 銀行は X

らに対して解雇の意思表示を行った。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

 「本件解雇は、大阪支店閉鎖によって、余剰人員となった X らを人員整理のために解雇

するというものであるから、いわゆる整理解雇に該当するところ、かかる整理解雇が有効

と認められるためには、第 1 に、人員整理の必要性が存すること、第 2 に、人員整理の手

段として解雇を選択することの必要性が存すること（使用者が、解雇回避のための努力を

したこと）、第 3に、被解雇者の選定が合理的であること、第 4に、解雇の手続が妥当であ

ること（使用者が労働者や労働組合に対して、人員整理の必要性等について説明や協議を

行ったこと）が必要であり、整理解雇が有効か否かはこれらの要件該当性の有無、程度を

総合的に考慮して判断されるべきであると解する。」 

「・・・認定事実によれば、在日支店の業績不振は明らかであり、とりわけ大阪支店で

は平成 11年度は赤字にまで転落しているのであって、業績好転に繋がる材料もなく、両支

店の規模や両支店を取り巻く企業環境等からして、Xらが大阪支店閉鎖を決定したことを不

当とすべき理由も見いだせない。他方、大阪支店閉鎖に伴い同支店の業務は東京支店が引

き継いでいるのであるが、一般的にみても 2 店舗で行っていた営業を 1 店舗に集約すれば

余剰人員が生じるのは避けられないところ、加えて、Y銀行では、事務量の減少などから両

支店ともここ数年は人員を削減させるなどしてきたのであるから、大阪支店閉鎖によって

少なからぬ余剰人員が生じたことは十分首肯できるところであり、人員整理の必要性が存

したことはこれを認めることができる。」 

「・・・前記認定のとおり、大阪支店閉鎖以前から両支店とも人員を削減してきており、

そのうえでなお、Y銀行では東京支店が大阪支店の業務を引き継いでも十分に対応が可能と

判断し、大阪支店閉鎖を決定したのであるが、その後、東京支店において、大阪支店から

引き継いだ業務に対応するための増員をしたとの疎明もないから、大阪支店閉鎖時には、

東京支店でも人員過剰であったと認められ、そのままでは X ら大阪支店の従業員を東京支

店に配置転換する余地はなかったものと認められる。 

 そうすると、問題は、Y銀行が行った大阪支店の従業員のみを対象とする希望退職者募集

が解雇回避措置として相当なものであったか、その前提として、Y銀行には、東京支店でも

希望退職者を募集してXらの解雇を回避すべき努力義務があったというべきか否かである。」 
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「前記認定のとおり、大阪支店は関西以西の西日本地区の新規取引先開拓等の目的で開

設されており、その営業活動の範囲や取引先は東京支店とは自ずと異なっていたと考えら

れるし、大阪支店の税引後利益は同支店に留保されているなど独立した採算がとられてい

ること、従業員の採用方式も賃金等の待遇面でも両支店では異なり、大阪支店の従業員は

近郊居住者から勤務地を大阪支店と明示して採用されていること（通常は、使用者側の配

転命令に対し、労働者側からの勤務地限定の合意があったと主張される根拠となりうるも

のである）、支店開設時の例外的な 1名の転勤を除いては両支店間での人事交流もなかった

ことなどを総合すると、大阪支店は、東京支店とは独立して別個に運営されており、少な

くとも一般の従業員に関しては配置転換も予定されてはいなかったというべきである。 

 そうすると、両支店の一体関係を理由として、債務者が東京支店でも希望退職者募集の

措置を取るべきであったと認めることはできない。」 

「右のとおり、Y銀行には、東京支店で希望退職者を募集する義務までは認められず、他

方、本件解雇時の人員状況からして X らの東京支店への配置転換が困難であるとすると、

大阪支店閉鎖に伴い同支店従業員の解雇は免れず、その場合の解雇回避措置としては希望

退職の募集以外にない。 

 Y銀行は、優遇条件・・・を付した希望退職者の募集を行っているが、その内容も最終的

には通常の 5 割増の退職一時金、基本給及び職務手当の 1 年分の追加退職金を支給したう

え、未消化の年次有給休暇の買い上げや夏季賞与の比例割合分の支給を行うというもので、

従業員の当面の生活困窮に対する一応の経済的配慮は払われているし、加えて、転職斡旋

サービスをも行うというものであるから、これが解雇回避の措置として不相当ということ

はできない。」 

 「本件解雇は、Xらのみを別異に扱ったものではなく、大阪支店従業員全員一律に希望退

職を募集し、これに応じなかった X らを解雇したものであり、その旨の予告もされていた

のであるから、人選に不合理と認めるべき点はない。」 

 「Y 銀行は大阪支店閉鎖の発表後、組合とは前後 7 回の団体交渉を行い、その中で、空

きがないため東京転勤は不可能であることを説明するとともに、交渉の結果、希望退職の

募集条件を上乗せするなどそれなりの柔軟性を見せてきており、格別不誠実と目すべき対

応は認められないから、本件解雇が手続的にも不当であったとは認められない。」 

 「以上を総合すると、本件解雇は、整理解雇としての有効要件を満たすものというべき

であり、客観的にみて合理的な理由について一応の疎明があり、解雇権を濫用したものと

は認められない。」 
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17 シンガポール・デベロップメント銀行（本訴）事件・大阪地判平成 12・6・23労判 786

号 16頁 

 

（事実の概要） 

 X らは、シンガポール共和国に本店を置く Y 銀行の大阪支店にそれぞれ事務職員として

雇用された者である。Y銀行は業績不振に伴い大阪支店を閉鎖することとし、大阪支店従業

員に対して希望退職者募集を行ったところ、X らがこれに応じなかったため、Y 銀行は X

らに対して解雇の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

「本件解雇は、Y銀行の大阪支店閉鎖に伴うものであるところ、支店を閉鎖するかどうか

という判断は企業主体たる使用者がその経営責任において行うところであるが、だからと

いって、その支店の従業員を直ちにすべて解雇できるということにはならない。営業の縮

小などに伴う人員整理の必要から行われる解雇は、使用者の経営上の理由のみに基づいて

行われるもので、その結果、労働者に、何の帰責事由もないのに、重大な生活上の影響を

及ぼすものであるから、解雇の必要がなくされることは許されないし、その必要がある場

合でも、これに先立ち解雇回避の努力をすべき義務がある。人員整理の必要から行われる、

いわゆる整理解雇が有効であるためには、第 1 に、人員整理が必要であること、第 2 に、

解雇回避の努力がされたこと、第 3 に、被解雇者の選定が合理的であること、第 4 に、解

雇の手続が妥当であることの四要件が要求されており、当裁判所もいわゆる整理解雇につ

いては、右四要件該当の有無、程度を総合的に判断してその効力を判断すべきものと思量

する。」 

「・・・以上によれば、Y銀行において、大阪支店の閉鎖により、その従業員の人数分が

余剰人員となったということができるから、人員整理の必要性が生じたことはこれを認め

ることができる。」 

「支店を閉鎖したからといってその支店の従業員を直ちにすべて解雇できるものでない

ことは前述のとおりである。Y銀行においては、その従業員を各支店において独自に雇用し、

雇用した従業員については、就業場所が雇用した支店に限定されていると認められるもの

の、支店で雇用したといっても雇用契約は Y 銀行と交わされたものであるし、就業場所の

限定は、労働者にとって同意なく転勤させられないという利益を与えるものではあるが、

使用者に転勤させない利益を与えるものではないから、右事実があるからといって、人員

整理の対象者が閉鎖される支店の従業員に自動的に決まるものではない。 

 閉鎖される支店の従業員にとって解雇回避の可能性があるかどうかは、閉鎖がやむを得

ない以上、当該支店以外における勤務の可能性があるかどうかということであるから、Y銀

行大阪支店閉鎖に伴う人員整理においては、大阪支店以外の部署への転勤の可能性が検討

されることになるが、出向等は問題とならず、海外への転勤の実現可能性がない本件では、
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結局のところ、解雇回避が可能かどうかは、東京支店への転勤が可能かどうかということ

に尽きる。」 

「・・・Y銀行が東京支店において希望退職の募集をしなかったことは不当とはいえない

ので、東京支店に欠員がない以上、Xらを東京支店へ転勤させるには、東京支店の従業員を

解雇するよりほかない。しかし、Xらを東京支店で勤務させるには、転勤に伴う費用負担が

生じるばかりでなく、東京支店でその業務に習熟した従業員を辞めさせたうえで、業務内

容によっては習熟していない Xらを担当させることになるのであって合理性がない。」 

「これらを総合考慮すれば、被告が解雇回避力を欠いたということはできないし、転勤

ができないのであれば、大阪支店の従業員が解雇の対象となることはやむを得ないところ

である。」 

「・・・以上によれば、東京転勤については、団体交渉において、Y銀行がこれを拒否す

る理由の説明としては、終始、東京支店において X らを配置するポジションがないという

ものであったが、交渉の経緯をみても、Y銀行の対応に妥当でない点があったとまでは認め

られない。」 

 「以上を総合すれば、本件解雇は、整理解雇の要件を充たすものということができ、解

雇権を濫用したとまで認めることができない。」 
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18 ワキタ（本訴）事件・大阪地判平成 12・12・1労判 808号 77頁 

 

（事実の概要） 

建設機械・船用機械・工作機械及びその他産業機械の製作・修理・賃貸・販売・リース

並びに輸出入等を目的とし、全国に 80余の支店ないし営業所を擁している Y社に、英文タ

イピストとして雇用され、貿易部（その後、国際営業部に改称）に配属され、以来同一職

務に従事してきた X が、Y 社の減益傾向の中で事業の転換・再構築を図るにあたり、専門

的に文書作成を担当する従業員を置く必要性は必ずしもなくなり、また、他の部署におい

ても英文タイピストの必要はなく、英文タイピストたる X は余剰人員化したとし、就業規

則所定の「会社の業務の都合により、雇用の必要がなくなったとき」に該当するとして、

解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Y社の主張する解雇の事由は、余剰人員となったことを理由とするものであって、余剰

人員となったというだけで解雇が可能なわけではなく、これが解雇権の行使として、社会

通念に沿う合理的なものであるかどうかの判断を要し、その判断のためには、人員整理の

必要性、人選の合理性、解雇回避努力の履践、説明義務の履践などは考慮要素として重要

なものというべきである。」 

「Xは、英文タイピストとして雇用された者で、英文の書簡や見積書などの海外取引用書

類を英文タイプライターを用いて作成する業務を行ってきたが、ここ 10年来は・・・これ

らの書類を初心者でも容易に作成することが可能となり、英文タイプの必要がなくなり、

専門的な技能を必要としなくなって・・・Xは、パソコンの導入後は、これによって海外取

引用書類の作成を行ってきたが、その内容は、定型的補助事務といってよい。そして、昨

今の営業不振やＥメールの普及などのため、書類作成事務は減少し、専門的に文書作成を

担当する従業員を置く必要性は必ずしもなくなり、また、他の部署においても英文タイピ

ストの必要はなく、英文タイピストたる Xは余剰人員化した。」 

「本件解雇は、Y社の主張するように、経営不振を理由として行われたものではなく、い

わゆるリストラの一貫として、被告の減益傾向の中で事業の転換・再構築を図るため、余

剰人員化した X を解雇したものであるところ・・・X が、英文タイピストとして雇用され

たのに、その専門性を失い、業務量の減少の中で、余剰人員化していたことも認めること

ができる。」 

「しかしながら・・・余剰人員化したというだけで解雇できるものではない。Xは、パー

トタイム労働者であるが、その勤務時間は、正社員より 1時間 30分短いだけであり、期間

の定めのない雇用契約を締結した労働者であり、かつ、本件解雇時までに既に 15年以上を

勤務していた者であって、雇用継続に対する期待度は高く、雇用関係の継続に対する期待、

信頼について正社員に比べて格段に異なるものがあるとはいえず・・・そして、Xが国際事
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業部においては余剰人員化し、他部署において、英文タイピストの必要性がなかったこと

は認められるものの、Xは、相当以前から、一般補助事務要員としての業務を行っていたも

のであって、一般補助事務要員としてであれば他部署に配置することも可能であったとい

うことはでき・・・また、解雇回避のためには、Xをフルタイム労働者に職種変更すること

も考えられてよく、配転の可能性がなかったとはいえない。」 

「しかるに、Y社は、Xに対し、配置転換の提示をしていないし、退職勧奨も行っていな

いのであって、Y社が営業不振の中にあって、いわゆるリストラを実施中であることを考慮

しても、解雇回避の努力を尽くしたとはいい難いものである。」 

「以上によれば、X の解雇は、社会通念に反するものといわなければならず、本件解雇

は、・・・就業規則・・・に規定する解雇事由に該当しないものであり、少なくとも解雇

権の濫用として無効なものである。」 
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19 ミニット・ジャパン事件・岡山地倉敷支決平成 13・5・22労経速 1781号 3頁 

 

（事実の概要） 

靴の修理・合鍵の作成等の業務を目的とする外資系企業の日本法人である Y 社に雇用さ

れ、就労していた X が、経営状況の長期低落傾向に伴う不採算店からの撤退等の一環で、

業務委託への転換ないし早期退職を提案され、これを拒否したところ、配置すべき店舗が

存在しないとして、解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「X は Y 社から大阪事務所への異動内示をうけたが、これを拒否し、スーパーバイザー

からオペレーターに降格されても良いので岡山地区で働きたいと申し出た（ところ）・・・

Y 社は・・・オペレーターに降格されても構わないという X の申し出に配慮し、X の希望

を容れる方向で再検討することとし、当時岡山地区には Xの就労店舗がなかったため、（岡

山市内の）A 店で就労していたオペレーターの申立外 B を福山に異動させ、その後に、X

を A店で・・・オペレーターとして就労させることとした。」 

「Xは、本件解雇は、整理解雇に必要な・・・4要件（人員整理の必要性、人選の合理性、

解雇回避努力及び解雇手続の相当性）を充足しておらず、整理解雇権の濫用であって無効

であると主張する・・・が・・・（上記）4要件は、いわゆる整理解雇が権利濫用に該当す

るかの判断をなすに当たっての要素を類型化した判断基準に過ぎず、厳密な意味での『要

件』としたものではないと解するのが相当であ（る）。」 

「認定によれば・・・Y社には経営上人員整理の必要性があるものと認めるのが相当であ

る。」 

「Y 社は X に対し解雇回避のための業務委託、早期退職の提案をしたが、X はいずれも

拒否したこと、合理化の結果岡山・倉敷地区では X の就労すべき店舗が無くなったこと、

転勤の可否についても検討したが、岡山・倉敷の隣接地区及びその他の地区とも人員は希

望退職の募集及び業務委託化により激減していて、Xの異動を受入れる余地がないこと、Y

社が敢えて御殿場のセントラルリペアセンターへの転勤を命じなかったことには相応の合

理性があることなど・・・を認めることができ、これによれば、Y 社は X に対し解雇回避

のための種々の提案をなし、Y 社は解雇回避の努力を尽くしたものと認めるのが相当で

あ・・・る。」 

「認定によれば・・・Xを解雇対象者としたことに、不合理な点があるとは認めがたい。」 

「認定によれば・・・Y社の本件解雇手続は相当であ・・・る・・・。」 

「これによれば、本件解雇は解雇権の濫用には該当せず、有効であると認めるのが相当

である。」 
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20 厚木プラスチック関東工場事件・前橋地判平成 14・3・1労判 838号 59頁 

 

（事実の概要） 

合成樹脂製品の製造、加工及び販売等を業とする Y社に、労働時間は午前中の 3時間 45

分のみのパートタイマー（「半日パート」）として雇用され、Y社の関東工場で工場作業員と

して稼働していた X が、生産ラインの製品検査の機械化による剰員を理由とする退職勧奨

を拒否したところ、解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Xを含む半日パート従業員は、Y社において臨時従業員の一種であると位置づけられて

おり、正社員ではない準社員、アルバイト及びフルタイムパートと比べても、その処遇や

採用の経緯に照らし、臨時職としての性質の強い職種であったといえる。」 

「本件解雇については整理解雇の法理の適用ないし準用があるものの・・・正社員や準

社員等との取扱いの差異等から、半日パートの職種自体の廃止の必要性など整理解雇の

個々の要件を検討するにあたっては、正社員や準社員等を整理解雇する場合とは自ずから

差異が認められるべきものといえる。」 

「Xは・・・勤務地を関東工場に限定し、1日 3時間 45 分勤務の半日パート従業員とし

て Y社に雇用され、勤務時間は・・・（その後）1日 4時間に変更された。」 

「Y社においては、半日パートにつき・・・その職種としての廃止が検討されてきたもの

であるが、半日パート従業員の配置の困難性、2人 1組で行う作業について準社員が半日パ

ート従業員と組を作ることを嫌がる傾向にあること及び機械化の状況などに照らすと、Y社

が半日パート従業員を職種として廃止する方針を取ったことには合理性が認められ、いい

かえれば、半日パート従業員について人員削減の必要性があったということができる」 

「Y社は、半日パートの職種としての廃止をするにあたり、準社員への転換可能な者につ

いては準社員への転換を図るとともに、できる限り任意の退職を勧奨してきたところであ

るが・・・本件解雇を整理解雇に準じた性質のものであるとする以上は、Xについては解雇

以外の方法を取る余地がなかったか検討を要するところである。」 

「この点・・・X は、関東工場に限定して Y 社に雇用され、前橋市に居住していたこと

から、関東工場以外の部署である東京本社、旧東京工場、九州事業部のいずれかに配置転

換することは、Xの都合や交通費、住宅費といったコストの面に照らし、事実上不可能とい

うべきである。また、関東工場の他種類の従業員、すなわちアルバイトないし準社員への

転換についても・・・アルバイトについては、重量のある物を運搬する業務が含まれてい

るか、専ら夜勤であるため、女性である X をアルバイトに配置転換することは不可能であ

り、準社員については、機械化の影響で準社員自体にも剰員があることや、Xの仕事振りか

らすると、やはり準社員への配置転換はできないものといわざるを得（ず）・・・正社員

についても、採用の方法や従事する業務の内容等の点で、準社員、アルバイト、半日パー
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ト従業員との違いが大き過ぎて、X を正社員としなかったことが不適切であるとはいえな

い・・・以上、Y社が Xを解雇したことは真にやむを得なかったというべきである。」 

「本件解雇に当たり・・・解雇の人選に誤りを生じる余地はない。」 

「Y社は・・・できる限り誠意をもって Xに対したものといえる。」 

「以上のとおりであって、本件解雇の無効をいう Xの請求部分は理由がない。」 
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21 鐘淵化学工業（東北営業所）事件・仙台地決平成 14・8・26労判 837号 51頁 

 

（事実の概要） 

合成樹脂・化成品・樹脂加工製品・食品等の製造及び販売を業とし、大阪と東京に本社

を置き、国内外にグループ事業会社を有する Y 社の東北営業所に準社員として採用され、

その後「地域職」の正社員として東北営業所の経理・庶務のほか、子会社である A 社の経

理・総務の仕事もこなしていた X が、東北営業所の閉鎖に伴い、担当する仕事が無くなる

とともに、通勤可能範囲内にある関係会社での働く場の確保もできないことから、事業場

閉鎖に伴う整理解雇を行うとして、就業規則所定の「やむを得ない事業上の都合によると

き」に基づき、解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

「整理解雇の有効性を判断する上では、いわゆる整理解雇の 4 要件として、〔1〕人員削

減の必要性、〔2〕解雇回避努力義務の履行の程度、〔3〕人選の合理性、〔4〕解雇手続の相

当性の観点から総合的に検討した上で、整理解雇がやむをえないものかどうかを判断する

必要があるというべきである。」 

「本件では Y 社の東北地区における人員削減の必要性が認められるといわなければなら

ない。」 

「Y社は、Xらに本件解雇を通告する前に・・・関連会社各社・・・に対し、転籍出向の

可否を打診しているが、関連会社各社からいずれも断られ・・・また、Y社は Xらに対し・・・

関西圏の関連会社への転籍出向の提案をしているが、Xらはこれを拒否していることが認め

られる（ところ）・・・Xらが東北地区での勤務継続を希望していて関連会社各社への転籍

出向を承諾する可能性もあったのに対し、Y 社は・・・関連会社各社のうちの B 社及び C

社に対し Xらの転籍出向の可否のみを打診しただけで、D社及び E 社に対しては何らの打

診もしていないこと、関連会社各社が Y 社の打診を断った主たる理由は関連会社各社にお

いて労務費を削減する努力を重ねている中で関連会社各社の賃金体系と比較して高額な賃

金体系にある X らを雇用することはできないというものであったのであるから、Y 社とし

ては関連会社各社の賃金体系に基づいて X らを雇用することができないか否かについても

打診する余地があったはずである・・・にもかかわらず、Y社がかかる点に関して関連会社

各社に対し何らかの打診を行っ（てい）ないことを総合すると、Y社は、解雇の回避を真摯

に模索した上で Xらの解雇もやむをえないという方針決定に至ったとは認めがたい・・・。」 

「Y 社が X らを A 社に転籍出向させることができないとしている理由は・・・A 社の従

業員を営業職のみとするため、X らの従事していた業務に関連する仕事は A 社においても

存在せず、また、営業職の増員を考えていないこと、専門性が必須となる営業職に職種転

換するには相当な時間がかかると考えていることであると認められ・・・Y 社が X らを住

宅資材部営業グループ販売チーム（東北）で受け入れられない理由については、Y社は、営
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業担当者は、自ら地区別に設立させた工務店組織（SC会）のとりまとめ役となって・・・

地区売上目標の設定やその達成のための方策・指導をするとともに・・・営業マン等に対

して・・・知識等を教育し・・・技術指導を行う等の業務があるため、営業担当者として

の能力・適性に加えて、部材や工法に関する幅広い専門知識と技術、現場作業にも対処で

きる能力、営業方針の決定、取引条件の決定、行動関連費その他の支出を決定できる管理

職としての権限・職責等を有していることが必要であると考えているためであると認めら

れる（が）・・・、例えば医師のように特殊技能・資格等を要求される職種とは異なり、A

社の営業職について何らかの特殊技能・資格等が不可欠とすべきほどの事情・・・はなく、

かえって、X らについては営業事務という業務を担当する中で A 社の販売商品について十

分な知識と理解を有していたものと考えられることからすれば、Xらが営業職に転換するこ

とがおよそ困難と考えることはできず、少なくとも X らについて営業職としての適性があ

るかどうかを見極めるために営業職として試用することを検討すべきであったというべき

である。そして、住宅資材部営業グループ販売チーム（東北）についても・・・住宅資材

部の業務を行うにあたり、全ての者が管理職としての業務を行うことまで必須とされると

は考えがたいのであ（り）・・・Y社において労務費の削減が必要であるとしても、少なく

とも直ちに整理解雇に踏み切るよりは・・・Xらを転籍出向させることの可否につき検討す

る余地はあったというべきであ・・・って・・・解雇回避に向けた努力が不足していると

いうべきである。」 

「社員就業規則・・・によれば、『総合職』とは経営方針および部門方針を理解した上で

環境変化を積極的に受容し、組織目的に沿って自律的に高い成果を追求することを任務と

する職群をいい、『地域職』とは一定範囲の職務に習熟し、主に定常的な業務において、実

務力の向上をはかりながら組織に安定的に貢献することを任務とする職群をいうとされる。

そして、地域職の勤務地は、転居を伴わない範囲の事業場に限定される。」 

「本件では、Y社が経営合理化の必要性から東北営業所を閉鎖して管理部門を移管するこ

とにより勤務地が転居を伴わない範囲の事業場に限定されている X らについて雇用の場が

失われる結果になるところ、Xらが『総合職』に転向すれば配置転換により他の地域におい

て雇用の場が確保されるのであるから、Y 社が X らに『地域職』から『総合職』への転向

を打診したことは解雇という手段を回避するための一応の提案をしたといえるのに対

し・・・Xらが・・・東北での継続勤務、職場確保を要求して『地域職』から『総合職』へ

の転向を拒否したことで、『地域職』から『総合職』への転向という雇用維持の方法が採用

できなくなったものである。しかしながら、そもそも家族を抱えていて勤務のために転居

まですることが考えにくい X らが上記提案に応じる可能性が乏しいことは明白であったと

いうべきであるから、関連会社等への転籍出向等という X らにとって受け入れ可能な現実

的方策を真摯に模索したとは認めがたい Y 社が上記提案をしたからといって、それをもっ

て解雇回避努力を行ったことを基礎づける重要な事情と考えることはできない。」 

「Y社が Xらに解雇の方針を説明するにあたって・・・想定問答集が作成されており・・・
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Y 社が当初から X らを解雇する方針の下に事を進めていたことを示しているといわざるを

えないし、Y 社から X らへの提案内容を見ても、当初は・・・X らが退職することを前提

としたものであって、何らかの雇用維持に向けた提案がなされたわけではなく、ようやく、

本件解雇予告通知書を手渡す約 2 週間前・・・以降に関西圏にある関連会社への転籍出向

を具体的条件を明示せずに提案したにすぎないことをも含めて考えると、Y 社は X らの解

雇回避について明らかに消極的な姿勢に終始していたといわざるをえない。」 

「以上によれば、Y 社は、X らの関連会社各社、A 社及び Y 社住宅資材部営業グループ

販売チーム（東北）への出向ないし配置転換による雇用場所の確保につき、真摯にして十

分な努力ないし検討をしないまま本件解雇をなしたと認めざるをえず、解雇回避努力義務

を尽くしたとは評価できないというべきである。」 

「Xらが解雇の対象となった・・・こと・・・自体については・・・人選の合理性を欠い

ているとはいえない。」 

「Y社・・・としては、Xらを整理解雇するにあたり一応の手順を踏んで手続を進めたと

いうことができる（が）・・・Y 社が X らの解雇回避につき終始消極的姿勢で手続を進め

ていたことをも併せて考えると、上記のような手順を踏んだことをもって解雇権の濫用を

否定する重要な要素とすることはできない。」 

「以上検討したところによれば、Y 社については、整理解雇に関する 4 要件のうち解雇

回避努力の点において、Xらの雇用維持に向けた真摯な配慮が窺われず、むしろ消極的姿勢

に終始していたものであり、解雇回避努力義務が履行されたとは到底評価できないもので

ある。もとより、上記 4 要件は 1 つの要件が欠ければ直ちに解雇権が濫用となるものでは

ないとしても、Y 社は・・・企業組織全体としてみた場合には X らの雇用を維持する余力

を十分過ぎるほど残している企業なのであり、これに対し X がその職を失うことにより受

ける経済的な不利益が非常に大きいことを考慮すると、解雇回避については最大限の努力

を払うことを要するというべきであるのに、解雇回避の方策を真摯に模索しようとはしな

かったというべきであるから、本件では、他の 3 要件が一応備わっていること・・・を考

慮したとしても、Y社の解雇回避努力義務の懈怠は重大な違法性を帯びるといわざるをえな

い。したがって、Y 社の X に対する解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効というべき

である。」 
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22 東洋印刷事件・東京地判平成 14・9・30労経速 1819号 25頁 

 

（事実の概要） 

印刷加工一般等を業とする Y 社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、電算室に

勤務している Xらが、不採算部門として電算室を閉鎖するために解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「本件解雇が、Y社の有する解雇権の濫用に該当するか否かは、人員整理の必要性が存し

たか、被告に解雇回避努力を尽くしたか、被解雇者の選定が合理的になされたか、解雇手

続が妥当であったかという要素を総合的に判断するのが相当である。」 

「本件解雇当時の Y 社は、長期的構造的な業績不振から、対策を講じる必要性はあるも

のの、短期的には資金面での余力があり、経費削減の必要性はあるにしても、さほどには

切迫していなかったものと評価することができる・・・。」 

「旧態依然たる Y 社の電算部門が、不採算部門であって、対策を立てる必要があること

は明らかであ・・・り・・・人員整理の必要性がないと・・・まで断ずることは困難であ

る。」 

「電算室閉鎖後、Xらの配転先として考えられるのは、営業部門であ・・・り・・・本件

解雇前後に採用された営業担当職員は、新規に顧客獲得のために、厳しい執務環境で仕事

をしていること、Xらは、X1 を除けば、いずれも活版や電算写植等の業務経験しかなく、

外回りの業務の経験がないこと、X1にしても、営業に約 4年間在籍したとはいえ、補助事

務をしていたに過ぎず、新規の顧客開拓の業務経験はないことから、Y社において、Xらを

営業部門に配転することについて躊躇したことは、理解できないではない。しかし・・・Y

社は業績不振であるとはいいながら・・・余力のある企業なのであり、人員削減の必要性

はあるにしても、さほどには差し迫っていなかったこと、Y社は、新規の顧客開拓のために

経験を不問とする募集を行ったこと・・・Xらの誰が特に営業職には不適格であるとは言っ

ていないこと、一般的に印刷業務の経験がある者が、営業を行うことは可能であること・・・

を考慮すると、本件解雇に至る経緯の中で、Xらを営業職に配転することが全く検討されず、

提案していないことは、人員削減の必要性の切実さの程度とも相まって総合的に判断する

と、解雇回避努力を履践したと評価することは困難である。」 

「以上によれば、本件解雇は権利濫用に該当するから、その余の点を判断するまでもな

く、Xらに対する本件解雇はいずれも無効であるという結論になる。」 
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23 東洋水産川崎工場事件・横浜地川崎支決平成 14・12・27労判 847号 58頁 

 

（事実の概要） 

農畜水産物の購入等を目的とする Y 社は、東京都港区に本社を置き、全国に多数の営業

所ないし支店を有し、また、埼玉、川崎、相模、焼津の 4 つの工場と東品川冷蔵庫等 7 つ

の冷蔵庫を有している。Xらは、川崎工場において採用され、同工場で生麺の製造等の業務

に従事する日給月給制の従業員であったところ、Y社は川崎工場の閉鎖を決定したため、X

らに対し、解雇する旨の意思表示をした。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

 「本件においても、解雇権の行使が濫用に当たるか否かが問題となるが、この判断にお

いては、川崎工場閉鎖の必要性、解雇回避努力の履践、労働者への説明義務の履践等の諸

般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。」 

「・・・前記認定事実によれば、・・・川崎工場の閉鎖を決定した債務者の経営判断が合

理性を欠く不当なものであったということはできない。 

 「・・・日給月給者は、川崎工場において独自に採用され、また、就業規則上、月給者

とは異なり、出向等を命ずることがある旨の規定が存在しないこと、過去において日給月

給者の転勤、出向はほとんど実施されていないこと等から考えると、労働契約上、就業場

所は川崎工場に限定されていたものと考えられる。しかし、このことは、日給月給者が、

その同意なく川崎工場以外の場所で就業させられないというにとどまり、同工場が閉鎖さ

れる場合に Y 社が日給月給者に対して行うべき雇用確保の努力の限度を軽減させる理由と

なるものではないと解すべきである。そして、Xらは、Y社と期間の定めのない雇用契約を

締結し、これまで長年にわたり川崎工場で就労してきたものであり、雇用継続に対する期

待は、月給者と異なるものではなく、また、Y社の経営状態が悪化していたという事情もな

いことからすれば、Y社は、川崎工場の閉鎖にあたり、Xらに対し、できる限りの雇用確保

の努力をすべきであるというべきである。 

 これを本件についてみるに、・・・Y 社は、川崎工場の閉鎖に伴う従業員の雇用確保の方

策を月給者と日給月給者とに分けて検討し、月給者については、全国の Y 社の支店、工場

等へ転勤させ、あるいは関係会社等へ出向させることとしたのに対し、日給月給者につい

ては、出向を検討、提案せず、相模工場へ同意の上転勤させることを主たるものとし、個

人面接において転居を要する転勤等を希望した者については個別に対応することとしたの

みであり、転居を要する転勤を拒絶していた X らに対しては、相模工場以外の職場への転

勤、関係会社への出向等を提案することなく、その結果、日給月給者 86 名中 48 名が任意

退職をし、Xら 4名は解雇されたものであり、このような事実からすれば、Y社が解雇回避

の努力を十分に尽くしていないのではないかと考えられないでもない。 

 しかしながら、・・・Xらが現住所から相模工場へ通勤するためには片道 2時間余りを要
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することからすれば、通勤にかなりの困難を強いるものであったことは否定できないもの

の、相模工場は Y 社の工場の中では最も川崎工場に近く、業務内容や雇用条件も従来どお

りとすることが可能な職場であった。これに対し、Xらの通勤の負担が少ないと考えられる

職場としては、Y社の本社、品川区、大田区所在の冷蔵庫、川崎近郊の関係会社が考えられ

るが、Y社の本社や冷蔵庫において受入れ可能な業務は、研究開発業務とパソコンの入力作

業を要する事務職のみであったことは前記認定のとおりであり、長年にわたり生麺等の製

造業務のみに従事してきた債権者らの経験、能力等に照らすと、債務者が、債権者らに対

し、このような業務を前提とする本社、冷蔵庫への転勤を提案することは著しく困難であ

ったといわざるを得ない。また、川崎近郊の関係会社において受入れ可能であったのは、A

社と B社のみであり、この 2社においては Xらが従事可能な業務を担当する従業員をパー

トタイマーとしてしか雇用していなかったことは前記認定のとおりであるから、Y社が、X

らに対し、パートタイマーとしての就職以外を提案することも著しく困難であったといわ

ざるをえない。さらに、前記のとおり、月給者の多くが遠方へ出向していること等からす

れば、仮に本件解雇に先立ち出向を検討したとしても、川崎近郊の関係会社内に X らの受

入先はなかったであろうことが強く推認される。以上のことからすれば、Y社が、Xらに対

し、相模工場以外への転勤、関係会社への出向、転籍を提案する現実的な可能性はなかっ

たものというべきであるから、上記のような Y 社の対応が、解雇回避の努力を欠き、不当

とまでいうことはできない。」 

 「さらに、解雇に至る手続について検討するに、・・・Y 社の対応が不当なものであった

とまでは認めることができない。 

 「以上のことに加え、Y社は、Xらに対し、相模工場への転勤のために要する転居費用を

会社が負担することを提案するほか、退職する場合には会社都合の退職金に基本給の 2 か

月分を加算した割増退職金を支払うこと、会社の費用負担での再就職支援会社の利用を提

案していることなどの諸事情をも併せ考慮すれば、本件解雇は、解雇権を濫用したもので

あるとは認めることができず、・・・有効であるというべきである。」 
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24 大誠電機工業事件・大阪高判平成 15・1・28労判 869号 68頁 

 

（事実の概要） 

車両及び各種電気機械器具の製造、修理、販売等を主たる業務としている Y 社に雇用さ

れ、Y 社が訴外 A 社から請け負っていた、A 社における電車車両の誘導業務等に従事して

きた X らが、A 社からの請負契約の更新拒絶により余剰人員となったとして、人員整理の

ために解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「本件解雇は、A 社からの本件請負契約の更新拒絶により余剰人員となった X らを人員

整理のために解雇するというものであり、いわゆる整理解雇に該当するものであるとこ

ろ・・・整理解雇が有効とされるための要件を検討すると、第一に、人員整理の必要もな

くなされた解雇が不当であることはいうまでもないし、第二に、人員整理の必要が認めら

れる場合でも、解雇によって労働者が被る影響を考えると使用者には解雇に先立ちこれを

回避するための方策を講じるべき努力義務があるというべきであり、第三に、その人選が

合理的なものでなければならず、第四に、労使間の信義という点からして、使用者には、

当該解雇が恣意的なものでないことを労働者ないし労働組合に納得させるべく説明や協議

を行うべきことも要請されるというべきである。そして、整理解雇が、客観的に合理的な

理由を有するものであるか否かは、これらの要件に即し、かつ、最終的にはこれらの要件

該当性の有無、程度を総合して判断されるべきである。」 

「右認定事実によれば・・・Y社に人員整理の必要があったことを認めることができる。」 

「以上によれば、Y社としては、本件解雇を回避するためになすべきことはほとんど行っ

てきているというべきであり、その努力を尽くしたものということができる。」 

「本件解雇は、本件業務が Y 社からなくなったことに伴って、それに従事していた X ら

を全員一律に解雇するというものであったから、その人選が Y 社の恣意に基づいてなされ

たものということはできない（し）・・・本件解雇後に Y 社が本社に残した従業員は、い

ずれも有資格者や熟練工であるから Y 社の業務遂行には不可欠な人材であり、主として誘

導業務に関わってきていた X らとの比較では代替性に乏しい・・・ので・・・人選の合理

性も認められる。」 

「以上によれば、本件解雇が手続的にも不当であったとは認められない。」 

「以上を総合すると、本件解雇は、整理解雇としての有効要件を満たすものというべき

であり、客観的にみて合理的な理由があると認められる。」 
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25 東北住電装事件・長野地上田支決平成 15・11・18労経速 1857号 27頁 

 

（事実の概要） 

A社の 100%子会社であり、親会社である A社からの発注を受けて自動車用部品であるワ

イヤーハーネスの製造を行ってきたが、のちに同じく A 社の 100%子会社であった Y 社に

吸収合併され、その結果、Y 社信州工場と称されるようになった Z 社に、期間の定めのな

い雇用契約により雇用され、上記の通り Z 社が Y 社に吸収合併されたことにより、Z 社の

全ての業務を承継した Y 社との間で、期間の定めのない雇用契約を締結した X らが、信州

工場の閉鎖に伴って、Y社の岩手県所在の工場への転勤に応じないことを理由として、解雇

された。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

「整理解雇が許容されるためには、〔1〕整理解雇を行わなければ企業経営が危殆に瀕す

るような差し迫った事情が存在すること、〔2〕解雇回避努力が行われたこと、〔3〕事前に

充分な労使協議が行われたこと、〔4〕解雇対象者の選定が合理的な基準のもとに行われた

こと、以上の要件がいずれも満たされる必要があると解するのが相当である。」 

「Z社はすぐに経営が危殆に瀕するというほどではなかったが、今後も赤字が拡大するお

それがあり、Z社を取り巻く事業環境を考えると、Y社と合併し、信州工場を閉鎖せざるを

得なくなったことはやむを得ないものと言わなければならない。」 

「Y社は、信州工場を閉鎖した後の余剰人員については、東北で雇用の場を確保しており、

全員が東北へ異動したとしても充分に対応できる体制を整えていること、東北へ転勤する

場合の諸条件も転勤者に厚く設定しており、雇用確保の面でも充分に配慮していること、

やむを得ず退職する従業員には、通常の退職金に相当の上積み補償を行うと共に転職支援

会社（Y社の費用負担）による再就職援助制度を行っていることなどから、解雇回避努力も

尽くしていると主張する・・・が・・・Xらは、いずれも信州工場しか有していなかった Z

社の従業員であったものであり、およそ信州工場以外の勤務地で働くことを予定しておら

ず（なお、Z社の就業規則には・・・転勤について規定しているが、転勤の取扱いについて

は、別に定めると規定されているものの・・・別の定めはない）、それを前提に生活設計を

立てている X らにとって、東北の雇用場所での勤務は不可能を強いるものであること、退

職する従業員に対して、通常の退職金に相当の上積み補償を行うとしても、あくまで一時

的なものであり、雇用によって得られる賃金の総額には到底及ばないものであること、転

職支援会社による再就職援助制度は従業員が退職した後に行われることが前提であり、こ

の制度を利用したとしても再就職ができるかどうか不確実であること、しかも Y 社がこの

制度を考えるようになったのは、本件仮処分の申立てが行われた・・・以降のことであり、

Xらに対して制度の内容を理解してもらうには至ってないこと・・・以上の事実・・・から

すれば、Y社が解雇回避努力を尽くしたとは認めることはできない。」 
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「Y社は、Xらが所属している組合との第 1回目の交渉の中で、岩手県にも行かない、退

職もしないという従業員の存在を指摘されながら、岩手県への転職か、退職かの選択肢し

かなく、それに応じない者は整理解雇する旨表明し続け、第 8 回目の交渉・・・を契機に

再就職援助制度を設けたが、制度を設けたのが遅すぎ、Xらに理解されるには至らず、約 1

か月半後には、Xらに解雇通知を発しているものであって、事前に充分な労使協議が行われ

たと認めることもできない。」 

「以上によれば、本件解雇は、整理解雇の要件を充足しておらず、解雇権の濫用として

無効と解するのが相当である。」 
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26 パソナ（ヨドバシカメラ）事件・大阪地判平成 16・6・9労判 878号 20頁 

 

（事実の概要） 

労働者派遣事業等を業とする Y1 社による、大阪駅前に開店する（Y2 社の）大型商業施

設のオープニングスタッフ 400名を募集する旨の求人広告をみて応募し、Y1社の面接を受

けたのち、「〔準内定〕と決定」した旨の通知を受け、Y1 社および Y2 社の研修を受けた X

が、その後、Y1社から Y2社店舗での仕事がなくなった旨を通知された。 

 

（判旨）－内定取消有効 

「Y1社は、本件就労拒絶を留保解約権の行使によるものである旨主張するところ、留保

解約権に基づく採用内定の取消しは、当該事由を理由として採用内定を取り消すことが解

約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認

することができる場合に許されるというべきである。」 

「X は、留保解約権の行使は X の適格性を理由とするものに限られる旨主張する・・・

が、解約権留保の趣旨・目的がそれに限られるか否かは、具体的事情を総合考慮して判断

しなければならない。」 

「本件についてこれをみるに、Y1 社との労働契約においては、Xの就業場所が本件店舗

に、職種が商品販売業務に限定されていたところ（X と Y1 社との間で争いがない。）、Y1

社との労働契約の成立後、Y2社は、Y1社に対し、Y1社の従業員が本件店舗において販売

員として就労することを拒絶したのであるから、X が、Y1 社との労働契約に基づき、本件

店舗で販売員として就労することは社会通念上不能となっている・・・し・・・就業場所・

職種を限定する前記特約が存在する以上、Y1社が、X に対し、他の就業場所や他の職種で

の就労を命じることもできない。」 

「Y1社がこのように客観的に労働者を就労させることが不能となった労働契約を存続さ

せる意思を有していたとは到底考えられないから、Y1社との労働契約においては、このよ

うな事態に陥った場合のためにも、Y1社に解約権が留保されていたものと推認するのが合

理的である。」 

「認定事実によると・・・Xの採用が内定したと考えられる本件研修の後、本件業務委託

契約が不成立となることが確定し、限定されていた就業場所・職種での原告の就労が不能

となった以上、留保解約権に基づき、Xの採用内定を取消したことは、解約権留保の趣旨・

目的に照らして社会通念上相当として是認することができるから、Y1社による解約権の行

使は適法かつ有効であるといわなければならない。」 
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27 東光パッケージ事件・大阪地決平成 17・5・12労経速 1948号 25頁 

 

（事実の概要） 

各種印刷、デザイン製作等を目的とする Y社に、正社員たるデザイナーとして採用され、

デザイナーとして職種を限定して採用された専門職の従業員として、Y社デザイン室で勤務

していた X らが、経営上の必要によりデザイン業務を廃止することに伴う退職勧奨および

配置転換による雇用継続に応じないことを理由として、解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

「Xらはいずれもデザイナーとして職種を限定して採用された専門職の従業員として、解

雇されるまで Y社デザイン室で勤務していた（争いなし）。」 

「使用者の解雇権の行使は、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とし

て是認することができない場合には、権利の濫用として無効であると解するのが相当であ

る。」 

「経営上の必要性について・・・Y社において直ちに従業員の人員を削減をする必要があ

ったともいい難い。」 

「Xらはデザイナーという職種を限定して期間の定めがなく採用されているため、Y社に

おいてデザイン室を廃止する、すなわち、デザイナーという職種を廃止することが直ちに X

らの解雇につながる以上、Y社において、デザイン室を廃止するのがやむをえない状況にな

ったとしても、それを理由に X らを解雇するにあたっては、Y 社において、X らの解雇を

回避する努力を尽くしたと評価できる場合でなければならないというべきである。」 

「Y社は・・・デザイン室廃止を回避するために十分なデザイン室の収益向上に努力した

とはいい難い・・・し、デザイン室の採算性向上のため・・・目標を設定するなど、具体

的な改善・指導を行ったとも認めるに足りないのであるから、Y社が解雇回避努力を尽くし

たとはいい難い。」 

「Y社においては、経営上、デザイン室を直ちに廃止して、デザインを外注化すべき緊急

性はなかったというべきであるから、Xらの解雇を避けるためにも、デザイン室廃止を決定

する前に、X らに対して十分に事情を説明した上で、同人らと十分協議をすべきであっ

た・・・し・・・デザイン室の廃止が即 X らの解雇につながるおそれがあったのであるか

ら、Y社としては、Xらに対し、デザイン室の廃止を回避する方策をとる機会を与えるべき

であったが・・・それに対する十分な機会を与えたと評価することはできない。」 

「以上に述べた事情を総合考慮すれば、本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社

会通念上相当として是認することはできず、無効である。」 
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28 大隅事件・東京地判平成 23・2・7労経速 2106号 19頁 

 

（事実の概要） 

不動産の賃貸及び管理業、損害保険の代理店業、飲食店の経営並びに仕出し及び出張料

理サービス業等を業とする株式会社であり、コンビニエンスストアを経営していた Y 社と

の間で雇用契約を締結し、アルバイト店員として就労していた X が、店舗の運営フランチ

ャイズ契約の終了を理由として、解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Y社は・・・企業の合理的運営上、やむなく本件店舗の経営から撤退せざるを得ないと

決断したことは明らかであり、本件店舗の経営状況に照らすと、そのような経営判断には

合理性が認められるというべきである。」 

「今回の整理解雇は、本件店舗の閉鎖に伴うものであり、人選基準としては、本件店舗

に勤務するアルバイト店員全員を対象とするもの、すなわち雇用形態による基準を設けた

ものであって、アルバイト店員間には差異がなく、特段の問題はないものと認められる。」 

「Xは・・・本件契約には就業場所の限定が付されていなかった旨を主張・・・している。

しかし、Y社が経営するコンビニエンスストアの各店舗において、アルバイト店員の採用権

限は店長にあること、労働条件通知書には、就業場所が具体的な店舗を示す形で特定され

ている一方で異動があり得る旨の記載はなく、（フランチャイザー）A 社の雇用契約書のひ

な形の体裁もそのようになっていること・・・に照らすと、本件契約には、就業場所の限

定が付されていたと認められるのであり（他に、『コンビニエンスストアにおける店のレジ、

接客、販売管理業務』という職務内容の限定も付されていたこと・・・が認められる。）、

就業場所や職務内容に限定がなく、異動のある正社員とは、採用形態や処遇、予定する職

務内容が異なっていたことは明らかというべきである。」 

「X は、（a）本件店舗以外のコンビニエンスストアに X を異動させることや、（b）Y 社

代表者やその親族が代表を務める会社に X を転籍させることも可能であったことを主張し

ている。しかし、（a）については、現実に X の希望を勘案し（た）・・・提案がなされて

いる以上、実質的な解雇回避措置としての検討・提示はなされているということができ・・・

（b）については、コンビニエンスストアのアルバイト店員として採用され、月に数回、主

として深夜業務に従事し、Y社が夕方勤務を提示したことにさえ、場合によっては健康まで

害する可能性があるとして強く異を唱えていた X が、給食業務やホテル業務を主とする会

社において稼働する適性を有しているとは限らず、むしろ、現実的な選択肢とは思われな

いのであって、Y 社がこれを X に提示しなかったからといって、解雇回避措置として不十

分であるとの批判は当たらないというべきであ・・・り・・・Y社が行った・・・解雇回避

措置は、Xに対する関係で、相当なものであったということができる。」 

「本件解雇に至る手続については・・・特段、その手続が妥当性を欠くものであると認
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めることはできない。」 

「以上によれば、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると

認められるから、解雇権の濫用には当たらず、有効である。」 
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29 全国農業協同組合連合会事件・宇都宮地決平成 23・3・30労経速 2108号 3頁 

 

（事実の概要） 

会員又は会員の組合員の農業の経営及び技術の向上に関する指導等の事業を行う法人で

ある Y との間で、期間の定めのない労働契約を締結し、栃木県本部が行っていた家庭薬配

置事業の配置員として、家庭薬配置業務に従事していた者である X らが、栃木県本部の家

庭薬配置事業が Yの子会社である A 社に移管されたことに伴う転籍ないし希望退職に応じ

なかったところ、「やむを得ない会社の都合」を理由として、解雇された。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「配置員は、栃木県本部の機構の中で、生活部・生活グループ・配置薬センターに配属

されていたが、業務内容は正職員と異なり、栃木県本部の就業規則ではなく栃木県本部家

庭薬配置嘱託規則が適用され、事業場外労働のみなし労働時間制がとられ、賃金体系も正

職員と異なり、栃木県本部家庭薬配置嘱託給与細則が適用され、業績給、勤続給、歩合給

等が支給されており、これまで栃木県本部の他の職種に配置転換されたことはなかった。」 

「本件解雇・・・は・・・整理解雇として行われたものといえるから、本件解雇が、人

員削減の必要性や債務者が執った解雇回避の措置等の観点からして客観的に合理的な理由

を欠き、社会通念上相当であるといえず解雇権の濫用に当たるかどうかについて検討する。」 

「Yグループ・・・の・・・栃木県本部においては・・・家庭薬配置事業を他の会社に移

管することには合理性があったということができ・・・家庭薬配置業務に従事する配置員

の業務内容及び労働条件は正職員と異なるものであったことにかんがみると、事業の移管

に伴いその事業に関わる配置員を人員削減の対象とする必要性もあったということができ

る。」 

「配置員にとって、整理解雇は職業生活に多大な影響を及ぼすものであるから、整理解

雇が有効であるためには解雇回避の努力と公正な手続が必要であるところ、補償措置の内

容及び補償措置が執られるに至った経過を踏まえると・・・Yの執った解雇回避の措置が整

理解雇の効力に影響を及ぼす程度に不十分なものであったとまでいうことはできず、Yが転

籍以外に在籍出向、配置転換その他の措置を実施しなかったことが・・・上記判断を左右

するものではない。」 

「以上によれば、本件解雇が、人員削減の必要性や Y が執った解雇回避の措置等の観点

から客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとまでいうことはできず、解雇

権の濫用に当たるということはできない。」 
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30 フェイス事件・東京地判平成 23・8・17労経速 2123号 27頁 

 

（事実の概要） 

ヘッドハンティング会社から接触を受け、デジタル・コンテンツの開発及び配信等を目

的とする Y 社に転職し、Y 社の中国現地法人である A 社の総経理（社長）として派遣（在

籍出向）していた X が、Y 社の中国市場からの撤退（A 社の株式の売却）に伴い、解雇さ

れた。 

 

（判旨）－解雇有効 

「X と Y 社の間で取り交わされた雇用契約書には、X の勤務地、職種を特定する規程は

なく・・・また、Y 社が X に対して交付した採用通知書にも、X の職種を特定する規程は

ない・・・が・・・採用通知書には、X を 2 ヶ月後に中国に赴任させること、給与は中国

赴任前が年俸 1100 万円、中国赴任後が年俸 1200 万円と業績に対する奨励金を与えること

とされている。なお、2 ヶ月を超えても Y 社の事情により X の中国への赴任がなされない

場合には、年俸を 1200 万円とするとされており、X の配属部署は Y 社のグループ戦略室、

勤務地は東京オフィスとされている（こと）・・・を合わせてみると、Xを中国の現地法人

の社長とすることが明確に記載されているわけではないが、その勤務条件からして、Y社が

Xを在籍出向の形で中国に派遣することを当初から予定していたことは明らかである。」 

「Xは、中国、日本の両国の事情に通じていること・・・アメリカの経営学修士を取得し

て・・・いることを採用にあたってアピールしていたこと・・・Y社の稟議書によれば、Y

社が X を採用した目的は、Y 社の中国事業拡大に向け、中国の現地法人である A 社への派

遣を視野に入れた人材として、X を採用しようとしたこと、X の学歴等から X が保持する

同窓ネットワークに期待していたこと・・・Xに保証された年俸・・・は、Y社における報

酬のランクとしては・・・執行役員クラス・・・の中でも高額の報酬であり、当時の Y 社

の賃金規程の中でも・・・もっとも高いものであること・・・（といった）X の採用経緯、

中国への派遣を前提とした雇用契約の内容、Xに約束された高額の報酬・・・採用後の勤務

状況からすれば、Xは中国の現地法人の社長という職種を特定されて雇われたということが

でき、Xもそのことを認識していたといえる。」 

「Xは、中国の現地法人の社長の職務がなくなったら解雇されるという話は聞いておらず、

職種の特定はされていなかったと主張している・・・が・・・Xが主張するような停止条件

付き解雇の合意がなかったからといって、Xの職種が特定されていなかったといえるもので

はな・・・い。」 

「X は、職種を特定されて採用されているが、その際、特定された職種が消滅した場合、

解雇するという合意（停止条件付き解雇の合意）まではされていない・・・が・・・採用

の際に、将来の解雇を前提として停止条件付き解雇の合意をすることは現実的とはいえず、

かかる停止条件付き解雇の合意がなかったことをもって、特定された職種の消滅に伴いお
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よそ解雇ができなくなるものではない。」 

「Xについて特定された職種の内容は、中国現地法人の社長という高い地位で、かつ専門

的な能力、特殊な経歴を必要とする職種であること、約束された報酬も・・・Y社の執行役

員クラスの中でも最高額の報酬であり、社会一般的にみても高額の報酬である（ことから

すれば）・・・本件においては、Xの職種が特定されていること、しかもその職種が高度の

専門的能力や経歴を要し、高額の報酬が予定されているものである以上、その当該職種自

体が消滅した場合、通常の従業員の解雇の場合とは異なり、比較的容易に解雇が認められ

るものと解すべきである。」 

「確かに・・・Xの職種が消滅した理由、つまり Y社が中国から撤退した理由は・・・Y

社が経営判断として行ったものであり・・・また、本件解雇に先立って、Y 社が X に対し

て具体的に配置転換の提案をしたような事実も認められない・・・ことからすると、本件

解雇については、Y社において若干その配慮を欠いたところがあるといわざるを得ない。」 

「しかしながら、Xは、その人脈や専門的な能力を買われ、中国の現地法人の社長という

職種を特定された上で、高額の報酬で雇われている以上、特定された職種が消滅すれば基

本的には解雇されてもやむを得ない立場にある。また、Y 社が期待した X の能力等は上記

のようなものであるから、これを Y 社の従業員として活用をすることは困難といわざるを

得ない。」 

「Xは、かかる能力等を買われて高額の報酬で雇われている以上、かかる能力等を発揮す

ることができなければ、それに見合った報酬を受け取る理由もなくなるものと思われるが、

Xは、Y社の人事部担当者から、年俸が減額される可能性があることを告げられた際、これ

に応じられないと回答している以上、Y 社において X を配置転換する現実的な可能性はな

かったものといえる。」 

「加えて・・・Y社は、本件解雇に先立って・・・手続的にも経済的にも配慮をしている

ことが認められる。」 

「以上からすると、本件解雇は、高額の報酬と高い地位に職種が特定されて雇われた X

について、当該職種が消滅したことを理由として行われたものであること、Xに対して配置

転換の提案を行うことは現実的には困難であったこと、その他、Xに対して手続的にも経済

的にも一定の配慮がなされていることからすれば、本件解雇には合理的な理由があり、社

会通念上相当なものといえ、本件解雇は有効である。」 
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31 トムス事件・札幌地判平成 24・2・20労経速 2139号 21頁 

 

（事実の概要） 

無地衣料及び無地の衣料にオリジナルのデザインをプリントする加工衣料の製造、企画

及び販売を業とし、東京都内に本社を置くほか、国内では、札幌、仙台、埼玉、名古屋、

大阪、広島及び沖縄に支店をする Y 社との間で、雇用期間の定めなく、就業場所を札幌市

中央区内の札幌支店とし、業務内容を営業事務職とする雇用契約を締結し、札幌支店で勤

務していた X が、支店業務の統廃合に伴い同支店の営業事務職がなくなるとして東京勤務

を命じられたが、勤務地限定採用社員であることから、命令を受けることができない旨回

答したところ、事業の縮小によって就労の必要がなくなったこと等を理由として、解雇さ

れた。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Y社における営業事務職は、Y社の商材である無地衣料及び加工衣料を顧客に販売する

営業職の社員のサポートをすべく、営業所内で顧客管理及び金銭管理等の事務処理を担当

する一般職採用の社員であり、Xは、Y社札幌支店において、営業事務職として、無地業務

と称する無地衣料に関わる業務、加工業務と称する加工衣料に関する業務及び庶務に携わ

ってきた（争いがない）。」 

「『勤務地限定採用社員』というのは、Xが Y社に雇用された後の改訂後の就業規則に初

めて記載された、異動を予定しない社員であり、X が Y 社と交わした雇用契約書には、X

が勤務地限定採用社員である旨の記載はなかったが、これについては、同年 9月 30日の面

談の際、C営業本部長が Xから、『私って地域限定採用の社員ですよね』と尋ねられて、『そ

うです、そうです』と答えたことがあった。」 

「Y 社の営業本部を管掌する D 取締役は・・・X と面談し、会社の経営判断として同支

店の営業事務職をなくすことにしたので、Xには、東京本社に来てもらうか、退職してもら

うしかない旨を述べ、また・・・X が Y 社と交わした雇用契約書に X が勤務地限定採用社

員であるとの記載がなく、実態としても Y 社に勤務地限定採用社員はいない旨・・・を述

べた。」 

「札幌支店の営業事務職を廃するという Y 社の方策が、およそ経営判断としての合理性

を欠くものということはできない。」 

「しかるに・・・X は、C 営業本部長及び D 取締役から、東京本社に転勤するという提

案を受け、さらにその旨の配転命令（辞令）を受けたのに、これを承諾しなかったのであ

るから、本件解雇については、Y社の就業規則 56条 1項所定の解雇事由（会社は、天災事

変その他のやむを得ない事情によって事業の全部または一部の廃止・縮小、休止などが不

可避となり、就労の必要がなくなったときは、社員を解雇することがある）があるといわ

ざるを得ない。」 
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「Xは、本件解雇について、人選の合理性が認められないと主張するが・・・Y社札幌支

店で営業事務職を執り行っていたのは X のみであり、その営業事務職を廃することにした

のであるから、およそ人選の余地はなかったといわざるを得ない。」 

「Xは、手続が妥当性を欠いていたと主張するところ・・・Xが勤務地限定採用社員であ

ることを肯定した C 営業本部長の言辞はいささか適切でないといえるものの、これについ

てはその後 D 取締役が相応の説明をしている上、そもそも、X が異動を予定しない社員で

あるということと事業の縮小・休止等により X を解雇するということとは、直接には関係

しないことであって、前者に関する説明が適切でないとしても、後者の手続が妥当性を欠

くということにはならないというべきである。」 

「以上によれば、本件解雇については・・・就業規則 56条 1項所定の解雇事由が認めら

れ、その内容に照らして、解雇それ自体はやむを得ないものとみるのが相当である。」 
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32 クレディ・スイス事件・東京地判平成 24・4・20労働判例ジャーナル 4号 12頁 

 

（事実の概要） 

世界的な金融機関 A グループの 100%子会社として設立された日本法人であり、有価証券

の売買、市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引等を業とする Y 社の前身で

ある Z 社にヘッドハントされて同社に勤務するようになり、同社が Y 社に営業譲渡を行っ

たため、Y 社との間に労働契約関係を有するに至り、債券 GMAG（債券グローバル・モデ

リング・アナリスト・グループ）において、クォンツ（金融工学の専門家）として勤務し

ていた Xが、退職勧奨を受け、これを拒否したところ、解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Y社においては・・・戦略的な意味での人員削減の必要性を肯定することはできるもの

の、解雇権濫用の有無の要素としての人員削減の必要性の程度については、これを高度の

ものとみることはできない。」 

「Y社は、Xの担当業務の必要性がなくなったと主張し、たしかに Aグループ・・・の・・・

新規モデル開発のプロジェクト等をマネジメントするポジションの必要性も低下してきた

と認められる。しかし、かかる事情は、同ポジションにある者の配転、降格の必要性を基

礎付けるものではあるとしても、直ちに人員削減の必要性を基礎付けるものとは言い

難・・・い。」 

「本件における人員削減の必要性を高度のものとみることはできないから、本件におい

てはそれに応じた十分な解雇回避努力等が求められる。」 

「Aグループの香港オフィスにおいては・・・株式 GMAGのポジションに空きがあった

から、Y 社において、これを X に提示することも考えられたところ、Y 社は、その判断に

より、Xに適合しないものとして紹介しなかった（ところ）・・・Y社は、紹介しなかった

理由として、クォンツの部門間の異動がほとんどないと主張するが、Y社株式部門と債券部

門をまたぐ人員異動は、数少ないものの、過去に数例程度はあるし、X の後に債券 GMAG

のクォンツとなった P4、ディレクター以上の従業員である P8及び P9も、債券部門及び株

式部門の双方の GMAG クォンツとしての経験を有する上、A グループは、GMAG の従業

員に対して、異なる商品分野を交替で担当することを積極的に奨励していたのであるか

ら、・・・株式 GMAGのポジションも少なくとも Xに対し提示することは十分考えられた

ものというべきである。」 

「Y社は・・・Xに対して、そのディレクター職よりも下位の職を案内することも考えら

れたところ、これを行っていない。すなわち、Y社は、本件解雇直後、債券 GMAGのプロ

グラマー（ミドル以下の職位である。）を募集したが、このポストを Xに提示していない。」 

「以上・・・に照らせば、Y社は、本件においては、Xに対して、十分な解雇回避努力を

果たしたとはいえないというべきである。」 

69



56 

 

「以上・・・を総合すると・・・本件においてアジアの債券 GMAGにおいて 2名を減員

する場合には、その対象者として X を人選することに、一応の合理性があるものと認める

ことができる。」 

「以上を総合すると、Y社は、Xに対し、解雇の意思表示をするに当たり、相当の手続を

経たものと認められる。」 

「以上によれば、本件解雇については、本件解雇当時において、人員削減の必要性を高

度のものとみることができず、Y社の解雇回避努力も十分なものではなかった以上、一応人

選の合理性があり、相当の手続を経たことを考慮しても、本件解雇は客観的に合理的な理

由を欠き、社会通念上相当であると認められないから、その権限を濫用したものとして、

無効である（労働契約法 16条）。」 
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33  学校法人村上学園事件・大阪地判平成 24・11・9労働判例ジャーナル 12号 8頁 

 

（事実の概要） 

学校法人 Yが運営する B大学短期大学部健康福祉学科の教授として Yとの間で雇用契約

を締結し、教授として勤務していた Xが、生活福祉専攻廃止に伴い、解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Yから Xに対して出された辞令には、『Y教育職員に採用する。B大学短期大学部健康

福祉学科勤務を命ずる。教授に補する。』と記載されている。」 

「雇用契約締結前に X から Y に対して提出された履歴書には、X が・・・C 大学大学院

の修士課程社会学研究科社会福祉学専攻の単位を取得していること、Yに雇用される以前は、

福祉専門学校において社会福祉論や老人福祉論を担当していたとの記載がある。」 

「生活福祉専攻は、介護福祉士を養成する施設として厚生労働省から指定を受けてお

り、・・・同指定を受けるためには、『社会福祉論』、『老人福祉論』、『社会福祉援助技術論』

など一定の指定された科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ・・・一定の・・・

専任教員を配置しなければならないこととされている。」 

「Xは生活福祉専攻の教授であった K教授の後任として採用された。」 

「Yにおいては、学部・学科毎に教員の採用が行われ、各学部・学科間で人事異動が行わ

れることはない。」 

「本件解雇は・・・Yの判断で本校の学部を再編し、生活福祉専攻を廃止し、これに伴っ

て Xを解雇したものであるから、本件解雇が解雇権濫用に当たるか否かの判断においては、

〔1〕人員削減の必要性、〔2〕使用者が解雇を回避するために必要な措置を尽くしたか否か、

〔3〕被解雇者選定が妥当であったか否か、及び〔4〕手続が妥当であったか否か等の諸事

情を総合勘案して判断するのが相当である。」 

「Yが生活福祉専攻を廃止したことは、経営者として合理性を欠く判断であるとは認めら

れない・・・し・・・学部廃止によって、当該学部に配置されていた教授、准教授及び講

師等の教員は必然的に余剰人員となるから、人員整理の必要性は認められるというべきで

ある。」 

「Y は・・・退職する生活福祉専攻教授の後任として X を採用したこと、生活福祉専攻

は、介護士養成施設であり、その教員には特定の科目を教授する能力が要求されること、

公募の内容、辞令の内容及び Y に提出された X の経歴内容からすれば、Y は、介護士養成

施設である生活福祉専攻において『社会福祉論』などの特定の科目を教授する教員として

能力があることを前提として X を採用し、X もこのことを十分認識していたと認められる

から、X と Y との間の雇用契約は、介護福祉士養成施設である生活福祉専攻の教授という

職種限定の合意が成立していたものと認めるのが相当である。」 

「上記・・・の職種限定の合意に加え、大学教授は、講義科目の担当能力について、そ
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れに見合う一定の専門性が要求され、教員が担当できる科目は自ずと限定されるところ、X

が他学部である幼児教育学科や社会福祉学科健康栄養専攻において、教授として教授する

能力があるとは認められないから、Yには、Xを他学部に配置転換等の措置を講じる義務も

ないというべきである。」 

「Xは、Yに職種変更や配置転換等の措置を講じる義務があることを前提として・・・実

際に A大学や B大学短期大学部において開講されている科目のうち、『児童福祉』・・・な

ど、Xに担当可能・・・講座が存在する旨主張する・・・が・・・幼児教育学科及び健康福

祉学科健康栄養専攻は、介護福祉士を養成する施設として位置づけられている生活福祉専

攻とは学部・学科の性質として明らかに異なるものであり、その学部の教授として要求さ

れる能力にも大きな差があると認められ・・・仮にこれらの学部・学科の一講座として X

が担当可能な科目が存在するとしても、Y は X を一つの学科・専攻の教授として採用した

のであり、それ以外の職種で採用したものではないから、これらの科目について X が担当

可能かどうかについて Yが検討する義務はないというべきである。」 

「以上によれば、Yがすべき解雇回避のための措置を尽くさなかったとは認められない。」 

「XY間の雇用契約には、生活福祉専攻教授という職種限定の合意があり、大学教授の専

門性や生活福祉専攻と他学部・学科との専門性の相違からすれば、生活福祉専攻廃止に伴

って、他学部の教授ではなく、当該廃止された学部（学科）の教授である X を解雇の対象

として選定したことには合理性が認められる。」 

「本件解雇に至るまでに Yがとった手続が不当であったとはいえない。」 

「以上・・・を総合考慮すれば、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念

上も相当と認められるから、有効である。」 
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34 VICTORSPORTS事件・大阪地判平成 25・3・8労働判例ジャーナル 16号 6頁 

 

（事実の概要） 

バドミントン用品の輸入・販売業を営む Y 社に雇用され、A 営業所の営業所長の地位に

あった Xが、A営業所の閉鎖に伴い、解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「X は、A 営業所を設立した後は A 営業所長に就任することが予定されていたが、会社

設立時の Xの肩書は管理部支店長であり、大阪本社に勤務していた。」 

「整理解雇が労働契約法 16条の『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である

と認められない場合』に当たり、無効となるか否かを判断するに当たっては、〔1〕人員削

減の必要性、〔2〕解雇回避努力を尽くしたか否か、〔3〕被解雇者選定の妥当性、〔4〕手続

の妥当性等を総合考慮して判断するのが相当であ・・・る。」 

「Y社としては・・・A営業所を閉鎖するということも、経営判断としてあり得るところ

である。よって、人員削減の必要性があったことは認められる・・・が・・・人員削減を

行うことがやむを得ないといえるほどの高度の必要性があったとまでは認めることはでき

ない。」 

「Y 社は、本件解雇を行うに先立ち、解雇を回避するための方策を全く講じていないが、

Xの雇用に関しては勤務地限定の合意はなく、A 営業所が設立されるまでは大阪本社で勤務

していたこと、A営業所長に就任することを前提に雇用されているが、他の従業員とともに

営業活動を行っていたことからすると、営業担当の社員として大阪本社に配転することの

検討の余地がないとはいえない・・・ことからすると・・・解雇を回避するための努力を

十分に尽くしたということはできない。」 

「人員整理を行うに当たり・・・X の雇用には勤務地限定の合意はなく、（A 営業所に所

属していた）C及び Dについても大阪本社への配転が可能であったとの事情に照らすと、A

営業所に勤務していた者だけでなく、Y社の従業員全体を対象として人選を検討すべきであ

り、人選の基準が合理的であったとはいえない。」 

「Y社が、Xを解雇するに先立ち・・・一定の手続を踏まえたことは認められる。」 

「以上によれば、本件解雇は、人員削減の必要性及び手続の妥当性は認められるが、解

雇回避のための努力を尽くしておらず、被解雇者の選定の妥当性についても合理性が認め

られないこと、人員削減の必要性も高度の必要性があったとまでは認められないことから

すると・・・客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから、

解雇権を濫用するものとして無効であると解するのが相当である。」 
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【整理解雇&能力不足解雇】 

35 PwC フィナンシャル・アドバイザー・サービス事件・東京地判平成 15・9・25 労判

863号 19頁 

 

（事実の概要） 

コーポレイト・ファイナンス及び投資銀行サービスに関するコンサルティング、事業再

興・再構築に関するコンサルティングなどを業とする会社であり、米国に本社を置くプラ

イスウォーターハウスクーパース（「PwC」）の子会社として、PwCのグループ会社であっ

た旧 A法人と旧 B法人のM&A部門を承継する形で設立された Y社に、マネージャー（等

級 3）として採用され、IB 部門に属して、プロジェクトマネージャーとして、投資先の開

拓や調査等のコンサルティングサービス等に従事していた Xが、IB部門についてリストラ

の必要があること、X は Y 社で必要とされていないことを理由として、自主的に退職する

場合 3か月分の賃金相当額の割増退職金を給付する条件で雇用契約の合意解約を提案され、

これに応じなかったところ、解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Y 社が、広範な業務を取り扱う IB 部門を閉鎖し、4 部門に特化した M&AA 部門を開

設して、業績の向上を図ろうとしたことには、経営上の合理性が認められ、IB 部門に所属

していた者について、人員整理の必要性が認められると解するのが相当である。」 

「ただし・・・Y社全体の経営が逼迫していたとは認め難いことからすると、Y社に対し

ては、信義則上、高度の解雇回避努力義務が求められ、Y社解雇者選定の妥当性等について

も、十分に吟味する必要があるというべきである。」 

「Y 社は、IB 部門閉鎖後、X について、他の部署への配置転換を検討したが、マネージ

ャーとしての能力、知識、経験、素養、積極性等に欠けており、他部門へ配置転換し、プ

ロジェクトを担当させる余地はなかったと主張する。」 

「Xは・・・人材紹介会社の紹介により・・・Y社の・・・採用面接を受けた。」 

「X は、C 社で証券の営業を 1 年、D 社で経営企画を 3 年経験していたにすぎず、コン

サルティング業務に必要な実務経験が十分とはいえなかったが、MBA資格を取得する見込

みであり、既に米国公認会計士の資格を有していた。Y社は、M&A部門を増強する方針で

あったのにもかかわらず日本国内で適切な人材を集めることができないでいたことか

ら・・・Xの雇用を確保すべく・・・Xをマネージャーとして採用することとし、Xに対し、

一般的なマネージャーの平均年収 1000万円を上回る 1100万円という年収額を提示した。」 

「以上によれば、Xは、〔1〕Y社から採用されるに当たって、一部の者からマネージャー

としての能力があるとの評価は受けていなかったこと、〔2〕入社直後の評価で、マネージ

ャーとしての能力に疑義があるとされていたこと、〔3〕本件解雇直前に行われた 1 つのプ

ロジェクトHに関する評価で、マネージャーとしての能力に欠けると評価されたこと・・・
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が認められる（が）・・・〔1〕Y 社に採用された時点で、Xに金融・財務に関する実務経

験がほとんどなかったことは明らかで、それにもかかわらず、Y 社が X をマネージャーと

して、年収 1100万円で雇用したのは、MBA資格保有者を確保したいという Y社の事情で

あること、〔2〕Xが入社直後に低い評価を受けたのは、経験不足によるものであり、Y社は

Xに実務経験がほとんどないことを前提に採用している以上、経験不足を理由とした入社直

後における低評価を重視することは不相当であること・・・を総合すると、Xの IB部門に

おける勤務実績において、Xがマネージャーとしての能力に欠けていたと客観的に認めるこ

とはできないというべきである。」 

「IB部門所属の社員のほとんどが、BRS部門、V&S部門、M&AA部門に配置転換とな

っており、IB部門でノンバンクの案件を担当していた2名、ノンバンクの部門がないM&AA

部門に配置転換となっていること・・・M&AA 部門が閉鎖された現時点においても、Y 社

は、V&S 部門、BRS 部門で、手法は異なるものの M&A の案件を取り扱っており、M&A

の市場は、我が国においても広がっているとして、Y社としても同分野での業務展開を志向

していることからすると、IB 部門におけるマネージャーとしての能力が欠如しているとは

認められない Xについて、IB部門と職務の互換性がある他部門へ配置転換することが不可

能であったとすることもできない。」 

「Y社は、Xに対し、退職勧奨及び割増退職金の提案をしたことをもって、解雇回避努力

義務が尽くされた旨主張するが、かかる提案は、雇用契約を終了させる点において、解雇

と異なるところはなく、他の解雇回避措置を取ることが困難な場合において、初めて、整

理解雇を正当化する要素となる余地があるというべきである。しかし・・・Y 社において、

他の解雇回避措置をとることが困難であると認めることはできないから、これらの事実を

もって、解雇回避努力義務が尽くされたということはできない。」 

「以上検討したところによれば・・・Y社が解雇回避努力義務を尽くしたということは困

難というほかない。」 

「X について、マネージャーとしての能力が著しく劣っていたとすることは困難であり、

Xを整理解雇の対象としたことについて、合理性は認められない。」 

「以上検討したところによれば、本件解雇については、人員整理の必要性は認められる

ものの、解雇回避努力義務及び被解雇者選定の合理性のいずれの点においても、十分な努

力及び合理性があるとは認められないというべきである。したがって、本件解雇は、解雇

手続の相当性について判断するまでもなく、就業規則・・・に該当する事由があるとする

ことはできず、解雇権を濫用したものとして、無効である。」 

「Xがマネージャーとしての能力をおよそ発揮できなかったといえないことは、前記・・・

のとおりであり、客観的に見て、就業規則 15条 b）（就業態度若しくは能率が著しく不適当

であると認められた場合）、d）（その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき）のい

ずれにも該当しないというべきである。したがって、この点においても、本件解雇は、客

観的で合理的な理由を欠き、解雇権の濫用として、無効である。」 
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62 

 

「Y社は、外資系コンサルタント会社の人事システムの特殊性を主張し・・・Y社におい

ては、大学の新卒社員は採用せず、若くとも 30歳前後の実務経験者を中心に採用しており、

その者の能力に応じて年収額が定められていること、Y社を始めとしたコンサルティング業

界においては、キャリアアップのため、一般の社員はもちろん、役員クラスであっても、

転職を繰り返すのが通常であることが認められ・・・Xの年収も社会的に見て相当高額であ

ることは明らかである。また、Xと Y社の雇用契約書には、『当社は日本においては比較的

新しい分野において事業を開始したばかりである。この分野とは、世界の資本の流れ、様々

な日本の資産の取引、世界経済の状況によって、成功が左右される分野である。従って、

社員の雇用の確保はこれらの要因によるものである』との記載がある。」 

「しかし、このようなコンサルティング業界に身を置く者であるとしても、賃金により

生計を立てている以上、キャリアアップに適した転職の機会が訪れるまでの間、会社に在

職することについて合理的期待を抱いているというべきであり、その者を解雇するに当た

って、客観的で合理的な理由が必要であることは、他の業界の場合と異ならないというべ

きである。そして、前記のような Y社の雇用形態及び Xの年収額を考慮したとしても・・・

本件解雇に客観的で合理的理由があるということができない・・・。」 
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判
断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力
の判断に及ぼす影響

の有無・程度
結論 備考

1
米軍立川
基地事
件・東京
地判昭和
53・12・1
労判309
号14頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの
確認請求

・「Xは、遅くとも昭和
39年以降は立川基
地中央民間人事局
において、従業員管
理関係調整職6等級
として基地従業員の
労務管理業務に従
事してきた」ことにつ
いて、当事者間に争
いはない。
（但し、Xは本件人員
整理当時横田基地
に従業員管理関係
調整職、立川基地
にクラーク・タイピス
トの空席があったに
もかかわらず、本件
人員整理公告の際
空席表を添付しな
かったため本件人
員整理は無効であ
ると主張している。）

△（従業
員管理関
係調整職
6等級とし
て基地従
業員の労
務管理業
務に従
事）

「Xは、遅くとも昭和
39年以降は立川基
地中央民間人事局
において、従業員管
理関係調整職6等級
として基地従業員の
労務管理業務に従
事してきた。」との認
定あり。

本件解雇に
X主張のよう
な無効事由
が存するか
否か。

（本件人員整理当時
横田基地に従業員
管理関係調整職、
立川基地にクラー
ク・タイピストの空席
があったにもかかわ
らず、本件人員整理
公告の際空席表を
添付しなかったため
本件人員整理は無
効であるとのXの主
張に対し、なお書き
において）「X主張に
かかる・・・配置転換
先が当時空席で
あったとしてもその
職種であるクラー
ク・タイピストとXの
職種とは著しく異る
からXを右空席に就
かせられるわけのも
のではなく、従って
本件人員整理当時
右空席が仮にあっ
たとしてもXが本件
解雇を免れることは
不可能であったから
Xの右主張は理由
がない。」

解雇有効

Xの主張
に対応し
て、「本件
人員整理
の必要
性」およ
び「解雇
対象者決
定の公正
性」の観
点から、
解雇権濫
用の有無
について
も判断し
ている。
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事件名
請求原因
等

限定性に
関する当
事者の主

限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に関する判断枠組
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の

有無・程度
結論 備考

2
住友重機
玉島製造
所事件・
岡山地決
昭和54・
7・31労判
326号44
頁

地位保全
等仮処分

判例集で
は省略さ
れている
ため、不
明。

△（入社
以来木型
作業に専
従）

「X1～X6
は、いず
れも入社
以来木型
作業に専
従してき
た。」との
認定あ
り。

①企業が客観的に高度の経営
危機下にあり、解雇による人員
削減が必要やむを得ないもので
あること
②解雇に先立ち、退職者の募
集、出向配置転換その他余剰
労働力吸収のための努力を尽く
したこと
③整理基準の設定およびその
具体的適用（人選）がいずれも
客観性・合理性に欠けるもので
ないこと
④経営危機の実態、人員整理
の必要性、整理基準等につき労
働者側に十分な説明を加え、協
議を尽くしたこと
→「もし、右要件に欠けるところ
があれば、解雇権の濫用として
その効力は否定さるべきものと
考える。」

②につき
「Xら6名はいずれも若年で入社し、直ちに
木型工として養成され、一貫して木型部門
で就労してきたものであって、これは会社
の決定、指示に基くものである。また、右6
名は他の基準類型にみられるような、個人
的な態度、行動等を問題にされているもの
でもない。これらの点を考えると、木型部門
の廃止により、直ちに無用のものとして社
外に排除することは、Xらにとって苛酷に過
ぎるとの感を否定できない。年令等の点で
困難はあっても、再教育訓練により職種転
換をはかり、仮に玉島製造所内に配置が
困難であれば他の事業所に配転させてで
も、雇傭維持に努力するようY社に期待す
べきものと考える。」

（X1～X6
につき）
解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

3
東洋酸素
事件・東
京高判昭
和54・10・
29労判
330号71
頁

地位保全
等仮処分

使：アセチレン部門は
川崎工場にしかなかっ
たのであるから、同工
場の従業員を他の工
場のアセチレン部門に
配置転換するというこ
とは不可能であった。
また、アセチレン部門
と酸素部門等の他の
部門とでは、作業工程
が異なり、作業技能の
面において互換性が
乏しいため、アセチレ
ン部門の従業員をそ
のまま酸素部門その
他の部門に配置転換
するということは困難
であった。

労：アセチレン部門の
従業員とその他の部
門の従業員との間に
互換性がないというこ
とはなく、昭和45年以
前にもアセチレン部門
の従業員でその他の
部門に配置転換を命
ぜられた者が少なくな
い。

△（工場現
場の作業
に従事す
る現業職）

「アセチレ
ン部門の
閉鎖当時
同部門に
勤務してい
た従業員
（課長1名
を除く）は、
総員47名
で、その職
種は、製
造二課管
理係員一
名が技術
職である
以外は、X
らを含むそ
の余の従
業員46名
はすべて
工場現場
の作業に
従事する
いわゆる
現業職で
あった。」と
の認定あ
り。

（特定の事業部門の閉
鎖に伴い右事業部門
に勤務する従業員を
解雇するについて、そ
れが『やむを得ない事
業の都合』によるもの
と言い得るためには）
①右事業部門を閉鎖
することが企業の合理
的運営上やむをえな
い必要に基づくものと
認められる場合である
こと
②右事業部門に勤務
する従業員を同一又
は遠隔でない他の事
業場における他の事
業部門の同一又は類
似職種に充当する余
地がない場合、あるい
は右配置転換を行って
もなお全企業的に見て
剰員の発生が避けら
れない場合であって、
解雇が特定事業部門
の閉鎖を理由に使用
者の恣意によってなさ
れるものでないこと
③具体的な解雇対象
者の選定が客観的、
合理的な基準に基づく
ものであること

②につき
「アセチレン部門の閉鎖当時同部門に
勤務していた従業員（課長一名を除く）
は、総員47名で、その職種は、製造二
課管理係員一名が技術職である以外
は、Xらを含むその余の従業員46名は
すべて工場現場の作業に従事するい
わゆる現業職であったことが明らかで
あるから、Xら現業職に属する従業員
を他部門に配置転換するとすれば、そ
の対象となるべき職種は、現業職及び
これと類似の職種である特務職に限ら
れるのが相当ということができる。とこ
ろが、他部門においては現業職及び特
務職は当時過員であり、近い将来欠員
が生ずる見込はない状態にあったこと
は前述のとおりである。右のように、他
部門において労働力の需要がなく、ま
た、近い将来右需要の生ずることも期
待し得ない事情にあった以上、アセチ
レン部門の閉鎖により全企業的に見て
も右部門の従業員は剰員となったこと
が明らかであるといわなければならな
い。」
②につき
（アセチレン部門の従業員を女子事務
員に退職者が生じた場合の補充として
暫定的に右職場に配置する等の配慮
をすべきであったとのXらの主張に対し
て）Xらは現業職員であって、その従事
している業務は女子事務員の従事す
べき業務と職種の代替性のないことが
明らかであ（り）・・・右主張は・・・採用
することができない。」

解雇有効

・③について「Y社が
具体的な解雇対象
者としてXらを含むア
セチレン部門の従業
員・・・47名全員を選
定したことは、一定
の客観的基準に基
づく選定であり、そ
の基準も合理性を
欠くものではないと
認められる。」と判断
している。
・Y社が組合と十分
な協議を尽くさな
かったこと、およびY
社がアセチレン部門
の従業員につき希
望退職者を募集しな
かったことをもって、
本件解雇は信義則
違反または権利濫
用に当たるとのXら
の主張についても判
断を行っている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効
力に関す
る判断枠

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

4
佐伯学園
事件・福
岡高判昭
和56・11・
26労民集
326号825
頁

Y学園佐
伯高等学
校の教員
たる地位
を有する
ことの確
認請求

使：
Xらは教職員免許法第四条に
より「工業」の教科について高
等学校免許状を有するけれど
も「数学」「理科」についての免
許を有しておらず又学歴も電気
に関する専門の工業大学を卒
業しているものでYも同人らを
電気科で電気に関する教育を
行なう教員として採用したもの
である。

労：
XらはY主張の通り数学科、普
通免許等を持っていないけれ
ども「工業」の普通免許を持っ
ているので必要な助教諭免許
は何時でもこれを取得し得るも
のであり、又「工業」の前記免
許で担当可能な教科は他に多
数存在していたものである。

△（電気
科の専任
教員）

「X1は昭和
41年3月東
京電気大
学電気工
学科を卒
業する際
に高校の
工業普通
二級免許
を取得し、
X2は同45
年3月福岡
工業大学
電子工学
科を卒業
する際右
X1と同種
の免許を
取得し、い
ずれも佐
伯高校電
気科の専
任教員をし
ていた。」
との認定
あり。

①電気科
廃科の合
理性
②電気科
廃科に伴
いXらを
余剰人員
として整
理解雇し
たことの
当否、そ
の必要性
③本件解
雇の権利
濫用性

②について
「Xらは電気科廃科に伴い同人らの
所有する『工業』の免許によって授
業活動をする余地はきわめて狭ま
り、かつ、また他の免許を有してい
ないことから当然には他の教科担
当に転用することは困難であって、
余剰人員となったものと認められ
る。」
③について
（Xらが佐伯高校で教育活動〔低学
力の生徒達に対する補習〕をなす
べき余地は十分に存するとの主張
に対して）「学力不足の生徒に対す
る個別的な指導の必要があり、か
りにXらが独自の補習によって多少
の成果をあげたとしても、そのこと
によってXらが免許を有しないまま
数学の補習を担当することを正当
とするものでもなく、Xらの余剰人
員性を否定するものではない」
③について
（Yは経営者として当然なすべき解
雇を回避すべき努力を怠ったとの
主張に対して）「Yとしては、Xらに
対して僅かの授業時間の活用しか
出来ないのにそのままこれを他の
科に転用して新採用を停止しなけ
ればならない当然の義務を負うも
のではない。」

解雇有効

・③について、Xらの
人材を活用するため
他の科に転用できる
よう新教科の免許取
得の措置を講ずべ
き義務があるとの主
張に対して、「元来、
新教科の免許取得
についてはその事
柄の性質上Xらの積
極的熱意が先行す
べきものであるか
ら、Xらが新教科の
免許取得についてY
学園に積極的な申
出をしたのに拘ら
ず、Yがこれを黙殺
してなんらの努力を
しなかったというなら
ば格別、Yとしては、
Xらからなんらの申
出もないのに正規の
免許を取得するよう
指示ないし指導すべ
き義務まではな
い・・・。」と判断して
いる。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に関する判
断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の
有無・程度

結論 備考

5
千代田化
工建設
（本訴）事
件・横浜
地判平成
4・3・26労
判625号
58頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの
確認請求

使：
本件解雇は、就業規
則22条1項7号を適用
してなされたものであ
るところ、業績不振に
よる川崎工場の子会
社化は右規定にいう
「経営規模の縮小」に
あたり、川崎工場の子
会社化によってY会社
内に溶接工としてのX
の仕事もこれに準ずる
仕事もなくなったことは
右規定にいう「雇用を
続行できないとき」にあ
たるものである。

労：
Y社は、Xに与える仕事
はないと主張するが、
Y社のプロジェクト業務
部、安全管理部、検査
部、分析・材料技術セ
ンター、化学プラント三
部、備蓄プラント部に
は、Xが職種転換をす
ることによってすること
ができる仕事があり、
現に、これらの部署に
は、川崎工場出身の
技能系従業員が多数
配置されている。

△（川崎
工場で溶
接工とし
て勤務）

「Xは、中
学校を卒
業後、職
業訓練学
校で溶接
の技術を
学び、複数
の会社に
勤めた後、
昭和39
年、被告
会社に入
社し、以後
昭和62年
10月まで、
Y社の川崎
工場で溶
接工として
勤務してき
た。」との
認定あり。

「人員削減が信義則
上可能であるというた
めには」
①Y社にとって人員削
減の必要があるとい
うだけでなく、その必
要性の程度
②解雇回避の可能性
③解雇によって受け
る従業員の不利益
→「・・・等を比較考量
して相当と認められる
ものであることが必
要」

（職種転換や出向によりXに与え得る種類の仕
事をXに与えるについては、新職種に習熟する
ための期間の賃金あるいは出向先との賃金の
差額を負担しなければならず、また、職種転換
のための訓練をしても、その仕事をする部署に
欠員補充や増員の必要がないとのXの主張に
対し）
「本件は、賃金に見合う仕事がないから新規採
用を差し控えるという場合ではなく、Y社の都合
で職場を失った現に雇用中の従業員をどう処
遇するかという場合であるから、仕事の有無
は、現在その者の賃金に見合う仕事があるか
どうかということだけでなく、会社のその時の経
営状態や将来の見通しのもとで、職種転換等
により仕事を見つけて雇用し続けることが相当
かどうかといった観点に立って判断すべきとこ
ろ、Xに職種転換の適応力がないとは認められ
ないこと、Y社の従業員規模からすれば、いず
れも遠くない将来に自然減等による欠員が生
ずることは明らかであるばかりでなく、景気の
好転や業務内容の拡充等によって増員が必要
になることも考えられること、・・・Y社は、本件
解雇時においては・・・人員削減の目的をおお
むね達しており、直ちにX一人を解雇しなけれ
ばならない程の経営上の緊急性はなかったこ
と、Y社は、かつての合理化の際には、川崎工
場の技能系従業員の雇用確保のために、これ
らの従業員を全く別の職種の本社の事務系の
部署に引き取り、仕事に就かせていたことがあ
ることなどを考慮すると、Y社としては、職種転
換によりXの雇用を続行することは可能であ
り、その職種転換のために必要とする程度の
出費はやむを得ないというべきである。」

解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判
断要素

解雇の効力
に関する判
断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

6
ザ・チェー
ス・マン
ハッタン
銀行事
件・東京
地判平成
4・3・27労
判609号
63頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの
確認請求

労：
本件雇用契約の締
結について、当面は
リース部門の責任者
としての業務を行わ
せることにY銀行の
目的があったことは
事実であるが、Xの
担当業務をリース部
門のみに限定する
旨の職種限定の合
意は成立していな
い。

使：
Xは、チェース・グ
ループのリース事業
展開のためにY銀行
に採用されたもの
で、Y銀行の関係者
がXに対して、銀行
業務をも行って貰う
旨を説明したことは
なく、実際にもこれを
担当させたことはな
い。

○（A社の
ゼネラル
マネー
ジャー）

「本件雇用契約は、
XがA社に出向しそ
のゼネラル・マネー
ジャーに就任して
リース事業の責任者
となるという目的で
締結されたものであ
る。」との認定あり。

本件解雇が
解雇権の濫
用に当たる
か否か。

「・・・本件雇用契約においては、
XがA社に出向しそのゼネラル・
マネージャーに就任してリース
事業の責任者となると共にこれ
と兼務の形でY銀行の銀行業務
にも従事すること或いはリース
事業が廃止された場合にはY銀
行の従業員として銀行業務に従
事することが、当初から雇用契
約の内容として約定されたもの
ということはできない。」
「そして、A社がリース事業から
の撤退を決定した結果、本件雇
用契約締結の目的ひいてはXの
A社におけるゼネラル・マネー
ジャーとしての地位存続の意味
がなくなったもので、しかも、リー
ス事業からの撤退の判断に格
別の不合理が認められないこと
は、後述するとおりであるから、
XのA社における取締役の任期
満了による退任の時期に合せ
て、A社がXに対して解雇の意思
表示したことは相当であり、解
雇権の濫用ということはできな
い。」

解雇有効

・但し、「本件雇用契
約の締結自体がA社
への出向とそのゼネ
ラル・マネージャー
への就任という目的
を持つもので、XがY
銀行の従業員の身
分のままでリース業
務に専従するという
ものではないから、Y
銀行の従業員として
従事すべき職種が
リース業務に限定さ
れていたかどうかと
いう意味での職種限
定の問題は生ずる
余地がない」との判
断あり。
・なお、「本件雇用契
約の締結に当たって
は、Xが語学に堪能
でありリース事業を
営む外資系企業に
おいて営業部長兼
財務部長の職に
あったことなどが考
慮された」旨の認定
あり。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

7
觀智院事
件・京都
地決平成
5・11・15
労判647
号69頁

地位保全
仮処分

労：
YはXらに対し配転、業務内容
の変更等の措置をとるべきで
あったにもかかわらず安易に
解雇権を発動したものであるこ
とからYの解雇は不当であり、
解雇権の濫用に当たる。

使：
平成5年4月29日から觀智院の
拝観業務を停止し、以後觀智
院は・・・教師養成専門の道場
として使用する予定であるこ
と、右道場でXらを雇用する余
地は全くないこと、・・・Xらの給
料は觀智院の従前の拝観業
務からの収益のみであるとこ
ろ、Yとしては今後拝観業務を
行う予定はまったくなく、右拝
観業務の停止は一般私企業に
おける事業の完全廃止に当た
ることから、觀智院の拝観業務
のために雇用されたXらを解雇
するのは相当である。

△（觀智
院の拝観
業務に従
事）

「Xらは觀
智院の拝
観業務に
従事して
きた。」と
の認定あ
り。

本件解雇が
解雇権の濫
用に当たる
か否か。

「觀智院は今後・・・教師養成の
道場として使用され、しかも・・・
によると右道場は『東寺伝法学
院』というかなり組織だったもの
になることが一応認められると
ころ、Yが右道場の場所として、
觀智院の建物を提供するだけ
であれば、Yとして何らの事業
を行うわけではなく、Xらを雇用
する余地はないといわざるをえ
ないが、Yが右道場の運営にか
かわる場合には、むしろその事
業内容の転換といえ、配置転
換等の方法をYとしては考慮す
べきところではある。しかし・・・
によると、予定される教師育成
の道場の入学者数は少なく、そ
のため教授への謝礼もでない
事態が予想されていることなど
から、右道場において、Xらを
配置転換のうえ雇用する余地
はないことが一応認められ
る。」

解雇有効

・なお、解雇権濫用
の有無の判断に当
たり、「本件はYに雇
用されていた全従業
員が解雇の対象と
なっていることから
人選の合理性など
は問題とならない」
との判断もなされて
いる。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼ
す影響の有無・程度

結論 備考

8
スカンジ
ナビア航
空事件・
東京地決
平成7・4・
13労判
675号13
頁

地位保全
仮処分

・「Y社とXらとの雇用契約は、業務
内容および勤務地を特定したもの
であった」ことについて、当事者間
に争いはない。

使：
（上記限定性を前提に）
「本件において、Y社と従業員との
雇用契約は、職務、勤務場所とも
契約により特定されたもので、本件
合理化によって、従来111名の組
織であった地上職を32名の組織に
変更して、各従業員の職務、勤務
場所の変更を行うためには、従来
の雇用契約の解約を行うことが必
要であったので、新契約締結のた
めの解約、すなわち契約の変更解
約告知がなされたのである。・・・変
更解約告知の有効性は、新契約
締結の申込み（契約変更の内容）
がそれに応じない場合の解雇を正
当化するほど、業務上の重大な必
要性を有していたか否か、そしてそ
の必要性が新契約締結の結果、
労働者の受ける不利益を相当に上
回っていたか否かによって判定さ
れるべきである。」

○（Xらの
配属部署
は、其々、
成田旅
客、成田
貨物、成
田運航
課、東京
営業、東
京予約、
大阪営業
であった
〔労民集46
巻2号793
頁参
照〕。）

「Y社とXら
との雇用
契約は、
業務内容
および勤
務地を特
定したもの
であった」
との認定
あり。

・労働条件の変更が
Y社業務の運営に
とって必要不可欠で
あること
・その必要性が労働
条件の変更によって
労働者が受ける不
利益を上回っている
こと
・労働条件の変更を
ともなう新契約締結
の申込みがそれに
応じない場合の解雇
を正当化するに足り
るやむを得ないもの
と認められること
・解雇を回避するた
めの努力が十分に
尽くされていること

「Y社とXら従業員との間の雇用契
約においては、職務及び勤務場所
が特定されており、また、賃金及び
労働時間等が重要な雇用条件と
なっていたのであるから、本件合理
化案の実施により各人の職務、勤
務場所、賃金及び労働時間等の変
更を行うためには、これらの点につ
いてXらの同意を得ることが必要で
なり、これが得られない以上、一方
的にこれらを不利益に変更すること
はできない事情にあったというべき
である。
　しかしながら、労働者の職務、勤
務場所、賃金及び労働時間等の労
働条件の変更がY社業務の運営に
とって必要不可欠であり、その必要
性が労働条件の変更によって労働
者が受ける不利益を上回っていて、
労働条件の変更をともなう新契約
締結の申込みがそれに応じない場
合の解雇を正当化するに足りるや
むを得ないものと認められ、かつ、
解雇を回避するための努力が十分
に尽くされているときは、Y社は新契
約締結の申込みに応じない労働者
を解雇することができるものと解す
るのが相当である。」

解雇有効

・なお、X側
は「労：変
更解約告
知の法理
は、日本
法ではそ
のままで
は認めら
れないもの
である」と
の主張を
行ってい
た。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に関す
る明示の有無

限定性の程度および判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に
及ぼす影響の有無・程度

結論 備考

9
ナショナ
ル・ウエ
ストミンス
ター銀行
（第一次
仮処分異
議申立）
事件（東
京地決平
成10・8・
17労経速
1690号3
頁）

労働契約
上の権利
を有する
地位保全
等仮処分

使：
・Xは入行後14年間
一貫してトレード・
ファイナンス部門に
従事しており、他の
部署において求めら
れる十分な知識や
経験を有していない
ため、他の部署への
配転は不可

△（入行後一
貫してトレー
ド・ファイナス
部門に従事，
異なる業務へ
の配置転換
はほとんどみ
られない，とし
つつも，「職務
を限定して採
用されたとは
認められな
い」とする）

・入行後14年間一貫してオペ
レーション部のトレード・ファ
イナンス部門に従事
・担当する業務とは全く異な
る業務への配置転換は、い
わゆる管理職ではないそれ
より下の社員についてはこれ
まで頻繁に行われてきたが、
マネージャー、アシスタント・
マネージャーなどの管理職に
ついては例がほとんど見られ
ない
・東京支店に一般事務職員と
して入行し、比較的長期間に
勤務している行員の多くは管
理職ではないが、昇進を重ね
てマネージャー、アシスタン
ト・マネージャーなどの役職
に就く者もいる。
（→入行するに当たってト
レードファイナンスの仕事に
職務を限定されて採用された
とは認められないし、東京支
店は担当する職務について
専門的知識を有するいわゆ
るスペシャリストの集団であ
るとは認められない）

①人員整理の必
要性
②人選の合理性
③解雇回避努力
④解雇手続の相
当性
（→以上は、解雇
権の濫用に当た
るかどうかを判
断するための要
素を類型化した
判断基準として
意義を有する
が、これらの一つ
一つが当然に有
効な人員の削減
のための解雇の
必要条件になる
というものではな
く、あくまでも解
雇権の濫用に当
たるかどうかを判
断するための類
型的な判断要素
にすぎないから、
そのひとつ一つ
を分断せずに全
体的、総合的に
とらえるべきであ
る）

①につき
・企業のある部門の余剰人
員を他の部門に配転するこ
とが可能であるといえるため
には、当該従業員の職種、
能力の点で配転が可能であ
ること、その配転によって配
転先の部門に余剰人員が生
じないことのほか、当該従業
員が給与、待遇などの点で
配転先において従前よりも
不利益な取扱いを受けない
ことを要する
（→Xは他の部署のアシスタ
ント・マネージャーとして配転
するには、必要とされている
知識や経験を欠いており、ま
た、配転先のアシスタント・マ
ネージャーが余剰人員となっ
てしまうというのであるから、
Xを他の部署のアシスタント・
マネージャーとして配転する
ことは現実的ではないし適
当でもない）

解雇無効

Xは余剰人員
であり、他の
部署のアシス
タント・マネー
ジャーとして
配転すること
はできなかっ
たので、解雇
に経営上の
必要性・合理
性があるとし
つつ、人員削
減の方法とし
て解雇以外
の方法が
あったにもか
かわらず、解
雇を選択した
ことは経営上
の目的とこれ
を達成するた
めの手段な
いしその結果
との間に均衡
が失われて
いるとして、
解雇無効と
結論。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する
当事者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要
素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼ
す影響の有無・程度

結論 備考

10
ナショナ
ル・ウエ
ストミンス
ター銀行
（第二次
仮処分）
事件（東
京地決平
成11・1・
29労判
782号35
頁）

地位保全
等仮処分

使：
・本件解雇は、
Xが従来就いて
いたアシスタン
ト・マネージャー
のポジションが
消滅した結果
行われたもので
ある。

△（管理
職につい
てはほと
んど異動
はない，
としつつ
も，昇進
の経緯等
から，定
年まで勤
務し続け
ることの
期待の合
理性につ
いては肯
定）

・Yの東京支店において、
従来、業務再編に伴い担
当職務が消滅する事態が
生じていたのはいわゆる
管理職ではないそれより
下の行員であり、Yはその
ような場合に直ちに解雇と
せずにしばらくの間事実
上過員として放置し、その
後新たに適当な職務を割
り当てるなどしていた。
・担当していた業務とは全
く異なる業務への配置転
換は、管理職ではないそ
れより下の社員について
は頻繁に行われてきた
が、管理職についてはほ
とんどなかった。
・Yの東京支店に一般事
務職員として入行し、比較
的長期間勤務している行
員の多くは管理職ではなく
それよりも下の行員であ
るが、昇進を重ねて役職
に就いている者もいる。
・Yの東京支店の管理職
には専門的な知識や経験
などを買われて管理職と
して採用された者も少なく
ない。

・当該企業の従業員
を削減することが不
可避であること
・解雇によって達成
しようとする経営上
の目的とこれを達成
するための手段であ
る解雇ないしその結
果としての失職との
間に均衡を失しない
こと
・人員削減の方法と
して他に採りうる方
法があったかどうか
（←Xが管理職昇進
後も定年まで東京支
店で勤務することへ
の期待に合理性が
あるとの評価が前
提）

・一般事務職として入行した行員
が管理職に昇進した場合に、その
管理職はその者の専門的知識や
経験などがYの東京支店の経営
に必要ないと判断されたときには
Yを解雇されることがあり得るとい
う不利益を新たに負うことになると
すれば、昇進するに当たっては右
に述べたような理由で解雇される
ことがあり得ることを周知徹底し
て、右に述べたような不利益にも
かかわらず管理職への昇進を希
望するかどうかを選択する機会を
与える必要があるというべき
→一般事務職として入行しその後
管理職に昇進した行員について
その昇進に当たって右に述べた
ような理由で解雇されることがあ
り得ることを周知徹底したことは
全くうかがわれない以上、東京支
店に一般事務職として入行しその
後管理職に昇進した行員が管理
職への昇進後も停年まで東京支
店で勤務し続けることが可能であ
ると考えたとしても、それは無理
からぬことであり、定年まで東京
支店で勤務し続けることを期待す
ることには合理性がある

解雇無効

部門閉鎖の時点
においてXを他
の部署のアシス
タント・マネー
ジャーとして配
転することはで
きなかったとす
る一方で、余剰
人員となったXに
ついて人員削減
の方法として解
雇という方法以
外に方法があっ
たにもかかわら
ず、そのような方
法を選択せずに
解雇という方法
を選択たことは、
解雇によって達
成しようとする経
営上の目的とこ
れを達成するた
めの手段ないし
その結果との間
に均衡が失われ
ているとして解
雇無効と結論
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断
に及ぼす影響の有無・程度

結論 備考

11
全日本海
員組合事
件(東京
地判平成
11・3・26
労経速
1723号3
頁)

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等

使：
・Xは運転士としてY
に採用された者であ
る。
労：
・採用に当たりYか
ら運転手という職種
限定契約であるとの
説明は受けていな
い。
・XはYにおいて専ら
運転業務に従事し
ていたとはいえ、X
の能力、適正から考
えて運転業務以外
の業務について適
性がないなどという
ことはおよそあり得
ないし、Yにおける
業務が通常人以上
に特殊あるいは高
度な能力が要求さ
れるものばかりであ
るという根拠も全く
ない。

○（運転
士として
の業務に
従事させ
る目的
で、Yの運
転士とし
て採用し
たものと
認めら
れ、Xの
担当業務
は公用車
の運転で
ある）

・採用の際に交付し
た辞令に総務財務局
総務財務部付運転
士に任命すると書か
れていた
・組合従業員規定
は、運転士について
「もっぱら組合の車輛
の運転に従事するた
めに採用された者」と
定めている
・XはYの運転士とし
ての運転の業務以外
の業務に従事するこ
ともなくはなかった
が、Xの業務はあくま
でもYの運転士として
運転の業務に従事す
ることであった
（→YはXを運転士と
しての業務に従事さ
せる目的で、Yの運
転士として採用したも
のと認められ、Xの担
当業務は公用車の
運転であるというべき
である）

・余剰人員の削減に
組織の維持、運営上
の必要性があること
（→従業員を削減す
ることが不可避であ
ること）
・上記、組織の維
持、運営上の必要性
が合理性を有するも
のであること（→解
雇によって達成しよ
うとする組織の維
持、運営上の目的と
これを達成するため
の手段である解雇な
いしその結果として
の失職との間に均
衡を失しないこと）

・Xの担当業務は公用車
の廃止によって消滅した
のであるから、それが決
定された時点においてX
は余剰人員になったとい
うべき
・しかし、YがXに対して職
種の変更を求める配転命
令権を有していないとして
も、YがXに対して職種の
変更を申し込むことは自
由であり、Xがその申込み
に応じれば、XとYとの間
で締結された雇用契約は
なお存続する
→YがXに対して職種の変
更を求める配転命令権を
有していないからといっ
て、そのことから直ちにX
をYの組織内において配
属すべき適当な配属先が
あるかどうかについて検
討もしないで、XとYとの間
で締結された雇用契約を
終了させることもやむを得
ないということはできな
い。

解雇有効

経費の徹底した節減合理
化に努めていた等の事情
から、組織内に配属すべ
き適当な配属先がなく、解
雇有効としたものとも評価
できるが、他方で、「今後
数年間の自然減を待つこ
とによって余剰人員を吸
収すべきであるというの
は、余剰人員とされた者
の担当する業務が消滅し
たからといって、そのこと
から直ちにその余剰人員
とされた者との雇用契約を
終了させるべきであるとは
いえないことを前提として
いるところ、XとYとの間で
締結された雇用契約はX
がYに提供すべき労務の
種類を公用車の運転に限
定した契約であるから、X
の担当する業務が消滅し
た以上、XとYとの間で締
結された雇用契約を存続
させるべき理由はない」と
も述べており、この点で限
定性が影響しているとも評
価しうる
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度およ
び判断要素

解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力
の判断に及ぼす影響

の有無・程度
結論 備考

12
角川文化
振興財団
事件（東
京地決平
成11・11・
29労判
780号67
頁）

労働契約
上の権利
を有する
地位保全
等仮処分

労：
・X1は、地名大辞典の完結によって地名大辞典編
集室が閉鎖されたにもかかわらず、それとは関係な
く事務局の仕事を継続
・X2は、ふるさと大歳時記の完結によってふるさと大
歳時記編集室が閉鎖された後もY社に残留して写
真資料室の仕事を引受けてきた
・職員名簿によれば、臨時的、非正規職員である自
費出版担当の職員やアルバイトとXらを明確に区別
する一方、編さん室に所属するXらと事務局の職員
を同等に扱っていた
・Y社はXら臨時職員の処遇と正職員の処遇との間
に格別の差を設けていないこと
→Xらは特定のプロジェクトの遂行のために専ら雇
用されていたわけではない
・Y社には編さん室の外に事務局があり、編さん室
で勤務していた者でも事務局の業務を十分に遂行
することができる
→単に編さん室に所属しているという理由で解雇の
対象者とすることには何の合理性もない。

使：
・Y社の編さん室は「角川日本地名大辞典」の編集、
制作を担当する目的で設けられた。
・A社との間の業務委託契約の終了により受託業務
は消滅するところ、編さん室が行っていた学術性の
高い出版企画については今後も業務を継続していく
ことは不可能であるため、編さん室を解散し、勤務
する全員を解雇することを決めた
・Xらは編さん室での業務に従事するために採用さ
れた臨時職員であって、編さん室での業務が終了
又は消滅すればY社を退職することは承知していた

○（Xらは
姓氏大辞
典などの
出版企画
の編さん
に携わる
目的で平
成2年11
月以降Y
社に雇用
又は再雇
用され
た）

Xらは姓氏大辞典
などの出版企画の
編さんに携わる目
的で平成2年11月
以降Y社に雇用又
は再雇用された旨
の認定あり

・人員整理の必
要性
・解雇回避努力
・人選の合理性
・協議説明義務
違反

解雇回避努力につ
き、
本件解雇は姓氏大
辞典などの出版企
画の編さんに携わる
目的でY社に雇用又
は再雇用されたXら
についてされたもの
であり、本件解雇の
理由がA社からの出
版企画の編集、制
作の委託の打切り
であることからすれ
ば、Xらの雇用主で
あるY社が本件解雇
に当たり解雇回避
努力を尽くしたかど
うかを検討する前提
が欠けている

解雇有効

「出版企画の
編纂」に職種
限定なのか、
より具体的に
「『姓氏大辞典
など』（A社か
ら委託された
辞典等）の出
版企画の編
纂」に限定し
ているのか、
限定の程度お
よびその認定
の根拠につい
て不明瞭な面
がある
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者
の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および
判断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の
有無・程度

結論 備考

13
ナショナ
ル・ウエ
ストミンス
ター銀行
(第三次
仮処分)
事件・東
京地決平
成12・1・
21労判
782号23
頁

労働契
約上の
権利を
有する
地位保
全等仮
処分

使：
・本件解雇は、ＧＴＢＳ
部門の閉鎖により、X
らが従来就いていた
アシスタント・マネー
ジャーのポジションが
消滅したために行わ
れたものである
・本件解雇当時、（Xら
が従来就いていた）ア
シスタント・マネー
ジャー又はスーパー
バイザーの空きポジ
ションは存在せず、短
期間のうちに空きポジ
ションが生じたとして
も、いずれのポジショ
ンもそれぞれ専門知
識・能力が要求される
管理職ポジションであ
るため、Xらを当該ポ
ジションに配転するこ
とは事実上不可能で
あった。

△（入行
後一貫し
てトレー
ド・ファイ
ナス部門
に従事，
異なる業
務への配
置転換は
ほとんど
みられな
い）

・Xらは、入行以来、
オペレーション部門
において、専らト
レード・ファイナンス
関係の事務を担当
していた
・配置転換に関して
は、いわゆる適材
適所の方針がとら
れており、少なくと
も、マネージャー等
の管理職について
は、部門を超えた配
置転換の例はなく、
部門内部であって
も、管理職において
担当業務が変更に
なるような配置転換
は、過去においても
ほとんどなかった

①雇用契約解消の
合理性の有無
②雇用契約解消後
の生活維持等に対
する配慮
③解雇に至る手続
（←いわゆる整理解
雇の四要件は、整理
解雇の範疇に属す
ると考えられる解雇
について解雇権の
濫用に当たるかどう
かを判断する際の考
慮要素を類型化した
ものであって、各々
の要件が存在しなけ
れば法律効果が発
生しないという意味
での法律要件では
なく、解雇権濫用の
判断は、本来事案ご
との個別具体的な事
情を総合考慮して行
うほかない）

①につき、
・部門の閉鎖によりXの担当業務が消滅
し、従前就いていたアシスタント・マネー
ジャーのポジションが消滅するが、それ
にもかかわらず、Xとの雇用契約を従前
の賃金水準を維持したまま継続するため
には、Y社としてはXを他の管理職のポジ
ションに配転することが必要であったが、
これらのポジションに就いている者はい
ずれも、それぞれの担当業務で必要とさ
れる専門知識・能力を有するものと評価
された結果として当該ポジションに就い
ており、これらの者に代えてXを当該ポジ
ションに就けることは合理的ではない
・Xは、過去一四年間オペレーション部門
での実務経験を有するのみで、それも伝
統的な商業銀行業務であるトレード・ファ
イナンス関係の事務に特化したものであ
ることを考えると、Y社が、部門閉鎖当
時、近い将来において新たな管理職の
ポジションを設ける予定を有していたとし
ても、それは、債権者が従前オペレー
ション部門で培ってきた実務経験、技能
等とは異なる、新たな専門知識・能力を
必要とするポジションであり、Xが、その
ような専門知識・能力を十分に有してい
るものとは認められないから、結局、Xを
配転させ得る管理職のポジションが生じ
る可能性はなかった

解雇有効

Y社は、
賃金減額
を伴うク
ラーク職
への配転
を打診
し、Xはこ
れを（賃
金の減額
につい
て）拒否し
ている
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影
響の有無・程度

結論 備考

14
峰運輸事
件・大阪
地判平成
12・1・21
労判780
号37頁

雇用契約
上の権利
を有する
ことの確
認等請求

労：
・Xは、トラック運転
手としての職種を限
定して雇用された

○（XとY
社の雇用
契約は、
Xの業務
をトラック
運転手と
して限定
してされ
たもので
ある）

XとY社の雇用契約
は、Xの業務をトラック
運転手として限定して
されたものである

解雇事由該
当性

Y社は、配転命令後のXの業務が一
日一時間程度の業務量でしかなく、
運転業に従事させることは前述のA
社及び他の運転担当者との関係で
できず、他に就労させるべき部所（マ
マ）がないと主張するが、Xについ
て、他に就労させるべき部所（ママ）
があるかどうかを真剣に検討したか
どうか疑問があり、本件解雇に合理
性があると認めることができない。

解雇無効

トラック運転手
限定契約
→取引先のク
レームに伴う
地上勤務への
配転→その
後，解雇
につき，配転の
有効性および
解雇の有効性
の双方が争わ
れた事案
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

15
広川書店
事件・東
京地決平
成12・2・
29労判
784号50
頁

賃金仮払
仮処分命
令申立

使：
・Xは、元々長野分室におい
て補助的業務を行うためのア
ルバイト従業員として雇用さ
れ、その後正社員となったも
のの、本社採用の従業員とは
異なり、勤務場所は長野分室
に限定されており、その業務
も補助的業務に止まるもので
あった
（→長野分室の閉鎖に伴い、
解雇せざるを得なかったもの
であり、本件解雇は有効）

労：
・Xは、長野分室において編
集業務、営業業務など多岐に
わたる業務を行ってきたもの
であり、本社においても業務
を行うことが可能であるし、X
もそれを受入れる意思を表明
していたのであるから、配置
転換による本件解雇の回避も
容易であった
（→にもかかわらず、Y社は、
こうした配置転換の可能性を
検討せずに本件解雇に至っ
たものであり、解雇は無効）

△（雇用
契約が勤
務地を限
定するも
のであっ
たとにわ
かに断じ
ることに
は困難が
あるもの
の…双方
の意思と
しては、
長野分室
が存続す
る限り、X
の勤務地
は長野分
室である
ことで合
致してい
たものと
推認する
ことがで
きる）

・Xは、Y社に雇用された
当時、Y社の正社員となっ
た当時のいずれも勤務地
を限定するような雇用契
約書が作成されたことは
ないが、Y社に入社以来
本件解雇に至るまで長野
分室に勤務してきた
・XとY社との間で勤務地
を限定するような雇用契
約書は作成されていない
ことからすれば、XとY社と
の雇用契約が勤務地を
限定するものであったと
にわかに断じることには
困難があるものの、Xが、
長野分室の要請によって
現地で採用され、長野分
室の閉鎖まで勤務地に変
更はなく、Xが長野に自宅
を購入していることからす
ると、少なくともXとY社と
の雇用契約締結当時の
双方の意思としては、長
野分室が存続する限り、
Xの勤務地は長野分室で
あることで合致していたも
のと推認することができる

・長野分室閉
鎖の必要性
・配置転換の
可能性
・解雇手続の
相当性等の
諸事情

配置転換の可能性につき、
・左記のような限定性を前提
に、長野分室の閉鎖がやむを
得ないからといって、当然に本
件解雇が有効であるということ
はできない
→Xが本社への配置転換を希
望していた本件においては、配
置転換の可能性が肯定できれ
ば、なお、Xは就業規則所定の
解雇事由にいう「冗員」には該
当しないというべきであるし、
「やむを得ない業務上の都合」
があるとはいえない
・Xの経歴からみると、Xは、編
集業務の限られた作業の経験
しかないのであるし、Y社は専
門的な書籍の出版を行ってい
るところ、Xは専門的な教育を
受けたこともないことからする
と、Xが本社で編集業務を行う
のは容易ではないというべきで
あるし、営業にしても、Xはわず
かに他の業務と並行してこれを
行ったことがあるという程度で、
営業部への配置転換も困難と
いうほかなく、Y社の経営状況、
業務量、Xの経歴を考慮すれ
ば、Xの配置転換は著しく困難
であったといわざるを得ない。

解雇有効

勤務地限定契
約とは断じるこ
とができない
⇔長野分室が
存続する限り
勤務地を長野
分室とする意
思であったと推
認
→分室の閉鎖
がやむを得な
いからといって
当然に解雇が
有効とはなら
ない
→Xの経歴そ
の他の事情か
ら配転が著しく
困難
→結論として
解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に
関する当
事者の主

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判
断要素

解雇の効力に関する判断枠組
限定性が解雇の効力の判断に及

ぼす影響の有無・程度
結論 備考

16
シンガ
ポール・
デベロッ
プメント銀
行（仮処
分異議申
立）事件・
大阪地決
平成12・
5・22労判
786号26
頁

地位保全
仮処分

判例集で
は省略さ
れている
ため、不
明。

○（勤務
地は大阪
支店に限
定）

・在日支店における
従業員は、各支店
独自に支店所在地
近郊の居住者から、
採用支店に勤務地
を限定して採用して
おり、大阪支店では
中途採用が中心で
あった。
・Xら両名も中途採
用であり、大阪支店
で雇用する旨明記し
た書面による申入れ
を承諾してY銀行に
雇用された。

①人員整理の必要性が存する
こと
②人員整理の手段として解雇を
選択することの必要性が存する
こと（使用者が、解雇回避のた
めの努力をしたこと）
③被解雇者の選定が合理的で
あること
④解雇の手続が妥当であること
（使用者が労働者や労働組合に
対して、人員整理の必要性等に
ついて説明や協議を行ったこと
→「解雇が有効か否かはこれら
の要件該当性の有無、程度を総
合的に考慮して判断されるべき
であると解する。」

②について
「大阪支店の従業員は近郊居
住者から勤務地を大阪支店と
明示して採用されていること
（通常は、使用者側の配転命
令に対し、労働者側からの勤
務地限定の合意があったと主
張される根拠となりうるもので
ある）・・・などを総合すると、大
阪支店は、東京支店とは独立
して別個に運営されており、少
なくとも一般の従業員に関して
は配置転換も予定されてはい
なかったというべきである。
　そうすると、両支店の一体関
係を理由として、債務者が東京
支店でも希望退職者募集の措
置を取るべきであったと認める
ことはできない。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の
程度及び
判断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

17
シンガ
ポール・
デベロッ
プメント銀
行（本訴）
事件・大
阪地判平
成12・6・
23労判
786号16
頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの
確認請求

・限定性については当事
者間に直接の争いはな
い。（但し、解雇回避努力
については、以下の通り
の争いがある。
　
労：
Xらを東京支店に配転す
ることにより、Xらの解雇
を回避することは当然に
なしえたし、東京支店に
おいても希望退職を募る
などして、Xらの配転を実
現するための努力を尽く
す義務があったというべ
きである。

使：
東京支店従業員は東京
支店の業務に習熟してお
り、取引先とも人的な関
係を築き上げているので
あって、東京の業務に習
熟していない大阪支店従
業員の雇用を確保するた
めに、東京支店従業員を
辞めさせる理由は全く見
当たらない。また、希望退
職を募っても空きポジショ
ンが生じる保証はなく、仮
に空きポジションが生じて
も、Xらが担当しうるポジ
ションとは限らない。）

○（勤務地
は大阪支
店に限定）

「Y銀行に
おいては、
その従業
員を各支
店におい
て独自に
雇用し、雇
用した従
業員につ
いては、就
業場所が
雇用した
支店に限
定されてい
る」との認
定あり。

①人員整理が必要
であること
②解雇回避の努力
がされたこと
③被解雇者の選定
が合理的であること
④解雇の手続が妥
当であること
→「当裁判所もいわ
ゆる整理解雇につ
いては、右四要件該
当の有無、程度を総
合的に判断してその
効力を判断すべきも
のと思量する。」

②および③について
「本件解雇は、Y銀行の大阪支
店閉鎖に伴うものであるところ、
支店を閉鎖するかどうかという
判断は企業主体たる使用者が
その経営責任において行うとこ
ろであるが、だからといって、そ
の支店の従業員を直ちにすべ
て解雇できるということにはなら
ない」「Y銀行においては、その
従業員を各支店において独自
に雇用し、雇用した従業員につ
いては、就業場所が雇用した支
店に限定されていると認められ
るものの、支店で雇用したと
いっても雇用契約はY銀行と交
わされたものであるし、就業場
所の限定は、労働者にとって同
意なく転勤させられないという
利益を与えるものではあるが、
使用者に転勤させない利益を
与えるものではないから、右事
実があるからといって、人員整
理の対象者が閉鎖される支店
の従業員に自動的に決まるも
のではない。」

解雇有効

・なお、解雇回避努
力にかかる当事者
間の争いについて、
裁判所は「Y銀行が
東京支店において
希望退職の募集をし
なかったことは不当
とはいえないので、
東京支店に欠員が
ない以上、Xらを東
京支店へ転勤させる
には、東京支店の従
業員を解雇するより
ほかない。しかし、X
らを東京支店で勤務
させるには、転勤に
伴う費用負担が生じ
るばかりでなく、東京
支店でその業務に
習熟した従業員を辞
めさせたうえで、業
務内容によっては習
熟していないXらを
担当させることにな
るのであって合理性
がない」との判断を
行っている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要素
解雇の効力に関する

判断枠組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・

程度
結論 備考

18
ワキタ（本
訴）事件・
大阪地判
平成12・
12・1労判
808号77
頁

従業員た
る地位確
認等請求

使：
・本件解雇理由は、Xは、英
文タイプの専門職として書
類作成事務に従事してきた
ところ、英文タイプの必要が
無くなったこと、加えて国際
営業部の業績不振によるX
の担当業務が減少したこと
によりXが余剰人員となった
ことから、Y社がXを雇用す
る必要がなくなったことであ
る。
・Xの場合、従前の業務内
容、Ｘの労働条件の特殊
性、Ｙ社の営業内容等に鑑
み（特に、英文タイプや貿易
事務関係の書類作成業務
は、Y社では唯一の部署が
右国際営業部である）、他
部署への適応能力上、配置
転換は困難であって、Y社の
事業内容と事業所配置等の
関係上、転籍、出向、派遣
の雇用作出策を取ることも
困難である。

△（英文
タイピスト
として雇
用）

・Xは、英文タイピストとして
雇用された者で、英文の書
簡や見積書などの海外取
引用書類を英文タイプライ
ターを用いて作成する業務
を行ってきた
（→ここ10年来は、これらの
書類を初心者でも容易に作
成することが可能となり、英
文タイプの必要がなくなり、
専門的な技能を必要としな
くなり、さらに、昨今の営業
不振やＥメールの普及など
のため、書類作成事務は
減少し、専門的に文書作成
を担当する従業員を置く必
要性は必ずしもなくなり、ま
た、他の部署においても英
文タイピストの必要はなく、
英文タイピストたるXは余剰
人員化した）
・Xは、パソコンの導入後
は、これによって海外取引
用書類の作成を行ってきた
が、その内容は、定型的補
助事務といってよい。

①人員整理の必要
性
②人選の合理性
③解雇回避努力の
履践
④説明義務の履践
など
→以上が考慮要素
として重要なものと
いうべき

③につき、
・Xが、英文タイピストと
して雇用されたのに、そ
の専門性を失い、業務
量の減少の中で、余剰
人員化していたことを認
めることができるが、余
剰人員化したというだけ
で解雇できるものでは
ない。
・Xは、相当以前から、
一般補助事務要員とし
ての業務を行っていた
ものであって、一般補助
事務要員としてであれ
ば他部署に配置するこ
とも可能であったという
ことはでき、また、解雇
回避のためには、Xをフ
ルタイム労働者に職種
変更することも考えられ
てよく、配転の可能性が
なかったとはいえない

解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の
主張

限定性に関す
る明示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に関する
判断枠組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・

程度
結論 備考

19
ミニット・
ジャパン
事件・岡
山地倉敷
支決平成
13・5・22
労経速
1781号3
頁

雇用契約
上の地位
保全等仮
処分

使：
・Xが就労していた倉敷
地域では全店舗が閉鎖
となり、唯一転勤先とし
て考えられたのが御殿
場のセントラルリペアセ
ンターであったが、従前
に、オペレーターへの降
格を受け入れてまで大
阪への異動を拒否して
いることから、Xが大阪よ
りはるかに遠方の御殿
場への転勤に応じること
はあり得ないと判断した
（ため、御殿場への異動
の打診はしなかった）

△（ＸはY社か
ら大阪事務所
への異動内示
をうけた際、こ
れを拒否し、
スーパーバイ
ザーからオペ
レーターに降
格されても良
いので岡山地
区で働きたい
と申し出、Y社
はこれを容れ
てXは岡山地
区で就労を継
続してきた）

・XはY社から大阪事
務所への異動内示を
うけた際、これを拒否
し、スーパーバイ
ザーからオペレー
ターに降格されても
良いので岡山地区で
働きたいと申し出、Y
社はこれを容れてX
は岡山地区で就労を
継続してきた

①人員整理の必要
性
②人選の合理性
③解雇回避努力の
相当性
④解雇手続の相当
性
（→上記四要件は、
いわゆる整理解雇
が権利濫用に該当
するかの判断をなす
に当たっての要素を
類型化した判断基
準に過ぎず、厳密な
意味での「要件」とし
たものではないと解
する）

③につき、
合理化の結果岡山・倉
敷地区ではXの就労す
べき店舗が無く、転勤の
可否についても検討した
が、岡山・倉敷の隣接地
区及びその他の地区と
も人員は希望退職の募
集及び業務委託化によ
り激減していて、Xの異
動を受入れる余地がな
く、また、Y社が敢えて御
殿場のセントラルリペア
センターへの転勤を命じ
なかったことには相応の
合理性がある

解雇有効

勤務地限定
とまでは明
言しない
が，労働者
が過去に遠
隔地への異
動の内示を
拒否し，使
用者がこれ
に配慮した
という経緯
を考慮した
事案
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に
及ぼす影響の有無・程度

結論 備考

20
厚木プラ
スチック
関東工場
事件・前
橋地判平
成14・3・1
労判838
号59頁

労働契約
上の地位
確認等請
求

使：
・Xは半日パートとして雇用した
（→半日パートが従事していた生産ライ
ンでの製品の検査を機械化したために
半日パートが剰員になったことを理由と
する解雇である）
・Xは，勤務地を関東工場に限定して採
用され，また住所も前橋市にあるのでY
社の東京本社，東京工場又は九州事業
部などに配置転換することも不可能であ
る
・関東工場内においても，Xの能力からし
てXを機械の操作をする正社員に切り換
えることはできず，当時，準社員にも欠
員がなく，製品検査のアルバイトは夜勤
を専らとし，女性であるXをそのアルバイ
トに切り換えることは当時の労働基準法
上できない

労：
・関東工場では，退職する準社員が多
かったので，準社員に欠員が出ることが
見込まれていたこと、また，本件解雇後
も，Y社は，製品検査，オペレーター補助
等の昼間のアルバイトの募集もしてお
り，Xを解雇せずにアルバイトへ転換す
ることも可能であった
・Y社は，Xを東京工場に配置転換するこ
とが可能であった

○（勤務
地を関東
工場に限
定し，１日
３時間４５
分勤務の
半日パー
ト従業員
としてY社
に雇用さ
れた）

・Xは，勤務地を関東
工場に限定し，１日３
時間４５分勤務の半
日パート従業員として
Y社に雇用された
・Xを含む半日パート
従業員は，Y社におい
て臨時従業員の一種
であると位置づけられ
ており，正社員ではな
い準社員，アルバイト
及びフルタイムパート
と比べても，その処遇
や採用の経緯に照ら
し，臨時職としての性
質の強い職種であっ
たといえる

①人員削減の
必要性
②解雇回避努
力
③人選の合理
性
④解雇手続の
相当性
（→本件解雇に
ついては整理
解雇の法理の
適用ないし準
用があるもの
の，正社員や
準社員等との
取扱いの差異
等から，半日
パートの職種
自体の廃止の
必要性など整
理解雇の個々
の要件を検討
するにあたって
は，正社員や
準社員等を整
理解雇する場
合とは自ずか
ら差異が認め
られる）

②につき、
・Xは，関東工場に限定してY社
に雇用され，前橋市に居住して
いたことから，関東工場以外の
部署である東京本社，旧東京
工場，九州事業部のいずれか
に配置転換することは，Xの都
合や交通費，住宅費といったコ
ストの面に照らし，事実上不可
能というべき
・関東工場の他種類の従業員，
すなわちアルバイトないし準社
員への転換についても，アルバ
イトについては，重量のある物
を運搬する業務が含まれてい
るか，専ら夜勤であるため，女
性であるXをアルバイトに配置
転換することは不可能であり，
準社員については，機械化の
影響で準社員自体にも剰員が
あることや，Xの仕事振りからす
ると，やはり準社員への配置転
換はできないものといわざるを
得ない。
・正社員についても、採用の方
法や従事する業務の内容等の
点で，準社員，アルバイト，半
日パート従業員との違いが大き
過ぎて，Xを正社員としなかった
ことが不適切であるとはいえな
い

解雇有効

勤務地
(関東工
場）およ
び職種
（半日
パート）の
それぞれ
が限定さ
れていた
事案
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事件名
請求原
因等

限定性に関する当事者の主張

限定性
に関す
る明示
の有無

限定性の程度およ
び判断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす
影響の有無・程度

結論 備考

21
鐘淵化学
工業（東
北営業
所）事件・
仙台地決
平成14・
8・26労判
837号51
頁

雇用契
約上の
権利を
有する
地位保
全仮処
分

労：
・Y社は，Xの雇用を確保すべくA社への出向を打診，検
討すべきであったにもかかわらず，そのような打診，検
討をせずにXを解雇した。Y社は，XをA社へ出向させて
いたこともあったので，そのような対応をとることは可能
であった
・地域職は勤務地が限定されるという意味に過ぎず，職
種や所属事業部まで限定されるものではないので，東
北営業所を廃止するからXらの仕事がなくなるというもの
ではなく，解雇の理由にならない

使：
・Y社は，Xの雇用の維持を図るため，Xが転居を伴わず
に勤務することが可能な関連会社B社，C社，D社塩竈
営業所及びE社東北営業所に，Xの受け入れを打診する
など努力したが，Xを受け入れられる状況にない
・経営改善策の内容は，A社の人員削減を含む抜本的
損益改善策であり，同社はXの受入れ不可
・Y社は，Xの雇用を維持するための選択肢として，関西
圏の関係会社における再雇用の提案のほか，Xの職種
を「地域職」から「総合職」に転換し，転居を伴う転勤をし
た上でXの雇用を継続するという提案をしたが，Xがあく
まで地元以外の地で勤務する考えはないとしてこれらの
提案を拒否した
・担当業務がなくなるA社従業員につき、Y社では，人件
費をY社の東京本社が負担するかたちで，Y社東京本社
及びF社に逆出向させるなどして，できうる限りその雇用
の維持を図った。しかし，転居を伴わない範囲の事業場
での勤務に限定された地域職として東北営業所の管理
業務を行ってきたXらについては，他の事業場への転勤
も不可能であり，かつ，Xらが転居せずに勤務可能なY
社の関連会社からはいずれもその受入れを拒絶され，Y
社は解雇せざるをえなくなった

○（地
域職の
勤務地
は，転
居を伴
わない
範囲の
事業場
に限定
される）

・社員就業規則
によれば，「地域
職」とは一定範囲
の職務に習熟
し，主に定常的な
業務において，
実務力の向上を
はかりながら組
織に安定的に貢
献することを任務
とする職群をいう
とされる。そして，
地域職の勤務地
は，転居を伴わ
ない範囲の事業
場に限定される。

①人員削減
の必要性
②解雇回避
努力義務の
履行の程度
③人選の合
理性
④解雇手続
の相当性
（→以上の観
点から総合
的に検討した
上で，整理解
雇がやむをえ
ないものかど
うかを判断す
る）

②につき、
・A社およびY社住宅資材部営業グループ
（東北）への出向・転籍につき，Y社が転籍
出向させることができないとしている理由
は，A社の従業員を営業職のみとするため，
Xらの従事していた業務に関連する仕事はA
社に存在せず，専門性が必須となる営業職
に職種転換するには相当な時間がかかると
考えていること等であるが，A社の営業職に
ついて何らかの特殊技能・資格等が不可欠
ではなく，Xらについては営業職に転換する
ことがおよそ困難と考えることはできず，少
なくとも営業職としての適性があるかどうか
を見極めるために営業職として試用するこ
とを検討すべきで，Y社はXらを関連会社等
に転籍出向等させる形でその雇用を維持す
るための努力が不十分であったと認められ
る
・Y社は、東北営業所を閉鎖して管理部門を
移管することにより勤務地が転居を伴わな
い範囲の事業場に限定されているXらの雇
用の場が失われるところ，「総合職」に転向
すれば配置転換により他の地域において雇
用の場が確保されるのであり，解雇を回避
するための「地域職」から「総合職」への転
向を打診したのに対し，Xらが東北での継続
勤務，職場確保を要求してこれを拒否し，
「総合職」への転向という雇用維持ができな
くなったと主張するが，Xらが上記提案に応
じる可能性が乏しいことは明白であったか
ら，関連会社等への転籍出向等というXらに
とって受け入れ可能な現実的方策を真摯に
模索したとは認めがたいY社が上記提案を
したからといって，解雇回避努力を行ったと
考えることはできない

解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主
張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影
響の有無・程度

結論 備考

22
東洋印刷
事件・東
京地判平
成14・9・
30労経速
1819号25
頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：
・印刷業界では、かつて熟
練工が行っていた作業
は、すべてコンピューター
技術によって機械で行わ
れるようになり、そのため
の設備費を中小規模の印
刷会社で対応することは
困難であるのが実情であ
り、新しい技術を40代、50
代の年齢の従業員が新た
に修得するのは非常に困
難であって、Xらが属する
電算室は、不採算部門で
あり、閉鎖することはやむ
を得ない
・本件解雇の前後に新た
に雇用した従業員は、い
ずれも営業社員であり、Y
社で稼働する営業社員
は、月100万円以上の粗利
益を条件に30万円の賃金
が保証された社員であり、
営業の経験を積んだ者で
なければノルマを達成する
ことはできない

△（一貫
して電算
室で勤務
してい
た，等）

・X1は、Y社入社後、営
業を担当した後、活版印
刷の進行を進める作業
課を経て、約四年間、営
業補佐の仕事をした後、
電算室に配転された
・X2は、Y社に入社し、営
業部で事務的な仕事をし
たり、写植の勉強をした
後、電算室に配属され、
それ以降、一貫して電算
室で勤務していた
・X3は、Y社入社後、活
版事業部の鉛版課に配
属され、一九年間、その
仕事に従事した後、活版
事業の縮小に伴い、電
算室に配属され、その勤
務を継続した
・X4は、Y社に入社し、活
版部門で和文タイプを用
いた原稿の入力オペ
レーターの仕事をした
後、活版部門の縮小に
伴い、電算室に配置され
た

①人員整理
の必要性が
存したか
②解雇回避
努力を尽くし
たか
③被解雇者
の選定が合
理的になされ
たか
④解雇手続
が妥当であっ
たか
（→以上の要
素を総合的に
判断するのが
相当である）

②につき、
・Xらの配転先として考えられるの
は、営業部門であったところ、Xら
は、X1を除けば、いずれも活版や電
算写植等の業務経験しかなく、外回
りの業務の経験がないこと、X1にし
ても、営業に約4年間在籍したとはい
え、補助事務をしていたに過ぎず、
新規の顧客開拓の業務経験はない
ことから、Y社において、Xらを営業
部門に配転することについて躊躇し
たことは、理解できないではないが、
Y社は業績不振であるとはいいなが
ら、余力のある企業なのであり、人
員削減の必要性はあるにしても、さ
ほどには差し迫っていなかったこと、
Y社は、新規の顧客開拓のために経
験を不問とする募集を行ったこと、X
らの誰が特に営業職には不適格で
あるかが明らかでないこと、一般的
に印刷業務の経験がある者が、営
業を行うことは可能であること等を考
慮すると、本件解雇に至る経緯の中
で、Xらを営業職に配転することが全
く検討されず、提案していないこと
は、人員削減の必要性の切実さの
程度とも相まって総合的に判断する
と、解雇回避努力を履践したと評価
することは困難である。

解雇無効

人員削減
の必要性
の程度が
高くない
との判断
が結論に
影響して
いると評
価する余
地もある
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判
断要素

解雇の効
力に関す
る判断枠

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

23
東洋水産
川崎工場
事件
（横浜地
川崎支決
平成14・
12・27労
判847号
58頁）

地位保全
等仮処分

労：
「Xら日給月給者
は・・・、月給者と同様
長期雇用システムの下
にある正規従業員であ
るから、Y社は、日給月
給者に対しても、月給
者に対するのと同様の
雇用保障義務を負い、
転勤、出向、転籍など
あらゆる手段を講じて
雇用を保障すべきであ
る」

使：
「日給月給者は、川崎
工場で採用され同工場
で勤務することを前提
とした社員であるた
め、通勤可能で、現在
の内容に近い仕事の
できる職場を候補とし
て検討し・・・た。Y社
は、日給月給者につい
ては出向を検討してい
ないが、このことは月
給者と日給月給者の
会社における位置づけ
の基本的な相違に基
づく合理的な理由のあ
る取扱いであ」る。

○（勤務地
は川崎工
場に限定）

・日給月給者は川崎
工場で独自に採用さ
れていた。
・就業規則上、月給
者とは異なり、出向
等を命ずることがあ
る旨の規定が存在
しなかった。
・過去において日給
月給者の転勤、出
向はほとんど実施さ
れてこなかった。

①川崎工
場閉鎖の
必要性
②解雇回
避努力の
履践
③労働者
への説明
義務
→「・・・等
の諸般の
事情を総
合考慮し
て判断す
るのが相
当であ
る。」

②について
「日給月給者は、川崎工場におい
て独自に採用され、また、就業規則
上、月給者とは異なり、出向等を命
ずることがある旨の規定が存在し
ないこと、過去において日給月給者
の転勤、出向はほとんど実施され
ていないこと等から考えると、労働
契約上、就業場所は川崎工場に限
定されていたものと考えられる。し
かし、このことは、日給月給者が、
その同意なく川崎工場以外の場所
で就業させられないというにとどま
り、同工場が閉鎖される場合にY社
が日給月給者に対して行うべき雇
用確保の努力の限度を軽減させる
理由となるものではないと解すべき
である。そして、Xらは、Y社と期間
の定めのない雇用契約を締結し、
これまで長年にわたり川崎工場で
就労してきたものであり、雇用継続
に対する期待は、月給者と異なるも
のではなく、また、Y社の経営状態
が悪化していたという事情もないこ
とからすれば、Y社は、川崎工場の
閉鎖にあたり、Xらに対し、できる限
りの雇用確保の努力をすべきであ
るというべきである。」

解雇有効

・解雇回避努力を尽
くす等、整理解雇の
要件を満たすものと
判断されたため、結
論は解雇有効。
・配転の可能性の有
無について、職種
（生麺等の製造業
務）の限定が影響し
た可能性あり。
・なお、解雇の有効
性判断にあたり「Y社
は、Xらに対し、相模
工場への転勤のた
めに要する転居費用
を会社が負担するこ
とを提案するほか、
退職する場合には会
社都合の退職金に
基本給の2か月分を
加算した割増退職金
を支払うこと、会社の
費用負担での再就
職支援会社の利用
を提案していること」
も考慮されている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者
の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に関す
る判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす
影響の有無・程度

結論 備考

24
大誠電機
工業事
件・大阪
高判平成
15・1・28
労判869
号68頁

雇用契約
に基づく
権利を有
すること
の確認等
請求

使：
・本件解雇当時本社
に勤務する従業員
は，本社業務に不可
欠な有資格者や熟練
工ばかりとなってお
り，希望退職を募る
条件はなく，Xら吹田
出張所勤務の従業員
を配置転換する余地
もなかった
・本件解雇は，吹田
出張所の閉鎖に伴う
同出張所勤務の従業
員全員の解雇である
から，人選に恣意が
入り込む余地はない

△（A社に
おける電
車車両の
誘導業務
等に従事
してきた）

・XらはA社における電
車車両の誘導業務等
に従事してきた
・（他方、）本件解雇後
にY社が本社に残した
従業員は，いずれも有
資格者や熟練工であ
るからY社の業務遂行
には不可欠な人材で
あった

①人員整理の必
要
②解雇に先立ち
これを回避する
ための方策を講
じるべき努力義
務
③人選が合理的
なものであるか
④当該解雇が恣
意的なものでな
いことを労働者
ないし労働組合
に納得させるべ
く説明や協議を
行うべきこと
（→これらの要件
に即し，かつ，最
終的にはこれら
の要件該当性の
有無，程度を総
合して判断され
るべき）

③につき、
・本件解雇は，Xらが従事していた
本件業務がY社からなくなったこと
に伴って，これに従事していたXら
を全員一律に解雇するというもの
であったから，その人選がY社の恣
意に基づいてなされたものというこ
とはできない
・本社勤務の従業員との関係でみ
ても，Y社は，かねてから退職勧奨
等を行うなどしていたのであるか
ら，さらに本社で退職者募集を行う
余地はなかったと考えられるし，本
件解雇後にY社が本社に残した従
業員は，いずれも有資格者や熟練
工であるからY社の業務遂行には
不可欠な人材であり，主として誘導
業務に関わってきていたXらとの比
較では代替性に乏しいものであっ
た
（→以上によれば，人選の合理性
も認められる）

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主
張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要
素

解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

25
東北住電
装事件・
長野地上
田支決平
成15・11・
18労経速
1857号27
頁

雇用契約
上の地位
保全仮処
分申立

使：
・採算面で信州工場を存
続させたままで事業展開を
することは困難であり、信
州工場を閉鎖することは適
正な経営判断である
・信州工場を閉鎖した後の
余剰人員については、東
北で雇用の場を確保して
おり、全員が東北へ異動し
たとしても充分に対応でき
る体制を整えている。しか
も東北へ転勤する場合の
諸条件も転勤者に厚く設
定しており、雇用確保の面
でも充分に配慮している
・信州工場を閉鎖する結果
として、東北への転勤を拒
否し、希望退職にも応じな
い従業員には、他に働くべ
き場所がないのであるから
解雇の対象となるのは当
然である

△（Xら
は、いず
れも信州
工場しか
有してい
なかった
Z社の従
業員で
あったも
のであ
り、およそ
信州工場
以外の勤
務地で働
くことを予
定してい
ない）

・Xらは、Z社に期間の定
めのない雇用契約により
雇用された労働者であっ
たが、Z社がY社に吸収合
併されたことにより、Z社
の全ての業務を承継した
Y社との間で、期間の定め
のない雇用契約を締結し
た
・Xらは、いずれも信州工
場しか有していなかったZ
社の従業員であったもの
であり、およそ信州工場以
外の勤務地で働くことを予
定していない（Z社の就業
規則には、転勤について
規定があり、転勤の取扱
いについては、別に定め
ると規定されているもの
の、別の定めはない）

①整理解雇を
行わなければ
企業経営が危
殆に瀕するよう
な差し迫った事
情が存在するこ
と
②解雇回避努
力が行われた
こと
③事前に充分
な労使協議が
行われたこと
④解雇対象者
の選定が合理
的な基準のもと
に行われたこと
(→以上の要件
がいずれも満
たされる必要が
ある）

・Xらは、およそ信州工場以外
の勤務地で働くことを予定して
おらず、それを前提に生活設計
を立てているXらにとって，東北
の雇用場所での勤務は不可能
を強いるものであること、退職
する従業員に対して、通常の退
職金に相当の上積み補償を行
うとしても、あくまで一時的なも
のであり、雇用によって得られ
る賃金の総額には到底及ばな
いものであること、転職支援会
社による再就職援助制度は従
業員が退職した後に行われる
ことが前提であり、この制度を
利用したとしても再就職ができ
るかどうか不確実であること、し
かもY社がこの制度を考えるよ
うになったのは、本件仮処分の
申立てが行われた以降のこと
であり、Xらに対して制度の内
容を理解してもらうには至って
ないこと、以上の事実からすれ
ば、Y社が解雇回避努力を尽く
したとは認めることはできない。

解雇無効

「人員を
削減する
必要が
あったか
否かは疑
問」また
「希望退
職者を募
集するな
どの措置
は一切採
られてい
ない」とし
た上で、
配転可能
性につい
ては特に
言及せず
に、解雇
無効と結
論
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力の
判断に及ぼす影響の有

無・程度
結論 備考

26
パソナ（ヨ
ドバシカメ
ラ）事件・
大阪地判
平成16・
6・9労判
878号20
頁

損害賠償
請求

＊Y1社との労働契約においては，Xの就業場所が
Y2社店舗に，職種が商品販売業務に限定されてい
たことについては、当事者間に争いなし

使：
・(上記限定を前提に)本件業務委託契約が解除され
た以上，前記販売業務に限定して採用する予定の
者については従事予定業務が消滅し，Xを就労させ
ることは不可能
・本件は，本件業務委託契約の解除によってXらの
従事予定の業務が消滅したことに基づく採用内定の
取消しであって，人員整理の必要性を満たしている
・（上記限定を前提に）従事予定の業務が消滅して
しまった以上，他に配転するなどの内定取消しを回
避する手段はない
・上記のように従事業務と就業場所が限定された者
について，他の就業先を確保する義務があるとはい
えない
・対象人員の選定に関し，本件が従事予定の業務
の消滅に起因する以上，当該業務に従事予定の者
を対象とするのが相当であり，他の業務に従事する
者や他の業務の内定者を対象とすることは，到底相
当性が認められないので，Xらを内定取消しの対象
とせざるを得ないことは当然

労：
・Y1社のような大手派遣会社であれば，Xに対し，同
種の業務や就業場所を確保し，解雇を回避すること
は容易にもかかわらず，全くの異業種の仕事を１件
紹介したのみで，他に解雇を回避する努力を何らと
ることなく，Xを解雇した

○（Xの就
業場所が
Y2社店舗
に，職種
が商品販
売業務に
限定され
ていたこ
とについ
ては、当
事者間に
争いなし）

・Y1社との労働契約に
おいては，Xの就業場
所がY2社店舗に，職
種が商品販売業務に
限定されていたことに
ついては、当事者間に
争いなし
→Y2社が，Y1社に対
し，Y1社の従業員が
Y2社店舗において販
売員として就労するこ
とを拒絶したのである
から，Xが，Y1社との
労働契約に基づき，
Y2社店舗で販売員と
して就労することは社
会通念上不能となって
おり、しかも，就業場
所・職種を限定する特
約が存在する以上，
Y1社が，Xに対し，他
の就業場所や他の職
種での就労を命じるこ
ともできない

留保解約権に
基づく採用内定
の取消しは，当
該事由を理由
として採用内定
を取り消すこと
が解約権留保
の趣旨・目的に
照らして客観的
に合理的と認
められ，社会通
念上相当として
是認することが
できる場合に許
されるというべ
きである

・Y1社との労働契約に
おいては，Xの就業場
所がY2社店舗に，職
種が商品販売業務に
限定されていたことに
ついては、当事者間
に争いなし
→Xの採用が内定した
と考えられる本件研修
の後，本件業務委託
契約が不成立となるこ
とが確定し，限定され
ていた就業場所・職種
でのXの就労が不能と
なった以上，留保解約
権に基づき，Xの採用
内定を取消したこと
は，解約権留保の趣
旨・目的に照らして社
会通念上相当として
是認することができる
から，Y1社による解約
権の行使は適法かつ
有効であるといわなけ
ればならない。

解雇有効

・(偽装？)
請負契約
の，派遣
元と派遣
先との契
約不成立
に伴う内
定取消

・勤務地
および職
種のそれ
ぞれにつ
き限定あ
りの事案
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

27
東光パッ
ケージ事
件・大阪
地決平成
17・5・12
労経速
1948号25
頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位保全
等仮処分
命令申立

＊Xらはデザイナーとして職種を限定して採用され
た専門職の従業員として、Y社デザイン室で勤務し
ていた点につき争いなし

使：
・本件は、デザイン部門の廃止による、デザイナーと
して職種を限定して雇用したXらの解雇であり、整理
解雇法理の適用につき、格別の考慮が必要である
・役員報酬の現状維持又は減額につき、本件解雇
がY社全体の業績不振による整理解雇ではないの
で、解雇回避措置として実施する義務はない
・希望退職者の募集につき、本件では社員全体に
対して実施する義務はなく、デザイン室所属社員に
限定して希望退職者を募集する義務があるといえる
が、そのような社員はXらしかおらず、Xらの対応か
らすれば、希望退職者募集による解雇回避は、明ら
かに期待不可能であった
・配置転換については、Xらがデザイナーとして職種
を限定して雇用された専門職社員であり、Y社にお
いてデザイン室以外にデザイナーの配転先がない
ことから、解雇回避措置として実施する義務はない
・本件では、廃止するデザイン部門に所属する全員
であるXら解雇したのであり、被解雇者選定の相当
性がある

労：
・本件解雇が一部門の廃止に基づく当該部門に所
属する職種限定の専門職社員の解雇であるからと
いって、整理解雇の四要件が大幅に緩和されるも
のではなく、それを検討する際の一事情にすぎない

○（デザ
イナーと
して職種
を限定し
て採用さ
れた専門
職の従業
員として、
Y社デザ
イン室で
勤務（争
いなし））

・Xらはいずれもデザ
イナーとして職種を
限定して採用された
専門職の従業員とし
て、解雇されるまでY
社デザイン室で勤務
していたことについて
は争いがない

・経営上の必
要性
・解雇回避努
力
・手続の相当
性

・Xらはデザイナーという
職種を限定して期間の定
めがなく採用されている
ため、Y社においてデザイ
ン室を廃止する、すなわ
ち、デザイナーという職種
を廃止することが直ちにX
らの解雇につながる以
上、Y社において、デザイ
ン室を廃止するのがやむ
をえない状況になったと
しても、それを理由にXら
を解雇するにあたって
は、Y社において、Xらの
解雇を回避する努力を尽
くしたと評価できる場合で
なければならないという
べきである
・デザイン室の廃止が即
Xらの解雇につながるお
それがあったのであるか
ら、Y社としては、Xらに対
し、デザイン室の廃止を
回避する方策をとる機会
を与えるべきであった
が、前記事情を総合すれ
ば、それに対する十分な
機会を与えたと評価する
ことはできない

解雇無効

限定性と
解雇回避
努力の関
係という
より、経
営上の必
要性にか
かる疑問
が解雇無
効の結論
につな
がってい
ると評価
する余地
もある
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要素
解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力の判断
に及ぼす影響の有無・程度

結論 備考

28
大隅事
件・東京
地判平成
23・2・7労
経速2106
号19頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：
・Xは，コンビニエンスストアの
アルバイト店員であり，他の職
種に転用することは困難であっ
た
・本件店舗のアルバイト店員に
ついては，全員，勤務地が本
件店舗であることを前提に採
用した
（→Y社は，今回の件でアルバ
イト店員全員を公平に解雇して
いるのであって，人選に誤りの
生じる余地はなく，人選の合理
性が認められるというべきであ
る）

労：
・Y社は，本件店舗以外にもフ
ランチャイズ店を多数経営して
おり，現に，XをＥ店で勤務させ
る予定であったのであり，ま
た，Y社代表者やその親族が
代表を務めるA社，B社等の関
連会社に転籍させることも可能
であったのであるから，会社間
で人材の交流は可能であった
（→必ずしも人員削減の必要性
があったとは認められないとい
うべきである）

○（本件
契約に
は，就業
場所の限
定が付さ
れていた
と認めら
れる）

・（Xは，本件契約には就業
場所の限定が付されていな
かった旨を主張するが）
Y社が経営するコンビニエン
スストアの各店舗において，
アルバイト店員の採用権限
は店長にあること，労働条件
通知書には，就業場所が具
体的な店舗を示す形で特定
されている一方で異動があ
り得る旨の記載はないことに
照らすと，本件契約には，就
業場所の限定が付されてい
たと認められるのであり（他
に，「コンビニエンスストアに
おける店のレジ，接客，販売
管理業務」という職務内容の
限定も付されていたことが認
められる。），就業場所や職
務内容に限定がなく，異動
のある正社員とは，採用形
態や処遇，予定する職務内
容が異なっていたことは明ら
かというべきである

・人員削減の
必要性
・人選の合理
性
・解雇回避措
置の相当性
・手続の妥当
性

・（Xは，（ａ）本件店舗以外の
コンビニエンスストアにXを異
動させることや，（ｂ）Y社代表
者やその親族が代表を務め
る会社にXを転籍させることも
可能であったことを主張する
が）
（ａ）については，現実にXの
希望を勘案して提案がなされ
ている以上，実質的な解雇回
避措置としての検討・提示は
なされているということがで
き，（ｂ）については，コンビニ
エンスストアのアルバイト店
員として採用され，月に数回，
主として深夜業務に従事し，Y
社が夕方勤務を提示したこと
にさえ，場合によっては健康
まで害する可能性があるとし
て強く異を唱えていたXが，給
食業務やホテル業務を主とす
る会社において稼働する適性
を有しているとは限らず，むし
ろ，現実的な選択肢とは思わ
れないのであって，Y社がこれ
をXに提示しなかったからと
いって，解雇回避措置として
不十分ではない

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に関
する明示の
有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力
の判断に及ぼす影響の

有無・程度
結論 備考

29
全国農業
協同組合
連合会事
件・宇都
宮地決平
成23・3・
30労経速
2108号3
頁

労働契約
上の権利
を有する
地位保全
仮処分命
令申立

労：
・本件と同様の事案において、他県
では在籍出向と同様の形式で対応
した例があり、職種限定契約におい
ても配置転換は可能
（→Ｘらについては、在籍出向や配
置転換を十分に検討せず、解雇回
避努力を尽くしていない）

使：
・Xらの労働契約は、栃木県本部に
おける家庭薬配置事業に従事する
ための地域・職種を限定した配置員
としての労働契約で、労働条件等が
正社員とは大きく異なる
（→Aへの事業移管により栃木県本
部に家庭薬配置事業がなくなる以
上、配置員２４名全員が剰員となり、
人員削減の必要がある）
・配置員は、正職員とは異なる専門
職として採用され、その職種及び地
域を栃木県本部の家庭薬配置業務
に限定して労働契約を締結していた
（→栃木県本部において配置転換の
措置を執ることについては、配置員
の業務及び賃金制度の特殊性のほ
か、他の部門において要員の需要
がないことからしても、現実的可能
性はなかった）

△（栃木県
本部の機
構の中で、
生活部・生
活グルー
プ・配置薬
センターに
配属）

・配置員は、栃木県
本部の機構の中で、
生活部・生活グルー
プ・配置薬センターに
配属されていたが、
業務内容は正職員と
異なり、栃木県本部
の就業規則ではなく
栃木県本部家庭薬配
置嘱託規則が適用さ
れ、事業場外労働の
みなし労働時間制が
とられ、賃金体系も正
職員と異なり、栃木
県本部家庭薬配置嘱
託給与細則が適用さ
れ、業績給、勤続給、
歩合給等が支給され
ており、これまで栃木
県本部の他の職種に
配置転換されたこと
はなかった

①人員削減の
必要性
②解雇回避の
措置
③公正な手続
等
（→以上の観
点からして客
観的に合理的
な理由を欠
き、社会通念
上相当である
といえず解雇
権の濫用に当
たるかどうか）

・家庭薬配置業務に
従事する配置員の業
務内容及び労働条件
は正職員と異なるも
のであったことにか
んがみると、事業の
移管に伴いその事業
に関わる配置員を人
員削減の対象とする
必要性もあったという
ことができる

解雇有効

決定では、
栃木県本部
における他
職種への配
転について
は検討せず
（ただし、「Y
社が転籍以
外に在籍出
向、配置転
換その他の
措置を実施
しなかった
ことが当裁
判所の上記
判断を左右
するもので
はない」と
の記述に含
まれている
と評価する
余地もあり）
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事
者の主張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要素
解雇の効力
に関する判
断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

30
フェイス
事件・東
京地判平
成23・8・
17労経速
2123号27
頁

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：
・Ｙ社はＸを中国の現地
法人を経営することを内
容として採用したもので
あり，職種を特定した雇
用契約である
（→Ｙ社は，中国の現地
法人を経営させるという
職種に特定してＸを採用
したが，業績不振のた
め中国現地法人を売却
せざるを得なくなり，Ｙ社
においてＸが遂行する職
務が消滅しており，本件
解雇には合理的な理由
が存在する）

労：
・ＸとＹ社の間で，Ｘの職
種を中国現地法人の社
長に特定するとの合意
は一切なく，Ｘの採用
は，職種を特定した採用
ではない
（→本件において職種を
特定してＸを採用すると
いう合意は存在しない
から，Ｙ社が主張する，
Ｘの遂行する職種が消
滅したから解雇するとい
う本件解雇の理由はそ
の前提を欠いている）

○（Ｘは中
国の現地
法人の社
長という
職種を特
定されて
雇われ
た）

・ＸとＹ社の間で取り交わされた雇用契約書に
は，Ｘの勤務地，職種を特定する規程はない
・Ｙ社がＸに対して交付した採用通知書にも，Ｘの
職種を特定する規程はない
・ただし、採用通知書には，Ｘを２ヶ月後に中国に
赴任させること，給与は中国赴任前が年俸１１０
０万円，中国赴任後が年俸１２００万円と業績に
対する奨励金を与えることとされ，２ヶ月を超えて
もＹ社の事情によりＸの中国への赴任がなされな
い場合には，年俸を１２００万円とするとされてお
りＸの配属部署はＹ社のグループ戦略室，勤務
地は東京オフィスとされている
（→Ｘを中国の現地法人の社長とすることが明確
に記載されているわけではないが，その勤務条
件からして，Ｙ社がＸを在籍出向の形で中国に派
遣することを当初から予定していたことは明ら
か）
・稟議書によれば，Ｙ社がＸを採用した目的は，Ｙ
社の中国事業拡大に向け，中国の現地法人であ
るＡＭ社への派遣を視野に入れた人材として，Ｘ
を採用しようとしたこと，Ｘの学歴等からＸが保持
する同窓ネットワークに期待していたことが認め
られる
（→以上のようなＸの採用経緯，中国への派遣を
前提とした雇用契約の内容，Ｘに約束された高額
の報酬，採用後の勤務状況からすれば，Ｘは中
国の現地法人の社長という職種を特定されて雇
われたということができ，Ｘもそのことを認識して
いたといえる）
・Ｘは，中国の現地法人の社長の職務がなくなっ
たら解雇されるという話は聞いておらず，職種の
特定はされていなかったと主張するが，Ｘが主張
するような停止条件付き解雇の合意がなかった
からといって，Ｘの職種が特定されていなかった
といえるものではない

解雇が解雇
権の濫用に
当たるか否
か

・Ｘは，職種を特定されて採用されている
が，特定された職種が消滅した場合，解雇
するという合意まではされていない
（→しかし，採用の際に，将来の解雇を前
提として停止条件付き解雇の合意をするこ
とは現実的ではなく，かかる停止条件付き
解雇の合意がなかったことをもって，特定さ
れた職種の消滅に伴い解雇ができなくなる
ものではない）
・Ｘの職種が特定されていること，しかもそ
の職種が高度の専門的能力や経歴を要
し，高額の報酬が予定されているものであ
る以上，その当該職種自体が消滅した場
合，通常の従業員の解雇の場合とは異な
り，比較的容易に解雇が認められるものと
解すべき
・解雇に先立って，Ｙ社がＸに対して具体的
に配置転換の提案をしたような事実は認め
られないが，Ｘは，その人脈や専門的な能
力を買われ，中国の現地法人の社長という
職種を特定された上で，高額の報酬で雇わ
れている以上，特定された職種が消滅すれ
ば基本的には解雇されてもやむを得ない立
場にあり，Ｙ社が期待したＸの能力等は上
記のようなものであるから，これをＹ社の従
業員として活用をすることは困難といわざる
を得ない
・Ｘは，かかる能力等を買われて高額の報
酬で雇われている以上，それを発揮するこ
とができなければ，それに見合った報酬を
受け取る理由もなくなるものと思われるが，
Ｘは，Ｙ社の人事部担当者から，年俸が減
額される可能性があることを告げられた
際，これに応じられないと回答している以
上，Ｙ社においてＸを配置転換する現実的
な可能性はなかったものといえる。

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主
張

限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断要素
解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の
判断に及ぼす影響の有

無・程度
結論 備考

31
トムス事
件・札幌
地判平成
24・2・20
労経速
2139号21
頁

労働契約
上の権利
を有する
ことの確
認等請求

使：
・経営合理化策の結果、札
幌支店における営業事務
職の仕事がほとんどなく
なった
（→Ｙ社は、Ｘに対して配転
命令をし、その雇用を維持
しようとしたが、Ｘは、自ら
が勤務地限定採用社員で
あるという誤った考えに固
執し、同命令に応じなかっ
た）
・営業事務職の者を全く性
質や雇用契約の異なる営
業職に変更することはでき
ず、また、Ｘには営業職の
適性も能力もなかった

労：
・営業職の業務の一部を
営業事務職に委譲するこ
とは十分実現可能であっ
た
・Ｙ社札幌支店における営
業事務職の業務が減った
のであれば、労働時間及
び給与の一部削減をした
り、Ｘを営業職に転向させ
ることもできた

△（営業
事務職と
して雇用
契約締
結）

✕（勤務
地限定の
否定を前
提として
判断）

・Ｘは雇用期間の定めなく、就業場所を
Ｙ社札幌支店とし、業務内容を営業事
務職とする雇用契約を締結
・Ｙ社における営業事務職は、営業職の
社員のサポートをすべく、営業所内で顧
客管理及び金銭管理等の事務処理を
担当する一般職採用の社員
（→Ｘは、Ｙ社札幌支店において、営業
事務職として、無地衣料に関わる業務、
加工衣料に関する業務及び庶務に携
わってきた）
・「勤務地限定採用社員」というのは、Ｘ
がＹ社に雇用された後の改訂後の就業
規則に初めて記載された、異動を予定
しない社員
（→ＸがＹ社と交わした雇用契約書に
は、Ｘが勤務地限定採用社員である旨
の記載はないが、面談の際、Ｃ営業本
部長がＸから、「私って地域限定採用の
社員ですよね」と尋ねられて、「そうで
す、そうです」と答えたことがあった）
・Ｄ取締役は，Ｘと面談し、ＸがＹ社と交
わした雇用契約書にＸが勤務地限定採
用社員であるとの記載がなく、実態とし
てもＹ社に勤務地限定採用社員はいな
い旨のほか、転勤が業務命令となり、
拒めば解雇ともなり得る旨を述べた

解雇事由該
当性
（←労働者
側主張は，
整理解雇法
理を前提とし
た主張と読
めるが，判
決では整理
解雇法理に
は言及せず）

・（札幌支店の営業事
務職を廃するというＹ
社の方策が、およそ
経営判断としての合
理性を欠くものという
ことはできない→）
Ｘは、Ｃ営業本部長及
びＤ取締役から、東京
本社に転勤するという
提案を受け、さらにそ
の旨の配転命令（辞
令）を受けたのに、こ
れを承諾しなかったの
であるから、本件解雇
については、Ｙ社就業
規則所定の解雇事由
があるといわざるを得
ない
・（Ｘは、本件解雇につ
いて、人選の合理性
が認められないと主
張するが）
Ｙ社札幌支店で営業
事務職を執り行ってい
たのはＸのみであり、
その営業事務職を廃
することにしたのであ
るから、およそ人選の
余地はなかったといわ
ざるを得ない

解雇有効

・Ｘが勤務地
限定採用社
員であること
を肯定したＣ
営業本部長
の言辞はいさ
さか適切でな
いといえるも
のの、これに
ついてはその
後Ｄ取締役が
相応の説明
をしている
上、そもそも、
Ｘが異動を予
定しない社員
であるという
ことと事業の
縮小・休止等
によりＸを解
雇するという
こととは、直
接には関係し
ないことで
あって、前者
に関する説明
が適切でない
としても、後
者の手続が
妥当性を欠く
ということに
はならないと
いうべきであ
る
→勤務地限
定の否定を
前提とした判
断か
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度およ
び判断要素

解雇の効力に関
する判断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及ぼす
影響の有無・程度

結論 備考

32
クレディ・
スイス事
件・東京
地判平成
24・4・20
労働判例
ジャーナ
ル4号12
頁

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

労：
・Ｘは，前職において，スタッフマ
ネジメント及びプロジェクトマネジ
メントの十分な経験を有していた
（→Ｙ社は，株式ＧＭＡＧの空きポ
ストを有していたから，これをＸに
提示すべきであった。クォンツが
部門間を異動することはよくあり，
上記ポストをＸに提示することに
問題はなかった）
・本件解雇後に募集した債券ＧＭ
ＡＧのプログラマーのポストもＸに
提示されるべきであった。

使：
・リストラの結果，東京債券ＧＭＡ
Ｇにおいて，Ｘが従事していたディ
レクターのポジションはなくなった
（→人員削減の必要性あり）
・Ｙ社は，Ｘに対して，当時募集中
だったＩＴ部門の２つのポジション
を紹介したが，面接の結果，配置
転換に至らなかった
・スワップオプションの営業のポジ
ションの面接も情報提供したが，Ｘ
は面接に応じなかった
・クォンツが部門間を異動すること
はほとんどないため，Ｙ社は，Ｘに
対し，株式ＧＭＡＧのポジションを
提示しなかった

△（契約
書に「職
務：債券
本部ディ
レクター」
と記載）

・契約書に、「職
務：債券本部ディ
レクター」と記載
あり

・人員削減の
必要性
・解雇回避努
力
・人選の合理
性
・手続の相当
性

・Ｙ社は，Ｘの担当業務の必要性
がなくなったと主張し，グループに
おいて，新規モデル開発のプロ
ジェクト等をマネジメントするポジ
ションの必要性も低下してきたと認
められるが，かかる事情は，同ポ
ジションにある者の配転，降格の
必要性を基礎付けるものではある
としても，直ちに人員削減の必要
性を基礎付けるものとは言い難い
・グループの香港オフィスにおいて
は，株式ＧＭＡＧのポジションに空
きがあったから，Ｙ社において，こ
れをＸに提示することも考えられた
ところ，Ｙ社は，紹介しなかった理
由として，クォンツの部門間の異動
がほとんどないと主張するが，Ｙ社
株式部門と債券部門をまたぐ人員
異動は，数少ないものの，過去に
数例程度はあるし，グループは，
ＧＭＡＧの従業員に対して，異なる
商品分野を交替で担当することを
積極的に奨励していたのであるか
ら，株式ＧＭＡＧのポジションも少
なくともＸに対し提示することは十
分考えられたものというべきであ
る。

解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および
判断要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

33
学校法人
村上学園
事件・大
阪地判平
成24・11・
9労働判
例ジャー
ナル12号
8頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位地位
確認等請
求

使：
・ＹとＸとの間の雇用契約は，Ｘを健康福祉学科の教授
として同学科生活福祉専攻の専門科目を教授すること
を内容とする
・Ａ大学及び本校では教員の採用は学部学科毎に行わ
れ，学部学科をまたいでの異動は行われていない
・大学や短期大学の教員は研究業績等を基に専門分
野を判断し，当該専門分野の科目を担当する者として
採用されているのであって，教員間で代替性はない
・本校健康福祉学科生活福祉専攻の廃止に伴い同専
攻の専門科目を担当することを契約内容とするＸについ
て，他の学科などへの異動はあり得ない
（→ＹはＸに対し，他学科への異動についての意向打診
をしていないが，そのことが解雇回避努力を尽くさな
かったとして客観的に合理的な理由を欠き，社会通念
上相当でないと判断される場合に該当しない）
・キャリアサポートセンター等の教員担当は，本来教員
として学生に教授する業務が主であり，これに加え附随
的に校務を担当するのであって，これらの部署の業務
を行うことを主たる業務として教員を配置することはして
いない
（→キャリアサポートセンターへの配転を検討しなかった
ことは社会通念上相当性を欠くものではない）
・教員は専門分野における担当者として雇用されていて
教員間で代替性がないのであるから，希望退職者の募
集は適切な雇用調整措置となり得ない
（→希望退職者募集をしなかったことは社会通念上相
当性に欠けることはない）

労：
・Ｙ運営のＡ大学・Ｂ短期大学部の開講科目のうち，「児
童福祉」などは，Ｘの研究実績に照らし，十分に対応可
能な講座である

○（介護
福祉士養
成施設で
ある生活
福祉専攻
の教授と
いう職種
限定の合
意が成立
していた
ものと認
めるのが
相当）

・辞令には，「Ｙ教育職
員に採用する。Ｂ大学
短期大学部健康福祉学
科勤務を命ずる。教授
に補する。」と記載
・Ｙにおいては，学部・
学科毎に教員の採用が
行われ，各学部・学科
間で人事異動が行われ
ることはない
・生活福祉専攻は，介
護士養成施設であり，
その教員には特定の科
目を教授する能力が要
求される
→Ｙは，介護士養成施
設である生活福祉専攻
において「社会福祉論」
などの特定の科目を教
授する教員として能力
があることを前提として
Ｘを採用し，Ｘもこのこと
を十分認識していたと
認められ，ＸとＹとの間
の雇用契約は，介護福
祉士養成施設である生
活福祉専攻の教授とい
う職種限定の合意が成
立していたものと認める
のが相当

①人員削減
の必要性
②使用者が
解雇を回避す
るために必要
な措置を尽く
したか否か
③被解雇者
選定が妥当で
あったか否か
④手続が妥
当であったか
否か等
（→諸事情を
総合勘案して
判断するのが
相当）

②につき、
・職種限定の合意に加え，大学
教授は，講義科目の担当能力
について，それに見合う一定の
専門性が要求され，教員が担
当できる科目は自ずと限定され
るところ，Ｘが他学部である幼
児教育学科や社会福祉学科健
康栄養専攻において，教授とし
て教授する能力があるとは認
められないから，Ｙには，Ｘを他
学部に配置転換等の措置を講
じる義務もないというべき
・仮にＹの学部・学科の一講座
としてＸが担当可能な科目が存
在するとしても，ＹはＸを一つの
学科・専攻の教授として採用し
たのであり，それ以外の職種で
採用したものではないから，こ
れらの科目についてＸが担当可
能かどうかについてＹが検討す
る義務はない

③につき、
・ＸＹ間の雇用契約には，生活
福祉専攻教授という職種限定
の合意があり，大学教授の専
門性や生活福祉専攻と他学
部・学科との専門性の相違から
すれば，生活福祉専攻廃止に
伴って，他学部の教授ではな
く，当該廃止された学部（学科）
の教授であるＸを解雇の対象と
して選定したことには合理性が
認められる

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に関
する明示の
有無

限定性の程度および
判断要素

解雇の効力に
関する判断枠組

限定性が解雇の効力の
判断に及ぼす影響の有

無・程度
結論 備考

34
VICTORS
PORTS事
件・大阪
地判平成
25.3.8労
働判例
ジャーナ
ル16号6
頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：
・Ｘは，一従業員ではなくＡ営業所と
して採用されており，Ａ営業所を閉
鎖した以上，設立間もないＹ社本社
において担当するべき職務はなかっ
た
・Ａ営業所の所長であったＸが，Ｂ代
取の下で営業担当の一従業員とし
て小売店に対する地道な営業活動
に専念することは到底期待できず，
Ｙ社は，Ｘを営業担当の一従業員と
して雇用を継続することもできなかっ
た
・Ａ営業所を閉鎖した以上，削減の
対象となるのは，Ａ営業所に所属し
ていたＸ，Ｃ又はＤのいずれかしかな
く，人員削減の必要が生じたのは所
長であるＸの責任であるから，削減
の対象となる従業員はＸしかいな
かった

労：
・Ｘは，Ｙ社から雇用される際に，Ｂ
代取から，将来，Ａ営業所を開設す
る予定であり，その際には所長とし
ての仕事をしてもらう話をされていた
が，当初からＡ営業所長として雇用
されていたわけではない

✕（ＸがＹ
社との間
で締結し
た雇用契
約におい
てはＸの業
務内容が
Ａ営業所
長と定めら
れている
（→勤務地
限定の合
意までは
ないとの
認定））

・ＸがＹ社との間で
締結した雇用契約
においてはＸの業
務内容がＡ営業所
長と定められてい
る
・Ｘは，Ａ営業所を
設立した後はＡ営
業所長に就任する
ことが予定されてい
たが，会社設立時
のＸの肩書は管理
部支店長であり，
大阪本社に勤務し
ていた

①人員削減の
必要性
②解雇回避努
力を尽くしたか
③被解雇者選
定の妥当性
④手続の妥当
性等
（→以上を総
合考慮して判
断するのが相
当）

②につき、
・Ｘの雇用に関しては
勤務地限定の合意は
なく，Ａ営業所が設立
されるまでは大阪本
社で勤務していたこ
と，Ａ営業所長に就任
することを前提に雇
用されているが，他
の従業員とともに営
業活動を行っていた
ことからすると，営業
担当の社員として大
阪本社に配転するこ
との検討の余地がな
いとはいえない

解雇無効

使用者側
の勤務地
限定・職
種限定→
営業所閉
鎖による
解雇の主
張に対
し，判決
は限定の
合意を否
定
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事件名
請求原
因等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判
断要素

解雇の効力
に関する判
断枠組

限定性が解雇の効力の判断に及
ぼす影響の有無・程度

結論 備考

35
PwCフィ
ナンシャ
ル・アドバ
イザー・
サービス
事件・東
京地判平
成15・9・
25労判
863号19
頁

地位確
認等請
求

使：
・新設したＭ＆Ａアドバイザリーグループ部門に所属
できるのは，必要な専門能力を有する者のみであっ
たが，XはＭ＆ＡＡ部門で要求される専門知識及び能
力を持ち合わせておらず，職場がなくなった
・Y社における他部門は高度に専門化し，経験者・専
門家のみを採用しており，他の部門で必要な実務経
験，十分な知識，マネジメント能力及びコンサルタント
としての素養を欠くXの配置転換は困難
・Y社のように高度な専門家集団において，社員全員
に対して一律の希望退職者募集の実施は非現実的
・Y社が社員を採用する際，当初から専門家としての
能力の発揮を前提とし，Xも，当初から部門で必要な
能力を備えた経験者として採用し，即戦力を期待され
る見返りに，高額の年俸が支払われていた
→終身雇用制を前提とし，徐々に専門知識や技術を
身につける日本の従来型雇用形態とは，著しく異な
る
・Y社は，Ｍ＆Ａ部門を増強する必要で，Xが十分な能
力を発揮することを期待し，年収1100万円で採用した
→Xに対する要求水準が極めて高い

労：
・Xの他部門への配転可能性が，どのように検討され
たのか，全く不明
・Y社のＡＩＭＳ部門以外の部門は，その業務が相互
に関連，重複し，Xは，これらの部門で業務を遂行す
る能力を有していた
・Y社では，部門間の異動が頻繁かつ大規模に行わ
れている
・Ｍ＆ＡＡ部門はＩＢ部門を名称変更したものにすぎ
ず，独自に要求される専門能力は観念し得ない
・Y社は，年功序列の組織構成で，人事異動や評価
も，人的要素を重視した主観的な判断に基づく
→能力不足による解雇が認められるためには，一般
の裁判例と同様，著しく能力が劣り，しかも向上の見
込みがないことが必要というべき

△（マ
ネー
ジャーと
して採
用）

・Xは人材紹介会社の紹介によ
り，Y社の採用面接を受けた
・Xは，A社の営業を１年，B社の
経営企画を３年経験していたに
すぎず，コンサルティング業務
に必要な実務経験が十分とは
いえなかったが，ＭＢＡ資格を
取得する見込みであり，既に米
国公認会計士の資格を有して
いた
・Y社は，Xをマネージャーとして
採用することとし，Xに対し，一
般的なマネージャーの平均年収
１０００万円を上回る１１００万円
という年収額を提示した
・Y社から採用されるに当たっ
て，一部の者からマネージャー
としての能力があるとの評価は
受けていなかった

・ＩＢ部門所属の社員のほとんど
が，ＢＲＳ部門，Ｖ＆Ｓ部門，Ｍ
＆ＡＡ部門に配置転換となって
おり，ＩＢ部門でノンバンクの案
件を担当していた２名も，ノンバ
ンクの部門がないＭ＆ＡＡ部門
に配置転換となっていること，Ｍ
＆ＡＡ部門が閉鎖された現時点
においても，Y社は，Ｖ＆Ｓ部
門，ＢＲＳ部門で，手法は異なる
もののＭ＆Ａの案件を取り扱っ
ており，Ｍ＆Ａの市場は，我が
国においても広がっているとし
て，Y社としても同分野での業務
展開を志向している

整理解雇とし
ての解雇の
有効性につ
き…
・人員削減の
必要性
・解雇回避努
力義務（配置
転換の可能
性，他の経
費項目の削
減，退職勧
奨及び割増
退職金の提
案）
・被解雇者選
定の合理性

能力不足とし
ての解雇の
有効性につ
き…
・就業規則
（就業態度若
しくは能率が
著しく不適当
であると認め
られた場合）
該当性→客
観的合理的
理由の有無

解雇回避努力義務および能力不
足解雇の就業規則該当性につき，
左記認定した要素から
→Y社に採用された時点で，Xに金
融・財務に関する実務経験がほと
んどなかったことは明らかで，それ
にもかかわらず，Y社がXをマネー
ジャーとして，年収１１００万円で雇
用したのは，ＭＢＡ資格保有者を確
保したいというY社の事情であり，X
は入社直後の評価で，マネー
ジャーとしての能力に疑義があると
されていたがそれは，経験不足に
よるものであり，Y社はXに実務経
験がほとんどないことを前提に採
用している以上，経験不足を理由
とした入社直後における低評価を
重視することは不相当である

解雇回避努力につき，左記認定し
た要素から
→（ＩＢ部門におけるマネージャーと
しての能力が欠如しているとは認
められないXについて）ＩＢ部門と職
務の互換性がある他部門へ配置
転換することが不可能であったと
することはできない

解雇無効
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【能力不足解雇】 

36 帝国興信所事件・神戸地判昭和 55・3・27労判 349号 37頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、企業及び個人の信用等の調査を主な事業とする Y社に雇用され、昭和 49年 1月ま

では神戸支店の総務部文書係に所属し、内勤社員としての業務に従事していたが、同月 19

日以降は同支店の調査第 2 部に配転され、調査員としての業務に従事していたところ、Y

社は昭和 51年 10月 31日付で、Xが就業規則 22条 2号に規定する解雇事由である「業務

能率が著しく劣っているとき」に該当することを理由として、Xに対し解雇する旨の意思表

示を行った。 

 

（判旨）－解雇無効 

 「・・・内勤職と調査員職はその職務内容が前述したように全く異るうえ、・・・右各職

種はその給与構成も異っており、一般にその採用に当ってはそれぞれ職種を限定して別個

に採用試験をしたうえ各職種の者を採用していることが疎明され、これらの点からみると X

と Y 社間の労働契約においても、調査員としての職種の限定がなされているものと解すべ

きであって、その解雇事由の有無を判断するに当っても、調査員としてのそれが基準とさ

れるべきである。」 

 「Y 社の就業規則 22 条の解雇条項が、『業務の能率がいちじるしく劣っているとき』（2

号）を解雇事由として規定していることは前記のとおりである。 

 ところで、右解雇事由は、多分に抽象的で、主観的な評価が介入しうる余地のあるもの

である。しかし、そもそも使用者が就業規則に解雇に関する定めを置き、解雇事由を列挙

して規定している場合には、使用者は自ら有する解雇権の行使を就業規則所定の事由が存

在する場合に限定しているものと解され、右事由が存在しない場合やそれ以外の事由に基

づく場合には解雇は許されないと解すべきであるから、前記のような抽象的な解雇事由に

ついては、他に列挙されている解雇事由との比較、関連のもとに客観的かつ厳格に考察し、

その意味、内容を確定すべきである。 

 そして、・・・前記就業規則 22条は、前記 2号の解雇事由のほかに、これと併わせて『精

神または身体の障害により職務にたえないと認めたとき』（1 号）をも解雇事由として定め

ていることが疎明されること、また、同 22条 3号が『業務習得の見込みがないとき』と規

定し、解雇時点以後の状況も考慮した解雇事由を定めており、業務習得に至っていない者

についても、将来その習得の見込みのある者については解雇されないこととなるのに対し、

右事由とは別個に同条 2 号が設けられ、解雇時点以後の改善状況も考慮せず、その時点ま

での業務能率のみにより解雇しうることとなっており、このような固定的な事由を解雇事

由とする以上、その程度は極めて低劣なものであることを予想しているものといわなけれ

ばならないことを考慮して、就業規則 22 条 2 号の解雇事由を前示の観点から解釈すれば、
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『業務能率がいちじるしく劣っているとき』とは、業務能率の程度が、当該従業員の業務

従事によって得られる会社の収入が当該従業員の雇用を継続することによる必要経費（こ

こで、当該従業員の給与額が重要な要素として考慮されることになる。）にとうてい及ばな

い程度のものであるか、もしくは、当該従業員の業務従事により Y 社の正常な業務の遂行

に支障をきたすことが明らかな程度のものであって、かつその状態が相当期間存在する場

合をいうものと解すべきである。」 

 「以上の各事実を総合して考えれば、Xの本件解雇前 1年余の間（昭和 51年度以後）の

勤務成績は、勧誘成績においてやや劣り、調査件数及び点数において他の調査員とさらに

差がつき、調査日数においてはその差はかなり大きく、Y社の成績評価方法を前提とするか

どうかにかかわりなく、一応低能率と評価されるものといわなければならない（なお、Xの

なした調査内容が、客観性、正確性の点で、他の調査員に比し格別劣っていたことの疎明

はないが、それが格別優れていたことの疎明もない）。しかし、これらの各成績が Y社にお

ける損益分岐点を下まわるものであることの疎明はなく、また、・・・Y社の給与構成では、

勤務成績が一定の基準に達しなければ奨励金の支給を受けられなくなるなど、調査員の勤

務成績によりその賃金額が調整される仕組にとなっていることも考慮すれば、Xの業務従事

によって得られる Y 社の収入が X の雇用を継続することによる必要経費に及ばないことに

ついての疎明もないといわざるをえないし、さらに、X の低能率により Y 社の正常な業務

の遂行に継続して支障が生ずることが明らかといえる程度に至っているものとは未だ認め

ることはできない。そうすると、Xの業務能率は全体的に劣っているとはいえても、未だ就

業規則 22条 2号にいう業務能率の低劣が『いちじるしい』ことの疎明はないといわなけれ

ばならない。」 

 「以上の次第で、X につき Y 社主張の解雇事由が存在することの疎明のない本件におい

ては、その余の点について判断するまでもなく、本件解雇の意思表示はその効力を生じな

い・・・。」 
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37 EC 駐日代表部（本採用拒否）事件・東京高判昭和 58・12・14 労民集 34 巻 5・6 号

922頁 

 

（事実の概要） 

Xは、日本国の領域において法人格を認められ、肩書地に日本における代表部を設置して

いる Yに、試用期間を 3か月と定めて、駐日代表部報道室の Aランク職員として採用され

た者であるところ、試用期間中の満了直前、Yは適格性の欠如を理由として、Xに対し、本

採用を拒否する旨の通知を行った。 

 

（判旨）－解雇（本採用拒否）有効 

 「・・・認定したところによれば、X と Y との間に試用期間を 3 か月とする期間の定め

のない雇用契約が締結されたが、右試用期間の満了直前に Y が X に対して本採用の拒否を

告知したものであって、Y のした本件本採用の拒否は、試用期間中 Y に留保されていた解

約権の行使というべきである。 

 ところで、右のような試用期間中の解約権の留保は、使用者が労働者を採用するにあた

り、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他適格性の有無に関連す

る事項について必要な調査を行い、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、

後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと解されるので

あって、今日における雇用の実情にかんがみるときは、一定の合理的期間の限定の下にこ

のような留保約款を設けることも、合理性をもつものとしてその効力を肯定することがで

きるというべきであり、それゆえ、右の留保解約権に基づく解雇は、これを通常の解雇と

全く同一に論ずることはできず、前者については、後者の場合よりも広い範囲における解

雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない。そして、この留保解約権

の行使は、右のような解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、

社会通念上相当として是認することができる場合に許されるものと解すべきである（最高

裁昭和 48年 12月 12日大法廷判決・民集 27巻 11号 1536頁参照）。 

 そこで、本件における解約権の行使が社会通念上相当として是認することができるかど

うかを考えるに、・・・X は、駐日代表部報道室の A ランク職員として Y に採用され、EC

ジャーナルの編集、発行を主とし、その他広報活動全般にわたって活躍することを期待さ

れていたところ、試用期間中において、ECジャーナルの編集、発行の仕事、とりわけ校正、

原稿整理等の仕事に力を注ぎ、その余の広報室の仕事については積極的にこれを遂行しよ

うとしなかったのみならず、その仕事ぶりにはミスがないでもなかったものである。しか

も、右編集、発行に関する Xの能力は、Yの期待に応えるものではなかったばかりでなく、

Xの英語の能力も、Yが採用時において予想した程度に達していなかったものであり、さら

に、Xは、上司の命に素直に従わず、また、同僚の職員等との協調性に欠ける点があったの

である。そして、他方、Yは、駐日代表部の雇用形態としていわば能力主義を採用し、ラン
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ク別に地位、給与等に格差を設け、A ランクや B ランクの該当者に対しては年齢が若くて

もかなり高い給与を支給していたものであり、この点からみると、Yが、右のような高いラ

ンクの職員の採用に際して、適格性の審査を十分に行うため試用期間を設けて解約権を留

保するのは、このような雇用形態を採らない場合に比し、より強い合理性を有するものと

いうことができ、本件契約において留保された解約権の行使は、ある程度広くこれを認め

ることができるというべきである。 

 ところで、X は、本来 B ランクで採用されるはずであったのに、Y が勝手に A ランクで

採用したため、Xの地位に対する他の職員の不満があらわれ、円満な職務遂行ができなかっ

た旨主張する。・・・なるほど、X が Y の求人に応募した当初、C 室長から X に対して B

ランクであるかのような説明がされたことがあり、X も B ランクで採用されると考えたも

のである。しかしながら、X は、A ランクで採用されることを知った日に D 社に対して正

式に退社届を提出し、契約に際しては十分熟考したうえ A ランクであることを了承して契

約書に署名したこと、また、A ランクという X の地位、待遇は、X によって・・・記載さ

れた経歴などが不正確であった・・・ため、Yに誤解が生じ、これに基づいて決定されたも

のであることなどの事情を勘案すれば、X が A ランクで採用されたことについては、X に

も責任を負うべき点があるというべきである。しかも、・・・X が円満に職務を遂行するこ

とができなかった原因が、Aランクで採用されたことのみにあったとはとうてい考えられな

いのみならず、X が B ランクで採用されていたとしても、適格性につき問題が生じなかっ

たということはできない。 

 以上説示したところと、Xが、大学卒業後数年間他の職についた後に採用された、いわゆ

る中途採用者であり、他方、Yが、日本において営利を目的とする民間企業でなく、欧州共

同体という国際機関の委員会であって、その駐日代表部は我国における広報活動を含む諸

活動に従事するものであることなど前認定の事実関係をすべて総合して判断するときは、Y

が、Xについて、駐日代表部の職員として適格性を欠くとしてその本採用を拒否したことは、

試用期間に伴う前記解約権留保の趣旨、目的に照らして合理的な理由が存在し、社会通念

上相当として是認することができるものといわざるを得ない。 

 そうすると、Yが本件終了通知によってした解雇の意思表示は有効であって、Xは、右解

雇の意思表示がその効力を生じた時に Y の職員としての地位を喪失したものというべきで

ある。」 
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38 フォード自動車事件・東京高判昭和 59・3・30労判 437号 41頁 

 

（事実の概要） 

 X は、昭和 51 年 9 月 13 日、自動車の輸入・販売等を業とする Y 社に、試用期間 90 日

の約束で Y社の人事部長として雇用された者であるところ、Y社は昭和 52年 7月 28日付

けで就業規則 32条 1項（ト）「業務の履行または能率が極めて悪く、引き続き勤務が不適

当と認められる場合」に該当する事由があることを理由に、Xに対し、解雇する旨の意思表

示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

  「まず本件雇用が Y 社主張のような人事本部長という地位を特定した契約であるか否

かを検討する。 

 X は、本訴においては、・・・単に雇用契約関係存在の確認を求めるのではなく、Y 社の

人事本部長としての地位を有することの確認を求めていることからすると、その前提とし

て本件契約は人事本部長という地位を特定した契約であることを自ら認めているものと解

することができるばかりでなく、Xは、Y社の一般の従業員として入社した後昇進して人事

本部長になったのではなく、人事本部長として中途採用されたものであることは当事者間

に争いがなく、・・・Y社は Xの前任者であった Aの後任として、日本人の人事本部長の適

任者を捜していたこと、国際経営顧問協会・・・は、昭和 51年 4月、Y社に対し、人事本

部長の候補者として Xの履歴書を送付してきたこと、Xは Y社に採用される前は外資系（米

国）の会社である B社に約 16年間在籍し、その間同社の労務課長、人事部長、人事担当マ

ネジャー、副社長補佐、社長補佐、GBG人事担当マネジャー等ほぼ一貫して人事の仕事を

してきたものであること、Y社としては、Xを人事本部長として採用するにあたり、Xが米

国で教育を受けたという学歴及び右職歴に注目したこと、そして、Y 社は、同年 9 月 6 日

付で Xに対し、月額報酬 75万 3600円、試用期間経過後は同社から自動車を貸与する等の

待遇で人事本部長として Y 社に入社するように申し出したこと、X は右申し出を受けて Y

社に対し、同月 13日付書簡で、同社申し出の条件で受諾する旨通知したこと、Xが B社を

辞めて Y 社に入社した理由の一つは、仕事が人事の仕事で、しかも人事本部長という地位

で採用されることにあったこと、もし提供される職位が人事本部長ではなく一般の人事課

員であったならば、X は Y 社に入社する意思はなかったこと、Y 社としても X を人事本部

長以外の地位・職務では採用する意思がなかったこと等が認められ、以上の事実を総合す

れば、本件契約は、人事本部長という地位を特定した雇用契約であると解するのが相当で

ある。」 

 「・・・人事本部長という職務上の地位を特定した雇用契約であって、Xの特段の能力を

期待して中途採用したという本件契約の特殊性に鑑み、・・・Xの執務状況を検討すると、・・・

Xの執務態度は、Y社の期待した人事本部長としては規則（ト）にいう『業務の履行又は能
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率が極めて悪く、引き続き勤務が不適当と認められる場合』に該当・・・する、と解する

のが相当である。 

 Xは、規則（ト）の『従業員の業務の履行又は能率が極めて悪く、引き続き勤務が不適当

と認められる場合』を適用して X を解雇するためには、同人の業務の履行又は能率が極端

に不良で、これを矯正したり他に配置換えをする等の余地がなく、Y社から排除する以外に

方法がない場合でなければならない旨主張するが、本件契約が前記・・・認定のとおり人

事本部長という地位を特定した雇用契約であるところからすると、Y 社としては X を他の

職種及び人事の分野においても人事本部長より下位の職位に配置換えしなければならない

ものではなく、また、業務の履行又は能率が極めて悪いといえるか否かの判断も、およそ

『一般の従業員として』業務の履行又は能率が極めて悪いか否かまでを判断するものでは

なく、人事本部長という地位に要求された業務の履行又は能率がどうかという基準で規則

（ト）に該当するか否かを検討すれば足りるものというべきである。」 

 「次に、Xは、同人が規則（ト）・・・に該当するとしても、同人が Y社に雇用される以

前から解雇されるまでの経緯に鑑み、本件解雇は権利の濫用である旨主張するのでその当

否を検討する。」 

「・・・Y社が Xを試用期間中（昭和 51年 10 月 15 日から同 52 年 1月 14 日まで）に

解雇しなかった理由は、・・・試用期間中に Y社が Xの人事本部長としての能力を判定する

ことを怠ったというよりは、むしろ X の立場を考慮し、その能力を実証する機会を与えた

ためであることが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はなく・・・規則（ト）・・・

に該当する事由が認められる以上、試用期間中に解雇しなかったことをもって権利の濫用

となる余地はないというべきである。 

 「さらに、Y 社が X に対し、しばしば警告を与え、矯正の機会を与えていたことは、前

記・・・おいて認定したとおりである。」 

「以上の事実によれば、本件解雇が権利の濫用であると認めるに足りる事情は認められず、

他に本件解雇が権利の濫用であると認めるに足りる証拠はない。」 

 「Xの当審における予備的請求について判断する。 

 ・・・Y社の就業規則 10条に『当会社はその判断で従業員の配置転換、又は転勤を命じ

ることができる。従業員は、正当な理由がない限り、転勤又は配置転換を拒否することは

できない。』と規定されていることは明らかであり、また Xが本来人事関係に属しない業務

に当ったことのあることは原判決・・・に説示・・・のとおりである。しかしながら、先

に判示のとおり X・Y社間の本件雇用契約は、Xの学歴・職歴に着目して締結された、人事

本部長という地位を特定した契約であって、Xとしては提供される職位が人事本部長でなく

一般の人事課員であったならば入社する意思はなく、Y 社としても X を人事本部長以外の

地位・職務では採用する意思がなかったというのであり、また、Aの証言によれば、前記説

示にかかる業務は、Y社の組織部分の間隙に介在する分野のものであって、従前から、各部

門において適宜分掌していたことが認められ、これによると、右業務は人事本部長の職務
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に付随するものにすぎないから、X が Y 社から右業務の処理を命ぜられたことがあったか

らといって、Xの職務上の地位にいささかも変動をもたらすものではなく、したがって、Y

社には Xを人事本部長として不適格と判断した場合に、あらためて右規則 10条に則り異な

る職位・職種への適格性を判定し、当該部署への配置転換等を命ずべき義務を負うもので

はないと解するのが相当である。 

 以上によれば、Xの当審における予備的請求は、その余の判断をするまでもなく失当とい

うべきである。」 

 「そうすると、Xの本訴請求中、各地位確認請求はいずれも理由がないから、これを棄却

す・・・る。」 
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39 アド建設設計事務所・東京地判昭和 62・3・30労判 497号 70頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、建築設計を業とする Y社に技術部長として雇用された者である。Y社は昭和 49年

4月 1日、Xの技術的能力が劣悪であることを理由に、Xを技術部長から技術研究部勤務と

する降格命令を発したところ、その後も X の勤務態度には改善が見られなかったため、Y

社は就業規則上の解雇事由に基づき、Xを解雇した。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「Y 社の代表取締役である A は、Y 社が意匠設計を主体とした建築設計事務所で意匠技

術者しかいなかったためにこれまで Y 社で意匠設計したものについての構造設計は外部の

構造設計事務所に外注をするほかなかったことや A 自身がまだ比較的年齢が若かったこと

から、かねてから、構造設計についての自社内でそのチェックを行うことができ、また、A

の代行も行うことができる年配の構造設計技術者を雇用することの必要性を感じていたと

ころ、昭和 48 年 8 月ころ、自ら B コンサルタントを経営していると称する X が Y 社に構

造設計の外注の受注を申し込んで来たのを契機として、Y 社が X を技術部長として雇用す

ることとなり、X は同年 9 月 17 日に Y 社に入社した。この雇用契約の締結の際に、X は

自己の学歴、資格や構造設計、積算、施工監理などの職歴等を詳しく記載した経歴書を持

参し、Aに対して構造設計、積算、工事監理のすべてについて堪能である旨述べたので、A

はそれを信じて技術部長として処遇することとしたもので、その職種としては、構造設計

全般、重点現場監理、積算全体及びこれに関する一切のものとされた。」 

 「以上の事実を総合して考えると、まず、右・・・の各事実からすると、構造設計全般、

工事監理、積算全体について堪能であるとの X の当初の言にもかかわらず、そのいずれに

ついても X の技術的能力は劣悪であり、Y 社が X を雇用する際に期待した技術部長として

ふさわしい能力を欠くばかりか、そのために技術部長を降格された後においてもなお自分

は技術部長であるとの態度に終始し、命じられた業務についてこれを誠実に行わなかった

ものというほかはないから、就業規則 51条 4号の『技術不良で配置転換するも見込みない

場合』に該当するものというべきである。また、右・・・の事実からすると、Xの勤務態度

は不良であり、同条 3 号の『業務に誠意が認められない場合』に該当するものというべき

である。これに対して X は、Y 社は X を技術部長として雇用したから降格を行うことはで

きず、Y 社が X に命じた積算や雑誌分解整理作業は技術部長たる X の行うべき業務ではな

く、Xがこれを拒否したとしても何ら非難に値しない旨主張するが、前記のような理由から

X の技術部長の職を解くこと及び X に積算を命じることは X の入社の経緯、技術部長とし

て予定された業務の内容及び雇用契約の内容に照らしてもやむを得ない措置として是認す

ることができるし、また、このようにして技術部長の職を解かれた以上雑誌分解整理を命

じられたことが Xの行うべき業務ではないとはいえないというべきである」 
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 「Xは本件解雇が・・・解雇権の濫用であるとして解雇の無効を主張・・・するけれども、・・・

本件全証拠によっても本件解雇が解雇権の濫用であると認めるには足りない。」 

 「そうすると、再抗弁はいずれも理由がないから、Xは昭和 49年 12月 31日をもって Y

社を解雇され、Y社の従業員たる地位を失ったものというべきであ・・・る。」 
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40 持田製薬事件・東京高決昭和 63・2・22労判 517号 63頁 

 

（事実の概要） 

 X は、医薬品等の製造販売等を目的とする Y 社に、新設されたばかりのマーケティング

部部長に就任するために雇用された者であるところ、Y 社は昭和 61 年 2 月 28 日、X に対

して就業規則第 55条第 5号の「その他前各号に準ずる程度の事由があるとき」に該当する

ものとして、解雇する旨の通告を行った。 

 

（決定要旨）－解雇有効 

「Y社は、Xをマーケティング部の幹部管理職として採用する旨明示して、Xとの間に雇用

契約を締結したものであるところ、Xの勤務態度、状況は、右雇用契約を維持するに足るも

のではなかった旨を主張する。 

 前記・・・認定の、Xが採用された経緯によると、Xは、マーケティング部部長という職

務上の地位を特定し、その地位に相応した能力を発揮することを期待されて、Y社と雇用契

約を締結したこと（ママ）明らかであるが、X が、人材の斡旋を業とする A 社の紹介によ

って採用されていること、及びその待遇に鑑みると、それは、単に、期待に止まるもので

はなく、契約の内容となっていたと解せられ、この見地から、前記・・・の X の勤務態度

を検討すると、Xは、営業部門に実施させるためのマーケティング・プランを策定すること、

そのなかでも、特に薬粧品の販売方法等に具体的な提言をすることを、期待されていたに

も係わらず、執務開始後 7 ケ月になっても、そのような提言を全く行っていないし、その

ための努力をした形跡もないのは、マーケティング部を設立したY社の期待に著しく反し、

雇用契約の趣旨に従った履行をしていないといえる・・・。」 

 「Y社の就業規則第 55条（解雇）が、『社員は次の各号の 1に該当しなければ解雇され

ることはない。』と明記し、解雇理由を『①私傷病による精神または身体の故障、障害の

ため業務に耐えられず、かつ回復の見込みがないと認められるとき。②懲戒によるとき。

③休職期間が満了し復職を命ぜられないとき。④組合から除名され除名の理由が会社とし

て妥当と認められたときならびに会社の解雇要件に該当すると認められたとき。⑤その他

前各号に準ずる程度の事由があるとき。』と規定していることからすると、Y社は、右の就

業規則を制定することによって、自ら解雇権の行使を、就業規則所定の理由がある場合に

限定したものと解せられる。しこうして、第 5 号には、第 1 号から第 4 号に準ずる程度の

事由の存在を必要とするのであるが、第 1 号は、『雇用を継続させることができない止む

を得ない業務上の事情がある場合』を例示したと考えられるところ、Xの先に述べた執務態

度は、期待したマーケティング部の責任者として、雇用の継続を Y 社に強いることができ

ない『業務上の事情がある場合』に該当すると解するのが相当であるから、Xには、就業規

則第 55条第 5号による解雇事由が存したというべきである。  

（なお、念のために付言すると、Xは、マーケティング部の責任者に就任することで、雇用
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されたのであるから、解雇するに際し、Y社は、下位の職位に配置換えすれば、雇用の継続

が可能であるかどうかまでも、検討しなければならないものではない。）」 

 「以上の通りとすると、本件解雇には理由がある。」 

 「X は、Y 社による X 雇用の目的はマーケティング部部長という職務上の地位に特定さ

れたものではないと主張するけれども、・・・Y 社では、昭和 50 年後半以降医薬品業界を

めぐる経済的、社会的環境の急激な変化に対応し同業者間の熾烈な競争に打ち勝つため、

マーケティング部を新設し、斬新な発想と活動力を求めあえて外部から X を採用したもの

であり、Y 社が X に期待したものは、利益確保、売上げ増強、シェア拡大につながる即戦

力となることであって、Xをマーケティング部長適格者として採用し、Xもその旨を了承し

たうえ右両者間に雇用契約を締結したものであること、ただ、当分の間部長付部長（身分

は次長）に任命したのは、X がマーケティングの専門家ではあっても Y 社や医薬品業界の

実情に疎いためこれらの修得期間であると同時に Y 社としても X の能力を観察する期間が

必要であると判断したためであって、給料も賞与、支度金等の支給額を含めると年収 1000

万円強となり、これは破格の待遇であることが疎明され、右疎明の事実に照らすと、本件

雇用契約は、Xをマーケティング部長付部長（身分は次長）として、その職種と地位を特定

してなされたものというべきであり、これに反する Xの主張は採用できない。」 

 「Y社が Xを就業規則第 55条第 5号、第 1号により『雇用を継続されることができない

止むを得ない業務上の事情がある場合』に当たるものとして解雇したことは当事者間に争

いのないところであるが、・・・疎明事実に照らすと、X の勤務態度ないし勤務状況はマー

ケティング部長付部長（身分は次長）として雇用された X に対する Y 社の信頼と期待とを

裏切り、雇用契約の目的を達することができないものと認められるから、これが右就業規

則でいう『雇用を継続させることができない止むを得ない業務上の事情がある場合』に当

たるものというべく、これが不当をいう Xの主張は理由がない。」 

 「したがって、Xの本件仮処分申請を却下した原決定は相当であって、これが取消しを求

める本件抗告は理由がない。」 
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41 横浜米海軍基地事件・横浜地判平成 3・8・1労判 597号 68頁 

 

（事実の概要） 

 X は、米国との間の基本労務契約（MLC）によって労働者を雇用し、その労働者を米軍

施設等に提供している Y（国）に、米海軍横須賀基地施設本部（PWC）のエンジニアリン

グ専門職（電気、6 等級）として採用された者であるところ、X は Y の代理人である A か

ら、MLC 第 10 章 3d の規定により、不適格解雇の通知を受けた。MLC は、第 2 章 1k に

おいて雇用の終了理由として不適格を規定した上、第 10 章 3d において「不適格な従業員

の雇用は、その者が不適格であると決定された場合に、米国側の要求に基づいて解除され

るものとする。」との規定を置いている。 

 なお、米海軍横須賀基地では、職務は職種により詳細に分類され、等級が付けられてい

る。従業員はそれぞれの職位ごとにその職務をなすものとして採用され、一旦採用された

者は、原則として、他の職位に再度応募し、採用されない限り、他の職務を行うことはで

きない。逆に言えば、従業員は、採用された職位の職務内容を遂行できる能力が要求され

ている。したがって、採用された職位において不適格と認められた場合には、MLC 第 10

章 4Aに規定された不適格解雇の予備措置がとられ、所定の結果が得られない場合には、不

適格解雇がなされることになる。MLC第 10章 4Aは、常用従業員が最小限度の職務上の要

求を満たさないため不適格であると認められた場合の解雇の予備措置として、米国側がそ

の従業員に忠告し、その者の成績を向上させるため援助を与える計画を立てること、この

計画を実行した後もなおその者が十分に職務を遂行できない場合において、同国側がその

者の能力に相応する職務が得られるか否かを確認し、得られる場合には、その者の同意を

得た上その職務に配置すること、配置したにもかかわらず、従業員が十分にその職務を遂

行することができず、かつ、その能力に相応した職務が得られない場合には不適格解雇の

手続を進めることができることを規定している。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「X は、昭和 56 年 7 月頃、PWC 技術部電気課が募集していたエンジニアリング専門職

（電気）に応募し、当時の技術部士官 B と技術部電気課長 C が面接の上、X の採用を決定

した。募集広告には、職務として、単独あるいは技術補佐として、独創を要しないのが通

常の困難性を伴う種々の工学技術的作業を、先例となる作業を参考にして完成することの

できる能力が求められていることが記載されており、そのような能力を必要とすることを

採用時の面接の際にも X に話したので、このことは X も承知していたし、規則や規格書が

英語で記述されていることも採用時の面接の際に話したので、それについても X は承知し

ていた。電気課での仕事は電気に関する基礎的知識や理解能力があればでき、また設計図

や図面等は英語で作成する上、電気設備の規則や規格等は米国や米海軍の方式に従って行

われるので、英語が少しできると上達が早いのであるが、Xは、大学の理学部電気工学科卒
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業であり、英語を読んだり話したりすることが少しできたので、普通の新規採用者よりも

仕事を習得する上で進歩が早いと考えられ、エンジニアリング専門職（電気）の 6 等級と

して採用された。」 

「以上に詳細に認定したとおり、Xは、PWC技術部電気課にエンジニアリング専門職（電

気、6等級）として採用されたが、その事務を処理する能力を有しないから、就業規則に当

たるMLC第 10章 3dに定める不適格者に該当し、同章 4Aの定めるところにより、不適格

者に対する解雇の予備措置として、成績向上のための忠告を受けた上、一段階低い能力を

もって遂行できるものとして配属された SRF企画見積部工事企画課電気工事企画係の生産

専門職（5等級）の事務についても、その職務を遂行することができず、最終的に債権者の

能力に相応した職務が得られるかどうかを確かめるために配属された SRF設計部ウォータ

ーフロント課における事務についても、その職務を遂行することができなかったために、

同章 4 所定の手続を経て解雇されたものと認められるから、本件解雇は有効になされたも

のというべきである。」 
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42 エイゼットローブ事件・大阪地決平成 3・11・29労判 599号 42頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、婦人服の製造・販売を業とする Y社に雇用され、営業部に所属していた者である。

X は、アパレル業界における営業の経験者として採用されたものであり、Y 社の A 社長等

との採用時の面接において、年間の売上目標額として 1 億円を約束していたところ、X の

実績はこれを大きく下回るものであったため、Yは営業成績不良等を理由として、Xに対し

解雇の意思表示を行った。 

  

（決定要旨）－解雇有効 

「Xは、その営業成績は初年度としては良好であって、Y会社の就業規則 10条 3号の『勤

務成績または能率が不良で就業に適しないと認められた場合』・・・に該当する事由はない

ので、本件解雇に正当事由はなく、解雇権の濫用により無効であると主張する。」 

 「Xは、営業成績が不良ではなかった事情として、他の営業課員には営業用の車両が与え

られていたのに、Xには営業用の車両が与えられず、商品の現物を持参しないで売り込みを

することは困難であったこと、Xの担当業務は全くの新規のみで、得意先の引継ぎはなかっ

たこと、返品も担当者が代わると多く生ずるが、Xの場合も、解雇後に返品が多く生じてい

ること、他の新人も X よりも営業成績が低いのに解雇されていないこと等を挙げて、営業

成績不良を理由とする解雇の不当性を述べる。」 

 「確かに、・・・絵型を持参しただけで営業活動をすることは、商品の現物を持参する場

合に比較して、顧客においてイメージがつかみ難く、営業活動に支障が出ることもあった

と考えられるが、特に新規顧客の開拓の段階においては、Y会社の取扱商品を紹介したうえ、

展示会への招待が主要な営業活動であること・・・や X の担当とされていた京阪神地区の

ターミナル等の繁華街における新規顧客の開拓ということであれば、車両よりも電車の方

が能率的であるうえ、契約締結後商品を納入するときは Y が X に車両を用意していたこ

と・・・などの事情に照らすと、X に営業用の車両が与えられていなかったことをもって、

Xの営業成績が低かったことを正当化することはできない。 

 また Xは、得意先の引継ぎがなかったと述べるが、・・・他の営業社員の多くが既存店を

担当しながらも、新規顧客を開拓して売上げを伸ばしていたことが認められ、新規顧客の

開拓業務に専念し、かつ、得意先を持つ経験者として採用された X が得意先の引継ぎがな

かったことをもって、営業成績の不良を正当化することはできない。 

 さらに返品につき、営業担当者が代わると、一般的に返品が多くなることも考えられる

が、・・・Xの返品率は 16.5パーセントで、Yの平均返品率 4.2パーセントに比較して非常

に大きいうえ、在職中の返品も多く・・・、これは、X が Y の商品に合わない店に無理に

売り込んだ結果と考えられ、その他売上金の回収状況や取引期間等も併せ考慮すると、Xの

営業活動に問題があったというべきである。 
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 そして、Xは、他の新人の営業成績の低さを指摘するが、他の新人はアパレル業界の未経

験者であって、経験者として採用された X とは採用条件が異なるので、X と同様に論じる

ことはできない。」 

 「むしろ前記・・・で認定したとおり、Xは、アパレル業界における営業の経験者として

採用され、採用時の面接において年間売上目標 1 億円を約束し、また Y によって、半期の

売上目標額として 5000万円が設定されたが、いずれも経験者とすれば達成可能な数字であ

ったのに、Xの実績はこれを大きく下回るものであったうえ、上司の注意指導にもかかわら

ず Xは営業成績を向上させようとする意欲がなかったということができる。 

 従って、Xの営業成績は不良であって、Y会社の就業規則 10条 3号の『勤務成績または

能率が不良で就業に適しないと認められた場合』の普通解雇事由に該当するというべきで

あるから、本件解雇は正当なものであり、Xの本件解雇が権利濫用である旨の主張は理由が

ない。」 
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43 禁野産業事件・大阪地判平成 11・3・26労経速 1708号 14頁 

 

（事実の概要） 

 X は、貸しビル業を営む Y が所有する本件ビルの管理業務に従事していた者であるとこ

ろ、Y は X が管理人として適格性を欠いていることを理由に、X に対し、Y との契約関係

を終了させる旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「・・・本件契約の性質は労働契約であって、右契約関係を終了させる意思表示は解雇

の意思表示であり、そこには解雇権濫用法理の適用があるというべきである。」 

 「以上の事実によれば、X は、管理業務を遂行する過程において、入居者である A 及び

B から再三苦情を申し立てられていることが認められる。そして、前記認定にかかる X の

行為のうち、特に、A や B の居宅に無断で入室し、B 宅で入居者の私物を勝手に使用する

などした行為は、管理人としての権限を明らかに逸脱し、入居者のプライバシーに対する

配慮を欠く不適切な行為であるというほかはないし、また、防火責任者選出の参考資料の

記載は、本来入居者のプライバシーを守るべき立場にある管理人が、軽率にも入居者のプ

ライバシーを公表するような記載をしただけでなく、母子家庭との用語を用いることによ

って A の心情を傷つけたもので、管理人としては著しく適切さを欠く行為であったといわ

ざるを得ない。 

 また、本件解雇の直接の契機となった水漏れ事故に関しては、水漏れの原因がどこにあ

るにせよ・・・、管理人としては、階下のテナントに損害が生じていないかどうかまず確

認し、謝罪すべきであるのに、これをせず、ただ水漏れの責任から逃れることだけに執着

し、C ら他の Y の従業員とも衝突を引き起こしているのであり、右のような X の一連の行

動は、管理人としての責任感の欠如を示すものといわざるを得ないほか、他の従業員との

協調を乱すものである。」 

 「管理人には、管理業務を遂行する過程において入居者との間でトラブルを引き起こさ

ないように務める義務があることはいうまでもなく、特に入居者のプライバシーに対する

配慮が強く求められるというべきである。したがって、前記のように、入居者のプライバ

シーをないがしろにする行為を行い、これによって入居者から強く非難されたにもかかわ

らず、謝罪することもなく、かえって自己弁護に努めるが如き態度に出ている X は、管理

人としての適格性を欠くと評価されてもやむを得ないというべきである。 

 また、管理人は、自らの管理権限の及ぶ範囲内において水漏れ事故が発生したような場

合には、その原因を追求することはもちろんであるが、これによってテナントに損害が発

生していないかどうかをまず調査し謝罪すべきであるのに、X は、・・・水漏れ状況を調査

し、謝罪するよりもまず水漏れについての責任逃れに執着しているのであって、かかる X

の態度も、管理人としての適格性を疑わせるものである。そして、前記認定の X のその他
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の行為についても、それらの行為自体も適切さを欠くものである・・・が、そのことをひ

とまず措くとしても、少なくとも、Xの行為が入居者から苦情を招いたものについては、管

理人として入居者に謝罪するなどして信頼関係の回復に努めるべきであるのに、そのよう

なことを一切していない点は、やはり Xの管理人としての適格性を疑わせるものである。 

 このように、Xは、管理人としての適格性を欠くと評価されてもやむを得ない言動を半年

足らずの間に繰り返し、そのことにより注意を受けたにもかかわらずその非を認めず、全

く反省の態度を見せていないことに加え、Yは、本件ビルの賃貸のみを事業目的とする会社

であって、管理人の適格性は Yの事業運営に直ちに深刻な影響を及ぼすこと、XY間の労働

契約がもっぱら管理人としての業務に限定されたものであって、Xを他の職種に配置する余

地はないこと、Yの構成員は C、D、X及び Eの 4名にすぎず、Xが水漏れ事故への対応を

巡り他の従業員間と紛争を引き起こしていることは、Yの事業運営に重大な支障をきたすと

考えられることをあわせ考慮すれば、本件解雇には客観的に相当な理由があるというべき

である。」 
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44 北海道龍谷学園事件（旧：小樽双葉女子学園事件）・札幌高判平成 11・7・9労判 764

号 17頁 

 

（事実の概要） 

 X は、Y 高校を営む学校法人 Y に雇用され、保健体育の教諭の職にあった者であるとこ

ろ、授業中に脳出血で倒れ、右半身不随となったため、Y は X の身体状況が Y 就業規則第

10条 1号の「身体の障害により業務に堪えられないと認めたとき」に該当するものとして、

Xに対し解雇する旨の通知を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

・争点 1（解雇事由の有無）について 

「右に認定した事実及び・・・各証拠並びに弁論の全趣旨を総合すると、Xは本件解雇通

知を受けた平成 7年 12月当時において、Y高校における体育教諭として要請される保健体

育授業での各種運動競技の実技指導を行うことはほとんど不可能であったし、教室内等の

普通授業においても発語・書字力がその速度・程度とも少なくとも未成熟な生徒を対象と

することが多い高等学校の教諭としての実用的な水準に達しないことから多大の困難が予

想され、とりわけ、授業・部活動中の生徒の傷害等事故の発生時に適切な措置をとること

ができないことが確実であり、その余の分掌事務の分担もその内容・性質と X の前記能力

との相関においてその処理が不可能（例えば、学園祭における各種行事の実行指導とか、

修学旅行の付き添いなど。）か、相当の困難が伴う（部活動の顧問等も簡単な口頭による

もののほかは、身体運動を伴うものは相当困難であろう。）身体状況にあったものと認め

られ、これらを要するに、Xの身体能力等は、体育の実技の指導・緊急等の対処能力及び口

頭による教育・指導の場面等において Y高校における保健体育の教員としての身体的資質・

能力水準に達していなかったものであるから、Y高校での保健体育教員としての業務に堪え

られないものと認めざるを得ない。」 

 「また、Xは、公民、地理歴史の教諭資格を取得したから同科目の業務に従事することが

できると主張するが、X は保健体育の教諭資格者として Y に雇用されたのであるから、雇

傭契約上保健体育の教諭としての労務に従事する債務を負担したものである。したがって、

就業規則の適用上被控訴人の『業務』は保健体育の教諭としての労務をいうものであり、

公民、地理歴史の教諭としての業務の可否を論ずる余地はないというべきである。」 

・争点 2（解雇権濫用の有無）について 

「・・・とりわけ学校における教員採用は学校が各教科ごとに教員の能力適性及び組織

運営全般に対する総合的検討に基づいて行うものであること、Y は X のために就業規則を

改正するなどして解雇の意思表示までの間においてもできるだけ有利に処遇したこと・・・

などを併せて考慮すると、本件解雇が解雇権の濫用に当たるものということは到底できな

い。 
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 X は平成 6 年に北海道教育委員会から公民、地理歴史の教員免許を受けたものである

が・・・、実務経験がまったくないことや前記書字・発語能力などに照らすと、Xが実際に

平成 8 年当初から直ちに社会科教諭として補助・事務の軽減等のない通常の業務に堪ええ

たか疑問のあるところであり、この点や Y 高校の教職員数等を考慮しても、右の認定判断

を動かすには足りない。 

 その他、本件解雇が解雇権の濫用であると認めるに足りる証拠はない。」 
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45 日本エマソン事件・東京地判平成 11・12・15労経速 1759号 3頁 

 

（事実の概要） 

 X は、空調装置・冷凍機器用制御部品等の製造等を目的とする Y 社にシステムエンジニ

アとして採用された者であるところ、Y 社は X に対して業務遂行能力の欠如および勤務成

績・態度の不良を理由として、就業規則 11条 1項 2号（「勤務成績が不良で就業に適さな

いと会社が認めたとき」）等に基づき、解雇する旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「・・・Xは、雇用と同時にブランソン事業本部内のバイブレーションウェルダー営業部

に配置されたが、X の担当業務は、バイブレーションウェルダーに関する、（1）システム

設計業務、すなわち機械装置の設計を内容とする、システムエンジニアとしての業務、及

び、（2）アプリケーション業務、すなわち顧客の用途に応じた機械装置の適用の実験、顧

客に対する溶着部の設計（ジョイントデザイン）の提示等を内容とする、アプリケーショ

ンエンジニアとしての業務、以上の 2つの業務からなっていた。 

 Y 社が X を雇用したのは、当時、バイブレーションウェルダー営業部内でシステム設計

業務を担当していた 1 名の従業員の作業量が増大し、システムエンジニアを 2 名に増員す

る必要が生じていたためで、他社で約 7 年間機械設計業務に従事した経験があるという採

用面接時の X の説明から、X にはシステムエンジニアとして十分な技術・能力を備えてい

ると評価されたことによるものであった。このように、Xは、既にシステムエンジニアとし

ての技術・能力を備えた技術者と認められて Y 社に雇用されたもので、このため、X に対

する処遇としては、初任給時から、右技術・能力に見合うものと考えられた相当高額な給

与が支給された。」 

 「以上の事実によれば、Xは、システムエンジニアとしての技術・能力を備えた技術者と

して Y 社に雇用されたのに、システムエンジニアとしての技術・能力はもとより、アプリ

ケーションエンジニアとしての技術・能力も不足し、かつ、Xの技術的水準を向上させるべ

く、Y社において、現場指導、教育訓練等を続けたが、Xの意欲が乏しかったため、その成

果が上がらなかったこと、一方、出勤状況を初めとする日常の勤務成績・態度は、組織の

一員としての自覚を欠いた不良のもので、改善努力を求めても改まらなかったことを認め

ることができるから、本件解雇は、少なくとも、Y社就業規則 11条 1項 2号に該当するも

のということができる。」 

 「以上の次第であるから、本件解雇は・・・効力を生じたものというべきであ・・・る。」 
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46 プラウドフットジャパン事件・東京地判平成 12・4・26労判 789号 21頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、企業、政府当局その他に対するコンサルティング・サービスなどを目的として設立

された外資系の株式会社である Y 社にインスタレーション・スペシャリスト（以下、IS）

として採用された者であるところ、Y 社は、X が Y 社の就業規則 9 条 1 項第 1 号（「従業

員がその職務遂行に不適当と判断されたとき。」）および第 2 号（「従業員がその職務遂

行に不十分又は無能と判断されたとき。」）に該当するとして、Xに対し解雇する旨の意思

表示を行った。 

なお、IS の主要な業務は、顧客企業に対するインスタレーションであり、顧客企業の役

員および管理職に対して適切な質問を行うことなどを通して自ら問題意識と解決への意欲

を生じさせ、協同して問題の解決策を作成実行していくことである。 

 

（判旨）－解雇有効 

「まず、Y社の社員が ISである場合には、本件就業規則 9条 1項 1号にいう『従業員が

その職務遂行に不適当と判断されたとき』又は同項 2 号にいう『従業員がその職務遂行に

不十分又は無能と判断されたとき』とは、いかなる場合を指すかが問題となる。」 

「なるほど、Y社が ISとして雇用した社員に対しどのような能力や適格性を求めている

かについては、Y社が社員との間で締結した雇用契約の内容によって決まるものと解される。 

 IS には経営コンサルタントとしての資質のみならず、インストーラーとしての資質が求

められているのであり・・・、IS が担当する業務の内容・・・からすれば、Y 社において

は社員が ISとして求められている能力や適格性が平均を超えているか、又は、少なくとも

平均には達していることが求められているものというべきである。しかし、・・・Y 社が新

聞紙上に掲載している社員の募集広告には入社を希望する者に経営コンサルタントの経験

があることなどを考慮するという記載があるが、他方において、経験不問という記載もあ

ることが認められるのであって、このことに、Y社においてはオフ・ザ・ジョブ・トレーニ

ングが完備されていること・・・も併せ考えれば、Y社においては ISとして採用された社

員が入社後のトレーニング及び実務における経験を重ねることにより ISとしての能力や適

格性を高めていくことが予定されているものと認められ、この認定を左右するに足りる証

拠はないのであって、そうであるとすると、Y社が ISとして雇用した社員が Y社に入社す

るまでに経営コンサルタントとして稼働した経験がない場合には、その社員との間に締結

した雇用契約においては雇用の時点において既に ISとして求められている能力や適格性が

平均を超えているか、又は、少なくとも平均に達していることが求められているというこ

とはできないのであって、その場合には、一定の期間 IS として稼働し、その間に IS とし

て求められている能力や適格性が少なくとも平均に達することが求められているものとい

うべきである。 

132



22 

 

 そうすると、Y社に入社するまでに経営コンサルタントとして稼働した経験がない社員が

一定期間 ISとして稼働したにもかかわらず、ISとして求められている能力や適格性がいま

だ平均を超えていないと判断される場合には、その社員はその能力や適格性の程度に応じ

て『その職務遂行に不適当』又は『その職務遂行に不十分又は無能』に当たると解される。」 

「以上によれば、Xは、平成 7年 4月 10日に Y社に雇用された後、同年 6月 6日から平

成 8年 9月 27日までの間に、主として A社のプロジェクト、B社のプロジェクト、C社の

プロジェクト、D 社のプロジェクト及び E 社のプロジェクトに従事してきたが、このうち

C社のプロジェクトを除くその余のプロジェクトに従事している期間中におけるXは ISと

して求められている能力や適格性の点においていまだ平均に達していなかったものという

べきであり、このような状態が X の入社以来 1 年半にわたって断続的に続いてきたのであ

り、E社のプロジェクトから外された際の Xの発言からうかがわれる Xについての ISとし

て求められている能力や適格性に対する X 自身の認識からすれば、今後も X を雇用し続け

て IS として求められている能力や適格性を高める機会を与えたとしても、X が IS として

求められている能力や適格性の点において平均に達することを期待することは極めて困難

であったというべきである。 

 そうすると、E 社のプロジェクトから外された時点における X は本件就業規則 9 条 1 項

1号及び 2号に該当すると認められる。」 

「E 社のプロジェクトから外された時点における X が本件就業規則 9 条 1 項 1 号及び 2

号に該当することは、前記・・・のとおりであるところ、Y 社は・・・X を E 社のプロジ

ェクトから外した後に、X に対し、PSR という職務を提供して X の雇用を継続しようとす

る提案をし、Xとの間でその後平成 8年 12月までの約 3か月間にわたり交渉を重ねたもの

の、X との間で妥協点を見出すことができず、交渉が中断してから 2 か月余りが経過した

平成 9年 3月 12日に至り本件解雇に及んだのであり、以上の経過も併せ考えれば、本件解

雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができないというこ

とはできず、本件解雇が権利の濫用として無効であるということはできない。」 
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47 全日本空輸（退職強要）事件・大阪高判平成 13・3・14労判 809号 61頁 

 

（事実の概要） 

 Xは、航空運送事業を主たる目的とする Y社に、客室乗務員として雇用された者である。

Xは、平成 3年 4月 18日、乗務のために乗車した Y社手配の送迎タクシーで交通事故に遭

遇したため、休業・休職により 4 年余り職を離れた後、平成 7 年 7 月に復職するに当たっ

て 3 回の復職者訓練（エマージェンシー訓練。以下、エマ訓）を受けたところ、いずれに

おいても不合格と判断されたため、Y社は平成 8年 1月 24日、Xに対し、就業規則上の解

雇事由（「労働能力の著しい低下」「やむを得ない業務上の都合」「その他前各号に準じ

る程度のやむを得ない理由」）を理由として、解雇する旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇無効 

 「労働者がその職種や業務内容を限定して雇用された者であるときは、労働者がその業

務を遂行できなくなり、現実に配置可能な部所（ママ）が存在しないならば、労働者は債

務の本旨に従った履行の提供ができないわけであるから、これが解雇事由となることはや

むを得ないところである。そして、客室乗務員としての業務は、通常時における業務のほ

か、緊急時における措置、保安業務、救急看護措置等の業務を含むものであって、高度の

能力を要求される業務であり、緊急時における措置等の適否が、万が一の場合には、人命

に直結するものであることからすると、かかる部分における業務遂行能力は、これをおろ

そかにはできず、これを欠いたままで乗務させることはできないものといわなければなら

ない。しかしながら、労働者が休業又は休職の直後においては、従前の業務に復帰させる

ことができないとしても、労働者に基本的な労働能力に低下がなく、復帰不能な事情が休

職中の機械設備の変化等によって具体的な業務を担当する知識に欠けるというような、休

業又は休職にともなう一時的なもので、短期間に従前の業務に復帰可能な状態になり得る

場合には、労働者が債務の本旨に従った履行の提供ができないということはできず、右就

業規則が規定する解雇事由もかかる趣旨のものと解すべきである。むろん、使用者は、復

職後の労働者に賃金を支払う以上、これに対応する労働の提供を要求できるものであるが、

直ちに従前業務に復帰ができない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場

合には、休業又は休職に至る事情、使用者の規模、業種、労働者の配置等の実情から見て、

短期間の復帰準備時間を提供したり、教育的措置をとるなどが信義則上求められるという

べきで、このような信義則上の手段をとらずに、解雇することはできないというべきであ

る。」 

 「以上に鑑みるに、3回のエマ訓等の結果では、筆記による知識確認の点は問題ないもの

の、模擬訓練においては、客室乗務員としての接客、サービス業務等の通常業務において

も、アナウンスが十分にできないなどの部分があり、保安要員としての業務、特に緊急時

の旅客の誘導やドア操作について不適切な部分が多く存在したということができる。これ
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からすれば、Xを直ちに客室乗務員、殊に客室乗務員として乗務させることができるか否か

については消極的な回答を出さざるを得ないところである。 

 しかしながら、Xは、過去に 18年におよび客室乗務員として勤務し、その経歴に応じた

資格も取得してきた者で、休業及び休職となった原因は交通事故による頸椎不安定症、頸

椎椎間板ヘルニア損傷等であり、筆記による知識確認の点に問題がなかったように知的能

力の部分に低下があった訳ではなく、運動能力についても、背部痛、左下肢に不全麻痺等

を訴えて後遺障害等級 8 級と認定されているものの、業務に支障のあるものではなく、医

師の診断に基づいて復職となったもので、右の復帰者訓練の結果は、主に、Xの休業及び休

職中の 4 年間に航空機やその設備機器に変化があり、X がこれらに対する知識の習得をし

なかったことに原因するものというべきである。そうであれば、Xには、基本的な能力とし

ては、その低下があった訳ではなく、具体的な、航空機に対応した能力が十分でなかった

というに尽きる。なお、客室乗務員としての接客、サービス業務等の通常業務においても、

アナウンスが十分にできないなどの部分があったが、これはそのテストの実施方法に問題

がなかったわけでもないし、Xの経歴を考慮すれば僅かの準備によって業務可能となると予

想されるものであり、客室乗務員として復帰するについて障害となるほどのものではない。

そして、右のエマ訓等の結果についても、第 1 回目については、到底合格させることので

きない結果といっていいが、3 回目の訓練が終わるころには、その指摘される数も減少し、

内容も改善され、最終的に緊急時のドア操作を除き、一定度の水準に達したとされてい

る・・・。緊急時の措置については、3回目に至っても、タイガー・テイルの確認、インフ

レーションハンドルの操作、旅客脱出の誘導等について充分になしえないところは問題で

あるが、これらは航空機の機種やその位置によって異なる操作手順の問題であって、ドア

の位置関係やドア設備の機能等の知識があれば足りるもので、特別の専門的知識が要求さ

れるものではないから、右のように基本的な能力自体は従前と変わらないとすれば、これ

を Xが短期間で習得することは可能というべきである。 

 してみれば、本件において、Xには、就業規則の解雇事由である『労働能力の著しく低下

したとき』に該当するような著しい労働能力の低下は認められないし、また、就業規則が

規定する解雇事由に『準じる程度のやむを得ない理由があるとき』に該当する事由もこれ

を認めることはできない。」 

 「以上によれば、本件解雇は就業規則に規定する解雇事由に該当しないにも関わらずな

されたものであって、合理的な理由がなく、解雇権の濫用として無効というべきである。」 
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48 朝日新聞社事件・大阪地判平成 13・3・30労経速 1774号 3頁 

 

（事実の概要） 

歯科医師であり、日刊新聞紙の発行を主たる業務とする Y社に、常勤嘱託として勤務し、

その後、Y 社の歯科診療所の管理職となった X が、多数の患者に対して、不適切な対応、

診療を続けてきたため、歯科医師として、社員及び他の診療スタッフとの信頼関係が崩壊

し、診療所の業務運営に支障を来していること、および、故意に診療内容を偽った虚偽の

カルテを作成し、以て診療報酬を不正に請求したことを主たる理由として、自主退職をす

るように要請され、これを拒否したところ、「当社の信頼関係を喪失して、当社の従業員と

して不適格であるとの判断から、客観的に合理的な退社を求めるやむを得ない理由により、

従業員就業規則 58条に基づいて」（解雇通知書の記載）、普通解雇（退社）とされた。 

 

（判旨）－解雇有効 

「X は、歯科医師であり・・・常勤嘱託として Y 社に勤務（し）・・・Y 社の歯科診療

所の管理職となった。」 

「Y社における就業規則 58条は、退社についての規定である。同条は 1号から 7号まで

あり、1 号、2 号は傷病による欠勤あるいは休職者について、3 号、4 号は定年による退職

者について、5号は依願退職者について、6号は『やむを得ない社務の都合による』退職者

について、7号はそのほかの規定による退職者について、それぞれ退社となることを規定し

ている。そして、Y 社の就業規則上、同条のほかに退社についての定めは、76 条 1 項に懲

戒解雇についての規定があるだけである。」 

「『社務の都合』とは、解雇の理由が専ら使用者たる Y社にあるときを指すものと解する

のが相当である。しかるに本件で、Y 社が X に対する解雇理由としてあげる事由は、X の

勤務態度、勤務内容といった労働者である X の帰責性を問題とするものであるから、Y 社

の主張する解雇事由により、就業規則 58条 6号をもって Xを解雇することはできないとい

わざるを得ない。」 

「他方、就業規則 58条は『退社』について定めた規定であり、その中には 1号、2号、

6 号のように解雇事由を規定するもののほかに、4 号、5 号、6 号のように定年退職、合意

退職、懲戒解雇についての規定がある。また、懲戒解雇事由を定めた 76 条 1 項の中には、

『就業規則に違反し、従業員としての義務を履行せず、職務を怠ったとき』（7 号）、『正当

の事由がなく無届け欠勤が引き続き 5 日以上達したとき、または出欠の常でないとき』（9

号）のように労働者の就労内容、就労態度を問題とするものが含まれているが、これらの

事由がある場合でも、その内容は様々なものが想定されるところ、いかなる場合にも退職

手当の不支給などといった労働者にとって著しい不利益を課してもやむを得ないといった

事態に至らなければ解雇しえないとするのは不合理である。さらに使用者には原則的には

解雇の自由があることをも考慮すれば、Y社において、普通解雇事由が就業規則 58条に限
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定されているものとまでは解されない。」 

「従って、労働者に従業員としての適格性の欠如や使用者との信頼関係の喪失を招来す

るような客観的に合理的な事由がある場合には、Y社は、解雇をなしうるのであり、本件解

雇・・・の解雇通知書には、Y社は本件解雇の事由をあげるとともに、Y社との信頼関係が

喪失され、従業員として不適格であると判断したと記述されていることからすれば、本件

解雇・・・が、根拠を欠く無効なものであるとはいえない。」 

「Y社が主張する解雇事由のうち、少なくとも・・・Xの診療についての患者からの苦情

や・・・虚偽の電子カルテの記載・・・他の医師の印鑑を承諾なく使用しての薬の処方に

ついては、使用者たる Y 社との信頼関係を喪失し、従業員としての適格性を否定するもの

といえ、解雇の合理的な理由足りうるものといえる。」 

「X の治療に対しては、患者から少なくない苦情があり・・・また X は、電子カルテに

実際には行っていない診療項目を記載して保険請求を行い、自己処方あるいは他の医師に

渡すために多量の薬を処方するために他の同僚歯科医師の印鑑を承諾なく使用してカルテ

を作成していた・・・こと・・・非協力的な態度であった・・・Xの勤務態度・・・などか

ら・・・他の歯科のスタッフとの人間関係はうまくいっていなかった・・・こと・・・（ま

た）漫然と・・・不適切なカルテの記載を行っていた・・・こと自体が、歯科の管理者と

しては不適切な行為であったといわざるをえない（こと）・・・前記のとおりの X の診療

内容に対する患者からの苦情やスタッフの疑念、Xの勤務状態、これらに起因する歯科内部

での人間関係の悪化、歯科医師という専門職として Y 社に雇用され他の職場へ配置転換す

ることができないことなどをも総合考慮すれば、かかる X に対し、解雇をもって対処する

ことが社会通念上相当性を欠くものとまではいえない。」 

「以上より、Y社の Xに対する本件解雇は権利の濫用とはいえない。」 
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49 中川工業事件・大阪地決平成 14・4・10労経速 1809号 18頁 

 

（事実の概要） 

 X は、各種製缶業を主たる業とする Y 社に雇用され、製缶溶接組立工として勤務してい

た者である。X は、糖尿病により、平成 13 年 8 月 6 日から同年 9 月 6 日まで入院したが、

同月 11日に就労を希望したため、Y社は Xに半日作業を行わせたが、作業能率は悪く内容

も不完全であった。また、その後、X は頸椎症性頸随症のために約 1 ヶ月間の入院治療を

要する旨の診断書を提出したため、Y 社は X の病状が回復しなければ従前の製缶溶接業務

に就くことは無理であると判断し、Y社に隣接する別会社において単純作業を行ってはどう

かと提案したところ、Xがこれを断ったため、Y社は Xに対し、解雇を通告した。 

 

（決定要旨）－解雇無効 

 「労働者が職種や業務内容を限定して雇用された者であるときは、労働者がその業務を

遂行することができなくなり、その者を配置する部署が実際に存在しない場合は、労働者

は債務の本旨に従った履行の提供ができなくなるから、これが解雇事由となることはやむ

を得ない。一方で、労働者が職種や業務内容を特定せずに雇用された場合には、現に就業

を命じられている業務についての労務の提供が不十分であっても、その能力、経験、地位、

使用者（会社）の規模、業種、労働者の配置、異動の実情等を考慮して、労働者が現実に

配置可能な業務があるか検討すべきであり、このような業務について、労働者が労務の提

供を申し出ているのであれば、なお債務の本旨に従った履行の提供があるというべきであ

る。 

 そこで、本件を見るに、上記認定事実によれば、Xは糖尿病のために平成 13年 8月 6日

から 1 か月間入院し、その後 1 日だけ職務に復帰するも、従前と同じ製缶溶接業務を遂行

することができず、さらにその後、頸椎性の神経障害により右手指機能全廃、身体障害者 3

級に相当すると診断された上、同年 10月には頸椎症性頸随症のために約 1か月間入院治療

を要するとされており、このような X の病状からすると、X が従前と同じ製缶溶接組立の

業務を担当することは、その業務内容からして無理ないしは非常に困難であるといわざる

を得ない。 

 しかし、本件において、X が Y 社に職種を限定されて雇用されたと認めるに足りる疎明

はない。むしろ、Y社が、Xに対し、単純作業に変わってはどうかと提案していることから

すれば、Xは、Y社に職種を限定されて雇用された者ではないと認められる。そして、Y社

は、平成 13年 9月 13日の Xの労務内容をみて、製缶溶接組立業務を行うことが困難であ

ると判断し、その後、医師から入院加療が必要と診断されている X に対し、特段休職を命

じることもなく、また、使用者として、Xの今後の就労につき、Y社において配置可能な業

務があるかを検討することなく、本件解雇を行うに至っており、このような経緯からすれ

ば、本件解雇は、合理的な理由なく行われたもので、解雇権の濫用であり無効というべき
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である。 

 もっとも、上記認定事実によれば、Y社は、Xに対して、Y社と隣接する別会社での単純

作業をしてはどうかと X に提案をし、X はこれを断っている。しかし、代表取締役を同じ

くする会社であっても、労働者を別会社において勤務させるについては、それによって労

働者の労働条件に影響が生じるから、使用者としては、その雇用形態について十分に説明

すべき義務があるというべきであるが、Y社は、Xに対し、何ら業務内容や別会社における

勤務の雇用形態について説明することなく、単に別会社で勤務することを勧めたにすぎな

いのであって、このようなことをもって、Y 社が X に対して就労可能な業務を提供したと

は言い難いし、また、Xが別会社での就労を断ったことをもって、Xが労務の提供を拒否し

たということもできない。Xが、Y社において就労を希望していることは明らかである・・・。」 
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50 ヒロセ電機事件・東京地判平成 14・10・22労判 838号 15頁 

 

（事実の概要） 

コネクタほか各種電気機械器具の製造および販売などを業とする Y 社と労働契約を締結

し、Y社の技術センター品質管理部主事として、同部における海外クレーム対応と品質情報

収集の業務に従事していた Xが、「業務命令に従わず、同僚への誹謗や職場規律違反を繰り

返し、業務の進め方や知識・技能を自ら学ぶ姿勢もなく、業務遂行上期待される英語力に

も問題があり、よって就業規則第 37条第 2号の解雇事由『業務遂行に誠意がなく知識・技

能・能率が著しく劣り将来の見込みがないと認められたとき』に該当した」（退職証明書の

記載）として、解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Y社は・・・世界的携帯電話機メーカーとの取引の拡大に伴い、品質管理部海外担当チ

ームにおいて即戦力となる人材、すなわち品質管理業務の経験があり、品質管理に関する

知識を持ち英語力に秀でた人材を中途採用することとし、電子機器・電子部品の品質管理

の経験を応募条件と明示して社員を募集した。」 

「Y社は、Xの採用につき『履歴書／職務経歴書』に記載・・・（の）電子部品等の品質

管理の仕事の経験があること・・・に着目し、品質管理能力及び英語の語学力があると判

断して採用を決定した。」 

「本件は、Xの職歴・・・に着目し・・・業務上必要な日英の語学力、品質管理能力を備

えた即戦力となる人材であると判断して品質管理部海外顧客担当で主事 1 級という待遇で

採用し、Xもそのことは理解して雇用された中途採用の事案であり、長期雇用を前提として

新卒採用する場合と異なり、Y社が最初から教育を施して必要な能力を身につけさせるとか、

適性がない場合に受付や雑用など全く異なる部署に配転を検討すべき場合ではない。労働

者が雇用時に予定された能力を全く有さず、これを改善しようともしないような場合は解

雇せざるを得ないのであって、就業規則 37条 2号の規定もこのような趣旨をいうものと解

するのが相当である。」 

「Xの業務遂行態度・能力（『業務遂行に誠意がなく知識・技能・能率が著しく劣り』）に

ついて見るに・・・品質管理に関する知識や能力が不足し・・・期待した英語能力にも大

きな問題があり、日本語能力についても・・・履歴書等で想定されたのとは全く異なり極

めて低いもので・・・さらには・・・業務命令に違反し、上司の指導に反抗するなど勤務

態度も不良であった・・・点からすると X の業務遂行態度・能力は上記条項に該当するも

のと認められる。」 

「次に・・・改善努力（『将来の見込みがない』）については、本採用の許否を決定する

に際し、日本語能力や他からの指導を受入れる態度、すなわち協調性に問題があるとされ、

Xにおいて改善努力をするという約束の下に本採用されたのであるから、上司の指摘を謙虚
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に受け止めて努力しない限り Y 社としては雇用を継続できない筋合いのものであった

（が） ・・・X が日本語能力等の改善の努力をした形跡はなく、かえって、その後さらに

英語力や品質管理能力にも問題があることが判明したにもかかわらず・・・Xはその態度を

一層悪化させており、XはY社からの改善要求を許否する態度を明確にしたといえるから、

これらの点の改善努力は期待できず、上記条項に該当するものと認められる。」 

「以上によれば X には『業務遂行に誠意がなく知識・技能・能率が著しく劣り将来の見

込みがない』というべきであり、就業規則 37条 2号の定める解雇事由がある。」 

「就業規則の定める解雇事由に該当する事実がある場合でも、解雇に処することが著し

く不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、解雇権

の濫用として無効になると解するのが相当である。」 

「当初予定されたよりも X の能力は大幅に低いものであり・・・本件解雇が入社後四か

月半程度でされたものであることからすると、本件解雇は、解雇に処することが著しく不

合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないとは到底いえない。」 
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51 自警会東京警察病院事件・東京地判平成 15・11・10労判 870号 72頁 

 

（事実の概要） 

 X は、Y の経営する病院において臨床医として勤務していた者であるところ、Y は X が

臨床医として不適格であることを理由に、就業規則上の解雇事由（14 条 1 号「勤務成績不

良で業務に適さないと認められた者」、同 3号「故なく業務上の指示・命令に従わない者」、

同 5 号「服務規律を乱し、または、しばしば違反して反省が認められないなど適格性を欠

くと認められる者」、同 7 号「その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合」）に

該当するとして、解雇の通知を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「一般に、臨床医師は、適切な医療を行うために、患者との信頼関係を形成することが

必要である。そして、臨床医師は、医学に関する知識や技能を習得しているだけにとどま

らず、患者とその家族に対し病状や治療方法等を適切に説明したり、可能な限り患者の置

かれた状況に配慮した対応をとることが求められる。ところが、以上で述べた Xの行為は、

自己中心的であり患者やその家族に対する配慮を欠いており、Y病院の臨床医師として不適

切なものといわざるを得ず、いずれも、就業規程 14条 1、5、7 号の解雇事由に当たる。」 

 「Xについては、他の研修医に比べて患者を含む関係者からの苦情が多く寄せられ、Y病

院の職員からも『救急車で呼吸不全の患者が搬送されてきた際、救急隊からの連絡と話が

違うとして救急隊員に抗議し、患者を診察しなかった。』、『急性アルコール中毒の患者が搬

送された際、同行者に延々と説教し、患者の診察をすぐに始めなかった。』、『通院中の言葉

の不自由な患者が来院した際言葉が通じないことを理由に診察しなかった。』という事例が

報告されていた・・・。Xは、Y病院の職員からも臨床医師としての十分な信頼を得ておら

ず、Y病院の臨床医として医療関係者と意思疎通を図りながら適切に医療を遂行する適格性

を十分に備えていたとは認められない。 

 もっとも、Xは、前記の各行為について指導医等から個別に注意・指導を受けた形跡は見

当たらない。しかし、Xは、既に免許を取得した医師として医療行為に従事しており、高度

の診療能力を備えた『認定内科医』等の資格の取得を目的として臨床研修を受けていた。X

は、自己研さんにつとめ、自分自身で行動を規律すべきであり、医学的知識や技能とは直

接関係しない日々のコミュニケーション等の問題について指導医等からの注意・指導があ

ったか否かは、本件解雇の効力を左右するものとは認められない。」 

 「以上によれば、本件解雇は、解雇権の濫用に当たるとは認められないから、有効であ

る。」 
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52 日水コン事件・東京地判平成 15・12・22労判 871号 91頁 

 

（事実の概要） 

建設コンサルタント業を営む会社であり、国内外における公共事業の企画、調査、研究、

計画、設計、工事管理及び施設の運転、管理、診断、水質検査並びにこれらに関わる経済・

財務分析等を業としている Y社に SEとして中途採用という形で雇用され、8年間、SEと

して財務・会計システムの運用にかかわる業務に従事していた Xが、その後、情報管理課、

資料センターへの配置換え・配属換えを経て、就業規則 59条「（2）職員としての適格性を

欠く場合」および「（3）職務に誠意なく勤務状況著しく不良の場合」に該当するとして、

解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Xは・・・大学・・・を卒業して以降、Y社入社までの間に・・・約 13年間のコンピ

ューターのソフトウエア技術者としての業務経験を有し・・・自己をコンピューターがな

ければ仕事ができない単なる SEではなく、よりレベルの高いコンピューターのソフトウエ

ア技術者であると自負し、Y社入社以前の勤務先は、担当したコンピューターのシステム構

築の業務のレベルが高くない、会社が技術者の扱いを分っていない、自分の能力が十分活

用されない、仕事の割り振りが納得できないといった理由で退社した。」 

「Y社は・・・即戦力となる『会計システムの運用・開発業務経験者』を複数採用するこ

とにした。」 

「Y 社は、X の SE としてのスキルおよび業務実績が即戦力となるものと判断して、SE

として『会計システムの運用・開発業務』に従事させるため中途採用した。なお、Y 社は、

Xに対し、採用前、その希望で上記システムのプログラムソースリストを見せたところ、X

はそれについて理解できた旨の発言をした。また、Y 社は X に対し将来的には Y 社のシス

テム部門を背負っていくような活躍を期待する旨の発言もした。したがって、X は Y 社に

おいて専門家としての能力を発揮し、業務実績を挙げることを期待されていた。このこと

は採用にあたって Xに対し十分に説明されていたことであり、X自身も承知していた。」 

「Xは、Y社からコンピューター技術者としての豊富な経験と高度の技術能力を有するこ

とを前提に、Y社の会計システムの運用・開発の即戦力となり、就中、将来は当該部門を背

負って立つことをも期待されて、SEとして中途採用されたにもかかわらず、約 8年間の同

部門在籍中、日常業務に満足に従事できないばかりか、特に命じられた業務についても期

待された結果を出せなかった上、直属の上司である A の指示に対し反抗的な態度を示し、

その他の多くの課員とも意思疎通ができず、自己の能力不足による業績不振を他人の責任

に転嫁する態度を示した。そして、人事部門の監督と助力の下にやり直しの機会を与えら

れたにもかかわらず、これも会計システム課在籍中と同様の経過に終わり、従前の X に対

する評価が正しかったこと、それが容易に改善されないことを確認する結果となった。こ
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のように、Xは、単に技術・能力・適格性が期待されたレベルに達しないというのではなく、

著しく劣っていてその職務の遂行に支障を生じており、かつ、それは簡単に矯正すること

ができない持続性を有する X の性向に起因しているものと認められるから、Y 社就業規則

59条 3号及び 2号に該当するといえる。」 
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53 横浜市学校保健会事件（歯科衛生士解雇）事件・東京高判平成 17・1・19労判 890号

58頁 

 

（事実の概要） 

Xは、横浜市立の小中学校の児童に対する歯科巡回指導を行う歯科衛生士として、職種お

よび業務内容を定めて、Yに雇用された者であるところ、頸椎症性脊髄症により左上肢の機

能が制限されるに至ったため、Y は勤務条件規程 3 条 3 項 2 号（「心身の故障のため、職

務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」）に該当するとして、Xに対し解雇する

旨の通知を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

「Y は、本件解雇当時、X が勤務条件規程 3 条 3 項 2 号『心身の故障のため、職務の遂

行に支障があり、又はこれに堪えない場合』に該当した旨主張するので、以下検討するこ

ととする。この場合、Xは、小中学校の児童に対する歯科巡回指導を行う歯科衛生士として、

あらかじめ職種及び業務内容を特定して Y に雇用されたのであるから、特定されたこの職

種及び業務内容との関係でその職務遂行に支障があり又はこれに堪えないかどうかが、専

ら検討対象となるものである。」 

 「以上によれば、Xの身体、特に左上肢には麻痺（不完全麻痺）があり、左上肢の上下動

等の動作自体は可能であったものの、左上肢、中でも左手の動きを自己の意思で確実にコ

ントロールすることは困難な状態にあり、左手で微細な動作を的確に行うことはできなか

ったこと、このような左上肢の機能の制限状況は、平成 14年 10月 31日当時まで変わりが

なかったものと認めることができる。」 

 「Yにおいて、歯科衛生士が行う歯科巡回指導の中心的かつ不可欠の要素となっているも

のは歯口清掃検査であり、業務量からいっても、歯口清掃検査が歯科巡回指導の業務の大

部分を占めていること、昭和 57年以降 Yが行う歯科巡回指導の実績は小学校のみに限られ

ていることは上記・・・認定のとおりである。 

 そこで、歯口清掃検査について見てみると、上記・・・認定のとおり、歯科衛生士がこ

の検査を行うに当たっては、検査対象児童の歯、歯茎等、口腔内の状態を正確に把握する

ことが必要であるところ、そのためには、〔1〕歯科衛生士が、検査対象児童の口腔内をの

ぞき込むことができる適切な視線の位置（高さ）を確保する、〔2〕歯を覆っている唇ある

いは口付近の肉を検査の邪魔にならないよう押し広げるなどし、歯をむき出しにする、以

上の 2点が最低限必要である。」 

 「以上のような要請を満たす検査を行うには、歯科衛生士は、自分の両上肢の動きを自

己の意思で完全にコントロールし、手指を用いて細かな作業を行うことができなければな

らないというべきであるところ、上記・・・のような Xの左上肢の状況にかんがみると、X

の左上肢は、このような作業を行うには堪えられなかったことは明らかであり、結局、Xは、
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本件解雇当時、歯口清掃検査を行うことができない状態にあったというべきである。 

 そして、Yにおいて歯科衛生士が行う歯科巡回指導の中心的かつ不可欠の要素となってい

るものは歯口清掃検査であり、業務量からいっても、歯口清掃検査が歯科巡回指導の業務

の大部分を占めていることは上記・・・判示のとおりであることからすると、Xはこのよう

に Y の業務中最も重要な意味を有することが明らかな歯口清掃検査そのものを行うことが

できないのであるから、本件解雇当時、X が勤務条件規程 3 条 3 項 2 号『心身の故障のた

め、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合』に該当していたものといわざる

を得ないところである・・・。」 

 「以上によれば、本件解雇は適法と認められる。」 
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54 国（在日米軍司令部・解雇）事件・東京高判平成 18・12・21労判 936号 39頁 

 

（事実の概要） 

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第 6 条に基づく施設及び

区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」（地位協定）に基づいて、アメ

リカ合衆国軍隊駐留軍（在日米軍）及び地位協定 15条に定める諸機関が必要とする労務を

充足するため、また、その円滑な実施及び労働者の権利、利益の擁護を図る観点から、米

国政府との間で締結されている、基本労務契約（MLC）に基づき、Y（国）に、常用雇用

のために採用され、横田空軍基地米空軍太平洋放送局のエンジニアリング／メンテナンス

で「クラークタイピスト職」に従事し、その後昇格、昇給を重ね、「報道編集専門職」に昇

格し、従事していた X が、上司から、労働能力が不足し、所定期間中に一定の業務を遂行

することを求め、遂行しない場合配置転換等がありうる旨の記載のある「救済援助プログ

ラム」（HAP）と題する書面を交付されたのち、1年以上の自宅待機を経た後、Yから、東

京防衛施設局長名義の、不適格解雇により雇用を終了させるという人事措置通知を受けた。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Xは、YにMLCに基づく常用雇用のために採用され・・・横田空軍基地米空軍太平洋

放送局のエンジニアリング／メンテナンスで『クラークタイピスト職』・・・に従事し・・・

その後・・・『報道編集専門職』・・・に昇格される人事措置を受け・・・同職種が割り

当てられている職位に配置された。」 

「MLC第 10章 4項 Aによれば、不適格解雇は、『最小限度の職務上の要求を満たさない

ため不適格であると認められる場合』に、その不十分な点について、HAP を実行した後、

『なおその者が十分に職務を遂行できない場合』に認められるものである。」 

「以上によれば、Xについては、Y主張の不適格解雇事由・・・を認めることができ・・・

認定された事由は・・・報道編集専門職の仕事の概要に照らすと、その職務を遂行する上

で重大な支障になるということができ、そうすると、X について、MLC第 10章 4項 Aの

『最小限度の職務上の要求を満たさないため不適格であると認められる場合』に該当する

と認めるのが相当であり・・・HAP を実行した後も、X の上記問題点は改善されていない

から、『なおその者が十分に職務を遂行できない場合』に該当するものと認めることができ

る。」 

「MLC 第 10 章 4 項（不適格解雇の手続）の A（予備措置）、b（解雇予定通知）によれ

ば、HAPを実行した後、なおその者が十分に職務を遂行できない場合には、米国政府側（在

日米軍司令部）は、『その者の能力に相応する職務が得られるか否かを確認するものと』し、

『その能力に相応した職務が得られない場合又はその者が能力に相応した職務につくこと

に同意しない場合』に・・・解雇手続を開始するか否かの判断をすることとされている。」 

「そこで、X に対し、『その者の能力に相応する職務が得られるか否かを確認する』措置
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（『相応職務確認措置』）を取ったか否かを検討する必要がある。」 

「MLCの定める予備措置は、解雇が従業員に与える影響の大きいことを配慮し、当該職

務については不適格者であっても、他の職務についてまで不適格者とはいえないことから、

米国政府側（在日米軍司令部）において、その者に適する職務を提供できるか否かを確認

し、これを提供できる場合で、当該従業員がその職務への配置転換に同意するのであれば、

在日米軍司令部でその配置転換を実行することで、解雇を回避しようとした手続というこ

とができる。そうすると、米国政府側ですべき相応職務確認措置は、当該従業員が同意す

れば配置転換を実行できるような職務を同従業員に提供できるか否かを確認すること、こ

れを提供できる場合にはその情報を同従業員に提供することを意味するものと解するのが

相当である。」 

「X に提供した情報は、インターネットで確認できるような一般的な求人情報にすぎ

ず・・・実際の配置転換先の候補になり得るものは、わずかなものにすぎなかった・・・

事実に照らすと、在日米軍司令部や Y において、X が同意すれば配置転換を実行できるよ

うな職務を X に提供できるか否かを確認する措置をとったとは到底認められないのであっ

て、Yないし在日米軍司令部が Xについて相応職務確認措置をとったとはいえない。」 

「Xは、Y側に対し、横須賀や座間を希望せず、横浜ノースドック、次いで横田基地を希

望すること、5等級よりも下の職位は希望しないことなどを述べていたものであるが、これ

はあくまでも希望の配置転換先を述べたのにとどまるというべきであるから、上記条件に

反した職務の提供を受ける機会を放棄したとはいえないし、また、上記条件に合った配置

転換先の有無の確認についても、十分に尽くされたとは認められない。」 

「以上のとおりであるから、本件解雇は、予備措置である相応職務確認措置を経たとは

認められないところ、解雇を避けるための同措置の重要性にかんがみれば、同措置を経て

いない本件解雇は・・・無効というべきである。」 

  

148



38 

 

55  東京エムケイ事件・東京地判平成 20・9・30労判 975号 12頁 

 

（事実の概要） 

一般乗用旅客自動車運送事業等を目的とするタクシー会社である Y 社に従業員として採

用され、期間を定めず雇用契約を締結し、タクシー運転手として勤務してきた X が、タク

シー運転業務中に後方から 2 トントラックに追突されるという事故を起こし、深視力検査

に複数回不合格となった結果、普通自動車第二種運転免許（二種免許）を喪失したため、

二種免許を失効し、タクシー運転手としての業務に耐えないこと等を理由として、解雇を

通知された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「労働契約書には、Xは次の業務を Y社の指示命令に従って行うとされ、『業務内容 タ

クシー運転者』とされていること、Y社では、タクシー運転手は、内勤者とは、労働時間や

賃金体系が異なっており、賃金体系も、売上げに連動したものとして、運転手の意欲の向

上を図っていること、乗務員対象の就業規則でも、20条 1項 9号で『免許取消しとなりタ

クシー、ハイヤー乗務員としての業務が出来なくなったとき』と規定している・・・とこ

ろ・・・当該雇用契約が職種限定契約であるか、というとき、ある職種で雇用した者を、

使用者が本人の同意なく一方的に労働条件や職務内容の異なる他の職種に変更することが

できるか、という問題と、その者が当該職種に就けなくなったとき、使用者が解雇等によ

り契約を打ち切ることができるか、という問題の 2 つの問題があるということができ、両

者は別に解すべきものと思われる。」 

「一般的にいえば、当該職種が一定の資格を求めるようなものであっても、格別高度の

専門性を有しないものであれば、いずれも否定されることになると解され・・・これに対

し、当該職種が高度の専門性を有するもの（例えば、税理士、弁護士、医師等）であれば、

その資格等に着目して労働契約等を締結し、その職種に就けたというのが当事者の合理的

意思と考えられるから、前者は否定され、後者は肯定されるものと解され・・・例えば、

医師であった者が医師免許を失った場合、当然に病院事務員に配置転換することはできな

いし、解雇することもある程度やむを得ないと解され・・・（るが）、ほとんど専門性を有

しない業務については、ある程度使用者側の必要性において配置転換できるし、特定の業

務ができなくなっても、解雇することはできず、他の職種に就けるべきこととなる。」 

「本件において見るに、労働契約書には、業務内容をタクシー運転手に限定する趣旨ま

での記載はないが、タクシー運転手としての採用に応募して雇用された者は、タクシー運

転手として勤務することを予定、希望して入社してきているのだから、他の職種への転換

を本人の同意なく命じることは、当事者の合理的な意思に反することになろう。しかし、

当事者の合理的な意思としても、資格を失った場合に当然退職することまでは想定してい

ないと解される。」 
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「二種免許は、平均的な能力のある人間であれば取得できる資格であり、高度の専門性

のある資格とまではいうことができない。また、Y社の事業規模であれば、他の職種を提供

することは困難とは解されず、Y社には他に様々な職種があること・・・現に、給与との不

適合のきらいはあるものの、清掃職を Y 社は X に担当させている・・・点を考慮すると、

タクシー運転手は、その業務に就けなくなったとき、使用者が当然に解雇等により契約を

打ち切ることができるか、という問題については、否定されるというべきである。」 

「したがって、Y社は、Xが二種免許を喪失したことのみをもって、Xを解雇することは

できない。」 

「以上によれば、Y 社が X に対してした本件・・・解雇・・・（は）・・・解雇事由が

存在しないもので、解雇権の濫用として無効というべきである。」 
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56 A病院（医師・解雇）事件・福井地判平成 21・4・22労判 985号 23頁 

 

（事実の概要） 

 X は、財団医療法人である Y に雇用され、Y 病院において内科医長として診療を行って

きた者であるところ、Yは Xに対し、勤務成績、業務能率等を理由に、就業規則 42条 2号

（「職員の就業状況が著しく不良で、職員としてふさわしくないと認められたとき」）に

基づき、解雇する旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－解雇有効 

 「以上を総合的に判断すると、Xについては、就業状況が著しく不良で、Yの医師として

ふさわしくないと認められ、少なくとも、Y就業規則 42条 2号本文の解雇事由があるもの

と認められる。」 

 「X は、Y が X に対して具体的な指導や注意をしたことがなく、懲戒処分としては、本

件解雇の約 1 か月前の訓戒処分（しかも告知聴聞の機会が与えられていない無効なもの）

がなされたのみであるから、本件解雇は社会通念上の相当性を欠くと主張する。」 

 「・・・一般に、医業について高度な知識と技能を有し、患者の診療につき決定を下し

責任を負う医師は、病院において他の職員とは異なる特殊な地位を有し、その立場や意見

が尊重されている。実際、Xは、本件解雇時までの Yでの勤続年数も 14年と長く、内科医

長として相当高額な報酬の支払いを受け、Y において X に指揮命令できる立場にあったの

は理事長と院長くらいであったと推認されるなど、Y従業員の中では院長に次ぐ高い地位に

あったと認められるのであるから、Xは、医師として、また、勤続年数の長い内科医長とし

て、他の医師や職員らを指導しその模範となるべき立場にあり、その立場を踏まえて自己

研さんに努め、自分自身で行動を規律することを求められていたということができる。 

 Xの置かれていた上記立場に照らせば、患者と接する臨床医として、組織で医療行為を行

なう Y 病院に所属する医師として、適切な行動や診療行為を行なうことは当然の前提であ

って、改めて注意されるべき事柄ではないことからすれば、Y から X に対する具体的かつ

明示的な注意や指導があまり行なわれてこなかったことを重視するのは相当ではない。」 

 「以上を踏まえ、Xが医師であって、医業以外の職務に従事させることはできず、加えて、

Y病院の組織規模では配置転換なども事実上できないことを勘案すると、本件解雇について

はなお社会通念上の相当性が認められるというべきである。」 
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57 類設計室事件・大阪地判平成 22・10・29労判 1021号 21頁 

 

（事実の概要） 

学習塾の経営等を目的とする Y社との間で、期間の定めのない雇用契約を締結し、小学 4

年生から 6 年生および中学生に対して、スタッフである文系講師として、英語、国語、社

会の教科を指導する業務に従事していた X が、授業能力向上、改善の意欲が認められず、

生徒アンケートの評価が最低線から向上しなかったこと等を理由として、解雇を通告され

た。 

 

（判旨）－解雇有効 

「上記・・・で認定したとおり、〔1〕X の生徒アンケートの評価はほぼ最下位であった

こと、〔2〕生徒、保護者からのクレームが多数寄せられていたこと、〔3〕Y 社は、X に対

し、生徒アンケートの評価やクレームがなくなるように改善すべく、授業技術研修を複数

回にわたって実施したこと・・・、〔4〕Xが在籍していた Z7教室及び Z1教室においては、

3回にわたって特別模擬授業を実施したものの、Xの授業内容が改善向上したとはいえない

こと、〔5〕Y社は、Xの配属先での低位の評価を解消すべく、平成 19年 9月には、配属先

を変更し、平成 20年 3月には、授業から外して本部教材担当補助に配属し、更に、同年 4

月からは Z3教室に配置転換したこと、〔6〕かかる Y社の注意指導等があっなにもかかわら

ず、Xの生徒アンケートの評価は向上せず、また、生徒・保護者からのクレームも多く寄せ

られる状況が続いたこと、以上の点が認められ、これらの点に、〔7〕Y 社が開設する類塾

は、類塾が進学塾であること、〔8〕他の進学塾との競争が激しいこと、〔9〕一般的に進学

塾の優劣や生徒・保護者が当該進学塾を選択する要素としては、有名校への進学率もさる

ことながら、担当講師の評価も一要因となっていると考えられることをも併せかんがみる

と、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる。」 

 「・・・また、Xは、仮に、講師として問題があったとしても、本部教材担当としては問

題がなかったのであるから、同担当へ配置転換し、雇用を継続すべきべきであった旨主張

するが、そもそも X は、文系の科目を担当する講師として Y 社（類塾）に雇い入れられて

いること、上記〔1〕ないし〔9〕記載の各事情を総合すると、X が指摘する点をもって、

本件解雇が解雇権を濫用するものであると評価することはできないといわざるを得ない。」 

 「以上からすると、本件解雇は有効であると解するのが相当である。」 
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58 日本基礎技術事件・大阪高判平成 24・2・10労判 1045号 5頁 

 

（事実の概要） 

 X は、建設コンサルタント等を業とする Y 社に、試用期間を 6 ヶ月と定めて、技術社員

として雇用契約を締結した者であるところ、Y 社は試用期間中に、X は Y 社の技術社員と

して求められる適格性を欠いているとして、Xに対し、解雇する旨の意思表示を行った。 

 

（判旨）－（留保解約権に基づく）解雇有効 

 「Xは、Y社に技術社員として採用された。・・・」 

 「Y社は、Xが試用期間中であったところ、Y社の技術社員としての適格性を有しないと

して、同期間中の留保解約権を行使して X を解雇（本件解雇）した。X は、試用期間中の

解雇であっても普通解雇の場合と同様に厳格な要件の下に判断されるべきであると主張す

るが、解約権の留保は、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他適

格性の有無に関連する事項について必要な調査を行い、適切な判定資料を十分に蒐集する

ことができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされ

るものと解されるのであって、今日における雇傭の実情にかんがみるときは、一定の合理

的期間の限定の下にこのような留保約款を設けることも、合理性を有するものとしてその

効力を肯定することができるというべきである。それゆえ、留保解約権に基づく解雇は、

これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、前者については、後者の場合よりも

広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない（最高

裁昭和４８年１２月１２日大法廷判決・民集２７巻１１号１５３６頁参照）。したがって、

Xの主張は理由がない。」 

「Y社の技術社員は、上記・・・で認定したとおりチームを組んで危険な場所や危険な機

械を扱ったりすることから最低限の資質や能力として安全配慮能力と基本的な危険予知能

力が必要とされ、また、定められたことを遵守し、また、時間管理の能力が必要とされる。 

 ところで、X は、大学を卒業して Y 社に入社した新卒者であって、入社当初から Y 社の

技術社員として備えるべき上記各能力を具備していることまでは想定されていないことは

いうまでもない。Y社は、そのため全体研修、機械研修、現場研修を通して少なくとも技術

社員として必要な程度の上記各能力を身につけさせるための教育を行うこととしていた。」 

「確かに、X は、本件解雇時、新卒者として Y 社に入社して僅か 4 か月弱が経過した時

期で、試用期間中であった。また、Xは、熱心にメモを取る等、職務に真面目に取り組んで

いた部分もあり、Y 社が看過しがたい事象としてあげる事象 4 件のうち 3 件は全体研修中

の事象であった。そして、Xは、機械研修に入り、7月中旬になって多少、職務遂行に当た

っても改善されたところも見受けられるようになってきた。 

 しかし、Xは、Y社に技術社員として入社したところ、上記・・・で認定したとおりの技

術社員としての職責に上記・・・で認定説示したとおりの Xについての事情を総合すると、
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4か月弱が経過したところではあるものの、繰り返し行われた指導による改善の程度が期待

を下回るというだけでなく、睡眠不足については 4 か月目に入ってようやく少し改められ

たところがあったという程度で改善とまではいえない状況であるなど研修に臨む姿勢につ

いても疑問を抱かせるものであり、今後指導を継続しても、能力を飛躍的に向上させ、技

術社員として必要な程度の能力を身につける見込みも立たなかったと評価されてもやむを

得ない状態であったといえるから、本件解雇は新卒者に対する解雇とはいえ、解雇権の濫

用があったものとまでは認められず、かえって、解雇の相当性が認められるといわなけれ

ばならない。」 

 「ところで、Xは、解雇に至るまでの中で厳しく改善されなければ解雇なる旨の指導があ

ってしかるべきであるが、その様な指導がなされないまま解雇することは手続的に問題が

ある旨主張する。しかし、解雇の意思表示を行う前に必ず解雇をほのめかしたり、明示し

た注意指導が必要不可欠なことはない。かえって、Y 社は、上記認定したとおり全体研修、

機械研修を通じて X を含む研修員に対して指導員が 2 名ずつつくなど濃密な指導体制を組

んで指導にあたっていた上、指導員が、研修員が宿泊する施設に泊まり込んで指導する体

制で上記のような指導がなされ、その中で、X の個々の問題事象について注意喚起を行い、

また、睡眠不足や規則の遵守、時間の厳守についても指導を行ってきたことは上記認定し

たとおりである。そうすると、Xとしても改善の必要性は十分認識でき、改善するために必

要な努力をする機会も十分に与えられていたというべきであるし、Y社としても本採用すべ

く十分な指導、教育を行っていたといえるから、Y社が解雇回避の努力を怠っていたとはい

えないし、改めて告知・聴聞の機会を与える必要もないのであって、Xの上記主張は理由が

ない。」 
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59 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー事件・東京地判平成 24・2・

28労働判例ジャーナル 3号 8頁 

 

（事実の概要） 

有価証券の売買、市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引等を業とする Y

社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、Y 社の東京支店において、訴外 A 社との

合併に伴う両行の統合作業を行うインテグレーション・チームの構成員として業務に従事

した、Xが、職務遂行能力あるいは職務成績が相当に乏しく、許容範囲を下回っており、東

京支店で勤務するのにふさわしくないと判断されたため等の理由により、解雇された。 

 

（判旨）－解雇有効 

「本件雇用契約は、Y 社・・・において A 社との統合作業が重要な課題となる中・・・

それを担う・・・チームのメンバーの 1 名が退職して・・・早急に補充を必要とするとい

う状況下で締結されたものであっ（て）・・・しかも、東京支店における統合作業、特に証

券部門の統合作業は・・・極めてタイトなスケジュールで完了させることが至上命題とさ

れていたものであり、このような厳しい状況にあったことは・・・Xとしても、十分に承知

していたと推認され・・・職務記述書で、Xの職名が『カントリー統合プログラムマネージ

ャー』と明示されており、同職務は、『日本国内の統合イニシアチブを統率する役割』とあ

るように、統合作業の中枢的役割を果たすべき立場にあり、その職務を十分に遂行するた

めには、統合作業に関連する専門的知識を蓄積するのみならず、それを駆使して関係部門

と総合的な調整を行うことが要請されていたというべきである。実際、上記職務記述書上

も、上記職務に伴う多種多様なミッションが X に課され、個人的な資質としても多様かつ

高度な能力を有することを前提とした記載があることからすれば、Xについては、困難な職

務を遂行するため、高い能力を有することと、目標達成のための努力が要請されることが

当然の前提とされていたもので、Xもそれを承知の上で、本件雇用契約を締結したものと推

認するのが相当である。Xの報酬が（住宅手当も併せて）年額 1400万円と非常に高額にな

っていることも、以上の内容を客観的に裏付けるものといえる・・・。」 

「このような事情からすると、本件雇用契約は、Xが、このインテグレーション・チーム

におけるプログラムマネージャーの役割を果たすだけの十分な能力を有することを前提に

締結されたものであることは明らかであり、それは単なる Y 社側の期待に止まるものでは

なく、本件雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。」 

「しかるに・・・Xの勤務状況は、上記の水準に見合わない拙劣なものであり、かつ、そ

の勤務態度も不良といわざるを得ないものであった・・・（ことに）照らすと、X について

は、就業規則 38 条 1 項 e）の『職務遂行能力または業績が著しく劣り、向上の見込みがな

いと認められたとき』に該当すると認めるのが相当であるから、本件解雇が客観的に合理

的な理由を欠き、社会通念上相当性を欠くとは認められない。」 
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「Xの勤務成績が仮に不良であったとしても、その程度は著しいものではなく、かつ、改

善の機会が与えられなかったことからすれば、本件解雇は無効である旨主張する。なるほ

ど、一般に勤務成績、勤務態度の不良等を理由とする解雇が有効と認められるためには、

その勤務成績、態度の不良が企業経営に支障を来すなどの高いレベルのものが要求され、

かつ、注意・警告等を繰り返したにもかかわらずそれが改まらないなどの事情を要するこ

とが多いのはそのとおりであり、Xに対しては、解雇を前提とした警告書などが交付されて

いるわけではない。しかしながら・・・Y 社・・・では、当時 A 社との統合作業を・・・

完了することが至上命題とされており、極めて厳しい日程の中で、Xには、プログラムマネ

ージャーとして迅速かつ適切に業務を遂行することを期待され、その報酬としても年収

1400 万円と業績に応じた高額の賞与という十分な待遇が与えられていたのであるから、こ

のような高度の能力を期待されて中途採用された X を、いわゆる年功制の下で雇用された

従業員と同列に扱うのは相当でないというべきであ・・・って・・・警告書の交付を受け

ていないことのみをもって、本件解雇が権利の濫用に当たるということはできない・・・（ま

た、前記説示のような本件雇用契約の内容、締結経緯に照らすと、Xについて、降格や配転

等の解雇を回避する措置をとることも、必須とまではいえないと解される。）」 

「以上のとおり、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり社会通念上も相当性を欠く

ものとは認められない・・・から、これを有効と認めるのが相当である。」 
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60 コアズ事件・東京地判平成 24・7・17労判 1057号 38頁 

 

（事実の概要） 

警備業務一般、警備・防犯・防災用器具・機械の研究開発と販売、ビル管理及び清掃業

務等を業とする Y 社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、東京営業本部の営業開

発部長として就労してきた X が、降給処分を受け、営業開発部長から降格された後、Y 社

就業規則 19条 2号「業務の遂行能力が著しく劣っており、発達の見込みがないと認められ

たとき」に基づき、解雇された。 

 

（判旨）－解雇無効 

「Y社では、役員レベルの職に就いて即戦力として活動できる人材を求めており・・・新

聞に『求ム、専務』という表題の募集広告を掲出した。同広告には、募集する職種として、

『専務、常務、総務部長、営業部長、事業本部長（東京・名古屋・大阪・九州の各拠点）

ほか』とされ、資格として『社会人歴 20年以上』とされた。」 

「Y社は・・・Xは、Y社が経営に携わる者や高級幹部職員を募集したのに応じて営業開

発部長として採用され、A社長から、営業開発部長として最低限果たすべき業務として、優

秀な営業社員 10名を採用すること（本件特命事項）を課したにもかかわらず、Xが同業務

を遂行せず、その他にも営業体制強化のための提案等をまったく行わなかった・・・と主

張する・・・が・・・そもそも、X と A 社長との間で、本件雇用契約締結に当たり、営業

社員 10名を採用することを Xの業務の 1つとして命じ、Xがこれを了承した事実があるこ

とは認められるものの、それを実現できなかった場合に、降格、減給ないし解雇という形

で不利益処分がされることまで、Xが認識していたとは認め難い・・・し・・・上記業務が

そこまで重要な位置付けであるならば、雇用契約締結の段階でそれなりに書面上の合意が

交わされてしかるべきであるところ、そのような書面も存在しない・・・ことに照らすと、

この営業部員 10名の採用という課題が、当時 Y社にとってどの程度切実な課題であったの

かは疑問というべきであり、A 社長が、どの程度真摯な動機により、同業務を X に命じた

のかも疑われるところである。」 

「以上にみたとおり、X の本件特命事項の不履行・・・（等の）主張により、降給処分及

び降格処分の有効性を基礎付けることはできないことからすれば、いわんやそれよりも重

い処分である解雇の有効性を基礎付けることはできないのは明らかである」 
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61 ブルームバーグ・エル・ピー事件・東京高判平成 25・4・24労判 1074号 75頁 

 

（事実の概要） 

アメリカ合衆国に本社を置き、一般顧客（利用者の多くは、金融取引に携わる金融機関

の従業員）向けに経済・金融情報を提供する通信社である Y 社に中途採用で入社し、株式

市場ニュース等を扱う「ストック・チーム」に配属され、日々の株式相場の様子を記事に

する「場況」担当として記事を執筆していた X が、就業規則の「解雇手続」に記載されて

いる「社員の自己の職責を果たす能力もしくは能率が著しく低下しており改善の見込みが

ないと判断される場合」、「その他やむ得ない理由による場合」に当たるとして、解雇され

た。 

 

（判旨）－解雇無効 

「本件解雇は・・・勤務能力ないし適格性の低下を解雇事由とするものと解するのが相

当であ（り）・・・かかる勤務能力ないし適格性の低下を理由とする解雇に『客観的に合理

的な理由』（労働契約法 16 条）があるか否かについては、まず、当該労働契約上、当該労

働者に求められている職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が、当該労働

契約の継続を期待することができない程に重大なものであるか否か、使用者側が当該労働

者に改善矯正を促し、努力反省の機会を与えたのに改善がされなかったか否か、今後の指

導による改善可能性の見込みの有無等の事情を総合考慮して決すべきである。」 

「Y 社は、Y 社のビジネスモデルと新聞社や通信社のビジネスモデルとの間の違いから、

記者として求められる能力、資質及び記事の執筆スタイルが両者間に大きな違いがある旨

を主張しているところ・・・Y社の事業内容、特にその提供情報の内容や編集体制からすれ

ば、X が Y 社において求められる職務遂行の内容及び態度は、それまでの通信社での勤務

経験におけるものとは異なる面があることは否定できないというべきである・・・が・・・

他方において・・・Y 社においては、労働者の採用選考上かかる Y 社の特色あるビジネス

モデル等に応じた格別の基準を設定したり、試用期間中・・・においても格別の審査・指

導等の対応を行う等の措置は講じていないと認められること・・・Xに・・・指示、指導が

されており、Y社の記者にはこれらの能力が求められていたことが認められるものの・・・

これらの事項について社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められる

水準以上の能力が要求されているとは認められないこと、以上からすれば、社会通念上一

般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められていると想定される職務能力との対比

において、X と Y 社との間の労働契約上、これを量的に超え又はこれと質的に異なる職務

能力が求められているとまでは認められないというべきである。」 

「X による記事の執筆ないし配信のスピードが遅さについて、現時点で X と Y 社との間

の労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるとまでは認められな

い・・・こと・・・Xによる配信記事本数の少なさが前記のとおり重大なものであると認め

158



48 

 

るに足りる証拠はない・・・こと・・・X の記事内容の質の低さが X と Y 社との間の労働

契約の継続を期待することができない程に重大なものであるとまでは認められない・・・

こと・・・以上によれば・・・本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠くものとして無効

であるというべきである。」 

「Y社は、Y社のような国際企業といわゆる一般的な日本企業との雇用形態には差異があ

ることから、Y社主張に係る解雇事由の検討に当たっては、雇用文化の多様性という観点が

不可欠であるなどと主張する(ところ)・・・なるほど、我が国において、国際企業がいかな

る人事制度を採用しても、法令に反しない限り自由であり、その人事制度がいわゆる一般

的な日本企業と異なることが、労働契約法 16条に規定する解雇権の濫用の判断に影響しな

いと直ちに言い切ることもできない。しかし、そもそも、Y社は、Y社の人事制度、すなわ

ち、その労働者の募集及び採用、配置、昇進、降格及び教育訓練、賃金制度、退職の勧奨

及び定年等がいわゆる一般的な日本企業のそれと異なることについて、何ら具体的に主張

していないし、Xが採用された経緯、すなわち、Xが採用された際、Y社の人事制度につい

てどのような説明がされ、それがいわゆる一般的な日本企業の場合とどのように異なって

いたのか等についても、何ら具体的に主張していない。かえって、Y社において、労働者の

採用選考上控訴人の特色あるビジネスモデル等に応じた格別の基準を設定したりしたこと

はないと認められ・・・結局のところ、Y社が主張する雇用文化の多様性は、単なる一般論

にすぎず、個別具体的な事件における解雇事由の判断に影響を与えるようなものではない。」 

「したがって、Y 社の上記主張は、失当であるといわざるを得ず・・・Y 社と X との間

の労働契約上、社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められると想定

される職務能力を量的に超え又はこれと質的に異なる職務能力が求められているとまでは

認められないことを踏まえ、Y社主張に係る各解雇事由について検討すれば足りるものと解

するのが相当であ・・・って・・・Y社の上記主張を踏まえて検討しても、本件解雇は、客

観的に合理的な理由を欠くものとして無効である。」 
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

36
帝国興信
所事件・神
戸地判昭
和55・3・27
労判349号
37頁

地位保全
等仮処分

使：「Y社における職種には、Xが本件解雇
当時所属していた調査員職のほか、入社
当時所属していた総務部内の係のような
内勤職とがあるが、両職種はその職務内
容が全く異なるため、Y社が社員を採用す
るに当っては、右いずれかの職種を限定
して採用しているものであり採用試験もそ
の内容が異なるし、採用時期も異なってい
る。Xの場合、当初内勤職で採用され、そ
の後同人の希望により、Y社が同意して調
査員に配転したものであるがこの場合に
おいても、Xとの労働契約は、調査員として
の職種の限定を伴うものであるとみるべき
であるから、Y社は一方的に右職種を変更
し、或いは右変更請求に応ずべき義務は
ない。従って、・・・解雇事由の存否を判断
するに当っても、解雇当時の限定された職
種すなわち調査員職に関して検討すれば
足りる・・・。」
労：「従業員には『調査員』『内勤』という区
分はなく、一律に取扱われており、X自身
も「内勤」の従業員であったものが、配置
転換により「調査員」たる従業員となったも
のである。そして『調査員』と『内勤』の業
務の内容は違うものの、それは、Y社内で
の業務の割当あるいは分業にすぎず、特
殊な資格者として、特殊な労働条件のもと
で採用され、特殊な就業に関する規律に
服するものでないことは、就業規則や、X
が配置転換される際に何らの資格試験受
験や講習の受講も要しなかったことからも
明白である。従って、仮にXに『調査員』と
して業務能率が著しく劣り、または、業務
習得の見込みがなかったとしても、『内勤』
社員として右各事由が存在しなければ就
業規則上解雇事由は存在しない・・・。」

○（興信所
の調査員）

・内勤職と調査職は、職務
内容が全く異なること。
・内勤職と調査職は、給与
構成も異なること。
・一般に採用に当っては、
内勤職と調査職は、それぞ
れ職種を限定して別個に
採用試験をしたうえ各職種
の者を採用していること

就業規則上の
解雇事由（「業
務能率が著しく
劣っていると
き」）該当性

「・・・内勤職と調査員職は
その職務内容が前述した
ように全く異るうえ、・・・右
各職種はその給与構成も
異っており、一般にその採
用に当ってはそれぞれ職
種を限定して別個に採用
試験をしたうえ各職種の者
を採用していることが疎明
され、これらの点からみる
とXとY社間の労働契約に
おいても、調査員としての
職種の限定がなされている
ものと解すべきであって、
その解雇事由の有無を判
断するに当っても、調査員
としてのそれが基準とされ
るべきである。」

解雇無効

X側は「Xは・・・入
社以来約3年10
か月の間内勤業
務を継続してき
たものであるか
ら、もしXに調査
員としての適格
がないというのな
らXを内勤事務に
配置転換するこ
とを考慮すべき
である。しかる
に、Y社は、本件
解雇前にXに対
し依願退職の勧
告をした際、内勤
事務に戻る意思
の有無について
全く打診していな
い」として、解雇
権の濫用につい
ても主張してい
た。
⇒但し、本件に
おいては、そもそ
も就業規則上の
解雇事由該当性
が否定されてい
るので、この点に
ついて裁判所は
判断していない。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

37
EC駐日代
表部本採
用拒否第
一審判決・
東京高判
昭和58・
12・14労民
集34巻5・6
号922頁

地位保全
等仮処分

使：「Xは、Yの駐日代表部広報部
報道室に勤務するＡランク・・・の
現地職員として採用されたので
あって、・・・Ａランク職員は、駐日
代表部の上級職員であり・・・日本
でのＥＣに関する広報活動全般に
わたるものであるから、Xは、高度
の職務遂行能力と信頼に足りる
人格とを備えていることを要求さ
れていた・・・。」
労：「Xは、本来Bランクで採用され
るはずであったのに、Yが勝手にA
ランクで採用した・・・。」

△（Aランク
職員）

・「Xは、駐日代表部報道室
のAランク職員として被申
請人に採用され、ECジャー
ナルの編集、発行を主と
し、その他広報活動全般に
わたって活躍することを期
待されていた」との認定あ
り。
・なお、「Xは、本来Bランク
で採用されるはずであった
のに、Yが勝手にAランクで
採用した」とのXの主張に
対し、「Xは、Aランクで採用
されることを知った日にD社
に対して正式に退社届を提
出し、契約に際しては十分
熟孝したうえAランクである
ことを了承して契約書に署
名したこと、また、Aランクと
いうXの地位、待遇は、Xに
よって・・・記載された経歴
などが不正確であった・・・
ため、Yに誤解が生じ、これ
に基づいて決定されたもの
であることなどの事情を勘
案すれば、XがAランクで採
用されたことについては、X
にも責任を負うべき点があ
るというべきである。」との
判断あり。

留保解約権の
行使が、解約
権留保の趣
旨、目的に照ら
して客観的に
合理的な理由
が存在し、社会
通念上相当と
して是認するこ
とができるか否
か。

「・・・Yが、右のような高い
ランクの職員の採用に際し
て、適格性の審査を十分に
行うため試用期間を設けて
解約権を留保するのは、こ
のような雇用形態を採らな
い場合に比し、より強い合
理性を有するものというこ
とができ、本件契約におい
て留保された解約権の行
使は、ある程度広くこれを
認めることができるというべ
きである。」

解雇（本採
用拒否）有
効

・なお裁判所
は、「Xが、大学
卒業後数年間
他の職につい
た後に採用さ
れた、いわゆる
中途採用者で
あ」ったとの事
実も含めて、事
実関係を総合
的に判断し、「Y
が、Xについ
て、駐日代表
部の職員として
適格性を欠くと
してその本採
用を拒否したこ
とは、試用期間
に伴う前記解
約権留保の趣
旨、目的に照ら
して合理的な
理由が存在し、
社会通念上相
当として是認す
ることができ
る」と結論付け
ている。
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事件名 請求等 限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

38
フォード自
動車（日
本）事件
（東京地判
昭和57・2・
25労判382
号25頁）

雇用関係
存在確認
及び人事
本部長とし
ての地位
確認請求

労：「Xが人事本部長としてY社に
中途採用されたものであることは
認めるが、一般の従業員の雇用
とは異なるとの点は否認す
る。・・・（就業）規則（ト）の『従業
員の業務の履行又は能率が極め
て悪く、引き続き勤務が不適当と
認められる場合』・・・を適用してX
を解雇するためには、Xの「業務
の履行又は能率」が極端に不良
で、これを矯正したり他に配置換
えをする余地が無く、Y社から排
除する以外に方法が無い場合で
なければならない。」
使：「本件契約は、・・・人事本部長
という地位を特定した契約であ
る。そして、就業規則の解釈も人
事本部長という特定の地位との関
係においてなされるべきである。」

○（地位を
人事本部
長に特定
した雇用
契約）

・Xは、Y社の人事本部長と
しての地位を有することの
確認を求めていることから
すると、その前提として本
件契約は人事本部長という
地位を特定した契約である
ことを自ら認めているもの
と解することができること。
・XはY社の人事本部長とし
て中途採用されたものであ
ること。
・採用の経緯
（採用の動機、Xの学歴・職
歴、処遇、当事者の意思）

・就業規則上の
解雇事由（「従
業員の業務の
履行又は能率
が極めて悪く、
引き続き勤務
が不適当と認
められる場
合」）該当性
・解雇権濫用の
有無

「本件契約が、・・・人事本
部長という地位を特定した
雇用契約であることからす
ると、Y社としてはXを他の
職種及び人事の分野にお
いても人事本部長より下の
職位に配置換えをしなけれ
ばならないものではなく、ま
た、業務の履行または能率
が極めて悪いといえるか否
かの判断も、およそ『一般
の従業員として』業務の履
行又は能率が極めて悪い
か否かまでを判断するもの
ではなく、人事本部長とい
う地位に要求された業務の
履行又は能率がどうかとい
う基準で・・・検討すれば足
りる。」

解雇有効

解雇権濫用の
有無の判断に
おいて、「Y社
がXを試用期間
中に解雇しな
かった理由
は、・・・試用期
間中にY社がX
の人事本部長
としての能力を
判定することを
怠ったというよ
りは、むしろX
の立場を考慮
し、その能力を
実証する機会
を与えたためで
あること」、およ
び「Y社がXに
対し、しばしば
警告を与え、矯
正の機会を与
えていた」こと
にも言及してい
る。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

38
フォード自
動車事件・
東京高判
昭和59・3・
30労判437
号41頁

（主位的請
求）
雇用関係
存在確認
及び人事
本部長とし
ての地位
確認請求
（予備的請
求）
雇用関係
存在確認
及び従業
員としての
地位確認
請求

（予備的請求について）
労：「本件契約によって、Xの職務
上の地位が人事本部長と特定さ
れ、しかもXが人事本部長として
不適格であるとしても、Y社の就業
規則10条1項の規定（当会社はそ
の判断で従業員の配置転換、ま
たは転勤を命じることができる。）
及び配置転換の一般的慣行並び
にY社がXに対して人事本部長以
外の業務の担当を多く命じたこと
等に鑑みれば、Xが人事本部長以
外の職務上の地位ないし職種に
ついて適格性を有していれば、Y
社は配転等の人事異動を行うべ
き義務があるものというべきであ
る。
使：本件契約が人事本部長という
地位を特定したものである以上、
Y社はこれに不適格なXに他の地
位を提供すべき義務を負うもので
はない。

○（地位を
人事本部
長に特定
した雇用
契約）

（原判決と同一）
（原判決と同
一）

（予備的請求について）
「・・・X・Y社間の本件雇用
契約は、Xの学歴・職歴に
着目して締結された、人事
本部長という地位を特定し
た契約であって、Xとしては
提供される職位が人事本
部長でなく一般の人事課員
であったならば入社する意
思はなく、Y社としてもXを
人事本部長以外の地位・
職務では採用する意思が
なかった・・・」「・・・したがっ
て、Y社にはXを人事本部
長として不適格と判断した
場合に、あらためて（就業）
規則10条に則り異なる職
位・職種への適格性を判定
し、当該部署への配置転換
等を命ずべき義務を負うも
のではないと解するのが相
当である。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

39
アド建設設
計事務所・
東京地判
昭和62・3・
30労判497
号70頁

Y社の技術
部長として
従業員の
地位にあ
ることの確
認請求

・XがY社に技術部長として雇用さ
れたことについて、当事者間に争
いはない。

△（技術部
長〔職種と
しては、構
造設計全
般、重点
現場監
理、積算
全体及び
これに関
する一切
のもの〕）

「雇用契約の締結の際に、
Xは自己の学歴、資格や構
造設計、積算、施工監理な
どの職歴等を詳しく記載し
た経歴書を持参し、Aに対
して構造設計、積算、工事
監理のすべてについて堪
能である旨述べたので、A
はそれを信じて技術部長と
して処遇することとした」と
の認定あり。

就業規則上の
解雇事由（「技
能不良で配置
転換するも見
込みない場合」
および「業務に
誠意が認めら
れない場合」）
該当性

「・・・右・・・の各事実からす
ると、構造設計全般、工事
監理、積算全体について堪
能であるとのXの当初の言
にもかかわらず、そのいず
れについてもXの技術的能
力は劣悪であり、Y社がXを
雇用する際に期待した技
術部長としてふさわしい能
力を欠くばかりか、そのた
めに技術部長を降格され
た後においてもなお自分は
技術部長であるとの態度に
終始し、命じられた業務に
ついてこれを誠実に行わな
かったものというほかはな
いから、就業規則51条4号
の『技術不良で配置転換す
るも見込みない場合』に該
当するものというべきであ
る。」

解雇有効

・本件は、Xが解雇
前に技術部長の職
を解かれ、技術研
究部への降格を命
じられていた点に
特徴があり、裁判
所はXが技術勤務
部で命じられた積
算や雑誌分解業務
を拒否したことも含
めて、本件解雇の
就業規上の解雇事
由該当性を肯定し
ているところ、裁判
所は「Y社はXを技
術部長として雇用
したから降格を行う
ことはできず、Y社
がXに命じた積算
や雑誌分解整理作
業は技術部長たる
Xの行うべき業務で
はな」いとのXの主
張に対し、「Xの技
術部長の職を解く
こと及びXに積算を
命じることはXの入
社の経緯、技術部
長として予定された
業務の内容及び雇
用契約の内容に照
らしてもやむを得な
い措置として是認
することができる」
と判断している。

164



事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

40
持田製薬
事件・東京
地決昭和
62・8・24労
判503号32
頁

賃金仮払
仮処分

使：「Y社は、Xをマーケティング部
の幹部管理職として採用する旨
明示して、Xとの間に雇用契約を
締結したものであるところ、Xの勤
務態度、状況は、右雇用契約を維
持するに足るものではなかった」

○（地位を
マーケティ
ング部部
長に特定
した雇用
契約）

・採用の経緯
（採用の動機、Xの学歴・職
歴、処遇）

就業規則上の
解雇事由（「雇
用を継続させる
ことができない
止むを得ない
業務上の事情
がある場合」）
該当性

「前記・・・認定の、Xが採用された
経緯によると、Xは、マーケティン
グ部部長という職務上の地位を特
定し、その地位に相応した能力を
発揮することを期待されて、Y社と
雇用契約を締結したこと明らかで
あるが、Xが、人材の斡旋を業と
するA社の紹介によって採用され
ていること、及びその待遇に鑑み
ると、それは、単に、期待に止まる
ものではなく、契約の内容となって
いたと解せられ、この見地から、
前記・・・のXの勤務態度を検討す
ると、Xは、営業部門に実施させる
ためのマーケティング・プランを策
定すること、そのなかでも、特に薬
粧品の販売方法等に具体的な提
言をすることを、期待されていたに
も係わらず、執務開始後7ケ月に
なっても、そのような提言を全く
行っていないし、そのための努力
をした形跡もないのは、マーケティ
ング部を設立したY社の期待に著
しく反し、雇用契約の趣旨に従っ
た履行をしていないといえ
る・・・。」
「・・・Xの先に述べた執務態度は、
期待したマーケティング部の責任
者として、雇用の継続をY社に強
いることができない『業務上の事
情がある場合』に該当すると解す
るのが相当であるから、Xには、就
業規則第55条第5号による解雇事
由が存したというべきである。」

解雇有効

・裁判所はなお
書きにおいて、
「・・・Xは、マー
ケティング部の
責任者に就任
することで、雇
用されたので
あるから、解雇
するに際し、Y
社は、下位の
職位に配置換
えすれば、雇
用の継続が可
能であるかどう
かまでも、検討
しなければなら
ないものではな
い。」ことを付
言している。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

40
持田製薬
事件・東京
高決昭和
63・2・22労
判517号63
頁

賃金仮払
仮処分

労：「Xは入社に当たって右職務
（マーケティング部部長）でなけれ
ば入社しないとの意思を表してい
たわけではないこと、現に、Y社は
Xをマーケティング部部長付部長
（身分は次長）に任命する一方
で、同部の最高責任者たるマーケ
ティング部長をB・・・に兼務させて
いたこと・・・、Xを部長付部長（身
分は次長）としたのは、Xがマーケ
ティングの専門職といっても医薬
品業界についての経験がないこと
からこれを学ぶ期間が必要である
と判断していたこと、更に、Y社が
Xに期待していたのは、主として薬
粧品の販売戦略、販売方法等に
ついての具体的提案であって、こ
れによって販売シェア拡大の即戦
力に期待をかけた等の事情から
考えれば、少なくともY社の意思と
しては、マーケティング部の最高
責任者たる地位に限定した雇用
契約を締結したとは考えていない
ことが明らかである。」

○（地位を
マーケティ
ング部部
長に特定
した雇用
契約）

・採用の経緯
（採用の動機、即戦力としての
期待、Xの認識）
・Y社がXを、「当分の間部長
付部長（身分は次長）に任命
したのは、Xがマーケティング
の専門家ではあってもY社や
医薬品業界の実情に疎いた
めこれらの修得期間であると
同時にY社としてもXの能力を
観察する期間が必要であると
判断したためであ」ること
・Xの給料は、「賞与、支度金
等の支給額を含めると年収
1000万円強となり、これは破
格の待遇であること」

就業規則上の
解雇事由（「雇
用を継続させる
ことができない
止むを得ない
業務上の事情
がある場合」）
該当性

「・・・疎明事実に照らすと、
Xの勤務態度ないし勤務状
況はマーケティング部長付
部長（身分は次長）として
雇用されたXに対するY社
の信頼と期待とを裏切り、
雇用契約の目的を達する
ことができないものと認め
られるから、これが右就業
規則でいう『雇用を継続さ
せることができない止むを
得ない業務上の事情があ
る場合』に当たるものという
べく、これが不当をいうXの
主張は理由がない。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

41
横浜米海
軍基地事
件・横浜地
判平成3・
8・1労判
597号68頁

地位保全
等仮処分

「米海軍横須賀基地では、職務は
職種により詳細に分類され、等級
が付けられている。従業員はそれ
ぞれの職位ごとにその職務をなす
ものとして採用され、一旦採用さ
れた者は、原則として、他の職位
に再度応募し、採用されない限
り、他の職務を行うことはできな
い。逆に言えば、従業員は、採用
された職位の職務内容を遂行で
きる能力が要求されている。した
がって、採用された職位において
不適格と認められた場合には、
MLC第10章4aに規定された不適
格解雇の予備措置がとられ、所
定の結果が得られない場合に
は、不適格解雇がなされることに
なる。」との事実について、当事者
間に争いはない。

○（エンジ
ニアリング
専門職〔電
気、6等
級〕）

・採用の経緯
（募集広告の記載、Xの認識、
Xの語学力）

・XがMLC第10
章3dに定める
不適格者に該
当するか。
・本件解雇が、
MLC第10章4a
が定める手続
を経て行われ
たものである
か。

「Xは、PWC技術部電気課
にエンジニアリング専門職
（電気、6等級）として採用さ
れたが、その事務を処理す
る能力を有しないから、就
業規則に当たるMLC第10
章3dに定める不適格者に
該当し、同章4aの定めると
ころにより、不適格者に対
する解雇の予備措置とし
て、成績向上のための忠
告を受けた上、一段階低い
能力をもって遂行できるも
のとして配属されたSRF企
画見積部工事企画課電気
工事企画係の生産専門職
（5等級）の事務について
も、その職務を遂行するこ
とができず、最終的に債権
者の能力に相応した職務
が得られるかどうかを確か
めるために配属されたSRF
設計部ウォーターフロント
課における事務について
も、その職務を遂行するこ
とができなかったために、
同章4所定の手続を経て解
雇されたものと認められる
から、本件解雇は有効にな
されたものというべきであ
る。」

解雇有効

・MLC第10章4aは、
常用従業員が最小
限度の職務上の要
求を満たさないた
め不適格であると
認められた場合の
解雇の予備措置と
して、米国側がそ
の従業員に忠告
し、その者の成績
を向上させるため
援助を与える計画
を立てること、この
計画を実行した後
もなおその者が十
分に職務を遂行で
きない場合におい
て、同国側がその
者の能力に相応す
る職務が得られる
か否かを確認し、
得られる場合に
は、その者の同意
を得た上その職務
に配置すること、配
置したにもかかわ
らず、従業員が十
分にその職務を遂
行することができ
ず、かつ、その能
力に相応した職務
が得られない場合
には不適格解雇の
手続を進めること
ができることを規定
していた。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

42
エイゼット
ローブ事
件・大阪地
決平成3・
11・29労判
599号42頁

地位保全
等仮処分

・採用経緯につき、採用面接時に
「（Y社の）A社長等において、Xが
服飾専門学校を出ていること、ア
パレル業界の営業等の経験があ
ること、得意先も相当数あるという
ことを確認したうえ、Xに対し、新
規顧客の開拓業務に専念して、
年間1億円位の売上げができるか
を尋ねたところ、Xはこれを承諾し
た。そこで、A社長は、Xが当時39
歳で年齢制限を越えているが係
長相当待遇としてXを採用し、営
業課員では2番目に高い給与（金
35万円）を支給することを決め、そ
の旨Xに説明した」との認定あり。

△（営業課
員）

・採用経緯につき、採用面
接時に「（Y社の）A社長等
において、Xが服飾専門学
校を出ていること、アパレ
ル業界の営業等の経験が
あること、得意先も相当数
あるということを確認したう
え、Xに対し、新規顧客の
開拓業務に専念して、年間
1億円位の売上げができる
かを尋ねたところ、Xはこれ
を承諾した。そこで、A社長
は、Xが当時39歳で年齢制
限を越えているが係長相
当待遇としてXを採用し、営
業課員では2番目に高い給
与（金35万円）を支給する
ことを決め、その旨Xに説
明した」との認定あり。

解雇権濫用の
有無

・（Xが、他の新人もXよりも
営業成績が低いのに解雇
されていないことを挙げて、
営業成績不良を理由とす
る解雇の不当性を主張した
のに対し）
「・・・Xは、他の新人の営業
成績の低さを指摘するが、
他の新人はアパレル業界
の未経験者であって、経験
者として採用されたXとは
採用条件が異なるので、X
と同様に論じることはでき
ない。」
「むしろ前記・・・で認定した
とおり、Xは、アパレル業界
における営業の経験者とし
て採用され、採用時の面接
において年間売上目標1億
円を約束し、またYによっ
て、半期の売上目標額とし
て5000万円が設定された
が、いずれも経験者とすれ
ば達成可能な数字であっ
たのに、Xの実績はこれを
大きく下回るものであったう
え、上司の注意指導にもか
かわらずXは営業成績を向
上させようとする意欲がな
かったということができ
る。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

43
禁野産業
事件・大阪
地判平成
11・3・26労
経速1708
号14頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

・XがY社所有の本件ビルの管理
業務に従事していたことについて
は、当事者間に争いはない。

○（ビルの
管理人）

・XがY社所有の本件ビル
の管理業務に従事してい
たことについては、当事者
間に争いはない。
・裁判所は「XY間の労働契
約がもっぱら管理人として
の業務に限定されたもので
あっ」たとの判断を行って
いる。

・解雇権濫用の
有無

・「管理人には、管理業務
を遂行する過程において入
居者との間でトラブルを引
き起こさないように務める
義務があることはいうまで
もなく、特に入居者のプライ
バシーに対する配慮が強く
求められるというべきであ
る。」
・「・・・Xは、管理人としての
適格性を欠くと評価されて
もやむを得ない言動を半年
足らずの間に繰り返し、そ
のことにより注意を受けた
にもかかわらずその非を認
めず、全く反省の態度を見
せていないこと」に加え、
「XY間の労働契約がもっぱ
ら管理人としての業務に限
定されたものであって、Xを
他の職種に配置する余地
はないこと」等を「あわせ考
慮すれば、本件解雇には
客観的に相当な理由があ
るというべきである。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

44
北海道龍
谷学園事
件（旧：小
樽双葉女
子学園事
件）・札幌
高判平成
11・7・9労
判764号17
頁

労働契約
に基づく教
諭の地位
にあること
の確認請
求

・Xが保健体育の教諭の職にあったこ
とについて、当事者間に争いは無い。
・争点1（解雇事由の有無）について
労：「Xは、公民、地理歴史の教諭資
格も有しており、それらの科目の教師
として業務に従事することもでき、そ
の点からも『身体の障害により業務に
堪えられない』との条項には該当しな
い。」
使：「学校の教員採用は教科を指定し
て行われるのが通例で、組織運営を
十分考慮して担当者を決めており、
免許を取得したからといってすぐ他教
科を担当させることはできない場合が
多い。」
・争点2（解雇権濫用の有無）につい
て
労：「Xは、・・・高等学校における公民
と地理歴史の教員資格を取得し、Yに
対し、保健体育に代えて公民、地理
歴史の授業を担当させて欲しい旨要
望した。Yにおいても、公民、地理歴
史の正規の教員が足りず、4、5人の
時間講師で約20数時間の授業時間
を穴埋めしている状況で、Xに公民、
あるいは地理歴史の授業を担当させ
ることに何らの支障もない。」
使：「教職員の人事については、Yの
自由裁量であり、Xが自ら担当教科を
選択することは許されない。学校の教
員採用は教科を指定して行われるの
が通例で、組織運営を十分考慮して
担当者を決めており、免許を取得した
からといってすぐ他教科を担当させる
ことはできない場合が多い。」

○（保健体
育の教諭）

・Xが保健体育の教諭の職
にあったことについて、当
事者間に争いは無い。

・解雇事由の有
無（就業規則上
の解雇事由〔身
体の障害によ
り業務に堪えら
れないと認めた
とき〕該当性）
・解雇権の濫用
の有無

・争点1（解雇事由の有無）
について
「Xは保健体育の教諭資格
者としてYに雇用されたの
であるから、雇傭契約上保
健体育の教諭としての労務
に従事する債務を負担した
ものである。したがって、就
業規則の適用上被控訴人
の『業務』は保健体育の教
諭としての労務をいうもの
であり、公民、地理歴史の
教諭としての業務の可否を
論ずる余地はないというべ
きである。」
・争点2（解雇権濫用の有
無）について
「Xは平成6年に北海道教
育委員会から公民、地理
歴史の教員免許を受けた
ものであるが・・・、実務経
験がまったくないことや前
記書字・発語能力などに照
らすと、Xが実際に平成8年
当初から直ちに社会科教
諭として補助・事務の軽減
等のない通常の業務に堪
ええたか疑問のあるところ
であ（る）・・・。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

45
日本エマソ
ン事件・東
京地判平
成11・12・
15労経速
1759号3頁

雇用契約
上の地位
確認請求

使：「Y社は、Xを機械のシステム
エンジニアとして採用した。」
労：「Xは、入社時、バイブレーショ
ンウェルダーのアプリケーション・
サービスを顧客に提供することを
業務とするバイブレーションウェル
ダー部に配属され、A部長・・・の
下で、当初からバイブレーション
ウェルダーのアプリケーション業
務を仕事の中心とし、アプリケー
ション・テストに従事するほか、バ
イブレーションウェルダーの出張
修理にもかなりの割合で従事して
いたものであり、システムエンジニ
アとして採用されたものではな
い。」

△（システ
ムエンジニ
ア）

・採用の経緯
「Y社がXを雇用したのは、
当時、バイブレーションウェ
ルダー営業部内でシステ
ム設計業務を担当していた
1名の従業員の作業量が
増大し、システムエンジニ
アを2名に増員する必要が
生じていたためで、他社で
約7年間機械設計業務に従
事した経験があるという採
用面接時のXの説明から、
Xにはシステムエンジニア
として十分な技術・能力を
備えていると評価されたこ
とによるものであった。」
・Xに対する処遇
「初任給時から、右技術・
能力に見合うものと考えら
れた相当高額な給与が支
給された。」

就業規則上の
解雇事由（「「勤
務成績が不良
で就業に適さな
いと会社が認
めたとき」」）該
当性

「Xは、システムエンジニア
としての技術・能力を備え
た技術者としてY社に雇用
されたのに、システムエン
ジニアとしての技術・能力
はもとより、アプリケーショ
ンエンジニアとしての技術・
能力も不足し、かつ、Xの
技術的水準を向上させる
べく、Y社において、現場指
導、教育訓練等を続けた
が、Xの意欲が乏しかった
ため、その成果が上がらな
かったこと・・・を求めても改
まらなかったことを認めるこ
とができるから、本件解雇
は、少なくとも、Y社就業規
則11条1項2号に該当する
ものということができる。」

解雇有効

・なお、裁判所
は当事者らの
主張に対応し
て、Xがアプリ
ケーションエン
ジニアとしても
技術・能力不足
であったことに
ついて、事実認
定・判断を行っ
ている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

46
プラウド
フットジャ
パン事件・
東京地判
平成12・4・
26労判789
号21頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

・Xがインスタレーション・スペシャ
リスト（IS）として採用された者であ
ることについて、当事者間に争い
はない。
使：「Xが外資系企業であるY社にＩ
Ｓとして中途採用され、収入も年
俸770万円と高額であることなど
から、例えば、終身雇用制の下で
新卒者を雇用する場合とは異な
り、ＩＳとしてY社が期待する一定
の能力、適格性を備えていること
が雇用契約の内容となっているこ
とを前提として、本件就業規則に
該当するかどうかが検討されなけ
ればならない・・・。」

△（IS）
・XがISとして採用された者
であることについて、当事
者間に争いはない。

・就業規則上の
解雇事由（「従
業員がその職
務遂行に不適
当と判断された
とき」および「従
業員がその職
務遂行に不十
分又は無能と
判断されたと
き」）該当性
・解雇権の濫用
の有無

「・・・Y社がISとして雇用した社
員がY社に入社するまでに経
営コンサルタントとして稼働し
た経験がない場合には、その
社員との間に締結した雇用契
約においては雇用の時点にお
いて既にISとして求められて
いる能力や適格性が平均を超
えているか、又は、少なくとも
平均に達していることが求め
られているということはできな
いのであって、その場合に
は、一定の期間ISとして稼働
し、その間にISとして求められ
ている能力や適格性が少なく
とも平均に達することが求めら
れているものというべきであ
る。
　そうすると、Y社に入社する
までに経営コンサルタントとし
て稼働した経験がない社員が
一定期間ISとして稼働したにも
かかわらず、ISとして求められ
ている能力や適格性がいまだ
平均を超えていないと判断さ
れる場合には、その社員はそ
の能力や適格性の程度に応
じて『その職務遂行に不適当』
又は『その職務遂行に不十分
又は無能』に当たると解され
る。」

解雇有効

・本件におい
て、裁判所は
左記の判断枠
組を導くに当た
り、「Y社が新聞
紙上に掲載し
ている社員の
募集広告に
は、経験不問と
いう記載もある
こと」および「Y
社においては
オフ・ザ・ジョ
ブ・トレーニン
グが完備され
ていること」を
考慮されてい
る。
・なお、裁判所
は、解雇権濫
用の有無の判
断に当たり、Y
社は、別の職
務を提供してX
の雇用を継続
しようとする提
案をし、Xとの
間で交渉を重
ねてきたことを
もって、解雇権
の濫用を否定
している。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

47
全日本空
輸（退職強
要）事件・
大阪高判
平成13・3・
14労判809
号61頁

雇用契約
上の地位
確認請求

・Xが客室乗務員として雇用され
た者であることについて、当事者
間に争いはない。
使：「Xに対しては、3回もの復帰者
訓練の機会を与えたが、・・・いず
れにも合格せず、また復帰者訓練
におけるXの状況、訓練前後のX
の状況は、単に緊急保安要員とし
て不適格というだけではなく、客
室乗務員としての通常業務の遂
行も不可能な状態であり、『労働
能力の著しく低下したとき』及び
『その他前各号に準ずる程度のや
むを得ない理由があるとき』・・・に
該当するものであった。そして、乗
務が不可能である以上、雇用を
継続しがたい『やむを得ない業務
上の都合によるとき』及び『その他
前名（ママ）号に準ずる程度のや
むを得ない理由があるとき』・・・に
該当する。したがって、本件解雇
について解雇権の濫用はなく、本
件解雇は正当である。」

○（客室乗
務員）

・Xが客室乗務員として雇
用された者であることにつ
いて、当事者間に争いはな
い。

・本件解雇理由
（①労働能力の
著しい低下、②
やむを得ない
業務上の都
合、③その他
前各号に準じ
る程度のやむ
を得ない理
由」）の存否
・解雇権の濫用
の有無

「労働者がその職種や業務内容を限定して雇
用された者であるときは、労働者がその業務
を遂行できなくなり、現実に配置可能な部所
（ママ）が存在しないならば、労働者は債務の
本旨に従った履行の提供ができないわけであ
るから、これが解雇事由となることはやむを得
ないところである。そして、客室乗務員としての
業務は、通常時における業務のほか、緊急時
における措置、保安業務、救急看護措置等の
業務を含むものであって、高度の能力を要求
される業務であり、緊急時における措置等の
適否が、万が一の場合には、人命に直結する
ものであることからすると、かかる部分におけ
る業務遂行能力は、これをおろそかにはでき
ず、これを欠いたままで乗務させることはでき
ないものといわなければならない。しかしなが
ら、労働者が休業又は休職の直後において
は、従前の業務に復帰させることができないと
しても、労働者に基本的な労働能力に低下が
なく、復帰不能な事情が休職中の機械設備の
変化等によって具体的な業務を担当する知識
に欠けるというような、休業又は休職にともな
う一時的なもので、短期間に従前の業務に復
帰可能な状態になり得る場合には、労働者が
債務の本旨に従った履行の提供ができないと
いうことはできず、右就業規則が規定する解
雇事由もかかる趣旨のものと解すべきであ
る。むろん、使用者は、復職後の労働者に賃
金を支払う以上、これに対応する労働の提供
を要求できるものであるが、直ちに従前業務
に復帰ができない場合でも、比較的短期間で
復帰することが可能である場合には、休業又
は休職に至る事情、使用者の規模、業種、労
働者の配置等の実情から見て、短期間の復
帰準備時間を提供したり、教育的措置をとる
などが信義則上求められるというべきで、この
ような信義則上の手段をとらずに、解雇するこ
とはできないというべきである。」

解雇無効

・なお裁判所
は、「・・・本件
解雇は就業規
則に規定する
解雇事由に該
当しないにも関
わらずなされた
ものであって、
合理的な理由
がなく、解雇権
の濫用として無
効というべきで
ある。」と結論
付けている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

48
朝日新聞
社事件・大
阪地判平
成13・3・30
労経速
1774号3頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認等請求

・Ｘは歯科医師であり、常勤嘱託と
してＹ社に勤務し、その後、Ｙ社の
歯科診療所の管理職となったこと
について、当事者間に争いはな
い。

△（歯科
医師）

・Ｘは歯科医師であり、常勤
嘱託としてＹ社に勤務し、そ
の後、Ｙ社の歯科診療所の
管理職となったことについ
て、当事者間に争いはな
い。

解雇権濫用の
有無

「・・・Ｘの診療内容に対する
患者からの苦情やスタッフ
の疑念、Ｘの勤務状態、こ
れらに起因する歯科内部で
の人間関係の悪化、歯科
医師という専門職としてＹ
社に雇用され他の職場へ
配置転換することができな
いことなどをも総合考慮す
れば、かかるＸに対し、解
雇をもって対処することが
社会通念上相当性を欠くも
のとまではいえない。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

49
中川工業
事件・大阪
地決平成
14・4・10労
経速1809
号18頁

地位保全
等仮処分

判例集では省略されているため、
不明。

×
（裁判所は
「Xは、Y社
に職種を
限定され
て雇用さ
れた者で
はないと認
められ
る。」と判
断してい
る。）

無し
（裁判所は、「Y社が、Xに
対し、単純作業に変わって
はどうかと提案しているこ
と」を理由に職種限定を否
定している。）

解雇権濫用の
有無

「労働者が職種や業務内
容を限定して雇用された者
であるときは、労働者がそ
の業務を遂行することがで
きなくなり、その者を配置す
る部署が実際に存在しない
場合は、労働者は債務の
本旨に従った履行の提供
ができなくなるから、これが
解雇事由となることはやむ
を得ない。一方で、労働者
が職種や業務内容を特定
せずに雇用された場合に
は、現に就業を命じられて
いる業務についての労務
の提供が不十分であって
も、その能力、経験、地位、
使用者（会社）の規模、業
種、労働者の配置、異動の
実情等を考慮して、労働者
が現実に配置可能な業務
があるか検討すべきであ
り、このような業務につい
て、労働者が労務の提供を
申し出ているのであれば、
なお債務の本旨に従った
履行の提供があるというべ
きである。」

解雇無効

・本件では、Y
社は、Xの今後
の就労につき、
Y社において配
置可能な業務
があるかを検
討しなかったこ
と等を理由に、
本件解雇を解
雇権の濫用と
して無効と判断
している。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

50
ヒロセ電機
事件・東京
地判平成
14・10・22
労判838号
15頁

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

・「本件は、Xの職歴・・・に着目
し・・・業務上必要な日英の語学
力、品質管理能力を備えた即戦
力となる人材であると判断して品
質管理部海外顧客担当で主事1
級という待遇で採用し、Xもそのこ
とは理解して雇用された中途採用
の事案」であるとの判断あり。
使：「Ｘは、日本語だけでなく、英
語力、また、品質管理部の専門家
としての能力が欠如していた。」

△（品質
管理部海
外顧客担
当・主事
一級）

・採用の経緯
（採用の動機、応募条件の
記載、Xの職歴、Xの語学
力）
⇒「本件は、Xの職歴・・・に
着目し・・・業務上必要な日
英の語学力、品質管理能
力を備えた即戦力となる人
材であると判断して品質管
理部海外顧客担当で主事1
級という待遇で採用し、Xも
そのことは理解して雇用さ
れた中途採用の事案」であ
るとの判断あり。

就業規則所定
の解雇事由該
当性

「本件は、Xの職歴・・・に着
目し・・・業務上必要な日英
の語学力、品質管理能力
を備えた即戦力となる人材
であると判断して品質管理
部海外顧客担当で主事1級
という待遇で採用し、Xもそ
のことは理解して雇用され
た中途採用の事案であり、
長期雇用を前提として新卒
採用する場合と異なり、Y社
が最初から教育を施して必
要な能力を身につけさせる
とか、適性がない場合に受
付や雑用など全く異なる部
署に配転を検討すべき場
合ではない。労働者が雇用
時に予定された能力を全く
有さず、これを改善しようと
もしないような場合は解雇
せざるを得ないのであっ
て、就業規則37条2号の規
定もこのような趣旨をいうも
のと解するのが相当であ
る。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

51
自警会東
京警察病
院事件・東
京地判平
成15・11・
10労判870
号72頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

・XがY病院において臨床医として
勤務していたことについて、当事
者間に争いは無い。

△（臨床
医）

・XがY病院において臨床医
として勤務していたことにつ
いて、当事者間に争いは無
い。

解雇事由の有
無

・「一般に、臨床医師は、適切
な医療を行うために、患者と
の信頼関係を形成することが
必要である。そして、臨床医師
は、医学に関する知識や技能
を習得しているだけにとどまら
ず、患者とその家族に対し病
状や治療方法等を適切に説
明したり、可能な限り患者の
置かれた状況に配慮した対応
をとることが求められる。とこ
ろが、以上で述べたXの行為
は、自己中心的であり患者や
その家族に対する配慮を欠い
ており、Y病院の臨床医師とし
て不適切なものといわざるを
得ず、いずれも、就業規程14
条1、5、7号の解雇事由に当
たる。」
・「Xは、既に免許を取得した
医師として医療行為に従事し
ており、高度の診療能力を備
えた『認定内科医』等の資格
の取得を目的として臨床研修
を受けていた。Xは、自己研さ
んにつとめ、自分自身で行動
を規律すべきであり、医学的
知識や技能とは直接関係しな
い日々のコミュニケーション等
の問題について指導医等から
の注意・指導があったか否か
は、本件解雇の効力を左右す
るものとは認められない。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

52
日水コン
事件・東京
地判平成
15・12・22
労判871号
91頁

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

判例集では、省略されているため
不明。

△（シス
テムエン
ジニア
〔SE〕）

・採用の形態
・Xの経歴
・募集の動機
・採用時におけるXの発言
⇒「XはY社において専門家
としての能力を発揮し、業
務実績を挙げることを期待
されていた。このことは採
用にあたってXに対し十分
に説明されていたことであ
り、X自身も承知していた」
との判断あり。

争点略のため
不明
（判決文を読む
限り、①就業規
則所定の解雇
事由該当性、
②勤務成績不
良の原因と改
善可能性、もし
くは①②双方
が就業規則所
定の解雇事由
該当性判断に
含まれている
か？）

「Xは、Y社からコンピューター技術
者としての豊富な経験と高度の技
術能力を有することを前提に、Y社
の会計システムの運用・開発の即
戦力となり、就中、将来は当該部
門を背負って立つことをも期待さ
れて、SEとして中途採用されたに
もかかわらず、約8年間の同部門
在籍中、日常業務に満足に従事
できないばかりか、特に命じられ
た業務についても期待された結果
を出せなかった上、直属の上司で
あるAの指示に対し反抗的な態度
を示し、その他の多くの課員とも
意思疎通ができず、自己の能力
不足による業績不振を他人の責
任に転嫁する態度を示した。そし
て、人事部門の監督と助力の下に
やり直しの機会を与えられたにも
かかわらず、これも会計システム
課在籍中と同様の経過に終わり、
従前のXに対する評価が正しかっ
たこと、それが容易に改善されな
いことを確認する結果となった。こ
のように、Xは、単に技術・能力・
適格性が期待されたレベルに達し
ないというのではなく、著しく劣っ
ていてその職務の遂行に支障を
生じており、かつ、それは簡単に
矯正することができない持続性を
有するXの性向に起因しているも
のと認められるから、Y社就業規
則59条3号及び2号に該当すると
いえる。」

解雇有効

・主張および争
点略のため、
限定性が判断
に与えた影響
についてはや
や不明確。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

53
横浜市学
校保健会
事件（歯科
衛生士解
雇）事件・
東京高判
平成17・1・
19労判890
号58頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

・「Xは、昭和42年4月1日、Yに横
浜市立の小中学校の児童に対す
る歯科巡回指導を行う歯科衛生
士として、職種及び業務内容を定
めて雇用された」ことについて、当
事者間に争いはない。
労：「Yは、Xに対する本件解雇を
検討するに当たり、Yのいう現行
の職務内容を全く変えないことを
前提としてXに職務が不可能であ
るとして・・・本件解雇を行ったも
のであり、解雇権の濫用であって
無効である。」

○（歯科衛
生士）

・「Xは、昭和42年4月1日、
Yに横浜市立の小中学校
の児童に対する歯科巡回
指導を行う歯科衛生士とし
て、職種及び業務内容を定
めて雇用された」ことにつ
いて、当事者間に争いはな
い。

・就業規則上の
解雇事由（「心
身の故障のた
め、職務の遂
行に支障があ
り、又はこれに
堪えない場
合」）該当性

「Xは、小中学校の児童に
対する歯科巡回指導を行う
歯科衛生士として、あらか
じめ職種及び業務内容を
特定してYに雇用されたの
であるから、特定されたこ
の職種及び業務内容との
関係でその職務遂行に支
障があり又はこれに堪えな
いかどうかが、専ら検討対
象となるものである。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

54
国（在日米
軍司令部・
解雇）事
件・東京高
判平成18・
12・21労判
936号39頁

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：「駐留軍等労働者の雇用は、
職務を限定して雇用する制度であ
り、Xもそのことを理解して自らの
意思で上位等級の職位の募集に
応募してきたものである。従って、
在日米軍は，配置転換あるいは
転任の措置を一方的に『命令』す
ることはできない。」

○（報道編
集専門職）

・Xは、従来、管理専門職と
して勤務していたが、報道
編集専門職の求人情報を
見て応募し、採用面接を経
て、報道編集専門職への
昇格の人事措置を受けた
ことについて、認定あり。

・不適格解雇事
由の存否
・不適格解雇の
手続要件充足
の有無

・「MLCの定める予備措置は、
解雇が従業員に与える影響の
大きいことを配慮し、当該職務
については不適格者であって
も、他の職務についてまで不
適格者とはいえないことから、
米国政府側（在日米軍司令
部）において、その者に適する
職務を提供できるか否かを確
認し、これを提供できる場合
で、当該従業員がその職務へ
の配置転換に同意するのであ
れば、在日米軍司令部でその
配置転換を実行することで、
解雇を回避しようとした手続と
いうことができる。そうすると、
米国政府側ですべき相応職務
確認措置は、当該従業員が同
意すれば配置転換を実行でき
るような職務を同従業員に提
供できるか否かを確認するこ
と、これを提供できる場合には
その情報を同従業員に提供す
ることを意味するものと解する
のが相当である。」
・「・・・本件解雇は、予備措置
である相応職務確認措置を経
たとは認められないところ、解
雇を避けるための同措置の重
要性にかんがみれば、同措置
を経ていない本件解雇は・・・
無効というべきである。」

解雇無効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

55
東京エム
ケイ事件・
東京地判
平成20・9・
30労判975
号12頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：「本件雇用契約は、タクシー運転手とし
ての雇用に限定する契約である。」「雇用
契約書には、業務内容を『タクシー運転
手』と明示している。タクシー会社では、乗
務員として勤務できる優秀なドライバーを
確保することが必要不可欠であり、乗務員
として雇用した者を、本人の同意なく一方
的に労働時間や賃金体系の異なる内勤
等の業務に変更することはしないのが前
提である。賃金体系も、売上げに連動した
ものとして、ドライバーの意欲の向上を
図っているので、これに応募して雇用され
た者は、タクシー運転手として勤務するこ
とを予定、希望して入社してきており、他の
職種への転換を本人の同意なく命じること
はできない。」「その対象をタクシー、ハイ
ヤー乗務員に限定している就業規則は、
解雇事由として、２０条１項９号で『免許取
消しとなりタクシー、ハイヤー乗務員として
の業務が出来なくなったとき』と規定して、
乗務員として業務に就くことを前提として
いる。」
労：「本件雇用契約は、タクシー運転手とし
ての雇用に限定する契約ではない。労働
契約書には、『業務内容　タクシー運転
手』とあるのみで、タクシー運転者に限定
する趣旨の記載はない。また、二種免許
は、平均的な能力のある人間であれば取
得できる資格であり、高度の専門性のある
資格ともいえない。したがって、このような
資格を求めることは、職務を限定すること
にならない。」

△（タク
シー運転
手）

・契約書の記載内容
（「業務内容　タクシー運転
者」とされている。）
・他職種との労働条件の差
異
（タクシー運転手は、内勤
者とは、労働時間や賃金体
系が異なり、賃金体系も、
売上げに連動している。）

二種免許を喪
失したことのみ
をもって、Xを解
雇することの可
否

・「・・・ほとんど専門性を有しない
業務については、ある程度使用者
側の必要性において配置転換で
きるし、特定の業務ができなくなっ
ても、解雇することはできず、他の
職種に就けるべきこととなる。」
・「本件において見るに、労働契約
書には、業務内容をタクシー運転
手に限定する趣旨までの記載は
ないが、タクシー運転手としての
採用に応募して雇用された者は、
タクシー運転手として勤務すること
を予定、希望して入社してきてい
るのだから、他の職種への転換を
本人の同意なく命じることは、当
事者の合理的な意思に反すること
になろう。しかし、当事者の合理的
な意思としても、資格を失った場
合に当然退職することまでは想定
していないと解される。」
・「二種免許は、平均的な能力の
ある人間であれば取得できる資格
であり、高度の専門性のある資格
とまではいうことができない。ま
た、Y社の事業規模であれば、他
の職種を提供することは困難とは
解されず、Y社には他に様々な職
種があること・・・現に、給与との不
適合のきらいはあるものの、清掃
職をY社はXに担当させている・・・
点を考慮すると、タクシー運転手
は、その業務に就けなくなったと
き、使用者が当然に解雇等により
契約を打ち切ることができるか、と
いう問題については、否定される
というべきである。」

解雇無効

・なお、裁判所
は職種限定の
有無につき、明
示的な判断を
行ってはいな
い。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

56
A病院（医
師・解雇）
事件・福井
地判平成
21・4・22労
判985号23
頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

・XがY病院において内科医長とし
て診療を行っていたことについ
て、当事者間に争いはない。

△（内科医
長）

・XがY病院において内科医
長として診療を行っていた
ことについて、当事者間に
争いはない。

・解雇事由（Y
就業規則42条2
号「職員の就業
状況が著しく不
良で、職員とし
てふさわしくな
いと認められた
とき」）の存否
・解雇権濫用の
成否

（解雇権濫用の成否につい
て）
・（YがXに対して具体的な指
導や注意をしたことがなく、懲
戒処分としては、本件解雇の
約1か月前の訓戒処分がなさ
れたのみであるから、本件解
雇は社会通念上の相当性を
欠くとのXの主張に対し）「・・・
Xの置かれていた上記立場に
照らせば、患者と接する臨床
医として、組織で医療行為を
行なうY病院に所属する医師
として、適切な行動や診療行
為を行なうことは当然の前提
であって、改めて注意される
べき事柄ではないことからす
れば、YからXに対する具体的
かつ明示的な注意や指導が
あまり行なわれてこなかったこ
とを重視するのは相当ではな
い。」
・「以上を踏まえ、Xが医師で
あって、医業以外の職務に従
事させることはできず、加え
て、Y病院の組織規模では配
置転換なども事実上できない
ことを勘案すると、本件解雇に
ついてはなお社会通念上の相
当性が認められるというべき
である。」

解雇有効
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

57
類設計室
事件・大阪
地判平成
22・10・29
労判1021
号21頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

・「Xは、小学４年生から６年生及
び中学生に対して、スタッフである
文系講師として、英語、国語、社
会の教科を指導する業務に従事
していた」ことについて、当事者間
に争いはない。
労：「仮に、生徒アンケートの結果
が悪く、Xを講師としておくことに困
難が生じたとしても、教材担当部
署において、Xの雇用を継続する
ことが可能であった。」

△（文系
講師）

・「Xは、小学４年生から６
年生及び中学生に対して、
スタッフである文系講師と
して、英語、国語、社会の
教科を指導する業務に従
事していた」ことについて、
当事者間に争いはない。

・解雇理由の存
否
・解雇権濫用の
成否

「Xは、仮に、講師として問
題があったとしても、本部
教材担当としては問題がな
かったのであるから、同担
当へ配置転換し、雇用を継
続すべきべきであった旨主
張するが、そもそもXは、文
系の科目を担当する講師と
してY社（類塾）に雇い入れ
られていること（等）の各事
情を総合すると、Xが指摘
する点をもって、本件解雇
が解雇権を濫用するもので
あると評価することはでき
ないといわざるを得ない。」

解雇有効

・なお、裁判所
は「Xの生徒ア
ンケートの評価
はほぼ最下位
であったこと」、
「Xの生徒アン
ケートの評価
はほぼ最下位
であったこと」
等を事情も総
合して、解雇権
の濫用を否定
している。

183



事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度及び判断要
素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

58
日本基礎
技術事件・
大阪高判
平成24・2・
10労判
1045号5頁

労働契約
上の権利
を有する
地位にあ
ることの確
認請求

使：「Xは、・・・Y社の技術社員とし
て求められる適格性を欠いてお
り，したがって、本件解雇は、客観
的に合理的な理由があり、社会通
念上の相当であって有効と言うべ
きである。」「Y社の技術社員とい
う職種は、高所や傾斜地といった
危険を伴う場所で、大型機械類を
稼働し、Y社の主要業務である地
盤改良工事や地盤補強工事を安
全に行うための適格性が不可欠
である。同適格性は、最低限、周
囲の状況をきちんと把握する能
力、教えられた危険を軽んじるこ
となく慎重に行動する等の安全配
慮能力及び基本的な危険予知能
力を備えていることをいう。」

△（Y社の
技術社員）

・「Xは、Y社に技術社員とし
て採用された」との認定あ
り。
・XとY社との間で締結され
た雇用契約には「職種　技
術社員」との記載あり。

（留保解約権に
基づく）解雇権
濫用の有無

・「Xは、Y社に技術社員とし
て入社したところ、上記・・・
で認定したとおりの技術社
員としての職責に上記・・・
で認定説示したとおりのX
についての事情を総合する
と、4か月弱が経過したとこ
ろではあるものの、繰り返
し行われた指導による改善
の程度が期待を下回るとい
うだけでなく、睡眠不足に
ついては4か月目に入って
ようやく少し改められたとこ
ろがあったという程度で改
善とまではいえない状況で
あるなど研修に臨む姿勢に
ついても疑問を抱かせるも
のであり、今後指導を継続
しても、能力を飛躍的に向
上させ、技術社員として必
要な程度の能力を身につ
ける見込みも立たなかった
と評価されてもやむを得な
い状態であったといえるか
ら、本件解雇は新卒者に対
する解雇とはいえ、解雇権
の濫用があったものとまで
は認められず、かえって、
解雇の相当性が認められ
るといわなければならな
い。」

（留保解約
権に基づ
く）解雇有
効

・Xは「Y社は、X
に対する解雇
回避努力もして
いない」との主
張を行っている
が、これに対し
て裁判所は、
「Y社としても本
採用すべく十
分な指導、教
育を行っていた
といえるから、
Y社が解雇回
避の努力を
怠っていたとは
いえない」との
判断を行ってい
る。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

59
ロイヤル・
バンク・オ
ブ・スコット
ランド・
ピーエル
シー事件・
東京地判
平成24・2・
28労働判
例ジャーナ
ル３号８頁

雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：「Xは、ビジネスアナリストとい
う肩書きで入社したが、その後、
プログラムマネージャーとしての
役割が与えられ、銀行部門に先
立って行われる証券部門の統合
プロジェクトに携わることになった
ところ、・・・Xのプログラムマネー
ジャーとしての職務遂行は、被告
の期待したものではなかった。」
労：「そもそも、Xはプログラムマ
ネージャーの肩書きを付与された
ことはなかった。」「仮にXの勤務
成績が不良であったとしても、統
合プロジェクトの遂行中、Y社から
このままだと解雇されるおそれが
あるという趣旨の警告を受けたこ
とは一度もなく、改善の機会が与
えられなかったものであって、Xに
改善可能性がないと主張する前
提を欠いている。」

○（プロ
グラムマ
ネー
ジャー）

・採用の動機
・職務記述書の記載
・当該職務に要求される能
力等に関する当事者の認
識
⇒「本件雇用契約は、Xが、
このインテグレーション・
チームにおけるプログラム
マネージャーの役割を果た
すだけの十分な能力を有
することを前提に締結され
たものであることは明らか
であり、それは単なるY社
側の期待に止まるものでは
なく、本件雇用契約の内容
となっていたと認めるのが
相当である。」

解雇権濫用の
有無

（「勤務成績が仮に不良で
あったとしても、その程度
は著しいものではなく、か
つ、改善の機会が与えられ
なかったことからすれば、
本件解雇は無効である」と
のXの主張に対し）
「Y社・・・では、当時A社と
の統合作業を・・・完了する
ことが至上命題とされてお
り、極めて厳しい日程の中
で、Xには、プログラムマ
ネージャーとして迅速かつ
適切に業務を遂行すること
を期待され、その報酬とし
ても年収1400万円と業績に
応じた高額の賞与という十
分な待遇が与えられていた
のであるから、このような高
度の能力を期待されて中
途採用されたXを、いわゆ
る年功制の下で雇用された
従業員と同列に扱うのは相
当でないというべきで
あ・・・って・・・警告書の交
付を受けていないことのみ
をもって、本件解雇が権利
の濫用に当たるということ
はできない・・・（また、前記
説示のような本件雇用契約
の内容、締結経緯に照らす
と、Xについて、降格や配転
等の解雇を回避する措置
をとることも、必須とまでは

解雇有効

・なお、裁判所
は「一般に勤務
成績、勤務態
度の不良等を
理由とする解
雇が有効と認
められるために
は、その勤務
成績、態度の
不良が企業経
営に支障を来
すなどの高い
レベルのもの
が要求され、か
つ、注意・警告
等を繰り返した
にもかかわら
ずそれが改ま
らないなどの事
情を要すること
が多いのはそ
のとおりであ」
るとの判断を
行っている。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

60
コアズ事
件・東京地
判平成24・
7・17労判
1057号38
頁

営業開発
部長として
雇用契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

使：「一般に中途採用者、特殊な専門職、
高ランクの解雇の場合は、いわゆる新卒
採用者とは異なり、幅広い解雇権の行使
が認められている。Xも、世界的な一流企
業での長年の経験、部下の育成、組織の
マネジメント力について幅広い知見や人脈
を有する営業開発部長としての職責を担う
ことができる即戦力として中途採用され、
一部の役員の報酬をも超える月額８０万
円という破格の待遇により採用されたもの
で、このようなXにつき、具体的な成果が
出なければ退職とせざるを得ないのは、
両当事者が合意していたことであった。」
「Xは、平成２０年８月末までに本件特命事
項を履行することができなかった上、一営
業部長としての職責を果たすこともなく、そ
の勤務態度も劣悪で、職場におけるコミュ
ニケーションも十分取れなかったもので、
一般の営業部員としても十分な業務を
行っていたとはいえない状況にあり、相応
の給与での別の職務の提案にも応じな
かったのであるから、本件解雇は、就業規
則１９条１号及び２号に基づくものとして有
効である。」
労：「Xは、A社長から、平成２０年８月まで
に営業部員を１０名に増やすよう指示を受
けたことはあるが、それが営業部長として
最低限果たすべき義務であると伝えられ
たことはないし、特命事項であると伝えら
れたこともない。まして、営業部員を１０名
に増やすことができなければ賃金を減額
するとか、Xを解雇するなどという合意は、
一切されていない」

△（営業開
発部長）

・採用の動機
・募集広告の記載

本件解雇の有
効性

「Y社は・・・Xは、Y社が経営に携
わる者や高級幹部職員を募集し
たのに応じて営業開発部長として
採用され、A社長から、営業開発
部長として最低限果たすべき業務
として、優秀な営業社員10名を採
用すること（本件特命事項）を課し
たにもかかわらず、Xが同業務を
遂行せず、その他にも営業体制強
化のための提案等をまったく行わ
なかった・・・と主張する・・・が・・・
そもそも、XとA社長との間で、本
件雇用契約締結に当たり、営業社
員10名を採用することをXの業務
の1つとして命じ、Xがこれを了承し
た事実があることは認められるも
のの、それを実現できなかった場
合に、降格、減給ないし解雇という
形で不利益処分がされることま
で、Xが認識していたとは認め難
い・・・し・・・上記業務がそこまで重
要な位置付けであるならば、雇用
契約締結の段階でそれなりに書
面上の合意が交わされてしかるべ
きであるところ、そのような書面も
存在しない・・・ことに照らすと、こ
の営業部員10名の採用という課
題が、当時Y社にとってどの程度
切実な課題であったのかは疑問と
いうべきであり、A社長が、どの程
度真摯な動機により、同業務をX
に命じたのかも疑われるところで
ある。」

解雇無効

・なお、裁判所
は左のように述
べたうえで、「X
の本件特命事
項の不履行・・・
（等の）主張に
より、降給処分
及び降格処分
の有効性を基
礎付けることは
できないことか
らすれば、いわ
んやそれよりも
重い処分であ
る解雇の有効
性を基礎付け
ることはできな
いのは明らか
である」として、
本件解雇を無
効と判断してい
る。
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事件名
請求原因
等

限定性に関する当事者の主張
限定性に
関する明
示の有無

限定性の程度および判断
要素

解雇の効力に
関する判断枠

組

限定性が解雇の効力の判
断に及ぼす影響の有無・程

度
結論 備考

61
ブルーム
バーグ・エ
ル・ピー事
件・東京高
判平成25・
4・24労判
1074号75
頁61

労働契約
上の権利
を有する
地位確認
等請求

　
使：「Y社がXを採用したのは、A社に
おいて経済記者として１３年の経験を
有する即戦力として期待したためであ
り、そのためY社におけるXの報酬に
ついては、年俸８１０万円と高額に設
定された。」
（以下、控訴審における補充主張）
「Y社は、世界各地に拠点を設けて活
動する国際企業であるところ、国際企
業が世界各地で有能な人材を採用す
るためには、能力に応じた処遇をする
ことと同時に、必要な能力がないと判
断された場合には、速やかに、その
労働者を辞めさせることができること
が必要である。このように、海外から
進出して、必要な能力を有する者をそ
のポジションごとに随時採用していな
ければならないY社のような国際企業
と、新卒の学生を採用して、ゼロから
技術者として育て上げて、配置転換を
しながら定年まで雇用することを原則
とする日本企業とを同じ基準で扱うの
は、正義に反する。したがって、『客観
的に合理的な理由』や『社会通念上
相当』というような条文の文言解釈に
おいては、その労働者が採用された
経緯やその企業の雇用の実態が反
映されなければならない。Y社主張に
係る解雇事由を検討するに当たって
は、このような雇用文化の多様性とい
う観点が不可欠である。」

○（記者）

・「Xは、Y社に入社後、株
式市場ニュース等を扱う
『ストック・チーム』に配属さ
れ、日々の株式相場の様
子を記事にする『場況』担
当として記事を執筆してい
た」ことについて、当事者間
に争いはない。

「勤務能力ないし
適格性の低下を
理由とする解雇
に『客観的に合
理的な理由』（労
働契約法16条）
があるか否かに
ついては、まず、
当該労働契約
上、当該労働者
に求められてい
る職務能力の内
容を検討した上
で、当該職務能
力の低下が、当
該労働契約の継
続を期待すること
ができない程に
重大なものであ
るか否か、使用
者側が当該労働
者に改善矯正を
促し、努力反省
の機会を与えた
のに改善がされ
なかったか否
か、今後の指導
による改善可能
性の見込みの有
無等の事情を総
合考慮して決す
べきである。」

「Y社においては、労働者の
採用選考上かかるY社の特
色あるビジネスモデル等に
応じた格別の基準を設定し
たり、試用期間中・・・にお
いても格別の審査・指導等
の対応を行う等の措置は
講じていないと認められる
こと・・・Xに・・・指示、指導
がされており、Y社の記者
にはこれらの能力が求めら
れていたことが認められる
ものの・・・これらの事項に
ついて社会通念上一般的
に中途採用の記者職種限
定の従業員に求められる
水準以上の能力が要求さ
れているとは認められない
こと、以上からすれば、社
会通念上一般的に中途採
用の記者職種限定の従業
員に求められていると想定
される職務能力との対比に
おいて、XとY社との間の労
働契約上、これを量的に超
え又はこれと質的に異なる
職務能力が求められている
とまでは認められないとい
うべきである。」

解雇無効

・なお、裁判所
は「そもそも、Y
社は、Y社の人
事制度・・・がい
わゆる一般的
な日本企業の
それと異なるこ
とについて、何
ら具体的に主
張していない
し、Xが採用さ
れた経緯・・・に
ついてどのよう
な説明がされ、
それがいわゆ
る一般的な日
本企業の場合
とどのように異
なっていたのか
等についても、
何ら具体的に
主張していな
い。」として控
訴審におけるY
社の補充主張
を失当と判断し
ている。
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